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1. 調査の概要 

 全体概要 

本調査は、国際原子力機関（IAEA）放射線安全基準委員会（RASSC）、IAEA 緊急事態へ

の準備と対応基準委員会（EPReSC）、経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）放

射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH）、原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（UNSCEAR）、国際放射線防護委員会（ICRP）等における放射線防護に係る最新の知見や、

これらを取り巻く国際的な動向等に係る情報を収集・整理するとともに、放射線防護や原子

力災害対策に係る国内制度に影響を及ぼし得る課題の抽出及びその対処方針素案（以下、対

処方針案）の作成等を行い、原子力規制庁に報告した。 

 

 調査の方法 

1.2.1. 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び検討課題の抽出 

UNSCEAR 及び ICRP 等の国際機関等における放射線防護に関する最新知見、これらを取

り巻く国際的な動向等に係る情報を収集・整理し、放射線防護や原子力災害対策に係る国内

制度に影響を及ぼし得る課題を抽出した。なお、情報の収集・整理及び検討課題の抽出にお

いては、後述する作業部会に意見を求めた。その上で原子力規制庁と協議を行い、概要資料

を作成した。 

 

1.2.2. IAEA 安全基準文書等の策定過程に関する概要資料及び対処方針案の作成 

IAEA から RASSC 及び EPReSC 会合の開催案内並びに IAEA 安全基準文書等について意

見照会や確認依頼のあった IAEA 安全基準文書等を対象として、その内容を調査した上で経

緯等の背景情報を盛り込んだ概要資料を作成した。その上で原子力規制庁と協議を行い、国

内における制度への取り入れ状況及び政府等の検討状況を踏まえて対処方針案を作成して原

子力規制庁が指定する期日までに提出した。 
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1.2.3. 国際会合に係る業務 

対象とする放射線防護に関する国際会合について、事前に得られる情報がある場合にはそ

の情報を調査し、原子力規制庁の了承を得た有識者を派遣した。また有識者派遣後は得られ

た情報を整理し、原子力規制庁に報告した。本調査では原子力規制庁と協議のうえ、RASSC

会合 2 回、EPReSC 会合 2 回、UNSCEAR 会合 1 回、ICRP 主委員会等（主委員会 3 回、第

1～第 4 専門委員会各 1 回）、その他関連する会合 3 回を対象とした。 

 

1.2.4. IAEA 安全基準文書等の翻訳 

IAEA 安全基準文書等のうち政府及び原子力規制庁の施策にとって重要性又は緊急性の高

いものを選定し仮訳を作成した。翻訳の対象については 500 ページを目安に原子力規制庁と

協議の上決定した。 

 

1.2.5. IAEA 安全基準文書等のこれまでの対応に係る管理表の作成及び更新 

RASSC 会合及び EPReSC 会合で審議対象となる IAEA 安全基準文書等に係る対応を迅速

に行う観点から、RASSC 又は EPReSC が主管の文書を対象に、過去に審議が行われた文書

及び現在審議中の文書に係る審議内容及び経緯等について管理表及び概要を作成し、適宜更

新した。また、RASSC 会合及び EPReSC 会合後、これらについて原子力規制庁に報告した。

管理表の作成は原子力規制庁が指定する書式で行い、記載内容等については事前に協議した。 

 

1.2.6. 委員会及び作業部会の設置及び開催 

上記 1.2.1.～1.2.5.の業務に際して専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるため、有

識者で構成する委員会及び作業部会を設置した。委員会は 10 名、作業部会は 5 名の有識者で

構成し、作業部会委員には委員会委員を 1 名以上含み、各委員の任命は原子力規制庁の了承

を得た上で決定した。委員会及び作業部会を合計 10 回（委員会 5 回、作業部会 5 回）開催し

た。開催日及び議題については事前に原子力規制庁の了承を得た上で決定した。また必要に

応じて、原子力規制庁と協議の上、上記委員以外の有識者を招へいした。委員会等の開催後
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には会議概要及び発言者名及びその意見が分かる議事録を作成した。専門委員会及び作業部

会の委員構成は 4～5 頁の通り。 

 

1.2.7. 本調査の理解促進活動 

本事業の成果については、放射線防護に関する国際動向の内容を広く周知し、国民に対し

本事業の理解促進を促すとともに、原子力規制庁の活動の支援に資する観点から、公開の報

告会を開催した。報告会のテーマ、時期等については、原子力規制庁と協議の上決定した。

上記の他に、本事業の成果の普及に関する取り組みとして第 4 回日本保健物理学会・日本放

射線安全管理学会合同大会にてポスター発表を行い、また報告会に関する解説記事を日本保

健物理学会誌に投稿した。これらの発表を行うに当たっては事前に原子力規制庁に確認した。 
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令和４年度国際放射線防護調査専門委員会 委員構成 

（委員は五十音順 敬称略） 

委員長 飯本 武志 東京大学 

環境安全本部 教授 

委員 川口 勇生 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

量子生命・医学部門 放射線医学研究所 放射線規制科学研究部 主

任研究員 

委員 栗原 治 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

量子生命・医学部門 放射線医学研究所 計測・線量評価部 部長 

委員 高田 千恵 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 

放射線管理部 次長 

委員 高原 省五 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構安全研究・防災支援部

門 安全研究センター 原子炉安全研究ディビジョン 

リスク評価・防災研究グループ グループリーダー 

委員 浜田 信行 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 

生物・環境化学研究部門 放射線安全ユニット 上席研究員 

委員 藤淵 俊王 九州大学大学院 

医学研究院保健学部門 医用量子線科学分野 教授 

委員 保田 浩志 広島大学 

原爆放射線医科学研究所 教授 

委員 横山 須美 藤田医科大学 

研究支援推進本部 共同利用研究設備サポートセンター 准教授 

委員 渡部 浩司 東北大学 

サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 放射線管理研究部 

教授 
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令和 4 度国際放射線防護調査作業部会 委員構成 

（委員は五十音順 敬称略） 

主査 保田 浩志 広島大学 

原爆放射線医科学研究所 教授 

委員 今岡 達彦 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

量子生命・医学部門 放射線医学研究所 放射線影響研究部 

修飾要因・幹細胞研究グループ グループリーダー 

委員 川口 勇生 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

量子生命・医学部門 放射線医学研究所 放射線規制科学研究部 主

任研究員 

委員 浜田 信行 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 

生物・環境化学研究部門 放射線安全ユニット 上席研究員 

委員 古川 恭治 久留米大学 

バイオ統計センター 教授・所長 
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2. 事業の成果 

 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び検討課題の抽出 

放射線防護に関する国際機関の動向について、以下を対象に調査し、直近 1 年程度に公開

された放射線防護に関する勧告やレポート等について概要等を作成した。 

 

IAEA、ICRP、UNSCEAR、OECD/NEA、世界保健機構（WHO）、国際放射線単位測定

委員会（ICRU）、国際がん研究機関（IARC）、放射線安全に関する機関間委員会（IACRS）、

国際医学物理機構（IOMP）、欧州原子力共同体（EURATOM）、フランス原子力安全局

（ASN）、フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）、ドイツ連邦放射線防護庁（BfS）、

ドイツ放射線防護委員会（SSK）、米国原子力規制委員会（NRC）、米国放射線防護審議

会（NCRP）、カナダ原子力安全委員会（CNSC）等 

 

2.1.1. UNSCEAR の動向 

UNSCEAR は 2022 年 4 月から 2023 年 1 月までに以下の刊行物を発表した。詳細は別添

資料 1.1 の通り。 

 UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. I SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF 

IONIZING RADIATION ANNEX A: Evaluation of medical exposure to ionizing 

radiation 

 UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. IV SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF 

IONIZING RADIATION ANNEX D: Evaluation of occupational exposure to 

ionizing radiation 

 

また、UNSCEAR 事務局より、UNSCEAR 第 69 回会合（2022 年 5 月 9～13 日開催）に

おける審議状況が第 77 回国連総会で報告され、医療・職業・公衆被ばくに関する評価を支援

するためのデータ収集、分析、普及のための新戦略が承認されるとともに、放射線治療後の

二次がん、放射線とがんの疫学研究、放射線被ばくによる循環器系の疾患、自然及び他の線

源からの電離放射線への公衆被ばくの評価についての今後の作業計画などが報告された。 

以下の活動も行われた。詳細は別添資料 1.1 の通り。 
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 福島第一原子力発電所事故に係る最新の報告書（2020/2021 Report Annex B）について

日本でのアウトリーチイベントを開催（2022 年 7 月 19～22 日） 

 WEBINAR ON OCCUPATIONAL EXPOSURE TO IONIZING RADIATION（2022 年

11 月 17 日） 

 

2.1.2. ICRP の動向 

ICRP は 2022 年 4 月から 2023 年 2 月末までに以下の刊行物を発表した（カッコ内は出版

月を表す）。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

 ICRP Publication 151；Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5（2022 年 4

月） 

 ICRP Publication 152 ；Radiation Detriment Calculation Methodology（2022 年 9

月） 

 

Publication 152 に関しては、2022 年 12 月 9 日にウェビナーが開催された。 

また以下ドラフトに関するパブリックコンサルテーションが行われた（括弧内の年月日は

パブリックコンサルテーションの締め切り日）。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

 Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiology Techniques for Medical 

Imaging（2022 年 10 月 28 日）  

 Paediatric Mesh-type Reference Computational Phantoms（2022 年 11 月 11 日） 

 Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric Individuals（2022 年 11 月 11

日）   

 Practical Aspects in Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiography, 

Fluoroscopy, and CT（2023 年 3 月 31 日） 

 Radiological protection in Surface and Near-Surface Disposal of Solid Radioactive 

Waste（2023 年 4 月 7 日） 

 Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Members of the Public: Part 1

（2023 年 5 月 26 日） 

 

  この他、The 6th International Symposium on the System of Radiological Protection 
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(ICRP 2021+1)（2022 年 11 月 7 日～10 日）がカナダ・バンクーバーで開催された。また

ICRP 次期主勧告に関する動向として、以下のような動きがあった。詳細は別添資料 1.1 の通

り。 

 IAEA 第 52 回 RASSC 会合での ICRP トピカルセッション「Is the current Radiation 

System fit for purpose? Feedback from the application of IAEA Safety Standards.」

の開催（2022 年 6 月 7 日） 

 Summary of the 2021 ICRP workshop on the future of radiological protection.（W. 

Ruehm et al., J. Radiol. Prot. 42, 023002, 2022）の発表 

 The ICRP System of Radiological Protection What Comes Next? のレクチャー動画

1の公開（2022 年 11 月 2 日） 

 新たなタスクグループ（TG）の設置（TG122～127） 

 

2.1.3. その他の国際機関の動向 

UNSCEAR、ICRP 以外のその他の国際機関について、調査対象とした動向を表 2.1-1 に

示す（括弧内は出版月または、発表年月日を表す）。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

 

表 2.1-1 調査対象としたその他の国際機関の動向 

国際機関等 動向等 

IAEA  Safety Report Series No.113 Assessment of the Impact of Radioactive 

Discharges to the Environment Volume 1: Screening Assessment of 

Public Exposure for Planned Exposure Situations (Preprint)(2022) 

 Safety Report Series No.122 Attribution of Radiation Health Effects 

and Inference of Radiation Risks: Consideration for Application of the 

IAEA Safety Standards (Preprint) (2022) 

 Exposure Due to Radionuclides in Food Other Than During a Nuclear 

or Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-2011(Preprint) (2022) 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=nZNc5tW9TpY 
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 Safety Reports Series No. 114, Exposure due to Radionuclides in Food 

Other Than During a Nuclear or Radiological Emergency. Part 1: 

Technical Material (Preprint) (2022) 

 Safety Report Series No. 115, Neutron Monitoring for Radiation 

Protection(Preprint) (2022) 

 Safety Report Series No. 117, Regulatory control of exposure due to 

radionuclides in building materials and construction 

materials(Preprint) (2022) 

WHO  WHO updates critical medicines list for radiological and nuclear 

emergencies（2023 年 1 月 27 日） 

IARC  Brain cancer after radiation exposure from computed tomography 

examinations of children and young adults: results from the EPI-CT 

cohort study（2022 年 12 月 7 日） 

IACRS  Stefan Mundigl et al.,The Inter-Agency Committee on Radiation 

Safety—30 years of international coordination of radiation protection 

and safety matters, J. Radiol. Prot., 41, 1381-1389 (2021) 

OECD/ 

NEA 

 THE STRATEGIC PLAN OF THE NUCLEAR ENERGY AGENCY 

2023-2028（2022 年 2 月 14 日） 

 NEA to launch report on post nuclear accident recovery preparedness 

（2022 年 3 月 14 日） 

 NEA/CRPPH, Regulatory Implementation of the Equivalent Dose Limit 

for the Lens of the Eye for Occupational Exposure（2022 年 3 月 22 日） 

 第 80 回 CRPPH 年会（2022 年 3 月 29～31 日） 

 CRPPH - EGDS & EGFSF mandates（2022 年） 

 New expert group to work on post-accident food safety management

（2022 年 6 月 27 日） 

 Background and lessons learnt from previous NEA Stakeholder 

Involvement Workshops（2022 年 11 月 14 日） 



10 
 

 Nuclear emergency planning, response and recovery（2022 年 11 月 30

日） 

 Sustainable recovery after a nuclear accident（2022 年 11 月 24 日） 

 Post-Fukushima Action Implementation at Nuclear Installations: 

Human and Organisational Factors Lessons Learnt（2023 年 1 月 19

日） 

IOMP  IOMP-ICRP Webinar: Are radiation risks below 100 mGy for example 

through recurrent CT procedures of real concern for radiological 

protection?（2022 年 4 月 20 日） 

 IOMP Webinar: Non-cancer effects associated with low to moderate 

doses radiation exposure: what we know so far from epidemiological 

studies（2022 年 5 月 9 日） 

EURAT

OM 

 Launch of the “PIANOFORTE” European partnership: research and 

education for radiation protection（2022 年 6 月 14 日） 

各国の機関 動向等 

米  全米アカデミーズ： Leveraging Advances in Modern Science to 

Revitalize Low-Dose Radiation Research in the United States（2022 年

6 月 2 日） 

 米国原子力学会：High Expectations for the Future of Low-Dose 

Radiation Research（2022 年 7 月 15 日） 

 NCRP：Statement DRAFT SC3‐3 Recommendations for a Tiered 

Approach to  Respiratory Protection for Emergency Workers  

Responding to a Nuclear/Radiological Incident （2022 年 3 月） 

 NCRP：Commentary No. 32 Evaluation of a Sex-Specific Difference in 

Lung Cancer Radiation Risk Projection (with a Focus on Application to 

Space Activities （2022 年 12 月） 

 NCRP：Commentary No.31 Development of Kinetic and Anatomical 

Models for Brain Dosimetry for Internally Deposited Radionuclides

（2022 年） 
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 NCRP：Report No. 187 Operational Radiation Safety Program（2022 年

8 月） 

 NCRP ： Statement No.15 RESPIRATORY PROTECTION 

RECOMMENDATIONS FOR WORKERS AND VOLUNTEERS 

RESPONDING TO A NUCLEAR INCIDENT OUTSIDE THE 

AFFECTED AREA（2022 年 8 月） 

仏  ASN：Management of the long-term consequences of a nuclear accident: 

the Codirpa publishes its latest recommendations to the Government

（2022 年 10 月 17 日） 

 IRSN ：Medical radiation protection: The European MEDIRAD project 

delivers its recommendations（2022 年 4 月 11 日） 

 IRSN ： Fukushima: Predicting the dispersion and impact of 

radionuclides. The AMORAD project delivers its conclusions （2022 年

5 月 9 日） 

 IRSN：CT scan procedures in children in France over the period 2012-

2018 and associated radiological exposure（2022 年 7 月 20 日） 

独  BfS：Poor knowledge of the health risks of radon in buildings（2022 年

10 月 6 日） 

 BfS 7th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia

（2022 年 11 月 28 日~30 日開催） 

英  UKHSA Update to the NRRW third analysis 2022 – lymphoma and 

multiple myeloma（2022 年 9 月 30 日） 

 UKHSA Nuclear weapons test participants study: summary of the 

fourth analysis（2022 年 10 月 14 日） 

加  CNSC RSP-222.2 Radon Exposure and the Risk of Lung Cancer 

Incidence and Mortality: Final Update of the Cohort of Newfoundland 

Fluorspar Miners（2022 年 8 月 22 日） 

日  PLANET 低線量・低線量率放射線研究国際ミニワークショップ ～現状

と今後の展望（2022 年 10 月 20 日開催） 
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2.1.4. UNSCEAR に関する情報のまとめ 

Ⅰ. はじめに 

 我が国の放射線防護に関する規制は、ICRP 勧告の内容を基に策定されているが、ICRP は

放射線防護に関する勧告を作成する際に、UNSCEAR 等のレビューを参考にしている。

UNSCEAR は 1955 年に設立された国連科学委員会で、第二次世界大戦後の核実験による放

射線が人類にどのような影響を及ぼすのかを調査する目的で設立された。 

 UNSCEAR は数年ごとに様々な内容の研究をレビューし、とりまとめて報告書を作成して

いる。本業務では今後の放射線防護規制に係る論点を抽出するためにトピックごとに最新の

UNSCEAR 報告を整理し、UNSCEAR 報告書の概要（別添資料 1.2）をまとめた。 

 

Ⅱ. UNSCEAR 報告書の概要作成方法 

 UNSCEAR のホームページは 2022 年にリニューアルされ、下記（図 1）のように報告書

がトピックごとに分類されている。この分類を利用し、各トピックでの最新の報告書を特定

した（詳細は別添資料 1.2）。 

 2022年12月時点で51のトピックがあり、そのうち「胎内(in utero)」は「こども(Children)」

に、「脳・神経(Brain and nervous system)」は「非がん（Non-cancer）」に含まれるもの

として扱った。チョルノービリ（チェルノブイリ）2 事故、東京電力福島第一原子力発電所事

故（以下、福島事故）の白書は最新版を選択した。「ヒト以外の生物相」のトピックについて

は、2020 /2021 年 Annex B の福島報告書が最新のトピックとなるが、事故の影響評価に関

する記述であるため、ヒト以外の生物に関する包括的な報告書である、2008 年 Annex E（ヒ

ト以外の生物相への影響について）を例外的に選択した。また、2017 年 Annex B（環境から

の低線量被ばくのがんリスク）は環境中の被ばくを扱っていることから例外的に選択した。

1993 年 Annex I（小児における遅発性の影響）については、他の報告書にて内容が更新され

ているため除外した。最終的に合計 21 本（表 2）の UNSCEAR 報告書について選択した。 

概要については、各報告書の Summary 等から抜粋して作成し、本事業の作業部会での助

言等を受け、適宜加筆修正した。2016 年 Annex B と 2008 年 Annex B には公衆の被ばくと

職業被ばくについての記載があるが、職業被ばくについては 2020/2021 年 Annex D が最新

 
2 ウクライナの地名は『ウクライナ語読み（ロシア語読み）』で表記。 
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であるため、概要には公衆被ばくのみについて記載した。2008 年 Annex B については、2016

年 Annex B に記載される公衆被ばくのうち発電所からの被ばくが重複するため、その部分は

除外した。概要は別添資料 1.2 の通り。 

 

 
図 1 リニューアルされた UNSCEAR のホームページ 3 

  

 
3 UNSCEAR HP（Publications Search） 

https://www.unscear.org/unscear/en/publications/publications-search.html 
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表 2 概要を作成した UNSCEAR の報告書一覧 

公開年 タイトル 

2020/2021 附属書 A：電離放射線による医療被ばくの評価 
附属書 B：福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベルと影

響, UNSCEAR2013 年報告書刊行後に発表された情報の影響★ 
附属書 C：低線量・低線量率放射線の発がんリスク推定に関連する生物学的メカ

ニズム 
附属書 D：電離放射線による職業被ばくの評価 

2019 附属書 A：放射線被ばくによる特定の健康影響の評価及びリスクの推定 
附属書 B：ラドン被ばくによる肺がん 

2017 チョルノービリ事故の影響を受けた地域における甲状腺がんに関するデータの

評価：科学委員会の将来研究プログラムを示す白書 

2017 附属書 A：放射線被ばくの疫学研究の委員会のレビューの質を保証するための原

則と規準★ 
附属書 B：環境中の線源からの低線量率放射線によるがんリスクの疫学的研究 

2016 附属書 A：放射性物質の放出による公衆被ばくの推定方法 
附属書 B：発電所からの放射線被ばく 

附属書 C：内部被ばく核種の生物学的影響―トリチウム―★ 
附属書 D：内部被ばく核種の生物学的影響―ウラン― 

2013 附属書 B：小児被ばくの影響 

2012 附属書 B：放射線誘発がんのリスク推定における不確かさ 

2008 附属書 B：種々の線源からの公衆と作業者の被ばく★ 
附属書 D：チョルノービリ事故からの放射線による健康影響★ 
附属書 E：ヒト以外の生物相への電離放射線の影響★ 

2006 附属書 C：電離放射線被ばくによる非標的効果と遅発性効果★ 
附属書 D：電離放射線の免疫系への影響★ 

2000 附属書 H：放射線と他の因子の複合影響★ 
*タイトル横の★は日本語訳の有無を示す。★は UNSCEAR による翻訳。★は放射線医学総合研究所監修による翻

訳。★はその他学会等による翻訳。 

  

Ⅲ. 今後の UNSCEAR 報告書作成動向 

 UNSCEAR は、2022 年 12 月時点で以下の 4 本の報告書を作成中であり、2024 年及び

2025 年に UNSCEAR の総会で承認予定となっている。 

 2024 年頃承認予定「放射線治療後の二次原発性がん」 
 2024 年頃承認予定「自然及び他の放射線源からの公衆被ばく」 
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 2025 年頃承認予定「放射線とがんの疫学研究」 
 2025 年頃承認予定「放射線被ばくによる循環器系疾患」 

  

 また、2024 年までに、神経系、眼の水晶体、免疫系、非がん影響について検討が開始され

る予定である。2025 年以降の作業計画には、動植物の被ばくのレベルと影響や寿命に対する

放射線の影響などが入っており、ヒト以外の放射線影響の焦点があてられる他、影響の細分

化の傾向がある。 

 

Ⅳ. まとめ 

 UNSCEAR でレビューされた内容は ICRP や IAEA 等に引用され、放射線防護に関する勧

告・基準の検討に利用される。本年度の本業務では国内の放射線防護規制に係る論点を抽出

するため、UNSCEAR の報告書の情報について整理を行った。UNSCEAR 報告書の整理の

みでは放射線防護規制に係る論点を抽出することは難しいが、令和 3 年度の業務 4でまとめ

た ICRP の次期主勧告に関する論点整理等と合わせ、今後議論を行うため、更なる情報収集

の継続が必要である。 

 

 IAEA 安全基準文書等の策定過程に関する概要資料及び対処方針案の作成  

IAEA 放射線安全基準委員会（RASSC：Radiation Safety Standards Committee）及び

IAEA 緊急事態への準備と対応基準委員会（EPReSC：Emergency Preparedness and 

Response Standards Committee）は、それぞれ放射線安全・放射線防護と緊急事態対応に関

する安全基準文書等の策定・改定を担当する委員会で、年 2 回の会合を開催している。会合

には IAEA 加盟国の委員が出席し、議題に上がった文書等について、審議を行っている。 

本調査では令和 4 年度に開催された第 52 回、第 53 回 RASSC 会合及び第 14 回、第 15 回

EPReSC 会合での審議文書案等を対象とし、IAEA からの意見照会及び確認依頼を踏まえて

文書案の内容を把握すると共に策定経緯を含む概要資料として、DPP DS540（Radiation 

Safety for Industrial Radiography、工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全）、DPP 

DS544（Radiation Protection and Safety in Existing Exposure Situations、現存被ばく状

 
4 令和３年度原子力規制庁委託成果報告書 https://www.nra.go.jp/data/000404684.pdf 
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況における放射線防護と安全）、DPP DS545（Radiation Safety of Gamma, X Ray and 

Electron Beam Irradiation Facilities、ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全）の概

要資料を作成した。また、原子力規制庁と協議を行い、国内制度への取入れ状況や検討状況

を踏まえ、対処方針案を作成した。対処方針案の作成については、専門的かつ客観的な立場

からの意見を踏まえるために、本調査 2.6 節で設置した「国際放射線防護調査専門委員会」

（以下、「専門委員会」とする）委員等からの意見があるものは事前に集約し、専門委員会

において検討した。なお、以下で検討した意見等はすべて委託事業で作成し原子力規制庁に

提出したものであり、日本 RASSC 委員・EPReSC 委員から IAEA に提出されたコメントで

はない点に注意が必要である。 

 

2.2.1. RASSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

第 52 回及び第 53 回 RASSC 会合で審議された IAEA 安全基準文書のうち、RASSC が主

管の文書は、DS470（Radiation Safety of Radiation Sources Used in Research and 

Education、研究と教育における線源の使用の放射線安全）、DS499（Application of the 

Concept of Exemption、規制免除の概念の適用）、DPP DS540（Radiation Safety for 

Industrial Radiography、工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全）、DPP DS544  

（Radiation Protection and Safety in Existing Exposure Situations、現存被ばく状況にお

ける放射線防護と安全）、DPP DS545（Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron 

Beam Irradiation Facilities、ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全）であった。各

安全基準文書に対する本調査における検討の概要は表 2.2-1 の通り。詳細は別添資料 2 を参

照。 

 

表 2.2-1  RASSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

文書名 本調査における検討 IAEA での検討状況 

DS470 

Radiation Safety of 

Radiation Sources Used in 

Research and Education（研

（Step 11） 

委員他へ意見募集し、14 点の意

見が収集された。主に編集上の

修正で、参照される GSR Part 

2023 年 1 月に、IAEA 

Safety Standards Series 

No. SSG-87 として、Pre-

print 公開。 
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究と教育における線源の使用

の放射線安全） 

3 などの適切な引用などが指摘

された。本質的な変更を求める

内容の意見はなかったため、3

つの意見に整理し、整理結果を

事務局から原子力規制庁へ提

出した。 

https://inis.iaea.org/coll

ection/NCLCollectionSt

ore/_Public/54/004/5400

4999.pdf?r=1 

DS499 

Application of the Concept of 

Exemption（規制免除の概念

の適用） 

（Step 11） 

委員他へ意見募集したが、意見

はなかった。 

2023 年 1 月に、IAEA 

Safety Standards Series 

No. GSG-17 として、Pre-

print 公開。 

https://inis.iaea.org/coll

ection/NCLCollectionSt

ore/_Public/54/007/5400

7486.pdf?r=1 

DPP DS540 

Radiation Safety for 

Industrial Radiography（工

業用ラジオグラフィーにおけ

る放射線安全） 

（Step 3） 

委員他へ意見募集し、2 点の意

見が収集されたが、本質的に大

きな変更を求める意見はなか

った。1 つの意見に整理し、整

理結果を事務局から原子力規

制庁へ提出した。 

2023 年 3 月 1 日現在の

状況は Step 5。 

DPP DS544  Radiation 

Protection and Safety in 

Existing Exposure 

Situations（現存被ばく状況

における放射線防護と安全） 

（Step 3） 

委員他へ意見募集し、2 件の意

見が収集された。本質的に大き

な変更を求める意見はなかっ

たため、Step 7 以降の本文確認

で再度意見を検討することと

なった。 

2023 年 3 月 1 日現在の

状況は Step 3。 
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DPP DS545 

Radiation Safety of Gamma, 

X Ray and Electron Beam 

Irradiation Facilities  

（ガンマ線、X 線、電子線照

射施設の放射線安全） 

（Step 3） 

委員他へ意見募集し、1 件の意

見が収集された。本質的に大き

な変更を求める意見はなかっ

たため、Step 7 以降の本文確認

で再度意見を検討することと

なった。 

2023 年 3 月 1 日現在の

状況は Step 3。 

 

2.2.2. EPReSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

第 14 回・第 15 回 EPReSC 会合で審議された文書のうち、EPReSC が主管の安全基準文

書はなかった。 

  

 国際会合に係る業務 

第 52 回・第 53 回 RASSC 会合及び第 14 回・第 15 回 EPReSC 会合対処方針案の詳細は

別添資料 3.1～3.4 を参照。第 52 回、第 53 回 RASSC 会合及び第 14 回・第 15 回 EPReSC

会合の審議概要を以下に記載した。第 14 回・第 15 回 EPReSC 会合の対処方針案の詳細は

別添資料 3.5～3.8 を参照。 

 

2.3.1. 第 52 回、第 53 回 RASSC 会合の審議概要と参加報告 

Ⅰ. 第 52 回 RASSC 会合参加報告書 

１. 開催概要 

 開催日時：2022 年 6 月 6 日 14 時 00 分～17 時 30 分（@ CEST） 

              7 日  9 時 00 分～17 時 00 分（@ CEST） 

            8, 9 日  9 時 30 分～17 時 30 分（@ CEST） 

             10 日  9 時 30 分～12 時 00 分（@ CEST） 

（2022 年 6 月 6 日 21 時 00 分～10 日 19 時 00 分（@ 日本時間） 

 開催場所：オーストリア ウィーン  



19 
 

 出席者：79 名（55 の加盟国（アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オースト

リア、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、

クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エジプト、フィンランド、フランス、ジョ

ージア、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、インド、イラン、イラク、アイルランド、イ

スラエル、イタリア、日本、韓国、キルギス、ラトビア、レバノン、リビア、マレーシ

ア、メキシコ、モンテネグロ、オランダ、ニュージーランド、オマーン、ポーランド、ポ

ルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、シンガポール、スロベニア、南アフリカ、ス

ペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、英国、米国）、13 の国際

機関等（EC、ENISS、FAO、HERCA、ICRP、IEC、ILO、ISO、PAHO、UNEP、UNSCEAR、

WHO、WNA）） 

 日本からの出席者 

 荻野 晴之； 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ 放射線・

廃棄物研究部門 技術計画専門職 

 木村 仁美； 原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 核燃料施

設等監視部門 管理官補佐 

 川口 勇生； 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 放射

線医学研究所 放射線規制科学研究部 主任研究員 

 真辺 健太郎；国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全研究センター 原子炉

安全研究ディビジョン リスク評価・防災研究グループ 研究副主幹 

 

２. 議事要旨 

5 日間の日程のうち、2 日目は ICRP のトピカルセッション、3 日目は EPReSC との合同

セッションが開催された。 

 

(1) RASSC 会合における安全基準文書等の審議概要 

RASSC 会合では、安全基準文書 2 件（DS499、DS500）が審議され、承認された。以下に

その概要を示す。 
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i. DS499: Application of the Concept of Exemption, DS500: Application of the Concept 

of Clearance 

DS499（RASSC（主）、WASSC、TRANSSC）及び DS500（WASSC（主）、RASSC、

TRANSSC）は、ともに第 49 回 RASSC-第 41 回 TRANSSC-第 50 回 WASSC 合同会合にお

いて Step 7 承認を受けたのち加盟国レビューを経た文書が 2022 年 4 月 7 日に公開され、分

野別安全基準委員会レビューが反映された文書について審議された。両文書の審議はまとめ

て行われ、両文書の整合性に係る修正、“trivial dose”に関する記述の調整、Annex IX の復

元を行った文書が Step 11 として承認された。DS499、DS500 は RASSC 会合中に草案の一

部が修正されたものが承認され、修正版は次週開催の WASSC と TRANSSC 会合の審議に

送られた。 

 

(2) RASSC-EPReSC 合同会合における安全基準文書等の審議概要 

RASSC-EPReSC合同会合では、安全基準文書6件（DPP DS535, DPP DS538, DPP DS539, 

DPP DS540, DS470, DS521）が審議され、承認された。以下にその概要を示す。 

 

i. DPP DS535: Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants 

DS535 は SSG-25 の改定となる文書で、SSG-25 後に刊行された GSR Part 1 (Rev. 1), GSR 

Part2, GSR Part 3, GSR Part 4 (Rev. 1)、SSR-1, -2/1 (Rev. 1), SSR-2/2 (Rev. 1)、SSG-2 

(Rev. 1), SSG-48, SSG-61, SSG-64 等との整合性を確保するために改定する。審議の結果、

Step 3 が承認された。 

 

ii. DPP DS538: Long Term Post Remediation Management of Areas Affected by Past 

Activities or Events 

DS538 は過去の活動等による汚染の修復後の管理に関する文書で、GSR Part 3 やその他

の安全要件・指針への（各国の）対応を支援するためのものである。審議の結果、Step 3 が

承認された。 

 

iii. DPP DS539: Licensing Process for Nuclear Installations 
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DS539 は SSG-12 の改定となる文書で、SSG-12 後に刊行された GSR Part 1 (Rev. 1), GSR 

Part2, GSR Part 3, GSR Part 4 (Rev. 1), GSR Part 6, GSR Part 7 等との整合性を確保する

ために改定する。審議の結果、Step 3 が承認された。 

 

iv. DPP DS540: Radiation Safety for Industrial Radiography 

DS540 は SSG-11 の改定となる文書で、GSR Part 2, GSR Part 3, GSR Part 4 (Rev. 1), 

SSR-6 (Rev. 1)の安全要件に適合させ、GSG-7 との齟齬を解消するために改定する。審議の

結果、Step 3 が承認された。 

 

v. DS470: Radiation Safety of Radiation Sources used in Research and Education 

DS470 は研究や教育において放射線源を使用する際に安全要件を満たすための指針で、新

規に作成される文書である。審議により原稿が微修正されたのち、Step 11 が承認された。 

 

vi. DS521: Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material 

DS521 は TS-G-1.3 を改定となる文書で、GSR Part 3, SSR-6 等との整合性と、TS-G-1.3

の適用により得られた経験を反映するために改定する。審議の結果、Step 11 が承認された。 

 

(3) その他の状況 

i. 現存被ばく状況に関する包括的な指針 

第 51 回 RASSC 会合において指針作成が承認され、DPP 作成のためのコンサルタント会

合が開催されたことについて報告があった。次回 RASSC 会合で Step 3 の承認について審議

される見込み。 

 

ii. CSS の長期計画策定に資する RASSC 内 e-WG 設置 

CSS による IAEA 安全基準文書の長期計画の策定に資するため、RASSC 議長が e-WG の

設置が提案され、承認された。議長は G. Thomas 氏（英国）とし、2022 年 6 月 29 日現在、

日本を含めて 8 か国が参加を表明している。 
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Ⅱ. 第 53 回 RASSC 会合参加報告書 

1．開催概要 

 開催日程：2022 年 11 月 23～25 日 
 開催場所：オーストリア ウィーン  
 出 席 者：91 名（48 の加盟国（アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バング

ラデシュ、ベラルーシ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、チェコ共和

国、デンマーク、エジプト、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、

ハンガリー、アイスランド、インド、イラク、アイルランド、日本、韓国、レバノン、リ

ビア、リトアニア、マレーシア、メキシコ、モンテネグロ、オランダ、パキスタン、ポー

ランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、シンガポール、スロベニア、南アフリカ、ス

ペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、UAE、UK、USA）、12 の国際機関等

（ILO、UNSCEAR、WHO、EC、OECD/NEA、ENISS、HERCA、ICRP、IRPA、ISO、

PAHO、WNA） 
 

 日本からの出席者 

 荻野 晴之； 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 技術計画専門職 

 木村 仁美； 原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 

核燃料施設等監視部門 管理官補佐 

 中嶌 純也； 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 技術計画専門職 

 川口 勇生； 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 

放射線医学研究所 放射線規制科学研究部 主任研究員 

 真辺 健太郎；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 

原子炉安全研究ディビジョン リスク評価・防災研究グループ 研究主幹 

 

2．議事要旨 

3 日間の日程のうち、2 日目は WASSC との合同会合、及び食品以外の物品に関するトピ

カルセッションが開催された。 

 

(1) RASSC-WASSC 合同会合における安全基準文書等の審議概要 
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RASSC-WASSC合同会合では、安全基準文書7件（DPP DS542、DPP DS543、DPP DS544、

DPP DS545、DPP DS546、DS518、DS525）について審議し、DS518 を除く 6 件について

承認され、DS518 については 2023 年 1 月 15 日までコメントを受け付けることとなった。 

 

i. DPP DS542: Release of Sites from Regulatory Control 

DS542（WASSC（主）、RASSC）は WS-G-5.1（2006 年）の改定となる文書で、GSR Part 

3（2014）、GSR Part 6（2014 年）、SSG-47（2018 年）及び SSG-49（2019 年）との整合

性を確保するための改定である。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

ii. DPP DS543: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 

DS543（TRANSSC（主）、RASSC、WASSC、NUSSC、EPReSC、NSGC）は SSR-6（Rev. 

1）（2018 年）の改定となる文書で、将来的に TRANSSC が決定すると見込まれる規制変更

を必要とする事項に対する改定である。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

iii. DPP DS544: Radiation Protection and Safety in Existing Exposure Situations 

DS544（RASSC（主）、WASSC、EPReSC）は GSR Part 3 の現存被ばく状況に関する

要件を満たすための新規安全指針となる文書である。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

iv. DPP DS545: Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation 

Facilities 

DS545（RASSC（主）、WASSC、TRANSSC、EPReSC、NSGC）は SSG-8（2010 年）

の改定となる文書で、GSR Part 1（Rev. 1）、GSR Part 2、GSR Part 3、GSR Part 4、GSR 

Part 7 及び SSR-6（Rev. 1）との整合性を確保するための改定である。Step 3 の審議の結果、

承認された。 

 

v. DPP DS546: Ageing Management for Transport Packages Containing Radioactive 

Material 
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DS546（TRANSSC（主）、WASSC、RASSC、NUSSC）は SSR-6（Rev. 1）の保管後の

輸送に関する要件を満たすための指針を提供するための文書である。Step 3 の審議の結果、

承認された。 

 

vi. DS518 A: Safety of Nuclear Fuel Reprocessing Facilities, B: Safety of Nuclear Fuel 

Cycle Research and Development Facilities 

DS518（NUSSC（主）、RASSC、WASSC、EPReSC、NSGC）は SSG-42（2017 年）及

び SSG-43（2017 年）の改定となる文書で、SSR-4（2017 年）との整合性を確保するための

改定である。本件は Step 7 に関する審議であったが、RASSC-WASSC 合同会合の直前に議

題に追加されたため、2023 年 1 月 15 日まで関係 SSC からのコメントを募集することとし、

次回会合から通常の Step による審議を継続することとなった。 

 

viii. DS525: Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants 

DS525（NUSSC（主）、RASSC、WASSC）は SSG-13（2011 年）の改定となる文書で、

SSR-2/2（Rev. 1）との整合性を確保するための改定である。Step 7 の審議の結果、承認され

た。 

 

(2) その他 

i. RASSC 会合における議事 

RASSC 単独のセッションでは、安全基準文書の審議はなかった。 

安全基準文書の中長期的戦略に関するセッションがあった。第 52 回 RASSC 会合で設置が決

定された長期戦略検討に係る e-WG での検討結果が報告され、CSS への提言文書を取りまと

めた。全体の合意がとれなかった項目については、出された意見を脚注に記載して CSS に提

出することとした。 

 

ii. 食品以外の物品に関するトピカルセッション 

このセッションは、IAEA 総会決議（GC(66)/RES/6）を受けて食品以外の物品の貿易に関す

る技術文書及び非緊急時における当該物品への対処に係る安全レポートを作成するにあたっ

て、加盟国の意見や経験を共有するために設定された。議長は荻野晴之氏（原子力規制庁）
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が務めた。食品以外の物品の貿易に関する安全レポートの作成に係る技術会合が 2023 年に

開催予定であることが報告された。 

 

2.3.2. 第 14 回、第 15 回 EPReSC の審議概要と参加報告 

Ⅰ. 第 14 回 EPReSC 会合参加報告書 

1．開催概要 

 開催日時：2022 年 6 月 7～9 日 9 時 30 分～17 時 00 分（@ CEST） 

（2022 年 6 月 7～9 日 16 時 30 分～24 時 00 分（@日本時間） 

 開催場所：オーストリア ウィーン  

 出 席 者： 

○対面 27 名（17 の加盟国（オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、

エジプト、フィンランド、フランス、イラン、日本、韓国、ノルウェー、ロシア、南ア

フリカ、スペイン、スウェーデン英国、米国）、3 の国際機関等（ENISS、NEA、WNTI） 

○ウェブ参加 47 名（37 の加盟国（ベラルーシ、ブルガリア、カナダ、中国、クロア

チア、キプロス、チェコ、デンマーク、エジプト、フランス、ドイツ、ハンガリー、ア

イスランド、インド、イラク、イスラエル、日本、ラトビア、レバノン、メキシコ、オ

ランダ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ル

ーマニア、ロシア、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、スイス、タイ、アラブ首

長国連邦、米国、国際機関等（EC）） 

 

 日本からの出席者 

 本間 俊充 ；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ放

射線防護企画課 技術参与 

 牧野 友彦； 内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付 企画官（国際連携担当） 

 青山 美子； 内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付 企画・国際担当 参事官

補佐 

 高原 省五； 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 原子

炉安全研究ディビジョン リスク評価・防災研究グループ グループリーダー 

 山本 一也； 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉安全研究ディビ

ジョン リスク評価・防災研究グループ） 
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2．議事要旨 

3 日間の日程のうち、2 日目は RASSC との合同セッションが開催された。 

 

(1) EPReSC 会合における安全基準文書等の審議概要 

EPReSC 会合では、DS536 「原子力発電所の安全評価と検証」DPP（担当委員会： 

NUSSC、 EPReSC、NSGC）が承認された。RASSC-EPReSC 合同会合では、安全基準文書

6 件（DPP DS535, DPP DS538, DPP DS539, DPP DS540, DS470, DS521）が審議され、承

認された。 

 

(2) 核セキュリティ文書のレビュー 

EPReSC 会合では、NST069 「核セキュリティシステムと大規模公衆イベントに関する対

策」DPP（担当委員会： NSGC、EPReSC）、NST070 「核セキュリティの情報セキュリ

ティ」DPP のレビューが行われた。 

 

(3) 安全基準に関する長期的構造とプロセス 

第 51 回安全基準委員会（CSS) 会合に基づく報告が行われ、定例の安全基準文書の承認・

発行状況に関する報告が行われた。安全基準文書の整備に係る中期計画及び新たに策定する

ことになった長期計画について CSS における議論の論点が共有された。中期計画の論点は、

福島第一原子力発電所事故後の安全基準の整備状況、新しい社会的ニーズ（Covid-19、SMR、

ウクライナ軍事紛争）、長期計画の論点は SMR である。また安全基準の策定に関する戦略と

手順（SPESS B）の見直しに関して情報が共有された。 

 

Ⅱ. 第 15 回 EPReSC 会合参加報告書 

1．開催概要 

 開催日時：2022 年 11 月 8～10 日 9 時 30 分～17 時 00 分（@ CEST） 

2022 年 11 月 8～10 日 16 時 30 分～24 時 00 分（@日本時間） 

 開催場所：オーストリア ウィーン  
 出 席 者：〇対面 31 名（22 の加盟国、4 の国際機関等） 

〇ウェブ参加 45 名（44 の加盟国、7 つの国際機関等） 
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 日本からの出席者 

 本間 俊充 ；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ放

射線防護企画課 技術参与 

 加藤 隆行；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ

放射線防護企画課 企画調査官     

 元光 邦彦；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ

放射線防護企画課 原子力防災専門職 

 牧野 友彦 ；内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付 企画官（国際連携担当） 

 青山 美子； 内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付 企画・国際担当 参事官

補佐 

 高原 省五； 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 原子

炉安全研究ディビジョン リスク評価・防災研究グループ グループリーダー 

 山本 一也 ；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉安全研究ディビ

ジョン リスク評価・防災研究グループ 

 廣内 淳； 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉安全研究ディビジ

ョン リスク評価・防災研究グループ 

 富沢 祐美； 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉安全研究ディビ

ジョン リスク評価・防災研究グループ 

 

2．議事要旨 

（1）EPReSC における安全基準文書等の審議概要 

 EPReSC 会合では、安全基準文書 2 件（DSS544 及び DS545）、各セキュリティ文書 1 件

（NST052）について審議し、いずれも承認された。 

 

i. DS544「現存被ばく状況に係る放射線防護と安全」DPP 案（担当委員会：RASSC（主）, 
EPReSC） 

現存被ばく状況における放射線防護と安全に係る新規の横断的ガイダンスの DPP である。

Step 3 の審議の結果、承認された。 
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ii. DS545「ガンマ線、X 線及び電子線照射施設の放射線安全」DPP 案（担当委員会：RASSC
（主）, WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC） 

SSG-8「ガンマ線、電子線及び X 線照射施設の放射線安全（2010）」の改定に関する DPP

案である。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

iii. NST052「核物質及びその他の放射性物質を巻き込んだ犯罪及び国際的に承認されていな

い活動に対応するための核セキュリティの手順の開発」DPP 案（担当委員会：NSGC（主）, 
EPReSC）） 

NST052 は、核物質及びその他の放射性物質が関係する違法行為等に対応する核セキュリ

ティの措置に関するガイドである。レビューの結果、CSS によるレビューへと上程すること

を承諾することとなった。 

 

（2）NUSSC とのジョイントセッションにおける審議概要 

EPReSC-15 の期間中に、NUSSC との合同会議が 2 日目（11 月 9 日）に開催された。合

同会議においては、安全基準文書 2 件（DS518A 及び B、DS543）について審議し、いずれ

も承認された。 

 

i. DS518A「核燃料再処理施設の安全」及び B「核燃料サイクル研究開発施設の安全」（担

当委員会：NUSSC（主）, RASSC, WASSC, EPReSC, NSGC） 

DS518A 及び DS518B は、それぞれ個別安全指針文書 SSG-42（2017 年）及び SSG-43

（2017 年）の改定版である。本改定では、個別安全要件 SSR-4「核燃料サイクル施設の安全」

等の反映が主な目的でなる。Step 7 の審議の結果、NUSSC 及び EPReSC のいずれも承認さ

れた。 

 

ii. DS543「放射性物質安全輸送規則」DPP（担当委員会： TRANSSC（主）, NUSSC, RASSC, 
WASSC, EPReSC, NSGC） 

DS543 は、放射性物質の安全輸送に係る個別安全要件文書 SSR-6「放射性物質安全輸送規

則 Rev. 1」（2018 年）である。今回の改定は、定期的な見直し（2 年毎）であり、特に反映

すべき安全基準文書類はない。Step 3 の審議の結果、NUSSC 及び EPReSC のいずれも承認

された。 
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2.3.3. 第 69 回 UNSCEAR 会合への有識者派遣 

今年度の UNSCEAR 会合（ウィーン・ハイブリッド）には、表 2.3-1 の通り有識者を派遣

した。UNSCEAR 会合に関する情報は、第 3 回作業部会にて共有した。 

 

表 2.3-1 UNSCEAR への有識者派遣 

時期 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2022 年 5 月 9～

13 日 

第 69 回 UNSCEAR 会合 中野隆史、神田玲子、川口勇生、古渡意彦（以

上、QST）、古川恭治（久留米大学）、小笹晃

太郎（京都府立医科大）* 

*オンラインで参加 

 

2.3.4. ICRP 主委員会、専門委員会への有識者派遣  

今年度の ICRP 会合には、表 2.3-2 の通り有識者を派遣した。 

 

表 2.3-2 ICRP への有識者派遣 

時期 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2022 年 4 月 27～30 日* ICRP 主委員会 2022 年春の会合 甲斐倫明（日本文理大） 

2022 年 9 月 13～17 日 ICRP 主委員会 2022 年秋の会合 甲斐倫明（日本文理大） 

2022 年 11 月 6～13 日 ICRP 第 1 専門委員会 小笹晃太郎（京都府立医科大）、

島田義也（環境科学技術研） 

2022 年 11 月 5～13 日 ICRP 第 2 専門委員会 佐藤達彦（JAEA） 

2022 年 11 月 6、11、12 日* ICRP 第 3 専門委員会 細野眞（近畿大） 

2022 年 11 月 6～13 日 ICRP 第 4 専門委員会 吉田浩子（東北大） 

2023 年 3 月 9～17 日 ICRP 主委員会 2023 年春の会合 甲斐倫明（日本文理大） 

*オンライン参加 
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2.3.5. その他の国際会合への派遣と参加報告 

今年度の専門委員会・作業部会の課題検討にあたって、関連のある会合情報を収集し、原

子力規制庁と協議の上、以下の 3 つの会合（すべてオンライン）について有識者を派遣した。

各会合の概要ならびに参加報告は別添資料 3.9～3.11 を参照。これらの会合参加に関する情

報はすべて作業部会で共有した。 

 

表 2.3-3 国際会合への有識者派遣 

時期 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2022 年 4 月 20 日 IOMP-ICRP Webinar: Are radiation 

risks below 100 mGy for example 

through recurrent CT procedures of real 

concern for radiological protection? 

浜田信行（電中研） 

2022 年 11 月 28～

29 日 

BfS 7th International Workshop on the 

Causes of Childhood Leukemia 

古川恭治（久留米大） 

2022 年 12 月 14 日

2023 年 1 月 18 日

2023 年 2 月 8 日 

OECD/NEA, Third NEA Stakeholder 

Involvement Workshop on Optimisation 

in Decision Making 

菅原慎悦（関西大） 

 

 IAEA 基準文書等の翻訳 

IAEA 安全基準文書等のうち政府及び原子力規制庁の施策にとって重要性又は緊急性の高

いものを選定し翻訳を作成した。翻訳の対象については 500 ページを目安に原子力規制庁と

協議の上、以下の通り決定し、仮訳した。 

・DS470：Step 11 

Radiation Safety of Radiation Sources Used in Research and Education（研究と教

育における線源の使用の放射線安全） 

・ DS499：Step 11 

Application of the Concept of Exemption（規制免除の概念の適用） 

・ DPP DS540：Step 3 
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Radiation Safety for Industrial Radiography（工業用ラジオグラフィーにおける放射

線安全） 

・ DPP DS538：Step 3(WASSC 主管文書) 

 Long Term Post-Remediation Management of Areas Affected by Past Activities or 

Events（過去の活動又は事象の影響を受けた地域の修復後の長期的な管理） 

・ DPP DS544：Step 3 

Radiation Protection and Safety in Existing Exposure Situations（現存被ばく状況に

おける放射線防護と安全） 

・ DPP DS545：Step 3 

Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities（ガン

マ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全） 

 

 IAEA 安全基準文書等のこれまでの対応に係る管理表の作成及び更新  

RASSC・EPReSC 会合等で審議対象となる IAEA 安全基準文書等に係る対応を迅速に行

う観点から、過去に審議が行われた文書及び現在審議中の文書に係る審議内容、経緯等につ

いて調査を行った。本調査結果を踏まえて、原子力規制庁の指定する書式に従い管理表及び

概要を作成し、適宜更新した。今年度作成した管理表は本報告書の別添資料 4 を参照。 

なお、今後新たに審議の見込まれる安全基準文書は以下の通り。 

 

〇安全基準文書案（DS） 

●DS504 Arrangements for Preparedness for Nuclear or Radiological Emergencies（原子

力または放射線緊急事態への準備と対応のための取決め） 

種別／状

況 
○GSG（一般安全指針） 
○主管：EPReSC 
 関連：NUSSC、RASSC、TRANSSC、WASSC、NSGC 
○最新状況：Step 9（2022 年 2 月 24 日） 

概要 2007 年に発行された、GS-G 2.1「Arrangements for Preparedness and 
Response for a Nuclear or Radiological Emergency」の改定版。2015 年に発

行された GSR Part 7 の要件に対応するため、GSR Part 7 のいくつかの要件



32 
 

に関する詳細な指針を提供する。また EPR 関連の古い指針などを削除し、最

近の指針を参照する。 
DS504 は原因に関係なく、すべての放射線又は原子力の緊急事態に対応して

おり、対象は施設、地方、地域、国レベルで放射線又は原子力の緊急事態に対

応するために適切に準備する責任を持つ緊急事態の計画者である。対象には政

府、対応する組織、規制機関が含まれる。 
策定経緯 〇Step 4：2017 年 7 月承認 

〇Step 7：第 12 回 EPReSC 会合で承認（2021 年 5 月） 
〇Step 8：第 13 回 EPReSC 会合で承認（2021 年 12 月） 
〇Step 9：2022 年 3 月現在 

今後の予

定 
〇2023 年 6 月 Step 11  

 

●DS519 Protection of Workers Against Exposure due to Radon. （ラドンによる被ばくに

対する作業者の防護） 

種別／状

況 
○新規 SSG（新規個別安全指針） 
○主管：RASSC 
 関連：なし 
○最新状況：Step 9（2023 年 2 月 24 日） 

概要 DS519 は、GSR Part3 と SSG-32 に関連し、政府、規制機関又は他の所管官

庁、雇用主、許認可取得者及び登録者、作業者並びに役務提供者に、計画及び

現存被ばく状況における作業場でのラドンと他の線源からの重なった被ばく

の状況を含むラドンによる被ばくに対する防護の仕方に関する勧告を提供す

ることが目的である。ラドンによる被ばくに対する作業者の防護におけるグレ

ーデッドアプローチの使用に関する具体的なガイダンスを含む。 
政府、規制機関及び/又は他の所管官庁、雇用主、許認可取得者及び/又は登録

者、役務提供者並びに現存及び計画被ばく状況においてラドンにより被ばくす

る作業者の責任を包含する。地上建屋の作業場、地下の作業場及び、ラドンに

よる職業被ばくをもたらす NORM を扱う産業内を含む全ての様々な種類の作

業場におけるラドンによる被ばくに対する作業者の防護を扱う。また、作業場

に立ち入る公衆の防護についても扱う。 
他の被ばく経路については、GSG-7 の自然放射線源による被ばくにおいて扱

われており、様々な種類の作業場でのラドンの存在に関してラドン特有の性質

があること及び、作業者の適切な防護に必要な取決めに影響する特有の被ばく

経路の様なラドンの特性があることからラドンによる被ばくに限る。それら
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は、NORM に関わる様々な産業活動に対する個別の安全レポートを通して扱

われており、ラドンの予防と修復の具体的な方法に関する詳細は範囲外とす

る。作業場でのトロンからの被ばくは、扱われるが限定される。 
ラドンからの被ばくに対する戦略を構築し、作業者の防護を扱う個別の勧告

は、様々な関係者に必要であり、その関係者の多くは、放射線防護の背景とな

る知識を持たないことがしばしばある。また、GSG-7 では、計画、緊急時及び

現存被ばく状況における職業上の放射線防護に対する一般的なアプローチを

包含しているのに対し、SSG-32 は、屋内ラドンからの公衆被ばくを扱ってい

るものの、作業場におけるラドンからの被ばくに対する防護を体系的に扱って

いない。 
○SSG-32（2015 年）では屋内ラドンからの公衆被ばくを扱っているものの、

既存の安全基準では作業場におけるラドンからの被ばくに対する防護を体系

的に扱っていない。そのため本書では、作業場におけるラドン被ばくのトピッ

クを具体的に扱うことになる。 
策定経緯 〇Step 3：第 46 回 RASSC 会合（2019 年 6 月）で DPP を審議し、CSS への

上程を承認。 
〇技術会合（2019 年 10 月 1～4 日） 
〇Step 4：第 46 回 CSS（2019 年 12 月）で DPP を承認。 
〇コンサルタント会合（第 1 回：2020 年 1 月、第 2 回：2020 年 8 月） 
〇Step 7：第 50 回 RASSC 会合にて日本 RASSC から GSR Part 3 との整合

性についてコメントがあり、修正が必要となったため Step 7 の承認は見送ら

れた。修正に関してオンライン WG が開催されることとなった。 
〇オンライン WG（2021 年 9 月 25～27 日） 
〇Step 7：第 51 回 RASSC 会合にて承認。 
〇Step 8：加盟国照会コメント募集（2022 年 3 月 31 日〆切） 
〇技術会合（2022 年 4 月 11～14 日） 

今後の予

定 
〇2023 年 6 月 第 54 回 RASSC 会合にて Step11 承認見込 
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●DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準） 

種別／状況 ○GSG-2（2011）の改定（一般安全指針改定） 
○主管：EPReSC 
 関連：RASSC、WASSC、NSGC 
○最新状況：Step 5（2023 年 2 月 24 日） 
〇完成予定：2024 年第 1 四半期 

概要 ○ GSG-2 は 2011 年に発行されており、IAEA 安全基準シリーズ No. GSR 
Part 3「放射線防護と放射線源の安全：国際基本安全基準」の表 IV.1、
表 IV.2、及び IAEA 安全基準シリーズ No. GSR Part 7「原子力又は放

射性緊急事態への準備と対応」の要件に対応するため、改定を行う。 
○ 防護戦略や運用介入レベルなどのトピックは、EPR-NPP PPA 2013、

EPR-NPP OILs 2017、EPR-Protection Strategy （策定中）、EPR-RAD 
OILs（策定中）に記載されている。これらを含む包括的なガイダンスに

ついて。EPReSC 内では、上記のトピックのいくつかを含むさらなるガ

イダンスに包括的に対処する最善の方法についても、記載される。 
○ GSR Part 7 に定義されるすべての緊急時準備カテゴリが含まれており、

範囲は GSG-2 と同様となる。原子力または放射線の緊急事態において

作業員、緊急作業員、ヘルパー及び公衆を保護するための防護措置及び

その他の対応措置を開始するための基準を含む。 
策定経緯 〇Step 3：2020 年 9 月 

○2023 年 2 月：技術会合開催 
今後の予定 （DPP に記載の予定） 

〇2022 年第 1 四半期：Step 6 
〇2022 年第 2 四半期：Step 7 
〇2022 年第 2 四半期：Step 8 
〇2022 年第 3 四半期：Step 9 
〇2023 年第 1 四半期：Step 10 
〇2023 年第 2 四半期：Step 11 
〇2023 年第 4 四半期：Step 12 
〇2024 年第 1 四半期：Step 14 
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●DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency（原子力又は放射線

緊急事態に対する防護戦略） 

 

種別／状況 ○新規 GSG（新規一般安全指針） 
○主管：EPReSC 
 関連：NUSSC、RASSC、TRANSCC、WASSC、NSGC 
○最新状況：Step 5（2023 年 2 月 24 日） 
○Protection Strategy に関する EPR シリーズ文書を指針にアップグレード 

概要 ○ IAEA 安全基準シリーズ No. GSR Part 3「放射線防護と放射線源の安

全：国際基本安全基準」の要件 44、及び IAEA 安全基準シリーズ No. 
GSR Part 7「原子力又は放射性緊急事態への準備と対応」の要件 5 は、

加盟国に対して、原子力又は放射性緊急事態における防護措置及びその

他の対応措置を効果的に講じるため、準備段階で防護戦略を策定し、正

当化及び最適化が保証されることを要求している。防護戦略の概念は、

これまで勧告されてきたアプローチ（IAEA 基本安全基準 No.115
（1996）、IAEA 安全基準シリーズ No. GS-R-2（2002））から発展した

ものであり、このアプローチでは、介入（すなわち、個人の防護措置）

が、当時有効であった ICRP 勧告（ICRP Publication 60（1991）及び

ICRP Publication 63（1992））に基づく介入レベルの概念を使用し、回

避可能な線量に基づいて正当化されている。 
○ 最新の IAEA 安全基準で取り上げられているように、防護措置の必要性

を単独で正当化するための介入レベルや回避線量の概念を放棄し、それ

ぞれ残存線量と予測線量または受けた線量で表される参考レベルと包括

的判断基準に基づき、防護措置と他の対応措置を個別に、また組み合わ

せることで検討する。正当化及び最適化のために使用されるアプローチ、

ならびに防護戦略内の参考レベルと包括的判断基準を組み合わせて使用

することは比較的新しいものであり、明確化の必要性が高まっている。 
○ 最新の IAEA 安全基準で要求されている防護戦略の概念、その開発、正

当化及び最適化は、安全指針のレベルではまだ十分詳細に網羅されてい

ない。EPR（GS-G-2.1（2007）、GSG-2（2011）、GSG-11（2018）、

GSG-14（2020））における既存の安全指針は、それらが指針を提供する

GSR Part 7 の要件に関して、明確に定義された適用範囲（そのまま又は

改定が開始されれば改定版）を有しているが、GSR Part 7 の要件 5 は

その適用範囲外である。 
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○ 防護戦略の開発、正当化、最適化の基礎となるすべての関連事項に関す

る勧告を提供するために、新しい安全指針を作成する。 
○ EPR 防護戦略 2020 刊行物の適用（NSS OUI を通じて入手予定）から

得られるフィードバックは、提案された新しい安全指針の発展に不可欠

な情報となる。 

策定経緯 ○「緊急事態に対する準備と対応（ EPR）シリーズ報告書  EPR-
PROTECTION STRATEGY」（2020 ”Considerations in the Development 
of a Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency”）を GSG
へアップグレード。 
〇Step 3：第 13 回 EPReSC 会合（2021 年 12 月）で DS534 の DPP が承

認。 
〇2022 年 6 月 WASSC 会合にて DPP の承認 
○2023 年 2 月 技術会合開催 

今後の予定 ○2023 年第 1 四半期：Step6 
○2023 年第 2 四半期：Step7 
○2023 年第 3～第 4 四半期：Step8 
○2023 年第 4 四半期～2024 年第 1 四半期：Step9 
○2024 年第 1 四半期：Step 10 
○2024 年第 3 四半期：Step 11 
○2024 年第 4 四半期：Step 12 
○2025 年第 3 四半期：Step 14 

 

〇安全基準文書策定概要書（DPP） 

●DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography（工業用ラジオグラフィーにおける

放射線安全） 

種別／状況 ○ SSG 改定（Rev. SSG-11） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC 
○ 最新状況：Step 5（2023 年 2 月 24 日） 
○ SSG-11（2011）作成以降、GSR Part 2,3,4 の改定が行われているため

整合性の確保のため改定。 
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概要 ○ 現行の SSG-11（2011、Radiation Safety in Industrial Radiography）
は、2014 年に発刊された GSR Part 3、2016 年に発刊された GSR Part 
2 及び Part 4 との安全要件、用語との整合性を確保するため、改定が必

要である。 
○ 2011 年以降、放射線撮影は新しい技術や適用形態が復旧しており、これ

までの開発・経験等も改定に反映される。 
○ 本書は工業用ラジオグラフィーを許可する規制機関、組織及び作業者を

対象としている。 
○ 工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全及び核セキュリティを確保

するための勧告及び指針を提供し、X 線発生装置やガンマ線源を用いた

従来の工業用ラジオグラフィー、工業用ラジオグラフィー用の携帯型 X

線発生装置、コンピュータ断層撮影装置（CT）、加速器などの使用が含

まれる。 

○ 工業用ラジオグラフィー技術に関する勧告、例えば質の高い放射線写真

を作成する技術など）は、IAEA-TECDOC-628/Rev.3「非破壊検査技術に

おける訓練ガイドライン、2013 年版」で提供される。 

○ セキュリティに関する行動規範への記載が修正・追加される。 

○ 使用されなくなった産業用放射線源に関する新しいセクション 13 が導

入され、劣化ウランを含む使用済み線源の保管、処分、取り扱い、及び

工業用ラジオグラフィー施設の廃止が含まれる。 

○ 医療については SSG-55 でカバーされる。 

策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本改定を優先度 2 番目と位置付けて

いる。 
○ Step 3：2022 年 5 月 13 日〆切。 
○ Step 4：2022 年 8 月 12 日から DPP の CS レビューが開始され、2022

年 9 月 23 日までコメントを募集。2022 年 10 月 18～21 日の第 52 回

CSS にて承認。 
○ Step 5：2023 年 1 月 6 日付 

今後の予定 ○ 2023 年：Step 6 
○ 2023 年：Step 7 
○ 2023～2024 年：Step8 ~ 9 
○ 2024 年：Step 10 
○ 2024 年：Step 11 
○ 2024～2025 年：Step 12 
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●DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations（現存被ばく

状況における放射線防護と安全） 

種別／状況 ○ 新規 GSG（新規一般安全指針） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, EPReSC 
○ 最新状況：Step 3（2023 年 2 月 24 日） 
○ 完成予定：2028 年 

概要 ○ GSR Part3 の現存被ばく状況に対する要件のうち要件 47 及び 48、及び

GSR Part3 のパラ 5.1-5.9 の要件を補足する指針等がなく、現存被ばく

状況における放射線防護と安全の側面を網羅し、あらゆる種類の現存被

ばく状況に適用できる一般安全指針を策定する必要がある。 
○ 一般安全指針の主な目的は、すべての現存被ばく状況（汚染サイトの修

復、住居のラドン、食品、飲料水、建設資材などの商品、職場のラドン、

汚染サイトの修復における作業員の防護、航空機乗務員）における放射

線防護と公衆、労働者及び環境の防護に関して、GSR Part 3 の要件を実

施するための勧告を提供することである。 
○ 目次案には、以下が含まれる（DPP Ver.1、2022 年 9 月 1 日） 

- 参考レベルの設定 

- 現存被ばく状況における公衆、労働者及び環境の防護 

- グレーデッドアプローチの適用 

- 防護措置の正当化及び防護と安全の最適化 
また、付属書として以下が検討されている。 

- 付属書 A：現存被ばく状況に係るグレーデッドアプローチの適用例 

- 付属書 B：現存被ばく状況に係る参考レベルの選択例 

- 付属書 C：現存被ばく状況に係る特性評価例  

- 付属書 D：現存被ばく状況に係る安全性評価の例 

- 付属書 E：コミュニケーションと意識改革の例 
○ 策定には WHO、ILO、UNEP が係る予定。 

策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本一般安全指針の作成を優先度 1 番

目と位置付けている 
○ 2021 年に eWG が開催され、ガイダンスの対象範囲を特定し、2022 年

4 月～5 月に RASSC メンバー向けのアンケートが行われた。 
○ 2022 年 5 月 4～6 日に DPP 作成のコンサルタント会議が開催。 
○ Step 3：2022 年 10 月 17 日〆切、RASSC-53（2022 年 11 月）で承認。 
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今後の予定 ○ 2023～24 年：Step 5 文書作成 
○ 2023 年末：TM 開催 
○ 2025 年 6 月：Step 7 関連委員会のレビュー① 
○ 2025 年 7 月～11 月：Step 8 加盟国コメント募集 
○ 2027 年 4 月：Step 11 関連委員会のレビュー② 
○ 2028 年：Step 14 公開 

 

●DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

（ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全） 

種別／状況 ○ SSG 改定（Rev.1 SSG-8） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC 
○ 最新状況：Step 3（2023 年 2 月 24 日） 
○ SSG-8（2010）作成以降、GSR Part 3 などの改定が行われており、整合

性を維持するための改定。 
○ 完成予定：2026 年 

概要 ○ 現行の SSG-8（Radiation Safety of Gamma, Electron and X Ray 
Irradiation Facilities）は、1996 年版の BSS に基づき 2010 年に発刊さ

れた。その後 2014 年に発刊された GSR Part 3、GSR Part 1, 2, 4, 7 の

安全要件、IAEA 安全用語集との整合性を確保するため、改定が必要で

ある。 
○ また放射線技術の作業への利用などが広がり、低エネルギー電子ビーム

などの新しい技術が登場した。これまでの知見も改定に反映される。 
○ 本書は産業・研究用照射施設の規制機関、運営組織、従業員・放射線防

護担当者を対象としており、工業用放射線利用及び研究開発に使用され

る照射施設［ガンマ線照射装置（カテゴリーI～IV）、電子線照射装置及

び X 線照射装置（カテゴリーI 及び II）］の安全設計及び運転に関して、

GSR Part 3 の要件をどのように満たすべきかを勧告する。 
○ 本安全指針には、セキュリティ検査目的及び医療以外の人の画像処理に

使用される X 線発生装置やその他の放射線源は含まれない。また、医療

診断や治療用途、工業用放射線撮影、重イオン、サイクロトロンなどの

電離放射線の使用についても、他の IAEA 安全指針に記載されているた

め含まれない。 
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○ 項目としてカテゴリ I ガンマ線照射装置、自己遮蔽型低エネルギー

eBeam 及び X 線照射装置が追加され、また公衆と環境の防護について

の項目が追加される。核セキュリティの項目も追加される。 
○ 付属書はトレーニングコース概要、定期試験のチェックリスト、過去の

緊急事態例の概要が新たに増設される予定。 

策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本改定を優先度 1 番目と位置付けて

いる。 
○ Step 3：2022 年 10 月 17 日〆切。 
○ 2022 年 11 月：第 53 回 RASSC 会合 Step 3 DPP 承認 

今後の予定 ○ 2023～2024 年：Step 5 文書作成 
○ 2024 年 11 月：Step 7 関連委員会のレビュー① 
○ 2025 年 5 月：Step 8 加盟国コメント照会 
○ 2025 年 11 月：Step 11 関連委員会のレビュー② 
○ 2026 年：公開 Step 14 
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 委員会及び作業部会の設置 

本調査の成果を高め、専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるため、有識者で構成

する「国際放射線防護調査専門委員会」（専門委員会）を設置した。また、本報告書 2.1 節に

詳述した調査・整理及び課題の抽出については、作業部会を設置して検討を行った。委員会

及び作業部会は新型コロナの感染状況を考慮し、オンラインまたはハイブリッドで開催した。 

本節では、今年度開催した専門委員会及び作業部会の概要について整理した（委員会及び

作業部会の議事録及び議事概要は別添資料 5 を参照）。 

 

2.6.1. 国際放射線防護調査専門委員会 

今年度の専門委員会は 5 回開催した。開催した専門委員会の日程及び議事、招へいした有

識者は表 2.6-1 の通り。 

 

表 2.6-1 専門委員会開催実績 

（第 1 回はハイブリッド開催、第 2 回～第 5 回はオンライン開催） 
 

開催日時 議事 
招へいした有識者 

（敬称略） 

第 1 回 令和 4 年 

5 月 18 日 

 委員会の進め方 
 今年度のスケジュール 
 IAEA の対処方針案 

 理解促進活動実施案 他 

 

第 2 回 令和 4 年 

7 月 21 日 

 

 第 52 回 RASSC 会合参加報告 
 第 14 回 EPReSC 会合参加報告 
 安全基準文書審議に関する動向 

 理解促進活動実施状況・案 他 

真辺健太郎（JAEA） 

第 3 回 令和 4 年 

10 月 26 日 

 

 第 53 回 RASSC 会合対処方針案 
 第 15 回 EPReSC 会合対処法試案 
 安全基準文書審議に関する動向 

 理解促進活動実施状況・案 他 

真辺健太郎（JAEA） 

第 4 回 令和 5 年 

1 月 10 日 

 第 53 回 RASSC 会合参加報告 
 第 15 回 EPReSC 会合参加報告 
 安全基準文書審議に関する動向 

真辺健太郎（JAEA） 
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 理解促進活動実施状況・案 他 

第 5 回  令和 5 年 

2 月 15 日 

 作業部会進捗 
 事業年間実績と次年度国際関係機関等の

会合スケジュール 
 理解促進活動実施状況 他 

 

 

2.6.2. 国際放射線防護調査作業部会 

今年度の作業部会は 5 回開催した。すべてオンラインで開催し、作業部会の日程、議事、

及び招へいした有識者は表 2.6-2 の通り。 

 

表 2.6-2 作業部会開催実績（すべてオンライン） 
 

開催日時 議事 
招へいした有識者 

（敬称略） 

第 1 回 令和 4 年 

5 月 31 日 

 令和 4 年度の作業実施計画 
 作業部会の方針確認 
 国際機関等の動向 
 UNSCEA に関するまとめ案の作成について 
 国際会合参加報告―IOMP-ICRP ウェビナー

（浜田信行委員） 

 理解促進活動実施案 他 

 

第 2 回 令和 4 年 

8 月 2 日 

 国際機関等の動向 
 国際会合参加報告―第 52 回 RASSC 会合

ICRP トピカルセッション（川口勇生委員） 
 UNSCEAR のまとめ案について 

 理解促進活動実施案 他 

 

第 3 回 令和 4 年 

11 月 1 日 

 国際機関等の動向 
 国際会合参加報告―UNSCEAR 会合（川口勇

生委員） 
 UNSCEAR のまとめ案について 

 理解促進活動実施案 他 

 

第 4 回 令和 5 年 

1 月 23 日 

 国際機関等の動向 
 国際会合参加報告―BfS 小児白血病シンポジ
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ウム（古川恭治委員） 
 UNSCEAR のまとめ案について 

 理解促進活動実施案 他 

第 5 回  令和 5 年 

2 月 24 日 

 国際機関等の動向 
 国際会合参加報告―OECD/NEA ステークホ

ルダーに関するウェビナー 
 UNSCEAR のまとめ案について 
 理解促進活動実施状況 

 今年度実績 他 

菅原慎悦（関西大） 
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本事業の理解促進活動

本事業の成果について、放射線防護に関する国際動向の内容を広く周知し国民に対し本事

業の理解促進を促す観点から、以下の通り、第 4 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理

学会合同大会でポスター発表を行った。また、2022 年 12 月 20 日に、ハイブリッド形式で公

開の報告会を開催し、報告会に関する事務局レポートを日本保健物理学会誌に投稿した。

①第 4 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会（2022 年 11 月 24～26 日） 

 発表タイトル：「我が国の放射線防護及び原子力災害対策へ反映すべき国際動向の調

査について（原子力規制庁 国際放射線防護調査事業）」

 発表者：国際放射線防護調査委員会

 発表形態：ポスター発表

 発表場所：九州大学（ポスターの掲載はオンライン上のみ）

②令和 4 年度国際放射線防護調査事業報告会

 開催日時：2022 年 12 月 20 日 9 時 30 分～17 時 00 分

 開催形態：ハイブリッド（発表者の一部は会議室、一般参加者等は Webex）

③日本保健物理学会誌へ投稿（Vol.58, No.1 に掲載予定、 2023 年 2 月 9 日に受理）

 発表タイトル：「放射線防護規制の合理的発展に向けた取組み 最新知見の反映

を目指した原子力規制庁の国際放射線防護調査」

 発表者：令和 4 年度国際放射線防護調査事業報告会 事務局

 発表形態：A 区分、話題

①のポスター発表の詳細は別添資料 6.1 に掲載した。別添資料 6.2 には、②の報告会質問

リスト及び当日の回答、報告会要旨集、報告会の発表スライドを掲載した。

報告会の開催概要は以下の通りである。

2.6 節に記載した専門委員会及び作業部会にて、実施案に関する審議を行い、会議室と

WebEx システムのハイブリッド形式で実施することとプログラムの内容を確定した。その



後、関連する学会等に依頼し、報告会の開催案内について、学会のメーリングリスト・ホー

ムページ等で周知してもらい、事前参加登録を行った。参加登録後、要旨集（別添資料 6.2）

を送付し、事前質問の受付を行った。質問は当日チャット機能等からも受け付けた。事前の

参加登録者数は 207 名で、当日の参加者数の総計は 169 名であった。 

発表スライドは別添資料 6.2 に掲載した通りで、事前受付質問と当日の質問のリストおよ

び質問リストのうち当日の回答は別添資料 6.2 に掲載した。 
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別添資料

別添資料１ 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び検討課題の抽出(2.1 節)の

添別添付資料

別添資料 1.1 国際機関等の動向調査 

（次頁より）

別添-1



ICRP  

• ICRP Publication 151 Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5 

• Consultation:Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiology Techniques for Medical Imaging

• IAEA 52 RASSC ICRP

• Summary of the 2021 ICRP workshop on the future of radiological protection. J Radiol. Prot. Ruehm et al., 2022

• Consultation: Paediatric Mesh-type Reference Computational Phantoms 

• Consultation: Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric Individuals  

• ICRP Publication 152 Radiation Detriment Calculation Methodology 

• The ICRP System of Radiological Protection What Comes Next?

• The 6th International Symposium on the System of Radiological Protection (ICRP 2021+1)

• Introducing ICRP Publication 152: Radiation Detriment Calculation Methodology

• Consultation: Practical Aspects in Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiography, Fluoroscopy, and CT 

• Consultation: Radiological protection in Surface and Near-Surface Disposal of Solid Radioactive Waste

• Consultation: Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Members of the Public: Part 1

• TG

• ICRP TG122

• ICRP TG123 

• ICRP TG124 

• ICRP TG125 
1

• ICRP TG126 

• ICRP TG127

UNSCEAR  

• UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. I SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION Volume I: Report to 
the General Assembly, Scientific Annex A 

• UNSCEAR 69

• 2020/2021 Report  Annex B

• UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. IV SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION ANNEX D 

• WEBINAR ON OCCUPATIONAL EXPOSURE TO IONIZING RADIATION 

IAEA

• Safety Report Series No.113 Assessment of the Impact of Radioactive Discharges to the Environment Volume 1: 
Screening Assessment of Public Exposure for Planned Exposure Situations (Preprint)

• Safety Report Series No.122 Attribution of Radiation Health Effects and Inference of Radiation Risks: Consideration  
for Application of the IAEA Safety Standards (Preprint)

• Exposure Due to Radionuclides in Food Other Than During a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-2011

• Safety Reports Series No. 114, Exposure due to Radionuclides in Food Other Than During a Nuclear or Radiological 
Emergency. Part 1: Technical Material (Preprint)

• Safety Report Series No. 115, Neutron Monitoring for Radiation Protection(Preprint)

• Safety Report Series No. 117, Regulatory control of exposure due to radionuclides in building materials and 
construction materials(Preprint)

2
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3

WHO

• WHO updates critical medicines list for radiological and nuclear emergencies

IARC

• Brain cancer after radiation exposure from computed tomography examinations of children and young adults:
results from the EPI-CT cohort study

IACRS Inter-Agency Committee on Radiation Safety

• Inter-Agency Committee on Radiation Safety IACRS 1 2

OECD/NEA

• THE STRATEGIC PLAN OF THE NUCLEAR ENERGY AGENCY 2023-2028

• NEA to launch report on post nuclear accident recovery preparedness

• NEA/CRPPH, Regulatory Implementation of the Equivalent Dose Limit for the Lens of the Eye for Occupational
Exposure, (2021)

• 80 CRPPH

• CRPPH - EGDS & EGFSF mandates

• New expert group to work on post-accident food safety management

• Background and lessons learnt from previous NEA Stakeholder Involvement Workshops

• Nuclear emergency planning, response and recovery

• Sustainable recovery after a nuclear accident

• Post-Fukushima Action Implementation at Nuclear Installations: Human and Organisational Factors Lessons Learnt

4

IOMP

• IOMP-ICRP Webinar: Are radiation risks below 100 mGy for example through recurrent CT procedures of real
concern for radiological protection?

• IOMP Webinar: Non-cancer effects associated with low to moderate doses radiation exposure: what we know so
far from epidemiological studies

EURATOM

• Launch of the “PIANOFORTE” European partnership: research and education for radiation protection

• Leveraging Advances in Modern Science to Revitalize Low-Dose Radiation Research in
the United States

• High Expectations for the Future of Low-Dose Radiation Research 

• NCRP Statement DRAFT SC3-3 Recommendations for a Tiered Approach to  Respiratory Protection for
Emergency Workers  Responding to a Nuclear/Radiological Incident

• NCRP Commentary No. 32 – Evaluation of a Sex-Specific Difference in Lung Cancer Radiation Risk Projection
(with a Focus on Application to Space Activities (2022)

• NCRP Commentary No.31 Development of Kinetic and Anatomical Models for Brain Dosimetry for Internally
Deposited Radionuclides

• NCRP Report No. 187 Operational Radiation Safety Program

• NCRP Statement No.15 RESPIRATORY PROTECTION RECOMMENDATIONS FOR WORKERS AND VOLUNTEERS
RESPONDING TO A NUCLEAR INCIDENT OUTSIDE THE AFFECTED AREA
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• ASN Management of the long-term consequences of a nuclear accident: the Codirpa publishes its latest
recommendations to the Government

• IRSN Medical radiation protection: The European MEDIRAD project delivers its recommendations

• IRSN Fukushima: Predicting the dispersion and impact of radionuclides. The AMORAD project delivers its
conclusions

• IRSN CT scan procedures in children in France over the period 2012-2018 and associated radiological
exposure

• BfS Poor knowledge of the health risks of radon in buildings

• BfS 7th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia

• UKHSA Update to the NRRW third analysis 2022 – lymphoma and multiple myeloma

• UKHSA Nuclear weapons test participants study: summary of the fourth analysis

• CNSC RSP-222.2 Radon Exposure and the Risk of Lung Cancer Incidence and Mortality: Final Update of
the Cohort of Newfoundland Fluorspar Miners

• PLANET

5

• OIR 5 ICRP Publication 30 54
68 78

• OIR 1

OIR 2 5

•

1Bq Sv
1Bq Sv Bq

•

A

6https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20151

ICRP Publication 151 Occupational Intakes of Radionuclides:
Part 5 (2022)

ICRP
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• ICRP
2022 10 28

•
ALARA 

•

•
D C

B A

7https://www.icrp.org/consultation.asp?id=94DD12D6-8688-413F-9BD3-15B2E91F0702

Consultation:Optimisation off Radiologicall Protectionn inn Digitall Radiologyy 
Techniquess forr Medicall Imaging(2022.06.--)

ICRP

8https://www-ns.iaea.org/committees/rassc/default.asp?fd=2211&dt=0

IAEA 52 RASSC ICRP
(2022.06.07)

ICRP

• 2022 6 7 ICRP IAEA RASSC
ICRP 4

•

IAEA
ICRP

2007

•

ICRP TG114

•

IAEA IVR UNSCEAR 6
ICRP TG109

• ICRP

IAEA ICRP ICRP ICRP
IAEA 2007

ICRP IAEA
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Summaryy off thee 20211 ICRPP workshopp onn thee futuree off radiologicall 
protection.. JJ Radiol.. Prot. Ruehm ett al.,, 2022

• ICRP
ICRP 2

• 1 1
ICRP

• 2021 10 14 11 3 20
43 100 1500

•
ICRP 4

AOP

9

ICRP

W. Ruehm, C. Clement, D. Cool et al, 2022. Summary of the 2021 ICRP workshop on the future of radiological protection, Journal of 
Radiological Protection, in press, https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac670e

, ICRP , , 57(1), 70-75 (2022).
* 2022 6 9 http://www.jhps.or.jp/cgi-bin/info/page.cgi?id=13

• ICRP 2022
11 11

• ICRP
2007 DC

•
MRCP MRCP

Publ. 145 MRCP
MRCP MRCP

Geant4, PHITS, MCNP6

• MRCP
SAF DC

DC SAF
Publ.143

DC ICRP
Publ.143 Publ. 103 DC

ICRP/ICRU MRCP
DC

10https://www.icrp.org/consultation.asp?id=18B6439C-DC5D-4E25-A8AB-80C2CA934946

Consultation:: Paediatricc Mesh-typee Referencee Computationall Phantomss 
(2022.08.--)

ICRP
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• ICRP 2022 11 11

•

(SAF)

SAF

• OIR
EIR

0
1 5 10 15 20

SAF Publ.133 OIR

• SAF Publ. 143

1

SAF

• SAF

11https://www.icrp.org/consultation.asp?id=D5DDBBE2-D19B-4BD4-8D36-1FA339890019

Consultation:: Specificc Absorbedd Fractionss forr Referencee Paediatricc 
Individualss (2022.08.--)

ICRP

•

• ICRP Publication 26 ICRP 
Publication 103

•

•

12https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20152

ICRPP Publicationn 152 Radiationn Detrimentt Calculationn Methodologyy 
(2022.08.--)

ICRP
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• ICRP ICRP Werner Rühm
ICRP YouTube

• ICRP

• ICRP

2021 10
European Radiation Protection Week 2022 10

ICRP2021+1 6 2022 11

ICRP2023 7 2023 11
•

TG121
2022 5-6

TG127
TG 13https://www.youtube.com/watch?v=nZNc5tW9TpY

Thee ICRPP Systemm off Radiologicall Protectionn Whatt Comess Next?
(2022.11.02)

ICRP

• 2 1 ICRP
1 2022 11 ICRP IAEA
OECD/NEA IRPA

61
500

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

14
https://icrp2021.com/

Thee 6thh Internationall Symposiumm onn thee Systemm off Radiologicall 
Protectionn (ICRPP 2021+1)(2022.11.07 10)

ICRP

Werner Rühm

• ICRP 1

• TG 30 (building block) 20 TG

•
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•
ICRP 2016

102 2021 11
ICRP Publication 152 Publication 103

• Publication 152

Wei Zhang

IRSN Dominique Laurier

15https://www.icrp.org/page.asp?id=574

Introducingg ICRPP Publicationn 152: Radiationn Detrimentt Calculationn 
Methodology (2022.12.09)

ICRP

• X CT
2023 3 31

CT

X CT

X

D C B A

16https://www.icrp.org/consultation.asp?id=D2BB0D24-FF0E-4C58-A256-E664BC4FCED7

Consultation:: Practicall Aspectss inn Optimisationn off Radiologicall Protectionn 
inn Digitall Radiography,, Fluoroscopy,, andd CTT (2022.12.--)

ICRP
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• TG97
2023 4 7

17https://www.icrp.org/consultation.asp?id=483AF717-2709-4402-ACDB-28FB1BA582C3

Consultation:: Radiologicall protectionn inn Surfacee andd Near-Surfacee Disposs  
off Solidd Radioactivee Waste(2023.1 .--)

ICRP

• TG95 2023 5 26

Publication 56
Publication 119

OIR Publication 100
HATM Publication 130 HRTM

Publication 103
Publication  110 Publication 143

Publication 107
Publication 133 Publication

Publication 56 3 1 5 10 15

OIR Part 2-3(ICRP Publications 134 137
H C S Ca Fe

Co Ni Zn Se Sr Y
Zr Nb Mo Tc Ru Ag
Sb Te I Cs Ba Ir Pb
Bi Po Rn 18

https://www.icrp.org/consultation.asp?id=621683F6-F36D-4BD7-B700-E377B7FA4243

CConsultation:: Dosee Coefficientss forr Intakess off Radionuclidess byy Memberss 
off thee Public:: Partt 1(2023.2 .--)

ICRP
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• TG122
• TG123
• TG124
• TG125
• TG126
• TG127     

•

•

•

•
•
•

•
•

19

TG
ICRP

WP

• C1,2019
• LSS C1,2019
• ICRP C3,2020
• C3,2020
• Publication62 C3,2020
• C3,C4, 2020
• AI C3,2021
• C3, 2021)
• C1, 2021)
• SDGs C4 2021
• Well-being C4 2021

TG120
‘nuclear detonations of limited size‘

2022 10 4
HP 2022 10 12

20https://www.icrp.org/admin/Summary%20of%202019%20C1%20Meeting%20Adelaide.pdf https://www.icrp.org/index.asp

TG
ICRP
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ICRP TG122
•

•

•

•

•

•

•

•
21https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=196

ICRP

ICRP TG123 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

22https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=194

ICRP
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ICRP TG124 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

23https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=191

ICRP

ICRP TG125 

•

•

•

•

•

•

•

•

24https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=192

ICRP
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ICRP TG126 
•

•

•

•

•

25https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=193

ICRP

ICRP TG127
•

•

•

•

•

26https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=201

ICRP
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• Annex A: Evaluation of medical exposure to 
ionizing radiation

• UNSCEAR 2020/2021

2009
2018

• UNSCEAR2008

• 2009 2018 UNSCEAR Global 
Survey on Medical Exposure

2014 2017
UNSCEAR 2008

27https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2020_2021_1.html

UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. I
SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION Volume I: Report to the General 
Assembly, Scientific Annex A 2022.05.04)

UNSCEAR

UNSCEAR 69 (2022.05.13)
• 68 UNSCEAR UNSCEAR 2020/2021 Report Annex A C

• 69 UNSCEAR

•

• 2020 2024
• IAEA UNSCEAR 65

• 2022 7 19 2020/2021 Report Annex B

28

UNSCEAR

https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2022/unisous428.html
https://www.unscear.org/unscear/en/events/pages/2022_outreach-events-in-japan-for-the-unscear-2020-2021-report--annex-b.html
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2020/2021 Report Annex B
2022.07.19-22

• UNSCEAR 2022 7 19 22
UNSCEAR 2020/2021

B

• 7 19 UNSCEAR

• 7 20 21 22

29

UNSCEAR

https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2022/unisous430.html
https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2022/unisma310.html
https://www.unscear.org/unscear/en/events/ffup-ii-outreach-event-japan-2022.html

• ANNEX D Evaluation of occupational exposure to ionizing radiation

• 2015 60 UNSCEAR UNSCEAR  Global 
Survey of Occupational Radiation Exposure

57
• (a) UNSCEAR 

Global Survey of Occupational Radiation Exposure (b) 
2

• 2014

ICAO

30https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2020_2021_4.html

UNSCEAR 2020/2021 REPORT Vol. IV SOURCES, EFFECTS AND 
RISKS OF IONIZING RADIATION ANNEX D (2022.09.06)

UNSCEAR
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• UNSCEAR UNSCEAR2020/2021 D

•

•
2010 2014

1,260 1995 1999
1,180 94%

24,300 Sv

•
2010 2014

1,140
80% 2010

2014 0.5mSv
5,460 Sv

•

31https://www.unscear.org/unscear/en/events/webinars/2022-11_webinar-occuptional-exposure.html

WEBINARR ONN OCCUPATIONALL EXPOSUREE TOO IONIZINGG RADIATION
(2022.11.17)

UNSCEAR

Safetyy Reportt Seriess No.113 Assessmentt off thee Impactt off Radioactivee Dischargess too thee 
Environmentt Volumee 1:: Screeningg Assessmentt of Publicc Exposuree forr Plannedd Exposuree 
Situations, (2021.--.--)(Preprint)

• 1
Preprint

•

1

Structured approach
3 1 2

3

• IAEA IAEA No GSR Part 3
GSG-9

GSG-10
GSG-8

No.19 (SRS 19) 

•

32

IAEA
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Safetyy Reportt Seriess No.1222 Attributionn off Radiationn Healthh Effectss andd Inferencee off 
Radiationn Risks:: Considerationn forr Applicationn off thee IAEAA Safetyy Standardss (2022.07.--)) 
(Preprint)

33

IAEA

Exposuree Duee too Radionuclidess inn Foodd Otherr Thann Duringg aa Nuclearr orr Radiologicall 
Emergency, IAEA-TECDOC-20111 (2022.09.--)

• 2014 IAEA No. GSR Part 3

GSR Part 3

• IAEA FAO
WHO

IAEA TECDO-
1788 TECDOC-1788

•

No. GSR Part 3 51
51 

FAO WHO

34

IAEA
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Safety Reports Series No. 114, Exposure due to Radionuclides in Food Other Than 
During a Nuclear or Radiological Emergency. Part 1: Technical Material (Preprint)

• IAEA GSR Part 3 51

FAO/WHO

•

•

GSR Part 3 Part 2

35

IAEA

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/004/53004342.pdf

Safety Report Series No. 115, Neutron Monitoring for Radiation 
Protection (Preprint)

• IAEA No. 115 Preprint

•
IAEA GSR 

Part 3 IAEA
No.GSG-7 

•

•

•

36

IAEA

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/004/53004340.pdf
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Safetyy Reportt Seriess No.. 117,, Regulatoryy controll off exposuree duee too radionuclidess inn 
buildingg materialss andd constructionn materials (2023.01.--)

• IAEA
No. 117

IAEA GSR Part3

• 2017 11 GSR Part 3
IAEA No.SSG-32

•

37

IAEA

https://www.iaea.org/publications/14965/regulatory-control-of-exposure-due-to-radionuclides-in-building-materials-and-construction-materials

WHOO updatess criticall mediciness listt forr radiologicall andd nuclearr 
emergencies(2023.01.27)

• WHO 2023 1 27
2007 WHO

• WHO WHO

WHO

•

• PPE

•
•
•

Ca Zn-DTPA
• ARS
•

•

38

WHO

hhttps://www.who.int/news/item/27-01-2023-who-updates-critical-medicines-list-
for-radiation-and-nuclear-emergencies
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Brainn cancerr afterr radiationn exposuree fromm computedd tomographyy examinationss off 
childrenn andd youngg adults:: resultss fromm thee EPI-CTT cohortt studyy (2022.12.07)

• IARC 9 276 100
22 1 CT

658,752 EPI-CT

• CT

• 5.6 IQR 2.4 - 10.1 165
121 73%

5 47.4 mGy SD 60.9
76.0 mGy 100.1 100 

mGy ERR 1.27 [95%CI 0.51 - 2.69] 100 mGy
ERR 1.11 [0.36 - 2.59]

5

• CT
CT

• CT i
ii

iii CT

39

IARC

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2022/12/pr324_E.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00655-6/fulltext

Inter-Agencyy Committeee onn Radiationn Safety IACRS 1

40

• IACRS 30 IACRS

• Journal of Radiological Protection, 41 (2021) Stefan Mundigl et al. The Inter-Agency Committee on Radiation Safety—30 years of 
international coordination of radiation protection and safety matters

IACRS

• IACRS 1990
WHO

EC FAO IAEA ILO
OECD/NEA FAHO UNSCEAR WHO

•
• ICRP ICRU IEC

IRPA ISO

• IACRS Science Principles Standards Practice 4

• 4

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/ac0b4a

IACRS Inter-Agency Committee on Radiation Safety
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Inter-Agency Committee on Radiation Safety IACRS 2

41https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/ac0b4a

2. IACRS

EC, UNSCEAR IAEA, WHO
EC, UNSCEAR IAEA, ILO, WHO
EC, UNSCEAR IAEA, WHO

EC, IAEA, ICRP, WHO
UNSCEAR

EC, IAEA

ICRP

ICRP, ICRU IAEA, ILO, ICRU, NEA, WHO

EC, IAEA, WHO, PAHO
EC, IAEA, ILO, WHO
EC, IAEA, FAO, WHO
IAEA ICRP, NEA

IAEA, ICRU, IEC, ISO UNSCEAR
IAEA, IRPA, NEA, WHO
IAEA, ILO, WHO
IRPA, NEA
ILO, IRPA, WHO IAEA
IAEA, ICRU, IEC, ISO UNSCEAR
IAEA, IRPA, NEA UNEP a , UNSCEAR b

a IACRS
b

IACRS Inter-Agency Committee on Radiation Safety

THE STRATEGIC PLAN OF THE NUCLEAR ENERGY AGENCY 
22023-2028 (2022.02.14)

• 2023 2028 NEA

•

• NEA

•

•

•

•

•

•

42https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_64036/the-strategic-plan-of-the-nuclear-energy-agency-2023-2028

OECD/NEA
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NEA to launch report on post nuclear accident recovery 
preparedness (2022.03.14)

• OECD/NEA EGRM

2022 5 23

• EGRM 4

•
•
•
•

• EGRM 

• 2022 10 27 28 IRSN EGRM
EGRM

6 NEA INEX-6
NEA

43https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_66596/nea-to-launch-report-on-post-nuclear-accident-recovery-preparedness

OECD/NEA

NEA/CRPPH,, Regulatoryy Implementationn off thee Equivalentt Dosee Limitt forr thee Lenss off 
thee Eyee forr Occupationall Exposure,, (2021)) 2022.03.22

• ICRP

CRPPH
2019 NEA EGDLE

ICRP

•
ICRP

20 mSv 5 100mSv/5 50mSv

• ICRP 
TSO

15 18 3 TSO 24 

•
• Hp(3)

• ISO IEC

•
•

•

44

OECD/NEA

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_66220/regulatory-implementation-of-the-equivalent-dose-limit-for-the-lens-of-the-eye-for-
occupational-exposures

別添-23



80 CRPPH 2022.03.29 31

• 2022 3 29 31 CRPPH 26
11

100

• 2022 2023 2024
2023 2028

NEA
NEA

3

•
•

•

45

OECD/NEA

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_67346/committee-on-radiological-protection-and-public-health-holds-80th-meeting

CRPPH - EGDS & EGFSF mandates
• 2022 3 29 31 CRPPH-80 2022 2022-2023 

• 2 CRPPH
2022 5 27 

NEA/CRPPH(2022)7 NEA/CRPPH(2022) 

• NEA/CRPPH(2022) 
EGDS Chris Mogg

• NEA/CRPPH(2022) EGFSF
Jan-Hendrik Kruse

• 2014 12 2011 NEA

• 2018 NEA CRPPH

46

OECD/NEA

https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-01/crpph-r2014-4.pdf
https://one.oecd.org/document/NEA/CRPPH/R(2018)1/en/pdf
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Neww expertt groupp too workk onn post-accidentt foodd 
safetyy managementt (2022.06.27)

• 2022 6 27 Expert Group on a Post-Accident Food Safety 
Framework, EGFSF

• 2014 “Framework for the Post-accident 
Management of Contaminated Food” 

CRPPH EGFSF

EGSF 3

• CRPPH 2014

•

•
NEA

• 2022 6 2 10

• NEA D 4 CRPPH

EGFSF

47

OECD/NEA

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_70828/new-expert-group-to-work-on-post-accident-food-safety-management

• 2023

•

•

•

48https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_75140/third-nea-stakeholder-involvement-workshop-on-optimisation-in-decision-making

Backgroundd andd lessonss learntt fromm previouss NEAA Stakeholderr 
Involvementt Workshops(2022.11.14)

OECD/NEA

• 2022 12 2023 2 3 1 3 1

• I -

I
?

• II -

II

• III -

/ III

別添-25



• 2022 10 25 26 CRPPH
WPNEM 47 18 3

50

• WPNEM

•

• SMR
CRPPH

• EGDP
EGRT

EGNR WPNEM
2023

• WPNEM 6 INEX-6

WPNEM 2024

49https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_76178/

Nuclear emergency planning, response and 
recovery(2022.11.30)

OECD/NEA

• 2022 10 27 28 NEA 90

IRSN

• EGRM Building a Framework for Post-Nuclear Accident Recovery 
Preparedness

• 29

• OECD/NEA NEA
10

35

NEA

• EGRM 6 INEX-6
INEX-6

• EGRM 2020
Preparedness for Post-Accident Recovery: Lessons from Experience

50
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_75991/ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/oecd_nea.html

Sustainable recovery after a nuclear accident
(2022.11.24)

OECD/NEA
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51https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_77083/post-fukushima-action-implementation-at-nuclear-installations-human-and-
organisational-factors-lessons-learnt

Post-Fukushimaa Actionn Implementationn att Nuclearr Installations:: 
Humann andd Organisational Factorss Lessonss Learnt(2023.1.19)

OECD/NEA

• NEA WGHOF Working Group on Human and Organisational Factors 2016
2

•
HOF

•

• 2 1 WGHOF

7 A 2
40 B

• 1 2

4
• A 

HTO

• A B

•

• HOF

IOMP-ICRPP Webinar:: Aree radiationn riskss beloww 1000 mGy forr examplee throughh recurrentt 
CTT proceduress off reall concernn forr radiologicall protection?? (2022.04.20)

•

•

•

• :
W. Rühm, D. Laurier, R. Wakeford, Cancer risk following low doses of ionising 
radiation – current epidemiological evidence and implications for radiological 
protection, Mut. Res. – Genetic Toxicol. Environ. Mutagenesis 873 (2022) 
503436
M.P. Little, R. Wakeford, S.D. Bouffler, K. Abalo, M. Hauptmann, N. Hamada, G.M. 
Kendall, Review of the risk of cancer following low and moderate doses of 
sparsely ionising radiation received in early life in groups with individually 
estimated doses, Environ. Internat. 159 (2022) 106983
R. Wakeford, J.F. Bithell, A review of the types of childhood cancer associated 
with a medical X-ray examination of the pregnant mother, Int. J. Radiat. Biol. 97 
(2021) 571-92. 52

IOMP

https://www.iomp.org/iomp-icrp-webinar-are-
radiation-risks-below-100-mgy-for-example-through-
recurrent-ct-procedures-of-real-concern-for-radiological-
protection-april-20-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=IAbcnB5Satk
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IOMPP Webinar:: Non-cancerr effectss associatedd withh loww too moderatee dosess radiationn 
exposure:: whatt wee knoww soo farr fromm epidemiologicall studiess (2022.05.09)

•

•

•

•

•

††

•

53

IOMP

https://www.iomp.org/iomp-school-webinars-
recordings/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XIS7e
GNz2C8&feature=emb_logo

††Azizova et al. 2018 https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-018-0450-4

Launchh off thee “PIANOFORTE”” Europeann partnership:: researchh 
aandd educationn forr radiationn protection (2022.06.14)

• 2022 6 14 PIANOFORTE

• PIANOFORTE EU22 58
IRSN EURATOM

• PIANOFORTE

• 4
2023 2025 3

•
•
•
•
•

• 2020 CONCERT MEDIRAD
HARMONIC RadoNorm SINFONIA

• 6
MELODI EURADOS EURAMED NERIS ALLIANCE SHARE

•
5 2027

54Launch of the "PIANOFORTE" European partnership: research and education for radiation protection (irsn.fr)

EURATOM
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•

•

•

•

•

•

•

55Low-Dose_Radiation_Highlights.pdf (nationalacademies.org)

56

Craig Piercy,

Amir Bahadori,
John Cardarelli, 
Shaheen Dewji, 
Paul Dickman, 
Alyse Huffman, 
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57

• HPS

•

•

• LNT
2022.04 LNT

•

2021

NCRPP Statementt DRAFTT SC3-33 Recommendationss forr aa Tieredd Approachh to
Respiratoryy Protectionn forr Emergencyy Workerss  Respondingg too aa Nuclear/Radiologicall 
Incidentt (2022.03.02)

• NCRP

DRAFT SC3-3 
2022 3 24

•

NCRP
3

•
COVID-

19

• (1) (2)
(3) 3

58https://ncrponline.org/wp-content/themes/ncrp/Docs_in_Review/DRAFT_NCRP_SC3-3_Statement_March_2_2022.pdf
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NCRP Commentary No. 32 – Evaluation of a Sex-Specific Difference in Lung 
Cancer Radiation Risk Projection (with a Focus on Application to Space Activities 
(2022) (2022.12)

• NCRP
SC1-

27 2022 4 15 2022 12 Commentary
No.32

• NASA 
95 % 3 % 

35
3

• LSS

3

•
•
• NASA

• NASA

•

•
•

• NASA

59https://ncrponline.org/shop/commentaries/commentary-no-32-evaluation-of-a-sex-specific-difference-in-lung-cancer-radiation-risk-projection-with-
a-focus-on-application-to-space-activities-2022/

NCRP Commentary No.31 Development of Kinetic and Anatomical Models for 
Brain Dosimetry for Internally Deposited Radionuclides (2022.--.--)

• NCRP 2022
Development of Kinetic and 

Anatomical Models for Brain Dosimetry for Internally Deposited Radionuclides

•

•

•

•

•

60https://ncrponline.org/shop/commentaries/commentary-no-31-development-of-kinetic-and-anatomical-models-for-brain-
dosimetry-for-internally-deposited-radionuclides-2022/
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NCRP Reportt No.. 1877 Operationall Radiationn Safetyy 
Program (2022.08.--)
• NCRP 2022 NCRP Report No. 187

NCRP Report No. 
127

•
NCRP 127 NCRP Report No. 180

NCRP Report No. 127
NCRP

•
11

•

• NCRP Report 
No.180

•

•

•

•

•

•

•

• 11
61

https://ncrponline.org/shop/reports/ncrp-no-187-operational-radiation-safety-program-2022/

NCRP Statementt No.155 RESPIRATORYY PROTECTIONN RECOMMENDATIONSS FORR 
WORKERSS ANDD VOLUNTEERSS RESPONDINGG TOO AA NUCLEARR INCIDENTT OUTSIDEE THEE 
AFFECTEDD AREAA (2022.08.22)

• NCRP 2022 8

RESPIRATORY PROTECTION RECOMMENDATIONS FOR WORKERS AND 
VOLUNTEERS RESPONDING TO A NUCLEAR INCIDENT OUTSIDE THE AFFECTED 
AREA

•

•

•

•

62https://ncrponline.org/wp-content/themes/ncrp/PDFs/2022/Statement_15.pdf

別添-32



ASN Management of the long-term consequences of a nuclear accident: 
the Codirpa publishes its latest recommendations to the Government (2022.10.17)

•

• IRSN

•

63

IRSN Medical radiation protection: The European MEDIRAD 
project delivers its recommendations (2022.04.11)
•

• IRSN

•

64
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IRSN Fukushima:: Predictingg thee dispersionn andd impactt off 
radionuclides.. Thee AMORADD projectt deliverss itss conclusionss (2022.05.09)

• IRSN 2013
AMORAD ANR-11-RSNR-0002 3 2022 4

•

- -
AMORAD

• IRSN AMORAD 5 Toulouse Toulon Bordeaux Versailles Saint-Quentin Pau
Pays de l‘Adour 5 IFREMER CEA ANDRA BRGM EDF CLS 13

•

•

• -

• 3 3
IRSN C3X CASTEAURX STERNE BRGM Watersed AMORAD

Cs-137

ARPAGON IRSN

•
IRSN

65
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Organisation/Programmes/Amorad/Pages/projet-Amorad.aspx#.YxlXLKHP2Ul

IRSN CTT scann proceduress inn childrenn inn Francee overr thee periodd 
2012-20188 andd associatedd radiologicall exposuree (2022.07.20)
•

•

•

•

•

66

IRSN
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BfS Poor knowledge of the health risks of radon in buildings 
(2022.10.06)
•

•

•

•

•

•

•

67

BfS 7th International Workshop on the Causes of Childhood 
Leukemia (2022.11.28 30)
•

•

•

•

•

68
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UKHSA Update to the NRRW third analysis 2022 – lymphoma and 
multiple myeloma (2022.09.30)

69

•

•

•

•

•

•

•

UKHSA Nuclear weapons test participants study: summary of the 
fourth analysis (2022.10.14)

70

•

•

•

•

•

•
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CNSC RSP-222.2 Radon Exposure and the Risk of Lung Cancer Incidence 
and Mortality: Final Update of the Cohort of Newfoundland Fluorspar Miners 
(2022.08.22)

71
https://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/research/research-and-support-program/research-report-abstracts/research-report-summaries-

2021-2022.cfm#RSP-222.2

• CNSC
65

•

•

•

•

• 1,080

•
WLM working level month 

• 2,050 1,363 1950-2016 236
210

•

•

PLANET
(2022.10.20)

•

(PLANET) 

• 2022 10 20 PLANET ICRP 

Woloschak

72https://www.qst.go.jp/site/qms/event221020.html
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別添資料 1.2 UNSCEAR 報告書の概要  

UNSCEAR 報告書の選択の際に作成したエクセル表 
（次頁より） 
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A〜E F〜I A~C D E F H G A B A B C A B C A B C D E G H A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J K L A B C A B C D E F G
⾃然線源（Natural sources） 1 2 3 4 5 6 7 8
宇宙線（Cosmic radiation） 1 2 3 4 5 6 7 8
⼈⼯線源（Artificical source） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
核兵器（Nuclear weapons） 1 2 3 4 5 6 7 8
環境線源（Environmental source） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
事故（Accidents） 1 2
原⼦⼒（Nuclear power） 1 2 3 4 5 6
発電（Energy generation）
TENORM 1 2 3 4 5 6
Chernobyl 1 2
福島（Fukushima）
放出（Discharge）
内部放射（Internal emitters） 1 2 3 4 5
ラドン（Radon） 1 2 3
トリチウム（Tritium）
ウラン（Uranium）
医療被ばく（Medical exposure） 1 2 3 4 5 6 7
職業被ばく（Occupational exposure） 1 2 3 4 5 6
公衆被ばく（Public exposure） 1 2 3 4 5 6 7
数量と単位（Quantities and units） 1 2 3 4 5
品質（Quality）
不確かさ（Uncertainties）
基礎（Fundamentals） 1 2 3 4 5
被ばく評価（Exposure assesment） 1 2 3 4 5 6 7 8
⽅法論（Methodology） 1 2 3
線量評価（Dose assessment）
線量反応(Dose-response relationship) 1 2 3 4 5 6 7 8
放射線⽣物学（Radiobiology） 1 2 3 4 5 6 7
⽣物メカニズム（Biological mechanisms) 1 2 3 4 5
放射線影響(Radiation effects) 1 2 3
健康影響(Health effect) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
放射線障害(Radiation injuries) 1 2 3 4 5
遺伝影響(Heritable effect) 1 2 3 4 5 6 7 8
がん(cancer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
肺がん（Lung cancer）
放射線リスク（Radiation risk） 1 2
RBE ⽣物学的効果⽐（Relative biological effectiveness) 1 2 3 4
リスク推定(Risk estimate) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
疫学（Epidemiology） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
放射線感受性（Radiation sensitivity） 1 2
線量率効果（Dose-rate effects） 1 2

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4

複合効果（Combined effects） 1
免疫システム（Immune system）
低線量（Low-dose）
低線量率（Low-dose-rate）
ヒト以外の⽣物相（Non-human biota） 1

1996 2001 2015
A B C D E F G H I A B A A B C D E F G H I J A A B C D E A B C D E A B II/B A ⽩書 A B C D ⽩書 A B Chernobyl

⽩書 ⽩書 A B A B C D
⾃然線源（Natural sources） 9 10 11 12
宇宙線（Cosmic radiation） 9 10 11 12
⼈⼯線源（Artificical source） 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
核兵器（Nuclear weapons） 9 10 11 12
環境線源（Environmental source） 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
事故（Accidents） 3 4 5 6 7 8 9 10
原⼦⼒（Nuclear power） 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
発電（Energy generation） 1
TENORM 7 8 9 10 11
Chernobyl 3 4 5 6
福島（Fukushima） 1 2 3 4 5
放出（Discharge） 1 2
内部放射（Internal emitters） 6 7 8 9 10
ラドン（Radon） 4 5 6 7 8
トリチウム（Tritium） 1
ウラン（Uranium） 1
医療被ばく（Medical exposure） 8 9 10 11
職業被ばく（Occupational exposure） 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
公衆被ばく（Public exposure） 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
数量と単位（Quantities and units） 6
品質（Quality） 1
不確かさ（Uncertainties） 1
基礎（Fundamentals） 6 7 8 9 10 11
被ばく評価（Exposure assesment） 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
⽅法論（Methodology） 4 5 6 7 8 9 10 11
線量評価（Dose assessment）
線量反応(Dose-response relationship) 9 10 11 12 13 14
放射線⽣物学（Radiobiology） 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
⽣物メカニズム（Biological mechanisms) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
放射線影響(Radiation effects) 4 5 6 7 8
健康影響(Health effect) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
放射線障害(Radiation injuries) 6 7 8 9
遺伝影響(Heritable effect) 9 10 11
がん(cancer) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5
2

肺がん（Lung cancer） 1
放射線リスク（Radiation risk） 3 4
RBE ⽣物学的効果⽐（Relative biological effectiveness) 5 6
リスク推定(Risk estimate) 12 13 14 15 16 17 18 19
疫学（Epidemiology） 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
放射線感受性（Radiation sensitivity） 3
線量率効果（Dose-rate effects） 3 4 5 6

8 9
5 6 7

複合効果（Combined effects） 2 3
免疫システム（Immune system） 1 2
低線量（Low-dose） 1 2 3
低線量率（Low-dose-rate） 1 2 3
ヒト以外の⽣物相（Non-human biota） 2 3 4 5

胎内(in utero)
こども(Children)

⾮がん（Non-cancer）
脳・神経(Brain and nervous system)

胎内(in utero)
こども(Children)

線源

2019 2020/2021

線源

基礎

2006 2008 2012 2013 2016 2017

1982 1986 1988

1993 1994 2000

1962 1964 1966 1969 1972 19771958

リスク

基礎

リスク

⾮がん（Non-cancer）
脳・神経(Brain and nervous system)
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UNSCEAR 報告書の概要 
   （次頁より） 
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UNSCEAR
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation:

1955 

ICRP
•

1955 12 3
913 X UNSCEAR

•
913(X)

1
https://www.unscear.org/unscear/en/about-us/historical-milestones.html
https://www.unscear.org/unscear/en/about-us/governing-principles.html

UNSCEAR
• 31 1 1~3 1

2
https://www.unscear.org/unscear/en/about-us/member-states.html

2022 Jing Chen(Canada)
Anna Friedl(Germany), Anssi
Auvinen(Finland), Lidia Vasconcellos de 
Sá(Brazil)

Sarah 
Baatout(Belgium)

2020
2021 G. Hirth (Australia) Jing Chen (Canada), Anna Friedl

(Germany),Jin Kyung Lee (ROK)

Anssi Auvinen
(Finland)

Ingemar Lund 
(Sweden)2019

2017
2018 H. Vanmarcke (Belgium) P. Jacob (Germany), P. Thompson

(Canada), M. Waligórski (Poland) G. Hirth (Australia)

2015
2016 Y. Yonekura (Japan) J. Hunt (Brazil),P. Jacob (Germany),

H. Vanmarcke (Belgium) M. Waligórski (Poland)
2014 C.-M. Larsson (Australia) Y. Yonekura (Japan)

2013 C.-M. Larsson (Australia) E. Bédi (Slovakia) Y. Yonekura (Japan)
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UNSCEAR

UNSCEAR
UNSCEAR

UNSCEAR
UNSCEAR

2020/2021
2020 2021 2 67 2020 11 2-6 68

2021 6 21-25 2020/2021

3https://www.unscear.org/unscear/en/publications/scientific-reports.html

1. UNSCEAR

4
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UNSCEAR
UNSCEAR 2023 2 117

UNSCEAR 51

• in utero Children
• Brain and nervous system Non-cancer

2020 /2021

2008 Annex E
2017 Annex B

1993 Annex I

1993 Annex I: Late deterministic effects in children

21
5

UNSCEAR
Title

2022/
2021

Annex A: Evaluation of Medical Exposure to Ionizing Radiation
Annex B: Levels and effects of radiation exposure due to the accident at the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: implications of information published 
since the UNSCEAR 2013 Report
Annex C: Biological mechanisms relevant for the inference of cancer risks from 
low-dose and low-dose-rate radiation
Annex D: Evaluation of occupational exposure to ionizing radiation

A
B

, UNSCEAR2013

C

D

2019 Annex A: Evaluation of selected health effects and inference of risk due to 
radiation exposure
Annex B: Lung cancer from exposure to radon

A

B

2017 Chernobyl White Paper Evaluation of data on thyroid cancer in regions 
affected by the Chernobyl accident.

2017 Annex A: Principles and criteria for ensuring the quality of the Committee's 
reviews of epidemiological studies of radiation exposure
Annex B: Epidemiological studies of cancer risk due to low-dose-rate radiation 
from environmental sources

A

B

2016 Annex A: Methodology for estimating public exposures due to radioactive 
discharges
Annex B: Radiation exposures from electricity generation
Annex C: Biological effects of selected internal emitters-Tritium
Annex D: Biological effects of selected internal emitters-Uranium

A
B
C
D

2013 Annex B: Effects of radiation exposure of children B

2012 Annex B: Uncertainties in risk estimates for radiation-induced cancer B

2008 Annex B: Exposures of the public and workers from various sources of radiation
Annex D: Health effects due to radiation from the Chernobyl accident
Annex E: Effects of ionizing radiation on non-human biota

B
D
E

2006 Annex C: Non-targeted and delayed effects of exposure to ionizing radiation
Annex D: Effects of ionizing radiation on the immune system

C
D

2000 Annex H: Combined effects of radiation and other agents H 6

UNSCEAR
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2. UNSCEAR

*Chernobyl

7

UNSCEAR 2020/2021 Report Annex A: Evaluation of Medical 
Exposure to Ionizing Radiation A

8
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2020_21_Annex-A.pdf

• UNSCEAR 2008 

•
(a)2009 2018 UNSCEAR

2014 2017
(b) UNSCEAR 2008

1,000

• UNSCEAR

42
73

420 Sv 30%
30%

• UNSCEAR 620 580
40 140

63% 23%
26% 0.2% 10

62.6% IVR) 0.6%
8% 1% 7.2%

• UNSCEAR 2008
0.65 mSv 0.57 mSv

2 UNSCEAR
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UNSCEAR 2020/2021 Report Annex B: Levels and effects of radiation exposure due to the accident 
at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: implications of information published since the 
UNSCEAR 2013 Report B

, UNSCEAR2013

• 2013

•

9
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/unscear-reports/UNSCEAR_2020_21_Report_Vol.II_JAPANESE.pdf

•

• 1 UNSCEAR2013 

1 
30% 1 

2 

•
UNSCEAR2013 

•
10 mSv 100 mSv

•

UNSCEAR 2020/2021 Report Annex C: Biological mechanisms relevant for the 
inference of cancer risks from low-dose and low-dose-rate radiation
C

• UNSCEAR 2012 

2019 

• 100 mGy LET 0.1 mGy

DNA

PubMed 2006 2020 

10
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/unscear-reports/UNSCEAR_2020_21_Report_Vol.III-CORR.pdf

•
•

•

•
100 mGy LET

•
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UNSCEAR 2020/2021 Report Annex D: Evaluation of occupational 
exposure to ionizing radiation D

• UNSCEAR 1975

• 2
a UNSCEAR

b

• 2003 2014
UNSCEAR

• 2010 2014
2,400 52%

1,260 48%
1,140

UNSCEAR 2,150 1995 1999

11https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2020_21_Annex-D.pdf

• 2010 2014 1.2 mSv 1995 1999
3 2 2 mSv

0.5 mSv 1995 1999
2.7 mSv 0.5 mSv

UNSCEAR 3 Sv

•

UNSCEAR 2019 Report Annex A: Evaluation of selected health 
effects and inference of risk due to radiation exposure A

12
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2019_Annex-A-CORR.pdf

•

• 3

a.
b.
c. 1

• 5

LSS

•

• LSS

• LET INWORKS
800 18,000 

•

• 10 
LSS 

•
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UNSCEAR 2019 Report Annex B: Lung cancer from exposure to radon
B

• UNSCEAR 2006

• 33
222Rn EEC 7 34 nSv/h Bq m-3

18 nSv/h Bq m-3 16 nSv/h Bq m-3

• 2006
26 5 21

ERR 100 Bq m-3 -
0.13 0.73 100 Bq m-3 ERR 0.13

• ERR
100 WLM 0.19 3.4

ERR 100
WLM 0.60 95% CI: 0.34 0.87 100 WLM

0.59 95% CI: 0.35 1.0
100 WLM 1.53 95% CI: 1.11 1.94

ERR

13https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2019_Annex-B.pdf

•
submultiprecative

•
UNSCEAR

222Rn 9 nSv(h m-3 -1 EEC 1.6mSv mJ h m-3 -1

5.7 mSv WLM-1 0.4 0.6
222Rn 3.6 nSv h Bq m-3 -1 5.4 nSv h Bq m-3 -1

2017 Chernobyl White Paper Evaluation of data on thyroid cancer in regions 
affected by the Chernobyl accident 

•
3

14https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/Chernobyl_WP_2017.pdf

• 100,000 2006 2015
1986 18

1991
2015 20,000

1991 2005
•

•
0.25

0.07 0.5
•

• ERR
20
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UNSCEAR 2017 Report Annex A: Principles and criteria for ensuring the 
quality of the Committee's reviews of epidemiological studies of radiation 
exposure A

• UNSCEAR 

•

•

15
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2017_Annex-A.pdf

•

UNSCEAR 

•

UNSCEAR 

UNSCEAR 2017 Report Annex B: Epidemiological studies of cancer risk due 
to low-dose-rate radiation from environmental sources B

• LET

• Techa River

Karunagappally

GEO localisation des CAncers Pédiatriques GEOCAP) 5
ERR

ERR LSS

16https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2017_Annex-B.pdf

• LSS
LSS ERR

ERR

•
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UNSCEAR 2016 Report Annex A: Methodology for estimating public 
exposures due to radioactive discharges A:

17https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2016_Annex-A-CORR.pdf

•

•

•

100 500 10,000

•

•
UNSCEAR

http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2016.html)

UNSCEAR 2016 Report Annex B: Radiation exposures from 
electricity generation B

18https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2016_Annex-B-CORR2.pdf

•
1

5 1

•

2010
40%

•
(a)

(b)
(c)

UNSCEAR 2020/2021 Report
Annex D Evaluation of occupational exposure to ionizing radiation 

•

• 1 100

• 500
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UNSCEAR 2016 Report Annex C: Biological effects of selected 
internal emitters-Tritium C

•

19
https://www.jrrs.org/assets/file/about/history/unscear_2016annex.pdf 
https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2016_Annex-C.pdf

•

HTO OBT
•

•

•

•

•

UNSCEAR 2016 Report Annex D: Biological effects of selected 
internal emitters-Uranium D:

20https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2016_Annex-D-CORR.pdf

•

•

1% %

•

•

•
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UNSCEAR 2013 Report Annex B: Effects of radiation exposure of 
children B

21https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2013_Annex-B.pdf

•

25%

• 15%
10%

20% 30%

•

•

•

•
2 3

•

UNSCEAR 2012 Report Annex B: Uncertainties in risk estimates for 
radiation-induced cancer B

22https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2012_Annex-B.pdf

•
LSS

• 100 mGy
100 Bq/m3

95 1
200 mGy

•

•

•

1

UNSCEAR
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UNSCEAR 2008 Report Annex B: Exposures of the public and 
workers from various sources of radiation B

23
UNSCEAR2008 1

• 3 I

II III

UNSCEAR 2020/2021 Report Annex D
Evaluation of occupational exposure to ionizing radiation

• UNSCEAR2000

2.4 mSv 1-13 mSv

•

•
0.72 •Sv/ GW 278GW

200 •Sv
100

0.2μSv
• 1945 1980

1963 110 μSv 5 μSv
14C 90Sr 137Cs

10
•

0.3-1.0 mSv

UNSCEAR 2008 Report Annex D: Health effects due to radiation from 
the Chernobyl accident D

24UNSCEAR2008

•

• 4

2017 Chernobyl White Paper Evaluation of 
data on thyroid cancer in regions affected by the Chernobyl accident 

• UNSCEAR
2000

UNSCEAR

• (ARS) 134

28
• ARS 19 2006

ARS

•

•
•
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UNSCEAR 2008 Report Annex E: Effects of ionizing radiation on 
non-human biota E

25

• UNSCEAR1996

• UNSCEAR1996

• 100 /h

400 /h
1Gy

• LET
RBE

•

UNSCEAR2008

UNSCEAR 2006 Report Annex C: Non-targeted and delayed effects of 
exposure to ionizing radiation C

26

• in vitro in vivo

•

•
200 mGy

•

•

•

•

UNSCEAR2006
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UNSCEAR 2006 Report Annex D: Effects of ionizing radiation on the 
immune system D

27

• DNA DNA

•
–
–
–

• 200 mGy 100 mGy/

•

UNSCEAR2006

•

UNSCEAR 2000 Report Annex H: Combined effects of radiation and 
other agents H

28

• 1982

•

•

•

•

•

•

UNSCEAR2000
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別添資料２ IAEA 安全基準文書等の策定過程に関する概要資料及び対処方針案の作成（2.2
節）の添付資料 
別添資料 2.1 意見収集結果 

DS470 意見収集結果（Step 11） 
注記：本意見収集結果は、委託事業で作成し、原子力規制庁に提出されたものであり、日本 RASSC 委員または EPReSC
委員から IAEA に提出されたコメントではない。 
 
 
 
No 該当箇所 修正案 修正案の理由 
１ 2.13 項 Even if protection has been optimized at 

the design stage, there is still a need to 
the optimize protection and safety during 
the operation of a facility or the conduct 
of an activity. 

編集上の理由 

２ 4.13 項 (a) Applying the requirements for 
protection and safety coherently with 
other requirements, including 
requirements for operational 
performance, general safety and security 
of radioactive material coherently with 
guidelines for security; 
(b) Describing the planned and 
systematic actions necessary to provide 
adequate confidence that the 
requirements for protection and safety 
are fulfilled including the application of 
lessons learned from experience; 
(c) Ensuring that protection and safety 
are not compromised by other 
requirements; 
(d) Providing for the regular assessment of 
performance for protection and safety, and 
the application of lessons learned from 
experience;  
(de) Promoting a positive safety culture.” 

GSR Part 3 の

Para 2.48 と表現が

異なるため、表現を

統一する。 
 

３ 7.16 項 Information on the safe handling of 
NORM in research and education 
facilities is provided in Annex III. 

編集上の理由 
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別添資料 2.2  安全基準文書案等の概要資料 

（次頁より） 
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DPP DS540 Radiation Safety for 
Industrial Radiography

DPP DS540 

1

•
•
•
• SSG)

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

2
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SSG-11 2011 GSR 
Part 3 Part 2

2011 SSG-11

RASSC 8 2021 2023 SSG
2

DS540 
SSGXX

SSG-11

GSR Part 3

SSR-6 Rev.1

SSR-6 Rev.1 Regulations for 
the Safe Transport of 
Radioactive Material

2018

GSR Part 2
GSR Part 4

2016
2016

2014

SSG-11 2011

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

3

• GSR Part3 IAEA

SSR-6 Rev. 1 IAEA

•
X

X CT

•

• X
IAEA No.SSG-55

X

•

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

4
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2.
3.

5.

8.
9.
10.

12.

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

5

STEP1 DPP 2022 3
STEP2 DPP 2022 4
STEP3: DPP 2022 6

STEP4 CSS DPP CSS DPP CSS 2022 10

STEP5 2022 11

STEP6 1 2023
Step7 1 2023

STEP8 180
STEP9 2024
STEP10 2 2024
STEP11 2 2024

STEP12 MTCD CSS

( DDG

2025

STEP13 SF SR N/A
STEP14 2025 2026

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

6
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DS544 Radiation Protection and 
Safety in Existing Exposures 

Situations

•
•
•
•

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations
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49 RASSC WG GSR Part 3 Section 5
RASSC 8 2021 2023 1

2020 2021 RASSC
51 RASSC WASSC DPP

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations
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• GSR Part 3 Section 5

• GSG-15 SSG-32

•

•

• DPP 2022 5 6

• 11 47 48
GSR Part3 5.1-5¬.9 2

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations

GSR Part 3

(a) 
(i)

(ii) 4.20 

(b) 5.1 (a)

(c) 
(i) 

222Rn 220Rn 
(ii) 

(iii) (c)(ii)
1 Bq/g 40K 10 Bq/g 

(iv) 

• 47

• 48
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DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations

STEP1 DPP 2022
STEP2 DPP 2022 8
STEP3: DPP 2022 11
STEP4 CSS DPP CSS DPP CSS 2023 4

STEP5
TM

2023 2024
2023 TM

STEP6 1 2025 3

STEP7 1 2025 6

STEP8 2025 7 11
STEP9 2026 3
STEP10 2 SOC-SGDS 2026 7

STEP11 2 2026 4

STEP12
- Submission to the CSS 
- Submission in parallel and approval by the Publications Committee
- MTCD Editing
- Endorsement of the edited version by the CSS

2026 10

STEP13 SF SR N/A
STEP14 2027

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations
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50 RASSC R7.2 RASSC
39

•
a b 

c  NORM d 

•

GSR Part 3 51

TECDOC Safety Report
TECDOC

Safety Report

52 RASSC ER3.2

• GSR Part 3 46
GSR Part 7 18

•

• GSG-11 3

well-being

•
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52 RASSC ER3.2

•

•
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DS545 Radiation Safety of Gamma, 
X Ray and Electron Beam Irradiation 

Facilities
X

•
•
•
•

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities
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SSG-8 2010 GSR 
Part 1~4, 7 SSR-6 Rev.1

2010 SSG-8
eBeam

RASSC 8 2021 2023 SSG-8
1 

DS545  
SSGXX

SSG-8

GSR Part 3

SSR-6 Rev.1

SSR-6 Rev.1 Regulations for 
the Safe Transport of 
Radioactive Material

2018

GSR Part 2

GSR Part 4

2014

SSG-8 2010

GSR Part 1 
GSR Part 7 

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

• GSR Part 3 

•
I IV X I II

• X

•

• 2022 8

SSG-8

X eBeam

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities
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I
eBeam X

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

STEP1 DPP 2022
STEP2 DPP 2022 9
STEP3: DPP 2022 11
STEP4 CSS DPP CSS DPP CSS 2023 4

STEP5
TM

2023 2024

STEP6 1 2024 8

STEP7 1 2024 11

STEP8 2025 5
STEP9 2025 7
STEP10 2 SOC-SGDS 2025 8

STEP11 2 2025 11

STEP12
- Submission to the CSS 
- Submission in parallel and approval by the Publications Committee
- MTCD Editing
- Endorsement of the edited version by the CSS

2026 4

STEP13 SF SR N/A
STEP14 2026

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities
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DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

•
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別添資料３ 国際会合に係る業務(2.3 節)の添付資料  
別添資料 3.1 第 52 回 RASSC 会合対処方針案 

2022 年 6 月 6～10 日に開催された第 52 回 RASSC 会合の対処方針案として、開催 2 
週間前までに公開された資料に基づき、対処方針案を作成した。記載されている時間はすべ

てヨーロッパ中央時間。 

 

R.1 OPENING OF THE MEETING 
  

1 Introduction and Welcome  M. Pinak 

2 Administrative Arrangements For information O. Guzmán 

3 Chairperson’s Introduction  R. Bly 

4 Adoption of the Agenda For approval R. Bly 

5  
Report from the joint meeting of RASSC and WASSC 

For approval R. Bly 
O. Guzmán 

6 Chairperson’s Report of RASSC 51 For approval R. Bly 
O. Guzmán 

R.2 RASSC WORK PLAN 2021-2023 
  

1 Actions from RASSC 50 For information O. Guzmán 

2 RASSC Road Map for the Eight Term (2021-2023) - 
Update June 2022 

For information O. Guzmán 

3 "Publication in Preparation" document for all RASSC- 
led Standards 

For information O. Guzmán 

4 Report(s) on BSS workshops organized and planned. For information O. Guzmán 

 【解説】 
前回会合では、「現存被ばく状況の管理に関する一般的なガイダンスを作成する（WASSC

と共同）」が最上位で、WASSC合同セッションで発表が行われた。 
 

R.3 
MEDIUM TERM PLAN AND LONG-TERM 
STRATEGY FOR SAFETY STANDARDS: 
BRAINSTORMING SESSION 

  

1 Updated draft Medium-Term Plan (after CSS-51)  D. Delattre 

2 Long term strategy for the Safety Standards: 
ongoing discussions at the CSS 

 D. Delattre 

3 RASSC´s Chair proposal to establish an e-WG  R. Bly 

4 Preliminary discussion based on selected questions 
to inform the CSS 

 All 

5 Conclusions  R. Bly 

【解説】 
R3.3は第51回CSS会合での議論を踏まえた安全基準文書の長期戦略に関するブレストセッシ
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ョンの詳細が紹介される。本会合でMSからコメント収集をするためブレーンストーミング

セッションを開催するがその準備のためにアンケートが実施される。 

R.4 UPDATE ON RASSC-LED GUIDANCE 
  

1 
Overarching guidance on Existing Exposures 
Situations: 

For information 
and discussion 

 

 
1.a Proposed approach for the development of the DPP For information 

and discussion 
O. Guzmán 

1.b 
Outcomes of regional BSS Workshops on 
Existing Exposure Situations 

For information 
and discussion 

O. German 

1.c 
Outcomes of national BSS Workshop in Mongolia 
on Existing Exposure Situations 

For information 
and discussion 

H. 
Pappinisseri 

2 SS1 : Safe handling of Radionuclides For information 
and discussion 

R. Pacheco 
O. Guzmán 

3 
Work-plan to update RASSC-led Guidance 
predating GSR Part 3 

For information R. Pacheco 
O. Guzmán 

4 Update on Safety report on International Trade For information H. 
Pappinisseri 

【解説】 
R4.1 前回会合では、RASSCの作業計画に優先順位第1番目にあたる現存被ばく状況の管理

に関する一般安全指針の作成について、RASSCとWASSCの合同でDPPドラフト作成を進め

るための議論が進められた。進行等に関する紹介がされる予定。 

    R4.2 RASSCの作業計画の優先順位第2番目にあたる放射性同位元素の安全な取扱いの改定

に関して、前回会合では事務局から予備的な分析によりギャップの紹介があり、DPP作成の

ためギャップの本格的な解析と正当化のためのコンサルタント会議を開くことが紹介され

た。進行等に関する紹介がされる予定。 

R.5 SAFETY STANDARS FOR APPROVAL 
  

1 DS499 : Application of the Concept of Exemption, 
revision of RS-G-1.7 

 H. 
Pappinisseri 

2 DS500 Clearance DS500: Application of the Concept 
of Clearance, revision of RS-G-1.7 

 V. Ljubenov 

【解説】 
DS499,DS500はStep11。DS499とDS500は同じスケジュールで動く予定であるため今後

DS500がWASSC等で承認されなければ、DS499のスケジュールが遅れる可能性がある。 
R.6 RADIONUCLIDES IN FOOD AND DRINKING WATER IN NON-

EMERGENCIES SITUATIONS PROJECT 
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1 

Outcomes of the project: Safety Report & TECDOC 
“Exposure due to Radionuclides in Food Other 
Than During a Nuclear or Radiological Emergency. 
Part 1: Technical Material” and Part 2: 
Considerations in Implementing Requirement 51 
of IAEA GSR Part 3 

 
 
For 
information 

 
 
O. Guzmán 

2 Information paper to the CCCF For 
information 

C. 
Balckburn 
(FAO) 

3 Next Steps For 
information 
and 
discussion 

 

 【解説】 
R6.1 緊急事態以外の食料・飲料水の放射能に関するTECDOC作成とSafety Report「Exposure 
due to Radionuclides in Food Other than During a Nuclear or Radiological Emergency. Part 1: 
Technical Material」*のためのTMの報告が前回会合で行われた。以降の進行及びドラフト等につ

いて紹介がある予定。前回会合では、TECDOCでの作成について、ガイダンスレベルでの文書に

すべきかどうか、文書策定の目的・発効に向けての進行について今後検討するとまとめられた。 
また前回会合では、日本RASSCからCodex委員会が作成したディスカッションペーパーについて

チャットで質問があり、ウェブサイト（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%25
2FMeetings%252FCX-735-14%252FWDs-2021%252Fcf14_14x.pdf）で入手可能であり、以下の

事項がCCCF14のフォローアップの検討事項。 
 i) 食品・水に含まれるNORMは安全性と貿易では問題ない、 

ii) IAEA、FAO、WHOに食品・飼料・水に含まれる放射能について最新の情報をまとめた刊行

物を作成するよう要請する、 
iii) FAO/IAEA/WHOに食品中の放射性核種評価基準を作成する方法を決定する作業について情

報提供を求める。 
と回答があった。 
 
なお、OECD/NEA CRPPHでは事故後の食品安全フレームワークに関する専門家会合が立ち上

がっている。 
 *SSR 114（Preprint） 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/004/53004342.pdf?r=1 
 

R.7 OTHER RASSC ISSUES 
  

1 Technical Meeting on regulatory control of radon 
at workplaces 

For 
information 

O. German 
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2 Inter Agency Committee on Radiation 
Safety (IACRS) - Latest developments 

For 
information 

M. Pinak 
IACRS 
Chair 

 
3 

Applicability of the safety standards to SMRs and 
Non Water Cooled Reactors: Main Conclusions 
and Way Forward 

For 
information 

P. Calle 
Vives 

4 Applicability of GSR Part 3 and related guidance 
to Novel Advanced Reactors. Initial findings. 

For 
information 
and 
discussion 

O. Guzmán 

 
5 

European public survey on awareness about 
radon, radon measurements and remediation: 
Results of the survey 

For 
information 

 
O. German 

6 Technical Meeting on Radiation Protection in 
Fluoroscopically Guided Interventional 
Procedures 

For 
information 

J.Vassileva 

7 IRRS reports´ analysis : major areas 
for recommendations and suggestions 

For 
information 

J. Bosnjak 

8 Experience from the pilot Advisory Mission on 
Radiation Protection and Safety in Medical 
Exposure 

For 
information 

J.Vassileva 

9 UNSCEAR Evaluation of Medical Exposure 
to Ionizing Radiation – Status and Trends 

For 
information 

B. 
Batandjieva
-Metcalf 

【解説】 
R7.1、7.2 DS519に関するTM（2022年4月開催）の紹介がされる予定。 

R.8 Reports from International Organizations 
  

1 Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) 

For 
information 

C. 
Blackburn 

2 International Labour Organization (ILO) For 
information 

S. Niu 

3 Pan American Health Organization (PAHO) For 
information 

P. Jimenez 

4 United Nations Environment Program (UNEP) For 
information 

F. 
Shannoun 

5 United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation (UNSCEAR) 

For 
information 

B. 
Batandjieva
-Metcalf 

6 World Health Organization (WHO) For 
information 

M Perez 
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ICRP トピカルセッション（2022年6月7日） 
オープニングセッション 

09:00 NSRW所長の開会の辞 P. JOHNSTON 
09:10 RASSC議長紹介 R. BLY 

09:15 トピックセッション座長紹介 K. PETROVA 
09:20 ICRP科学事務局紹介 C. CLEMENT 
セッション1：放射線防護体系のコミュニケーション、明確さ、一貫性 

7 European Commission (EC) For 
information 

S. Mundigl 

8 Nuclear Energy Agency / Organization for Economic 
Co-operation and Development (NEA/OECD) 

For 
information 

C. Mogg 

9 European Nuclear Installation Safety 
Standards Initiative (ENISS) 

For 
information 

B. Lorenz 

10 Heads of the European Radiological 
Protection Competent Authorities (HERCA) 

For 
information 

K. Petrova 

11 International Commission on Radiological 
Protection (ICRP) 

For 
information 

C. Clement 

12 International Radiation Protection Association 
(IRPA) 

For 
information 

B. Le Guen 

13 International Source Suppliers and 
Producers Association (ISSPA) 

For 
information 

TBC 

14 International Standards Organization (ISO) For 
information 

TBC 

15 World Nuclear Association (WNA) For 
information 

TBC 

16 International Electrotechnical Commission (IEC) For 
information 

R. Radev 

R.9 CLOSING OF THE MEETING 

1 Any other business  R. Bly 
2 Dates of Future Meetings  O. 

Guzmán 
3 Conclusions of the Meeting  R. Bly 
4 Closing  M. Pinak 
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本セッションでは、IAEAのメッセージから、体系のコミュニケーションと明確さ・一貫性

の向上を支援するための基礎を紹介する。続いて、ICRPが、他の関連組織からの類似の見解

と、これに対処するための取り組みや計画をまとめた発表を行う予定である。特に、放射線防

護における量としての線量の使用と直線しきい値なし（LNT）モデルに焦点が当てられる。 

09:30 IAEAプレゼンテーション IAEA 
09:20 ICRPプレゼンテーション ICRP 

09:30 ディスカッション  
10:45  

休憩 
 

セッション2：環境放射線防護 
本セッションでは、環境と非ヒト生物相の防護に関するICRPの提案について事務局の予備

的見解を紹介した後、本分野におけるICRPの見解に関してICRPが受領した様々なフィード

バックについてICRPが発表を行う。その後、現在の社会が引き続き懸念している環境の防護

について、放射線防護コミュニティがどのように関与していくのが最も良いか議論する予定

である。 

11:15 IAEAプレゼンテーション IAEA 
11:20 ICRPプレゼンテーション ICRP 

11:30 ディスカッション  
12:30 昼食 

セッション3：医学的応用の正当化・最適化 
本セッションでは、医療被ばくが、子供の防護、無症状者の被ばく、反復被ばく、放射線

治療後の二次がん等、放射線防護の平和的利用による人為的被ばくの最大の原因となること

を念頭に、医学的応用の正当化と最適化に関する課題に焦点を当て、IAEAとICRPが、医学

的応用における二つの原則の実施改善にどう貢献するかについて見解を述べる。 

14:00 IAEAプレゼンテーション IAEA 

14:05 ICRPプレゼンテーション ICRP 

14:15 ディスカッション  
15:15 休憩 

 
セッション4：ICRPの役割（司会：P. Johnston） 

パネリスト：R. Bly、K. Petrova、C. Clement、A. Canoba 
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本セッションは、2021年10月のICRPデジタルワークショップにおいて、いくつかの組織

／ステークホルダーが取り上げたICRPの役割について議論することを目的としている。議論

を促進するため、RASSC議長が基調講演を行った後、ICRPの役割に関して受領した様々な

インプットについてICRPが発表する。 
15:45 RASSC議長による基調講演 R. BLY 

15:55 ICRPプレゼンテーション C. CLEMENT 

16:05 ディスカッション  

17:00 会合のまとめ P. JOHNSTON 
17:15 閉会 K. PETROVA 
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別添資料 3.2 第 53 回 RASSC 会合対処方針案 

2022 年 11 月 23～25 日に開催された第 53 回 RASSC 会合の対処方針案として、開催 
2 週間前までに公開された資料に基づき、対処方針案を作成した。記載されている時間はす

べてヨーロッパ中央時間。 
 

R.1 OPENING OF THE MEETING 

1 Introduction and Welcome  M. Pinak 

2 Administrative Arrangements For information O. Guzmán 

3 Chairperson’s Introduction  R. Bly 

4 Adoption of the Agenda For approval R. Bly 

5 Report from the joint meeting of RASSC and WASSC For approval 
R. Bly 

O. Guzmán 

6 Chairperson’s Report of RASSC 52 For approval 
R. Bly 

O. Guzmán 
【解説】第52回RASSC会合でのWASS合同セッションの内容、第52回RASSC会合のレポートが承認予

定。 
 

R.2 RASSC WORK PLAN 2021-2023 

1 Actions from RASSC 52 For information O. Guzmán 

2 RASSC Road Map for the Eight Term (2021-2023) - 
Update November 2022 

For information O. Guzmán 

3 "Publication in Preparation" document for all RASSC- 
led Standards 

For information O. Guzmán 

4 Status of RASSC-led Guidance For information O. Guzmán 

5 Report(s) on BSS workshops organized and planned For information O. Guzmán 

  
 

R.3 
MEDIUM TERM PLAN AND LONG-TERM STRATEGY FOR SAFETY STANDARDS 

1 Results of the 52nd CSS meeting For information D. Delattre 

2 Updated draft Medium-Term Plan (after CSS-52) For information D. Delattre 

3 Update on the Long-Term strategy for the Safety 
Standards 

For information 
and discussion 

D. Delattre 

4 Outcomes of the RASSC e-WG inputs for the Long-
Term strategy for the Safety Standards 

For information 
and discussion 

G. Thomas, e-WG 
Chair 

5 Review of the SPESS B process for the development of 
Safety Standards 

For information 
and discussion 

K. Asfaw, IAEA 

6 Conclusions  R. Bly 
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R.4 REPORTS ON APPLICATION AND USE OF SAFETY STANDARDS 

1 Regional Workshop on Managing Existing 
Exposure Situations in Latin America 

For information O. Guzmán

2 
Regional Workshop on Managing Existing Exposure
Situations in Asia 

For information H. Pappinisseri

3 
10th International Symposium on Naturally Occurring 
Radioactive Material (NORM), held in Utrecht, the 
Netherlands, May 9 – 13, 2022 

For information B. Okyar, IAEA

4 International Conference on Occupational Radiation
Protection, Geneva, Switzerland, September 5-9, 2022 

For information J. Ma, IAEA

5 
International Conference on Safety and Security of 
Radioactive Sources – Accomplishments and Future 
Endeavours- Vienna, Austria 20–24 June 2022 

For information R. Pacheco, IAEA

6 
Status of implementation of the requirements of GSR 
Part 3 on radiation protection and safety in medical 
exposure in the TC region Europe 

For information J.Vassileva, IAEA

R.5 OTHER ISSUES OF INTEREST TO RASSC 

1 Global Strategy on Occupational Safety and Health For information J. Nunes, ILO

2 
UNSCEAR 2020/2021 Report Volume IV, Scientific
annex D: Evaluation of occupational exposure to 
ionizing radiation. 

For information UNSCEAR 

【解説】R5.2のUNSCEAR2020/2021 Annex Dは11月16日にウェビナー（UNSCEAR主催）が開催され

る。 

R.6
RADIONUCLIDES IN FOOD AND DRINKING WATER IN NON-EMERGENCIES 

SITUATIONS PROJECT 

1 

Outcomes of the project: Safety Report & TECDOC 
“Exposure due to Radionuclides in Food Other Than 
During a Nuclear or Radiological Emergency. Part 1: 
Technical Material” and Part 2: Considerations in 
Implementing Requirement 51 of IAEA GSR Part 3 

For information O. Guzmán

2 Information paper to the CCCF For information C. Balckburn
(FAO)

3 Next Steps For information and 
discussion 

R.6 Reports from International Organizations 
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1 Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) 

For information C. Blackburn 

2 International Labour Organization (ILO) For information S. Niu 

3 Pan American Health Organization (PAHO) For information P. Jimenez 

4 United Nations Environment Program (UNEP) For information F. Shannoun 

5 United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR) For information 

B. Batandjieva- 
Metcalf 

6 World Health Organization (WHO) For information M Perez 

7 European Commission (EC) For information S. Mundigl 

8 Nuclear Energy Agency / Organization for Economic 
Co-operation and Development (NEA/OECD) 

For information 
C. Mogg 

9 European Nuclear Installation Safety Standards Initiative 
(ENISS) 

For information 
B. Lorenz 

10 Heads of the European Radiological Protection 
Competent Authorities (HERCA) 

For information 
K. Petrova 

11 International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) 

For information 
C. Clement 

12 International Radiation Protection Association (IRPA) For information B. Le Guen 

13 International Source Suppliers and Producers 
Association (ISSPA) 

For information 
TBC 

14 International Standards Organization (ISO) For information TBC 

15 World Nuclear Association (WNA) For information TBC 

16 International Electrotechnical Commission (IEC) For information R. Radev 

R.9 CLOSING OF THE MEETING 
  

1 Any other business  R. Bly 

2 Dates of Future Meetings  O. Guzmán 

3 Conclusions of the Meeting  R. Bly 

4 Closing  M. Pinak 
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 RASSC-WASSC Joint Session（2022 年 11 月 25 日 9 時～） 

RW.1 OPENING OF THE MEETING 
  

RW1.1 Introduction and Welcome  P. Johnston 
Director NSRW 

RW1.2 

Chairperson’s Introduction 

 

Ms Ritva Bly, 
RASSC Chair 
Mr P. Dicks, 

WASSC Chair 

RW1.3 Adoption of the Agenda For information 
Ms Ritva Bly 
Mr P. Dicks 

 

RW2 Approval of Safety Standards 
  

RW2.1 
DPP DS542 Safety Guide: Release of Sites from 

Regulatory Control 

For approval for 
submission to CSS 

Mr V. Ljubenov 
(WES/NSRW) 

RW2.2 

 

DPP DS543 Safety Requirements: Regulations for 

the Safe Transport of Radioactive Material, 20xx 

Edition – SSR-6 (Rev. 2)(also for TRANSSC, NUSSC, 
EPReSC, NSGC) 

For approval for 
submission to CSS 

Mr E. 
Reber(RIT/NSRW) 

RW2.3 

 

DPP DS544 Safety Guide: Radiation Protection and 

Safety in Existing Exposure Situations 

(also for EPReSC) 

For approval for 
submission to CSS 

Ms O. Guzmán 
López- 
Ocón 

(RSM/NSRW) 

RW2.4 

DPP DS545 Safety Guide: Radiation Safety of 

Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation 

Facilities(also for TRANSSC, EPReSC, NSGC) 

For approval for 
submission to CSS 

Mr H. Pappinisseri 
(RSM/NSRW) 

RW2.5 

 

DPP DS546 Safety Guide: Ageing Management for 

Transport Packages Containing Radioactive 

Material(also for TRANSSC, NUSSC) 

For approval for 
submission to CSS 

Ms S. Fayyaz 
(RIT/NSRW) 

RW2.6 

 

DS525 Safety Guide: Chemistry Programme for 

Water Cooled Nuclear Power Plants 

(also for NUSSC) 

For approval for 
submission to 

Member States for 
comment  

Mr K. Maekelae 
(OSS/NSNI) 

【解説】 
 ・RW2.1 DPP DS542(Step 3) Release of Sites from Regulatory Control（WASSC他、WS-G-5.1
改訂） 

 ・RW2.2 DPP DS543(Step 3) Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materia
（TRANSSC他、SSR-6改訂） 

 ・RW2.3 DPP DS544(Step 3 RASSC主管文書) Radiation Protection and Safety in Existing 
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Exposures Situations（現存被ばく状況における放射線防護と安全）（RASSC他、新規GSG） 
      ○GSR Part3の現存被ばく状況に対する要件のうち要件 47および48、およびGSR Part3のパ

ラ 5.1-5.9の要件を補足する指針等がなく、現存被ばく状況における放射線防護と安全の側面を網

羅し、あらゆる種類の現存被ばく状況に適用できる一般安全指針を策定する必要がある。 
〇RASSC第8期（2021～2023年）は本一般安全指針の作成を優先度1番目と位置付けている 
○2021年にeWGが開催され、ガイダンスの対象範囲を特定し、2022年4月～5月にRASSCメンバー

向けのアンケートが行われた。 
○2022年5月4～6日にDPP作成のコンサルタント会議が開催。 

      ※本委員会からの意見招集の結果、Step3時点における大幅な変更を求める意見はなかったた

め、意見の提出はない。 
 ・RW2.4 DPP DS545(Step 3 RASSC主管文書) Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron 

Beam Irradiation Facilities（ガンマ線、X線、電子線照射施設の放射線安全）（RASSC他, SSG-
8改訂） 

 〇SSG-8（2010）作成以降、GSR Part 3などの改訂が行われており、整合性を維持するための改

訂。 
 〇項目としてカテゴリーIガンマ線照射器、自己遮蔽型低エネルギーeBeamおよびX線照射器が追

加され、また公衆と環境の防護についての項目が追加される。核セキュリティの項目も追加さ

れる。 
 〇RASSC第8期（2021～2023年）は本改訂を優先度1番目と位置付けている。 
      ※本委員会からの意見招集の結果、Step3時点における大幅な変更を求める意見はなかったた

め、意見の提出はない。 
 ・RW2.5 DS525 (Step 7) Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants

（NUSSC他、SSG-13改訂→SSG） 

RW.3 Other Issues 
  

RW3.1 

International Conference on the Safety of Radioactive 
Waste Management, Decommissioning, and 
Environmental Protection and Remediation: Ensuring 
Safety and Enabling Sustainability 

For information 
Ms A. Clark 

(WES/NSRW) 

RW.4 Closing of the meeting 
  

RW4.1 Any other business Ms Ritva Bly 
Mr P. Dicks 

RW4.2 Dates of future meetings Ms Ritva Bly 
Mr P. Dicks 

RW4.3 Conclusions of the meeting Ms Ritva Bly 
Mr P. Dicks 

RW4.4 Closure Ms Ritva Bly 
Mr P. Dicks 
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食品以外の物品の放射線安全に関するトピカルセッション（2022 年 11 月 24 日開催） 

1 Opening remarks H. Ogino Chair   
M Pinak, NSRW/RSM 

Head 
2 2 Introduction: Requirement 51 and Paragraphs 

74 & 75 in GC Resolutions 
O. Guzmán 

3 Existing and under development guidance 
relevant to non-food commodities 
a. DS499 Draft Safety Guide Application of the 

Concept of Exemption, revision of RS-G-1.7 
b.  Safety Report on International Trade 

(under development) 
c. SSG-32 Protection of the Public against 

Exposure Indoors due to Radon and Other 
Natural Sources of Radiation (2015) 

d. SRS No. 117 Safety Report Regulatory 
control of exposure due to radionuclides in 
building materials and construction 
materials (in pre-print repository) 

e.  SSG-36 Radiation Safety for Consumer 
Products Consumer Products (2016) 

H. Pappinisseri, IAEA 

4 IAEA-ARN Discussion document “Radioactivity 
in Goods Supplied for Public Consumption or 
Use: Towards an Internationally Harmonized 
Regulatory Framework” 

A.J González, ARN, Argentina 

5 International Organizations: Work and activities 
of other organizations on non-food commodities  

6 Country experiences 
 

a. United States of America 
b. Asian country 
c. The Netherlands 
d. African country 

 
L. Bruedigan (DSHS) 

TBD 
F. van de Put (ANVS) 

TBD 

7 Discussion  

8 Conclusion  

 Closing  

【解説】 
事務局に対し、加盟国及び関連する国際機関と協議の上、汚染された食品の以外の物品の放射性

核種濃度値を設定するための技術文書の作成を継続するよう要請があった。また、事務局は、緊
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急事態以外の状況における様々な消費財中の放射性核種の存在について加盟国と協議の上、調和

のとれたガイダンスを作るための原則を策定することを目的として、すべての消費財中の放射性

核種に関する議論用資料を作成する可能性を検討するよう要請されている。 
 
GC(65)/RES/DEC(2021) 
* 74. 事務局に対し、加盟国及び関連国際機関と協議の上、汚染された非食品商品に関する放

射能濃度値を定める技術文書を作成するための作業を継続することを要請する。 
 
** 75. 事務局に対し、加盟国と協議の上、非緊急時における様々な消費財の放射性核種の存在

に関する理解を深める結果となる調和的ガイダンスのための原則を策定する目的で、全ての消

費財の放射性核種に関するディスカッションペーパーを策定する可能性を検討するよう要請す

る。 
 
GC(66)/RES/6(2022) 
*82. 事務局に対し、加盟国及び関連国際機関と協議の上、非緊急事態における様々な消費財中

の放射性核種に対処するため、全ての消費財の放射性核種に関する安全報告書を作成するよう

要請する。 
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別添資料 3.3 第 52 回 RASSC 会合参加報告 

2021 年 6 月 7～11 日に開催された第 50 回 RASSC 会合参加報告詳細は以下の通り。 
 
R1. 開会  
R1.1 Introduction and Welcome 

IAEA M. Pinak 氏から挨拶があった。 
 
R1.2 Administrative Arrangements 

O. Guzmán 氏より、事務連絡があった。 
 
R1.3 Chairperson’s Introduction 

R. Bly 議長から挨拶があった。 
 
R1.4 Adoption of the Agenda（For approval）  

R. Bly 議長から議事次第が紹介され、承認された。 
 
R1.5  Report from the joint meeting of RASSC and WASSC（For approval） 
議長から事務局にコメントの確認があり、RASSC からコメントがなく、会場からもコメン

トがなかったため、承認された。 
 
R1.6 Chairperson’s Report of RASSC 51（For approval） 

Pinak 氏から第 51 回 RASSC 会合の議長レポートについて説明があり、ドラフトについて

会場からコメントがなかったため、承認された。また、正式版については 6 月末までに RASSC 
web site にアップロードされ、コメントがなければ silent approval されることとなった。 
 
R2. RASSC WORK PLAN 2021-2023 
R2.1  Actions from RASSC 51（For information） 

O. Guzmán 氏から前回 RASSC 会合からの進捗について説明があった。 
DS519: Draft Safety Guide: Protection of Workers against Exposure due to Radon.につ

いては加盟国コメント締め切り(2022 年 3 月 31 日)。 
DS521: Draft Safety Guide: Protection against Internal and External Hazards in the 

Operation of Nuclear Power Plants については、RASSC で承認されたが、TRANSSC で承

認されなかったため、再度 Step-11 で各レビュー委員会コメントが行われた。2022 年 5 月

16 日にコメント提出期限があり、現在コメント対応のテーブルが利用できる。 
Update of SS-1 Safe handling of radioisotopes.については、第 51 回 RASSC 会合にて、

コンサルタント会合にてギャップ解析を行い DPP 策定の必要性を検討することとなった。

2022 年 4 月 25 日にコンサルタント会合が行われ、DPP 策定の必要性が検討された。詳細は

R4.2。また、コンサルタント会合に先駆けて、SS-1 のうち、非密封線源について加盟国にア

ンケート調査が行われた。 
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DS532: Draft Safety Requirements Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and 
Operation (revision of SSR-2/2 (Rev. 1))については、第 51 回 CSS 会合にて DPP 案が承認

された。 
DS533/NST067: Draft Joint Safety Guide and Implementing Guide Management of the 

interfaces between safety and nuclear security.については、第 51 回 CSS 会合にて、DPP
案が紹介された。 

DS 534: Draft Safety Guide: Protection Strategy for a Nuclear or Radiological 
Emergency.については、第 51 回 CSS 会合にて、DPP 案が承認された。 

DS 509: Draft Safety Guide on Revision by amendment of 8 Specific Safety Guides on 
Research Reactors.について、本 DPP は 8 個の個別指針(NS-G-4.1～4.6, SSG-10, SSG-37)
をまとめて改正を行うことを目的としており、第 51 回 CSS 会合にて DPP 案が承認された。 

DS 511: Draft Safety Guide on the Use of a Graded Approach in the Application of the 
Safety Requirements for Research Reactors は、第 51 回 CSS 会合にて出版が承認された。 

DS 517: Draft Safety Guide Revision by amendment of 3 Specific Safety Guides on 
Nuclear Fuel Cycle Facilities.は、第 51 回 CSS 会合にて出版が承認された。 

DS 524: Draft Safety Guide Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power 
Plants.については、 6 月末から 10 月末にかけて加盟国コメントが行われる予定。 

Overarching guidance on existing exposure situations.に関する DPP 策定のための.コン

サルタント会合が 2022 年 4 月 4－6 日で行われた。詳細は R4.1 で報告。 
DS499: Application of the Concept of Exemption and DS500: Application of the Concept 

of Clearance については、 Step 11 のコメントが 2022 年 5 月 13 日で締め切られ、R 5.1 及

び R 5.2 で承認が検討される。 
Work Plan for 2021 to 2023. RASSC 50 で決定された作業計画について、R2.2 で進捗が、

R2.3 で策定中文書の現状報告が行われる予定。 
 

R2.1 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R2.2  RASSC Road Map for the Eight Term (2021-2023) - Update June 2022（For 
information） 
R2.2 の発表概要 

O. Guzmán 氏より、今期 RASSC の計画について進捗報告があった。 
 

R2.2 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R2.3  "Publication in Preparation" document for all RASSC-led documents （ For 
information） 
R2.3 の発表概要 
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IAEA の O. Guzmán 氏より RASSC 主管の文書のステータス等が整理に関する説明があ

った。2021 年、RASSC は、事務局に対し、基本情報（例えば、DPP 承認日、コンサルタン

ト会議開催日、技術会議開催日、RASSC による第 1 回または第 2 回レビューの予定日）を

示す、すべての RASSC 主導の安全基準に関する PiP (Publication in Progress)文書の作成を

要請した。この提案は、このような文書を定期的に（例えば、6 ヶ月ごとに）更新し、RASSC
メンバーが各文書の進捗状況を見ることができるようにオンラインでの開示が可能になる。 

 
R2.3 の質疑応答 

質疑応答はなかった。 
 
R2.4  Report(s) on BSS workshops organized and planned（For information） 

O. Guzmán 氏より、前回 RASSC 以降に行われた BSS ワークショップ及び今後の予定に

ついて紹介があった。今年地域ワークショップとしては、欧州、ラテンアメリカ、アジア太

平洋、アフリカで予定されていたが、アイルランドで行われる予定であった欧州地域ワーク

ショップは延期されたことが報告された。また、各国でのワークショップは、2021 年 11 月

にモンゴル及びカメルーンで行われ、モンゴルは web 会議、カメルーンは対面で行われたこ

と、ジンバブエから開催依頼があることが報告された。 
 

R2.4 の質疑応答 
Bly 議長より、予定されているワークショップは対面で行われるかどうかについて質問

があり、Online での開催も検討しているとの返答があった。また、RASSC 委員に対して

随時情報提供してほしいとの依頼があり、了承された。 
 
R3. MEDIUM TERM PLAN AND LONG-TERM STRATEGY FOR SAFETY 
STANDARDS: BRAINSTORMING SESSION 
R3.1 Results of the 51st CSS meeting, 20-22 April 2022（For information） 
R3.1 の発表概要 

IAEA Delattre 氏から 2022 年 4 月 20 日-22 日にかけて行われた第 51 回 CSS 会合につ

いて概要説明があった。第 50 回 CSS 会合以降、1 つの一般安全指針(GSG-16 (DS 477))及び

7 つの個別安全指針(SSG-67 (DS490), SSF-67 (DS506), SSG-68 (DS498), SSG-69 (DS514), 
SSG-65 (DS469), SSG-7 (Rev. 1) (DS507), SSG-77 (DS 503))が出版された、DS468, DS469, 
DS493 が今後出版される予定であり、DS510 A and B, DS516, DS497 A-G, DS515 は最終

出版承認に向けて作業中である。また、13 のドラフト安全文書(DS509 A- H, DS511, DS517 
A-C, DS520)が承認され、2 つの DPP (DS 532, DS 534) が承認された。第 7 期の中間報告

書の承認や、ウクライナ事態の影響や、ALPS 処理水についての情報提供が次回の CSS にて

要請された。 
 

R3.1 の質疑応答 
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特に質問はなかった 
 
R3.2  Updated draft Medium-Term Plan (after CSS-51) （For information） 
R3.2 の発表概要 

IAEA Delattre 氏から、安全基準に対する現状の中期計画として、2013 年（GSR part 3）
以前に出版された安全基準の更新の必要の有無や、新たな指針の必要性に関する検討項目が

説明された。更新が必要になる可能性がある安全要件・安全指針として、SSR-2/1 (Rev.1)、
SSR-2/2 (Rev.1)、SSR-5、SSR-6、GS-G-3.5、RS-G-1.9、RS-G-1.10、WS-G-5.2、GSG-1、
SSG-8、SSG-11、SSG-12、SSG-14、SSG-17、SSG-18、SSG-19、SSG-23、SSG-25、SSG-
29、SS-1 が挙げられた。新たな指針として、原子力緊急事態時の準備及び対応、Covid-19 の

影響、現存被ばく状況に対する横断的な指針、放射線治療、SMR 関係の修正、ウクライナ事

態、ALPS プロジェクトのフィードバック等が挙げられた。 
 

R3.2 の質疑応答 
特に質問はなかった。 

 
R3.3  Long term strategy for the Safety Standards: ongoing discussions at the CSS（For 
information and discussion） 
R3.3 の発表概要 

IAEA Delattre 氏から、CSS にて議論中の長期的戦略について説明があった。安全基準

文書については、現行の文書全体の最適化に対する基準として、合理的な文書数は 130 台で

あり、文書の全体構造は、個々の安全要件の下位に安全指針がおかれる木構造や複数の安全

要件に関連する複数の安全指針がマトリクス状に配置される構造もあり得るとのことであっ

た。SF-1 の改定は ICRP の主勧告の改定に合わせて作業を進めること、安全要件に関しては

現状のセットを維持しつつ、SMR や非水冷式原子炉等への対応を含めて全ての施設や活動を

網羅していることを確実にすること、安全指針については SSC メンバーへのアンケートやギ

ャップ分析を基に補足や最適化を行っていくことが説明された。 
 
R3.3 の質疑応答 

Pinak 氏より、同じ課題を扱う文書の作成による文書の増加を避けるための努力が必

要とコメントがあった。 
 
R3.4  RASSC´s Chair proposal to establish an e-WG（For information and discussion） 
R3.5  Preliminary discussion based on selected questions to inform the CSS（For 
information and discussion） 
R3.4, 3.5 の発表概要 
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Bly 議長から、CSS における長期計画の策定に関して、RASSC に関する環境スキャニン

グ 5を行い、CSS へのフィードバックを目的とする e-WG の立ち上げが提案された。テーマ

の例として、気候変動が施設や活動に与える影響、Covid-19 関連、AI 等の新しい技術が安全

基準や意思決定に及ぼす影響等が挙げられた。E-WG への参加について、6 月中を目途にメ

ンバーを募集する旨説明があった。 
R3.4, 3.5 の質疑応答 

US から、AI が意思決定を補助する機会が実際にあることを見てきており、US の AI
利用に関する枠組みが参考になるのではとのコメントがあった。 
ロシアから、AI に加えてデジタルツインやビッグデータ、DX についても調査すべき

とのコメントがあった。 
 
R3.6  RASSC inputs to improve SPESS B（For information and discussion） 
R3.6 の発表概要 

K. Asfaw 氏より、安全基準及び核セキュリティ指針の作成プロセス（SPESS B）の改善計

画の状況について説明があった。事務局において、承認のための転がし期間（Rolling dates）
や国際機関の役割等についてブレインストーミングしており、SPESS B が国際的な合意が取

れているのか、高品質な文書を生み出しているのか、効率的か等の点について、7 月 15 日ま

で意見募集する旨説明があった。 
 
R3.6 の質疑応答 

Bly 議長より、複数の SSC で審議する場合、他の SSC が承認しなかった場合にどの程

度柔軟性を持つか、他の SSC が修正した文書案を確認したくはないか、または最終的な

表現を確認せずに承認できるか。といった点が課題と考えるというコメントがあった。 
事務局からは、議長の指摘もそのとおりである。また、例えば文書に対する加盟国レビ

ューを受け付ける期間でも、国によっては十分であったり不足していたりする。加盟国に

は、これまでの経験に基づく意見を頂きたいとのコメントがあった。 
 
R3.7 Conclusions 
R3.7 の発表概要 

CSS における安全基準に関する長期計画策定に貢献するための e-WG を設置することとし

た。6 月 30 日まで参加国を募集する。（6/29 現在、オーストラリア、フィンランド、フラン

ス、イスラエル、日本、ロシア、スイス、米国が参加を表明している）。議長は英国の G. Thomas
氏。 
 

5 経営体が置かれている外部環境に対する情報を組織的に収集・集約・評価し、事業経営の方

針・目標設定に資することを目的とする経営手法の一種。戦略的計画化（strategic planning）
の最初の手続きとされる。 
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R3.7 の質疑応答 
特に質問はなかった。 

 
R4. UPDATE ON RASSC-LED DOCUMENTS 
R4.1 Overarching guidance on Existing Exposures Situations: （For information and 
discussion） 
R4.1a Overarching guidance on Existing Exposures Situations: Progress in the 
development of the DPP: Outcomes of 1st Consultancy Meeting（For information and 
discussion） 
R4.1a の発表概要 
第 51 回 RASSC 会合において、WASSC とともに現存被ばくに関する指針の策定が承認さ

れ、DPP 作成の準備のためコンサルタント会合を開催した。IAEA 安全基準において、現存

被ばく状況における規制体系及び法体系に関する指針が必要であり、現存被ばくにおける数

値基準やグレーデッドアプローチ、参考レベルの設定、prevailing circumstance に基づく判

断、防護戦略の策定及び履行、現存被ばく状況の同定・特徴づけ・評価、飲用水や建材に対

する防護戦略や要求事項の決定プロセスの明確な表現、安全審査の実行方法、現存被爆状況

の終了の宣言等に対する指針、並びに環境の防護に関する要件を作成する必要があると報告

された。スケジュールは、2022 年 7, 8 月に RASSC、WASSC 及びその他関連委員会に DPP
を提出するための承認に関する調整委員会審議、2022 年 11 月に DPP を SSC でレビューす

るための承認に関する SSC 審議、2023 年の 1 回目の会合で DPP を CSS 承認のために提出

するための審議を行う。 
 
R4.1a の質疑応答 

R4.1b と合わせて質疑 
 

R4.1b Overarching guidance on Existing Exposures Situations: Outcomes of national BSS 
Workshop in Mongolia on Existing Exposure Situations 
（For information and discussion） 
R4.1b の発表概要 

Pappinisseri 氏より、昨年 11 月にモンゴルを対象にオンラインで行われた現存被ばくの

ワークショップについて説明があった。22 機関から 29 人の参加者があり、BSS の説明や現

存被ばくに関する要件、NORM,ラドン、飲食物に関して議論された。モンゴルにおいて、2016
年に BSS の取入れが行われており、屋内ラドンに関しては参考レベルとして既存の家屋で

200Bq/m3、新規建設の家屋においては 100Bq/m3が採用されている。鉱業において残渣中の

NORM、特にラドンが懸念されており、正当化と最適化が現存被ばく状況における課題であ

り、複数の機関やステークホルダーが協働することが必要であるが、困難を伴うことが挙げ

られた。 
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R4.1a, b の質疑応答 
イギリスからラドンがスコープに入っているかの確認や Annex にて BSS 適用の例示

を入れることの提案があり、事務局からラドンもスコープに入っており、既存の文書の繰

り返しは意図していないとの返答があり、変更や置き換えではなく、現存被ばく状況に関

する包括的なガイダンスを提供することを意図しているとの説明があった。アルゼンチ

ンからはガイダンス作成に賛成であり、グレーデッドアプローチや参考レベルの使用な

どのガイダンスが必要とされており、また現存被ばく状況の終了というのはラドンなど

は常に存在しており用語について検討が必要であることや、環境防護についてもコメン

トがあった。 
A. Gonzalez 氏(CSS)から、application ではポリシーが重要である。ICRP90 年勧告で

は行為と介入で整理していた。言語の明確化が必要である、とのコメントがあった。 
フランスから何を対象にするか DPP のスコープの明確化が求められた。 
日本からは、各被ばくカテゴリ―に関して既存の GSG-7, GSG-8 にも現存被ばくに関

する指針があるためガイダンスについて正当化が必要であることと、共同策定機関につ

いて検討状況についてコメントがあり、事務局から本ガイダンスは包括的なガイダンス

であり、既存の指針の変更、置き換えでないことや共同策定機関については要請しており

WHO は了承しているとの返答があった。 
ICRP からは被ばく状況のアップデートは重要であるとのコメントがあった。 

 
R4.2  SS1: Safe handling of Radionuclides（For information and discussion） 
R4.2 の発表概要 

RASSC50 で提案され、51 でセクション 3 について変更が必要であることが報告された。

質問票が送付され、10 か国から回答があった。非密封線源について BSS 及び SS-1 の適用が

あるかなど。いくつかの指針が既に非密封線源についてある。4 月 25 日に開催されたコンサ

ルタント会合にはデンマーク、フィンランド、イスラエル、ルーマニア、スペイン、UAE 及

び事務局が参加し、DPP 策定のためにギャップ解析が行われた。非密封線源のカテゴリ分け

と施設のクラス分けが既存の安全基準とのギャップと判定され、以下の 3 点がオプションと

して提案された。 
・RS-G-1.9 を改定。 
・SSG-46, SRS-104 の改定及び DS470 の変更。 
・TECDOC1974 のアップグレード。 
事務局での検討の結果、新しい安全基準の策定が提案された。 

 
R4.2 の質疑応答 

イギリスとチェコが事務局の提案を支持し、新規安全文書として DPP を策定すること

が承認された。 
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R4.3  Work-plan to update RASSC-led Guidance predating GSR Part 3（For information） 
R4.3 の発表概要 
事務局より、BSS に基づく安全基準の策定状況が説明された。 

 
R4.3 の質疑応答 

特に質問はなかった 
 
R4.4 Update on Safety report on International Trade（For information） 
R4.4 の発表概要 

DS499 及び DS500 の検討と同時に、国際貿易における基準について文書を作成すること

に合意した。2021 年 11 月にオンライン会合を行い、国際貿易時の放射線安全の問題点につ

いて検討を行った。 
 
R4.4 の質疑応答 

特に質問はなかった。 
 
R5. SAFETY STANDARS FOR APPROVAL 
R5.1 DS499: Application of the Concept of Exemption, revision of RS-G-1.7 
R5.2 DS500 Clearance DS500: Application of the Concept of Clearance, revision of RS-G-
1.7  
R5.1 及び R5.2 の発表概要 

R 5.1 及び R 5.2 についてそれぞれ、H. Pappinisseri 氏及び V. Ljubenov 氏より説明があ

り、その後まとめて議論が行われた。 
両文書の目的は、規制免除、クリアランス、規制除外に関する安全指針 RS-G-1.7 は、基本

安全文書(BSS)である GSR Part 3 以前に策定されたことから、BSS に適合させるために改

定が提案された。規制免除(DS499)とクリアランス(DS500)に分けて改定されることが承認さ

れ、現在 Step11 の各委員会の委員コメントの段階である。 
DS499 については、加盟国コメントを受けて修正されたドラフトに対して、Step11 の各

安全委員会からのコメントはオーストラリア、ドイツ、フランス、インド、スウェーデン、

ノルウェー、イギリス、アメリカから 51 のコメントがあり、41 のコメントが受理され、10
のコメントが却下された。主な変更点は以下の 2 点である。 
・Para. 4.32 にある、免除を満たすための意図的な希釈に関するコメント 
・Para. 4.2 の“1 年あたり 10-100 µSv の範囲をカバーすることを意図している。”の文章

を削除 
Para4.32 に関しては、“規制当局の事前承認なしに許可されるべきではない。”という文

章を追加し、Para 4.2 に関しては、範囲を明確化するために該当文章は保持することが提案

された。 
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また、DS500 については、Step11 の各安全委員会のコメントでは、12 か国から 208 のコ

メントが寄せられ、191 のコメントが受理され、17 のコメントが却下された。主なコメント

は以下のとおりである。 
・用語に関して（generic vs. unconditional, specific vs. conditional 等）  
・構成と内容を DS 499 に合わせる。 
・規定が多く、専門的すぎる部分がある。 
・適合性評価、不確実性 
・行為に由来する自然起源の放射性核種についてクリアランスのための放射線学的根拠 
・意図的な希釈 
・液体の排出 
・輸送規制への言及 
・緊急事態後の物質／廃棄物の除去 
・保守性（旧附属書 IX） 
これらのコメントを受けて、主だった変更点は以下のとおりである。 

・用語が修正され、DS 499 と整合された。 
・図 1 を更新（3 つの概念を図式化、概念図) 
・いくつかの詳細な例は，本文から新しい附属書（V，VI，VII，VIII）に移動した。 
・繰り返しのテキストを削除 
・ANNEX IX の保守性に関する ANNEX は、ドイツやスウェーデンから多くのコメントが

寄せられたため削除 
 
R5.1 及び R5.2 の質疑応答 

チェコから、2 つの文書を一つにすべきだと思っているが、主要な意見ではないことは

認識している。BSS から新たに screening level が提案されており、現存被ばくのみで使

用されているため注意深く記載することが必要である。また、BSS の 10 µSv or less と
10-100 µSv の記載に齟齬があるように見える。また、10-100 µSv は ICRP Pub 104 を

参照しているのはよいが、DS500 では削除されているので、整合性をとってほしい。ま

た、dilution については削除すべきとのコメントがあった。 
ICRP から、10～100 µSv は Publ. 104 に trivial dose として記載されており、明示す

ることは過剰な保守性を削減できるため賛成であるとコメントがあった。 
アルゼンチンから、条件付きクリアランスを導入しているが、NORM に関して Pub 104.
の trivial dose と１Bq/g が同じということは混乱を生むかもしれない。すでに 1Bq/g で

規制しており、基準の根拠に矛盾を含むようなことはよくない。さらなる保守性は必要で

なく、指針は実用的であるべきである。また、DS500 の Annex IX は必要と思われると

コメントがあった。 
Pinak 氏からは、指針は実用的であり、全体的な記載を見ると、指摘されたような矛盾

はないとコメントがあった。 
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スウェーデンから、order of という表現については、翻訳すると 10-50 µSv を意味し、

10 倍にはならないとコメントがあった。 
WNA から、アルゼンチンのコメントに賛同する。ウランの条件付きクリアランスにつ

いて、原子力施設からでるウラン関連廃棄物とそれ以外の廃棄物で基準が違うように見

えるのはおかしい。提案された改定を支持するとコメントがあった。 
イギリスから、アルゼンチンが指摘している部分については、DS500 についてはパラ

グラフ 3.8 と 4.9 のクリアランス経路について矛盾があるので、3.8 を削除することが提

案された。 
チェコから、WNA に対しては EC 指令では答えられない、深刻かどうかというより制

御可能かどうかということが重要であるとコメントがあった。 
日本から、制御可能性は重要である。日本でのある試算では 10 µSv と 1Bq/g は同じく

らいの値になったため、2 つに大きな矛盾はないのではないかとコメントがあった。 
Bly 議長より希釈について質問があり、Pappinisseri 氏は通常希釈されたものが持ち

込まれて、検査されるため、現状の記載で問題ない旨回答があった。 
WNA から、DS500 の Annex IX が現在削除されているが、クリアランスプロセスの

考え方、バックグラウンドプログラム、数量の導出方法など、幅広い概要が紹介されてお

り、年間 10 µSv という基本的な考え方と整合性を保ちつつ、より現実的な判断を下すた

めに保守的な考え方を取り入れることができることを示しているため必要であるとコメ

ントがあり、英国もこれを支持した。これを受けて、ANNEX IX の取り扱いについて関

連する加盟国で追加の議論した結果、復活させることとなった。 
trivial dose に関する表現について、フランスから、10 µSv が免除等の基準であること

と、100 µSv を超えてはならない上限値として認識できるので 10-100 µSv への変更は支

持できるが、上限値というのがどのように使われるかわからない。最終的には order of 
tens がよい柔軟性を持っているように思うとコメントがあった。これに対し、ドイツは

order of tens という表現を、スウェーデンは order of tens では 100 µSv までとは考えに

くいため、範囲を明示すべきとコメントした。ICRP からは、ICRP Pub. 104 ではいずれ

の表現も用いられているとコメントがあった。WNA から、1980 年代の議論では trivial 
dose が 100 µSv までを意味にしていたかは定かではないが、11 µSv はだめで 10 µSv は

よいというような誤解を避けるため、種々の表現がなされたという経緯があったのでは

ないかとコメントがあった。 
アルゼンチンから、1Bq/g について新たな文をいれること、英国からはドラフトの 3.8

を削除して 4.9 はそのままとすることが提案された。これに対し、事務局は、3.8 と 4.9
は矛盾していないので、3.8 を削除するのであれば 4.9 も削除するべきであると回答し

た。 
以上の議論の後、日本を含む数か国及び WNA による検討の結果、文書を以下のよう

に修正した。 
1. 1．10-100 µSv の本文中の記載を削除し、footnote に移動し、ICRP Pub. 104 を参

照する(Para 4.2)。 
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2. footnote 5. “Radionuclides of natural origin that are used for their radioactive, 
fissile or fertile properties should be treated as artificial radionuclides for the 
purposes of exemption.”を削除する。 

3. 3 DS 500 の Para. 3.8、4.9、4.10 を削除する。（4.10 は、4.9 に関連する文章とし

て事務局判断で削除された模様） 
4. Annex IX について、スウェーデンとドイツのコメントを反映しつつ復活させる。 
 
以上の変更について RASSC 委員から追加のコメントを募り、意見がなかったため

DS499 と DS500 については承認された。 
 
R6.   RADIONUCLIDES IN FOOD AND DRINKING WATER IN NON-
EMERGENCIES SITUATIONS PROJECT  
R6.1 Outcomes of the project: Safety Report & TECDOC “Exposure due to Radionuclides 
in Food Other Than During a Nuclear or Radiological Emergency. Part 1: Technical 
Material” and Part 2: Considerations in Implementing Requirement 51 of IAEA GSR Part 
3（For information） 
R6.1 の発表概要 
非緊急時の食品と飲用水に含まれる放射性核種による被ばくに関するプロジェクトの成果

物、安全レポート（SR-114）と TECDOC のドラフトについて説明があった。安全レポート

は現存被ばく状況における食品中の放射性核種による被ばくを評価し、必要に応じて管理す

るための技術的情報を加盟国に提供することを、TECDOC は GSR-3 の要件 51 を実行する

ために必要となる技術的に考慮すべきことを規制当局等に提供することを目的としている。

両文書は、FAO 及び WHO から支援を受けつつ、共同で作成された。 
事務局としては、SR114 と TECDOC に加え、次の CCCF 文書によって第 65 回 IAEA 総

会決議パラグラフ 73 を満たしたと考えている。 
 
R6.2 Information paper to the CCCF（For information） 
R6.2 の発表概要 

2020 年の第 13 回 codex committee on Contaminants in Foods (CCCF13)において IAEA
が講演を行い、電子ワーキンググループの設置が合意され、2021 年の CCCF14 に議論がで

きるように文書を作成することとなった。CCCF14 では作成された文書をもとに議論し、

CCCFは食品中のNORMについてこれ以上の作業をする必要がないこと、IAEA、FAO,WHO
の共同作業を歓迎し、CCCF への情報提供を要請することに同意した。2022 年の CCCF15
では、SR114 がオンラインで公表、TECDOC が印刷中、より分かりやすい文書を作成し

CODEX 委員会事務局が加盟国に回付予定。NORM の informative document が作成され、

CODEX 委員会で承認された。 
 
R6.3  Next Steps（For discussion） 
R6.1, R6.2 を受けて意見交換を行った。 
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R6.3 の質疑応答 
チェコから、説明のあった文書によって、総会決議は履行されたと考える。将来的には、

EPReSC との合同セッションのテーマのように、緊急時との接点等について検討する必

要があるかもしれない、とのコメントがあった。 
フランスから、飲用水と食品の区分について、国によってナチュラルミネラルウォーター

は食品として扱われる場合があり、異なるガイドラインレベルが適用されるとのコメン

トがあった。 
Bly 議長は、説明のあった文書によって総会決議が履行されたと判断することについて意

見を求め、異論がないことを確認し、決議を満足したと結論付けた。 
将来的な課題の設定について、事務局からは、まず数年間、今回の文書に基づく経験を蓄

え、加盟国から意見を募集することが必要と考えている。当面の活動としては、今回の文

書の技術的な内容の理解を促進させるため、小冊子のような文書を作る必要があると考

えているとのコメントがあった。 
日本から、CCCF の文書を RASSC に共有することを要請したところ、承認された文書

についてはウェブサイトで公開しているとのことであった。 
UNSCEAR からは、2008 年報告書の食品や飲用水を含む天然起源及び人工起源核種か

らの被ばくについて更新する作業を進めており、2024 年に刊行する予定となっているの

で、本検討にちょうどよいタイミングであるとのコメントがあった。 
 
R7.  OTHER RASSC ISSUES 
R7.1  Technical Meeting on Establishing Efficient Regulatory Control for Protection 
Against Radon in Workplaces（For information） 
R7.1 の発表概要 

2022 年 4 月に開催された作業環境における効果的な規制管理を確立するための技術会合

について報告された。この会合は、計画被ばく、現存被ばく及び両者の混合状態の被ばく状

況や線源についてのラドンからの防護、規制管理の執行、DS519 の準備に関することについ

て議論することを目的とし、加盟国から 47 名、国際機関からは HERCA が参加した。議論

の結果、規制管理の強化は労働安全に関する法律と放射線安全に関する法律の双方で防護す

ることが最も効果的であること、テレワークにおける従業員のラドンに対する防護は、作業

場所が明確に特定できる場合は雇用者が安全に対する責任をもつべきであること等の結論を

得た。DS519 は、作業者のラドンに対する防護にとても有益であることが確認された。 
 
R7.1 の質疑応答 
チェコからは、テレワークにおける従業員の防護については、安全基準に含まれないこと

を希望するとのコメントがあった。これに対し、事務局からは、安全基準に個別の章は設

けられていないが、技術会合では雇用者に防護の責任があることに同意し、法律家を交え

た議論でも同様であったと回答した。 
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R7.2 Inter-Agency Committee on Radiation Safety (IACRS) - Latest developments（For 
information） 
R7.2 の発表概要 

1990 年に機関間の放射線防護の理念の一貫性及び協調を保つために設立された IACRS
（放射線安全に関する機関間委員会）は、メンバー機関：EC, FAO,IAEA, ILO, NEA/OECD, 
PAHO, UNSCEAR, WHO、オブザーバー機関：ICRU, ICRP, IEC, IRPA, ISO で構成され、

情報交換を行っている。設立から 30 年強の活動実績として、BSS の策定や水晶体の線量限

度への貢献、新しい実用量（ICRU 95）への関与について紹介された。 
 
R7.2 の質疑応答 
日本から、ICRU 95 に関する活動について何らかの成果が公開されているかについて質

問した。これに対し、報告書を準備している段階であると回答があった。 
 
R7.3  Applicability of the safety standards to SMRs and Non Water-Cooled Reactors: 
Main Conclusions and Way Forward（For information） 
R7.3 の発表概要 

SMR や非水冷式原子炉への安全基準の適用に関するギャップ解析結果と、安全基準やその

他の文書について推奨する作成計画について説明があった。解析対象となった文書の数は 90
で、各文書に含まれる安全基準の 3 分の 1 以上が影響を受けるものが 6 あった。また、解析

結果を受けて、安全基準に対する SSC の計画的なレビューに基づく安全基準の適用性の向

上、個々の技術について安全基準の適用に関する実践的な例を踏まえた刊行物の作成、技術

毎の知見の集積場の作成が推奨された。 
 
R7.3 の質疑応答 
R7.4 と続けて発表 

 
R7.4  Applicability of GSR Part 3 and related guidance to Novel Advanced Reactors. 
Initial findings（For information and discussion） 
R7.4 の発表概要 
新型・先進炉への GSR part 3 及び関連指針の適用について、第 51 回 RASSC 会合以降の

進捗状況が報告された。RASSC51 における議長から要請を受け、GSR-3 と関連する指針

（GSG-7～10）を含めて安全基準の適用性分析を行った結果、GSR-3、GSG-8、DS500 は現

状で目的に合致していること、GSG-7 については他の刊行物でカバーされそうなためレビュ

ーを推奨しないこと、GSG-9,GSG-10 については情報が集まれば SSC でのレビューを開始

することとし、技術会合を開くこととした。 
 
R7.4 の質疑応答 
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質問はなかった。 
 
R7.5 European public survey on awareness about radon, radon measurements and 
remediation: Results of the survey（For information） 
R7.5 の発表概要 

German 氏より、STEAM (Share Team up Engage Analyze Monitor)プロジェクトについ

て報告があった。このプロジェクトにはアルメニア、オーストリア、アルバニア、アゼルバ

イジャン、ブルガリア、クロアチア、エストニア、ジョージア、リトアニア、モルドバ、ルー

マニア、ロシア、スロバキアが参加し、ラドンによる影響について興味がない集団を引き込

む方法を検討するために意識調査を行った。その結果、ラドンへの興味が最も低い集団はい

ずれの国においても 25～44 歳の女性で、いくつかの国では 18～22 歳の男女も低く、総じて

健康影響についての知識は乏しかった。結果を受けて、こうした集団に向けてラドンは肺が

んの原因となるというメッセージを伝え、住居や職場環境の改善を訴えることとした。 
 
R7.5 の質疑応答 
Bly 議長より、ラドン温泉が健康に良いと考えている人はいたか質問があった。これに対

し German 氏は、調査ではそのような意見はなかったと回答した。 
WNA より、調査結果を受けたメッセージは、ラドンによる問題を抱えている地域に限定

して伝えるべきと考える。ラドンが肺がんを引き起こすというメッセージは、放射線への

恐怖をあおる恐れもあるとのコメントがあった。これに対し、German 氏は、中国のよう

に巨大な国では地域を区切って伝える方法もあるだろうが、例えばスウェーデンの国民

は生涯に平均 3，4 回引っ越しを行うので、ラドンによる問題の有無が変化する可能性が

あり、知識を伝えることは重要で地域を区切る必要はないと考えていると回答した。 
 
R7.6  Technical Meeting on Radiation Protection in Fluoroscopically Guided 
Interventional Procedures（For information） 
R7.6 の発表概要 
技術会合が 2022 年 3 月 7－9 日に開かれた。42 加盟国、18 国際機関から 105 人が参加し

た。IVR は患者が最も被ばくする手技の一つであり、適用回数が増加傾向にある。以前は放

射線科医と眼科医だけであったが、他の専門分野にも広がっている。正確な割合はわかって

いないが、かなり低い確率で患者には皮膚の組織反応の副反応がみられているものもある。

これらの副反応は治療のために避けられないケースもあり、フォローアップなどが必要とさ

れている。問題点としては患者のフォローアップが確立されていない、フォローアップを行

う基準が標準化されていない、線量効果についても確立されていないことが問題点として挙

げられている。また、IVR 術者の白内障も懸念されている。BSS では ICRP の新しい眼の線

量限度を取り入れており、その履行について検討が必要とされている。患者とスタッフの確

率的影響については正当化と最適化が必要である。IAEA では繰り返しの放射線検査につい

て技術会合を行っている、また、SAFRAD や ISEMIR-IC などの web-based のデータ収集ツ
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ールを提供している。データアクセスの電子化が進んでおり、これらをどのように改善して

いくかや、IAEA がどのように関与していくかが問題。技術会合の結論としては、 
- 教育・訓練を充実させ、放射線防護の文化を海外に広げる努力が必要。 
- 放射線科と循環器科の外で行われる手術と放射線防護のために、より協調的な線量調査が

必要である。 
- FGI 処置の DRL 方法論は、洗練され、開発され、実用化のための指針が必要である。 
- 再発する FGI や他の画像診断に関連する確率的リスク評価には注意が必要である。 
新しい調査研究を計画しており、110 の病院が興味を示している。2022 年 6 月から 1 年間

調査を行い、中間報告及び最終報告を行う予定である。 
 
R7.6 の質疑応答 
Bly 議長より、本件は ICRP とのトピカルセッションや UNSCEAR からの医療被ばくの

情報提供もおこなわれており、UNSCEAR とはすでに協力体制を築いていることが説明

された。 
 
R7.7 IRRS reports´ analysis: major areas for recommendations and suggestions（For 
information） 
R7.7 の発表概要 

IRRSは IAEA安全基準の加盟国への取入れ状況に関してレビューを行うものである。2015
年から 2019 年の間に行われた 33 の初期及び 20 のフォローアップ IRRS の解析から、にお

いて、2600 回以上安全基準が参照されており、40%が GSR Part1, 20%が GSR Part3、10%
が GSR Part7 であった。すべてのミッションにおいて、職業被ばく、医療被ばく、緊急事態

対応計画の策定及び定期的な見直しについての指摘が行われており、グレーデッドアプロー

チに従った放射線源施設及び活動の認可、グレーデッドアプローチによる検査プログラムの

開発または修正、規制機関の人員と能力、 GSR Part 2 に基づく規制機関管理システムの確

立及び履行、安全に関する規制責任を有する当局間の効果的な調整及び協力のための取決め

を確立、安全に関する規制責任を有する当局間の効果的な調整と協力のための取決めを確立、

GSR part3 に従った公衆被ばく規制及び施設からの排出規制がほとんどのミッションで指摘

された。 
 
R7.7 の質疑応答 
フランスから IRRS で各国において多く指摘されている事項については、安全基準文書

の要件が不適切な可能性もあるとの指摘があった。 
 
R7.8  Experience from the pilot Advisory Mission on Radiation Protection and Safety in 
Medical Exposure（For information） 
R7.8 の発表概要 
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本件は加盟国からの要請があり、情報提供が行われた。IAEA では医療被ばくに関連した

いくつかのレビューミッションが行われており、医療被ばくの放射線防護と放射線安全に関

して新たなミッションについて検討しており、テストケースとして行った。加盟国は新たな

自己評価を行う必要がない。ミッションには役割と responsibility がある、規制当局、保健当

局、専門家団体、医療施設関連団体などの団体が参加する。 
エストニアにて、2021 年 3 月から 1 年間かけて先行調査を行った。7 人の専門家が参加

し、19 のエストニアの関連機関が参加した。 
- すべての関係者の参加、ミッション活動中の開放性と協力は、エストニアが医療被ばく特

有の放射線防護と安全に関する規制と実務上の取決めを改善する意欲があることを示した。 
- グッドプラクティスとしては、医療専門家は、患者に放射線治療を紹介するとき、あるいは

どのような治療を行うかを決定するときに、国の PACS にある患者の病歴に関する情報を参

照することができるので、個人の正当化の向上に寄与する。 
- 医療被ばくにおける放射線防護の国家的枠組みを改善するための勧告と提案がなされた。 
 
R7.8 の質疑応答 
UNSCEAR から今回のレビューミッションで収集されたデータは他の機関でも利用でき

るか質問があり、事務局からこれはテストケースであることが説明された。 
UAE から患者の被ばく線量や線量の記録、診断参考レベル、ICRP カンファレンスで患

者線量の収集についてのセッションがあった。 
UNSCEAR から RASSC は各加盟国にレビューミッションを要求する権限があるか確認

があり、事務局から RASSC はレビュー委員会でありそのような権限はないことが回答

された。 
 
R7.9  UNSCEAR Evaluation of Medical Exposure to Ionizing Radiation – Status and 
Trends（For information） 
R7.9 の発表概要 

UNSCEAR から、UNSCEAR レポート 2020/2021 の Annex A: 医療被ばく評価に関する

講演があった。結論として、医療被ばくは人工線源による被ばくの最大の寄与であること、

医療被ばくに関する UNSCEAR レポートはデータの収集見込みに合わせて作成されること、

加盟国には医療被ばくサーベイにおいて既存の UNSCEAR の様式に則った報告が推奨され

ること、国際的な情報収集は一貫した方法で行われることが理想的であると述べられた。 
 
R7.9 の質疑応答 
特に質問はなかった。 

 
R8. Reports from International Organizations 
時間の関係で、RASSC ウェブページにアップされた資料以外に発言したいことがある機

関のみ発言することとなった。 
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R8.1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
追加報告なし。 
 
R8.2 International Labour Organization (ILO) 
追加報告なし。 
 
R8.3 Pan American Health Organization (PAHO) 
追加報告なし。 
 
R8.4 United Nations Environment Program (UNEP)  
追加報告なし。 
 
R8.5  United Nations Scientific Committee on the effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR) （For information）   F. Shannoun 氏 
公衆の被ばくに関するデータがあれば、WG の〆切りは過ぎているが有益なので共有して

ほしい。今回の RASSC 会合では医療被ばくについて発表したが、次の RASSC 会合では職

業被ばくについて発表できればと考えている。 
 
R8.6 World Health Organization (WHO) 
追加報告なし。 
 
R8.7 European Commission (EC) 
追加報告なし。 
 
R8.8  Nuclear Energy Agency / Organization for Economic Co-operation and 
Development (NEA/OECD) 
追加報告なし。 
 
R8.9  European Nuclear Installation Safety Standards Initiative (ENISS) （ For 
information） B. Lorenz 氏 

ICRP の TG114 との会合は、ENISS と ICRP の方向性の違いもあってとても有意義な議

論となった。これに関連して、リスク推定に関する安全レポートの作成状況はどうなってい

るか確認したいとコメントがあった。これに対し事務局は、すでに作成していて、現在手続

き中であると回答した。 
 
R8.10 Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)  
（For information）Petrova 氏 

1，2 週間以内に、ウクライナ情勢に関する文書をウェブページに掲載するので、影響の

ある国は確認してほしい。 
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R8.11 International Commission on Radiological Protection (ICRP) （For information）
C. Clement 氏 
今回の会合で報告した内容はレポートにまとめてウェブページに公開した。 

 
R8.12 International Radiation Protection Association (IRPA)  （For information） B. Le 
Guen 氏 
北米、欧州、南米、アフリカ、アジア-オセアニア各地区で開催される放射線防護学会につ

いて紹介された。 
 
R8.13 International Source Suppliers and Producers Association (ISSPA) 

追加報告なし。 
 
R8.14 International Standards Organization (ISO)  （For information） 
追加報告なし。 

 
R8.15 World Nuclear Association (WNA) （For information）  R. Coates 氏 
次回 RASSC 会合までに、WNA では desk officer を雇用したいと考えており、希望があれ

ばコンタクトをとってほしい。 
 
R8.16 International Electrotechnical Commission (IEC) 

追加報告なし。 
 
R9. Nuclear Security Guidance 
R9.1  DPP NST070 Nuclear Security Implementing Guide: Information Security for 
Nuclear Security (revision of NSS No. 23-G) 

NSS-23 -G が 2015 年に策定されており、情報セキュリティに関して唯一の文書である。

ギャップが明らかになっており、改定が必要である。核施設だけでなく、核物質も含める。

デジタル情報の deficient の指針。情報の機密性、完全性、可用性を維持することを含む情報

セキュリティの原則を実施するためのガイダンスである。 
 
R10 Closing of the Meeting 
R10.1 Any other business 
特になし。 

 
R10.2 Dates of Future Meetings 
第 53 回 RASSC 会合は 2022 年 11 月 21－25 日の週を予定しており、第 54 回 RASSC 会

合は 2023 年 6 月 16－23 日の週を予定していることが報告された。 
 
R10.3 Conclusions of the Meeting 
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Bly 議長から閉会の挨拶があった。 
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RASSC-52 ICRP トピカルセッション（6 月 7 日） 
Opening session 

Welcoming remark from NSRW Director 
P. Johnstone 氏より挨拶があり、ICRP と IAEA のこれまでの関係や ICRP 主勧告と IAEA
安全文書の関連性について概要説明があった。 
 
RASSC Chair Introduction 

R. Bly RASSC 議長より、Topical session についての紹介があり、ICRP が行っている The 
Review and Revision of the System of Radiological Protection について RASSC の参加の機

会が与えられたことや、チェコの Karla Petrova 氏に Topical session の司会を引き受けてく

れたことに感謝の意が表された。 
 
Topical session Chair Introduction 

座長であるチェコの Karla Petrova 氏から挨拶があった。 
 
ICRP & The Review and Revision of the System of Radiological Protection  

ICRP Clement 氏より ICRP 主勧告の改定のための、現在の放射線防護体系の現状につい

て概要紹介があった。主勧告が公表されてからいくつかの分野で進展がみられており、目的

に合わせて科学や社会に基づいた改定が求められている。2 つの論文やデジタルワークショ

ップを開催し、結論の概要は論文として公表している。今回のトピカルセッションへの期待

を述べた。2030 年代には改定された主勧告の安全文書への反映や 2050 年代にさらにその次

の主勧告改定というスケジュールになることを期待している。 
 
Session 1: Communication, clarity and consistency of the Radiation Protection System  
Review of the System of Radiological Protection: need for stability keeping the pillars and 
supporting efforts to clarify its implementation 
発表概要 

IAEA・M. Pinak 氏より表題の件について説明があった。IAEA 事務局での議論の概要の

紹介があった。IAEA における放射線防護体系は GSR Part3 に基づいており、現状では頑強

であり目的に合致し、よく動いている。他の国際機関の関与も行っている。加盟国は完全な

履行に時間を必要としている。IRRS 評価において、加盟国においていくつかの要件の取入れ

に関して困難があるとの分析があった。新しい科学的知見は一つのきっかけであり、新規知

見のみでは放射線防護体系の改定の条件とはならない。加盟国においては、現状の防護体系

は複雑化しており単純化が要請されており、改定よりも実践的な指針が必要とされている。

防護体系のより詳細な理解というよりも、公衆や実務者へのコミュニケーションの問題だ。

防護体系の変更は、安全基準の変更を伴うため、改定の正当化や最適化が必要であり、防護

体系の改善と改定の利点のバランスを考慮すべきである。 
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Clarity, Consistency, and Communication in the Review and Revision of the System of 
Radiological Protection 
発表概要 

ICRP Clement 氏より表題の件について紹介があった。明快さが重要であり、より改善す

るための例として、デトリメントの理解や被ばく状況に関する経験、被ばく状況の使い方や

遷移に関する明快さが挙げられた。 
一貫性については、主勧告公表後の各刊行物それぞれにおいて、防護体系に関する進展が

みられており、一貫性が必要とされている。 
単純化は防護体系のわかりやすさに必要とされているが、過度な単純化は予期しない状況

を生み出し、放射線防護体系は複雑な状況への適用を目的としていることは認識する必要が

あるとのことだった。 
コミュニケーションについては、2007 年勧告においてコミュニケーションやステークホル

ダー関与の重要性がしるされた。倫理に関する課題については、コミュニケーションを支え

る共通の語彙が必要である。 
以上を通じて、関心のある人すべてが放射線防護の基礎を理解できるようにすべきと考え

ている。 
 
Session 1 Discussion 
質疑応答 
Gonzalez 氏 (アルゼンチン、CSS)より、英語という言語のあいまいさについてコメント

があった。これに対し、Clement 氏は、ICRP の刊行物は様々な言語に翻訳されている

が、英語の多義性に起因する問い合わせがよくあるのは事実だとコメントした。 
Pinak 氏より、stability は rigidity とは違う。Stability はシステムが健全に働いている

ことを意味しており、変化は正当化され得る。 
Radev 氏（IEC）より Clement 氏に対し、誰にでも理解できるようにすることが重要と

の考えは電気の領域でも同じくしているが、実際にどのようにそれを実現するか質問が

あった。これに対し、Clement 氏は、ICRP では、2018 年頃から、ウェブに ICRPaedia
という専門家ではない一般向けの説明サイトを用意したり、SNS を通じて一般向けに情

報を発信したりすることを始めた。また、刊行物の冒頭には、その刊行物の鍵となる成果

を分かりやすくまとめた要旨を用意している旨回答した。これに関連して Pinak 氏から、

IAEA では Radiation Safety Navigator というオンラインサービスを用意しており、規

制当局や専門家が一般公衆とコミュニケーションをとる際に分かりやすく説明するため

の情報をまとめているとのコメントがあった。IAEA としては、安全基準文書等は誰にで

も理解ができるように作成することは考えていないが、求められれば誰にでも分かるよ

うに説明できることが重要であると考えている、とのことであった。 
Bly 氏（フィンランド）から、コミュニケーションに関して、数年前 RASSC において、

小学校あるいは幼稚園の時期から、放射線や防護について教育していくことが基本的な

理解に重要ではないかと議論したことがあるとのコメントがあった。 
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Ogino 氏（日本）から、コミュニケーションについて、2020 年の放射線安全に関する国

際会議では、専門家は公衆を説得しようとすべきではなく、意思決定に必要な科学的・技

術的情報を提供すべきであるとの結論が得られたが、実際のコミュニケーションの場で

は、公衆の側に著名な専門家が加わっており、ICRP や IAEA 等の国際機関と異なった見

解を持っている場合がある。こうした状況でどのようにコミュニケーションをとってい

くかは、今後の重要な課題と考えている。また、GSG-14 の特に緊急時被ばく状況後のコ

ミュニケーションについて、GSG-14 が実効的かそうでないかに関する実績や経験が必

要であり、これらを共有することで、将来よりよい GSG を作成できると考えているとの

コメントがあった。 
Feron 氏（フランス）からは、放射線防護のシステムは複雑になりがちだが、結果はシン

プルであるべきと考える。最も分かりやすい例が INES で、結果がとても分かりやすい。

結果を導くための手順は複雑であっても専門家は対応可能であるが、結果自体は放射線

の専門家ではない意思決定者を含むより幅広い人に理解されやすいものでなければなら

ないとのコメントがあった。 
Williams 氏（米国）からは、明快さと透明性について、公衆は質問する権利があり、我々

はその質問に答え、放射線防護についてよりよく理解してもらうことに取り組むことが

我々の仕事と考えているとのコメントがあった。 
Clement 氏（ICRP）からは、福島原発事故後のダイアログでは、日常生活において非常

に深刻な不安があり、それに対する答えを必要としている一般住民とコミュニケーショ

ンをとったが、その教訓は単純ではない。もし我々が個々の住民と会話できればその問題

を解決できるかもしれないが、数が多いし環境的にも不可能だ。我々は新しいパラダイム

を見つけなければならない。この点について、日本保健物理学会の暮らしの放射線 Q&A
という取り組みはすばらしかったとのコメントがあった。 

 
Session 2: Environmental Radiological Protection  
Environmental Radiological Protection Looking Forward 
発表概要 

J. Brown 氏より IAEA の環境防護に関する取り組みについて概要説明があった。SF-1、
GSR-Part3 に明示されており、安全指針が策定されている。また、環境関連条約もあり、IAEA
は MODARIA などのプログラムも行っている。GSG-10 については定常放出時の環境影響評

価について手法が提案されている。現存被ばくについては、課題となっている。経験が ICRP
にフィードバックされる。加盟国は被ばく状況の新しいカテゴリとすることは支持していな

い。IAEA は規制の枠組みへの取入れを支援している。課題としては、NORM などの自然線

源。ラドンなどは人工放射線源より高い。人工及び自然線源の被ばくの管理と理解に関して

より holistic なアプローチの必要がある。 
 
Protection of the Environment: ongoing improvement and identified challenges 
発表概要 
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Garnier-Laplace 氏より、ICRP の環境防護に関する取り組みについて概要説明があった。

ICRP は 2007 年勧告以降これまで環境防護に関して 5 つの刊行物を公表しており、3 つの

TG が進行中である。RAP を綱レベルに変更し、DCRL(科レベル)を変更。続いて Copplestone
氏より TG105 の取り組みについて概要説明があった。Pub.124 では完全にカバーされなか

った現存や緊急被ばく状況及び、定常時のより一般的なガイダンスについて検討している。

地域特異的な意思決定やヒトとヒト以外の生物の防護の統合を検討している。最後に

Maltinez 氏から TG114（放射線防護体系における合理性と耐用可能性）のサブグループで環

境防護を取り扱っており、環境防護の定義、理由、利害関係、重要性、リスク等について検

討している。新たな TG として環境防護における生態系サービス（TG125）が立ち上がり、

メンバーを募集しているとの紹介があった。 
 
Session 2 Discussion 
質疑応答 
Gonzalez 氏（アルゼンチン）から、環境と人間には大きな違いがあり、人間に対するシ

ステムの倫理的基盤がある一方で、環境に対する倫理的基盤がなく、環境防護は単純では

ないとのコメントがあった。 
Bly 氏（フィンランド）から、環境法制はまだ時間がたっておらず、これまでは人間中心

で行ってきた。若い人は環境に関する意識が高いとのコメントがあった。 
Clement 氏（ICRP）から、環境倫理は新しい分野である。防護の近代化であり、最適化

や holistic approach が重要とのコメントがあった。 
Nicholson 氏（英国）から、規制体系は説明が難しい。データギャップがあるとのコメン

トがあった。 
Blackburn 氏（FAO）から、環境防護は重要である。また、人間活動による影響が大き

いとのコメントがあった。 
Telleria 氏から、安全指針には環境の防護が入っている。規制は別次元であるとのコメン

トがあった。 
Mundigl 氏（EC）から、EU 指令では早すぎるとして取り入れられなかったとのコメン

トがあった。 
Johnstone 部長から、計画被ばくは重要な問題との指摘があった。これに対し、Petrova
座長より実際的な事例は何かについて質問があり、併せて Radev 氏（IEC）より東電福

島第一原子力発電所事故の評価についての質問があり、Gonzalez 氏より ALPS 処理水に

対する IAEA でのレビューミッションを行った旨コメントがあった。これについて、

Ogino 氏（日本）から、ALPS 処理水については、日本で放出の安全性について検討し、

手法については IAEA から評価されて、国際的な基準に適合しているという報告が出て

いるとのコメントがあった。 
Coats 氏（WNA）から、WNA は実践的かつ適用可能であることを求める。OSPAR 条約

とゼロに近いというのは特に有用ではない概念であるとのコメントがあった。 
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Session 3: Justification and Optimisation of Medical Applications 
Some emerging issues in medical exposure that may have an impact on the Radiation 
Protection System 
発表概要 

Holmberg 氏より、医療分野における最適化について関連する IAEA 安全指針について説

明があった。医療分野の進展に従い安全指針の進化が必要とされている一方で、指針の安定

性も必要である。繰り返し医療放射線撮影、IVR の増加、放射線治療後の 2 次がんが懸念さ

れている。医療放射線撮影については、IAEA は技術会合を開催し、声明を作成した。IVR に

関して UNSCEAR 報告書によると、前回の調査から 6 倍に増加しており、被ばくによる事

故の増加懸念されている。2 次がんについては、特に子供について懸念されている。 
 
Justification and Optimisation Challenges in Health Care: Meeting Expectations of 
Personalised Care 
発表概要 

ICRP の Applegate 氏より、ICRP の取り組みついて概要紹介があった。Pub. 73, Pub. 103 
以降 22 の刊行物が公表されている。2007 年勧告からの進展としては倫理があり、TG109 で

は医療分野での倫理について検討している。最適化に関する課題としては、放射線画像診断

に関しては、線量や複雑性が増大しているが、検査当たりの線量の減少や職業被ばくの減少

傾向がある。妊娠中、自動注入器がない、手や指の防護がない点が PET 作業者の問題点であ

り、IVR については白内障が懸念され、これらに関しては教育・訓練の重要であると考えら

れる。医療における正当化については、患者にとって利益があれば線量制限は行われないこ

とが基本であるが、特定の状況や特定の個人に関しては再検討すべきかどうかは検討課題で

あり、医歯学部では標準的に教育や訓練が行われていないため実施することの必要性や、正

当化についての評価に関する教育もカリキュラムに入れることなどが挙げられた。コラボレ

ーションのカギとしては、全ステークホルダーへの教育と訓練、相互理解、安全な学習環境

の構築、線量登録制度の必要性である。 
 
Session 3 Discussion 
質疑応答 
Bly 議長より、患者への線量限度について 100mGy を超えるかどうかが問題であり、線

量拘束値の使用も検討することが提案され、Kimberly 氏(ICRP)からは、実際に頭部 CT
で脱毛があるケースもあったことや Thomas 氏(英国)から、イギリスの調査で標的部位

の線量について治療計画システムなどの線量登録が始まったことが紹介された。 
Kimberly 氏(ICRP)からは 線量登録情報の調査結果を利用することで、繰り返しの CT
撮影は近い将来解決される可能性についてコメントがあり、また、日本は新しい機器が導

入されているがアフリカなどでは難しいなど、地域格差についての問題についてもコメ

ントがあった。 
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Johnstone 部長から、治療計画システムや今後の計画について、特に照射野外の線量や線

量限度、実効線量の使用についてコメントがあり、Kimberly 氏(ICRP)から、実効線量は

リスク評価ツールの一つであるが若年者の評価に使えないとの回答があった。 
Bly 議長から、 正当化、最適化についての原則について、ICRP 及び IAEA の検討状況

について確認あり、Kimberly 氏からは、難しい課題として認識していることや、Pinak
氏から医療での正当化、最適化は重要な課題と認識しているとの回答があった。その他、

医療分野での放射線防護の歴史について、Gonzalez 氏 (アルゼンチン、CSS)及び

Mundigl 氏（EC）より、ICRP 及び EC での経緯について説明があり、Petrova 座長か

ら、HERCA での取り組み状況が説明された。 
 
Session 4: The role of the ICRP 
Keynote presentation by RASSC Chair 
発表概要 

RASSC 議長の R. Bly 氏から RASSC の役割について基調講演があった。IAEA の安全指

針は加盟国の参加で成り立っており、BSS は欧州 BSS と一貫性がある。IAEA 安全文書には

ICRP が参加しているものもある。ICRP への期待としては、安全レポート 63 の改定(ICRP
との協力で 2009 年に作成)、価値判断(NORM への適用は問題が起こりそう。加盟国ではレ

ベルの違いがある)、明確性と理解しやすさ(DDREF、ラドン線量係数、線量システムの理解)
が挙げられた。IAEA は安全文書について、カテゴリに分けられており、ICRP と役割が被る

ところがあるため、ICRPとの共同作業をもっと増やすことも考えられるとのことであった。 
 
Working for the Public Benefit as the Steward of the System of Radiological Protection 
発表概要 

ICRP の Clement 氏より、ICRP の役割について講演があった。ICRP の使命としては、放

射線防護の科学に先駆けて公衆の利益のために放射線のすべての面について、ガイダンスや

勧告を提供することである。ICRP 勧告は法的拘束力を持たないが、IAEA や EC の BSS の

基礎となっており、ILO 条約からも参照されている。したがって、ICRP は世界的な影響力

を持っており、また、多くの世界中の機関と協力している。ICRP の放射線防護体系は究極的

には患者、作業者、公衆、環境すべての利益のためにあり、ICRP は防護体系のガイドのよう

な役割である。近年、ICRP は防護体系のレビューを開始しており、ICRP は公衆の利益のた

めに行っている。ICRP は code of ethics に従って、行動している。レビューと改定に関与す

るには、ICRP シンポジウム等のイベントへの参加や、ICRP 刊行物へのコメントの提供、特

定のトピックに関してワークショップ等の開催、ICRP 議長や事務局に対して機関としての

意見を送付するなどである。 
 
Session 4 Discussion 
質疑応答 
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Gonzalez 氏 (アルゼンチン、CSS)より、 ICRP と IAEA の関係性が重要であるとの指

摘があり、Mundigl 氏（EC）からは ICRP 勧告をそのまま取り入れているわけではな

く、各項目についてそれぞれ検討し、正当化しているとのことであった。Pinak 氏(IAEA)
から IAEA が ICRP の活動に参加するときは、立場と影響に配慮していることや、基本

となる科学は同じであるとのコメントがあった。その他、実際の問題にどのように取り組

むのかやタスクループやメンバーの選出についての確認があった。さらに Ogino 氏(日本)
から、Public の線量係数の検討状況に確認があり、Clement 氏(ICRP)から、来年には最

初の刊行物が意見募集されるのではないかとの回答があった(本件は ICRP の活動報告に

反映されている)。 
Gonzalez 氏 (アルゼンチン、CSS)より、 IAEA, UNSCEAR, ICRP のラドンの線量係数

が異なるなど相違もあり、3 機関の事務局の協力について質問があり、Clement 氏(ICRP)
から協力は重要であり、お互いにオブザーバーやリエゾンとして参加していることが回

答された。Johnstone 部長より、 更なる協調関係の構築についてもコメントがあった。 
 
Conclusions of the meeting 

Johnstone 部長より、議論のまとめがあった。 
 
Closing of the meeting 
座長より、閉会の挨拶があった。 
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EPReSC‐RASSC 合同セッション（6 月 8 日） 
ER1. 開会 
ER1.1 Logistics of the meeting 
 
ER1.2 Welcome address 

IEC 部長の Torres Vidal 氏、NRSW 部長の P. Johnstone 氏より挨拶があった。 
ER1.3 Chairperson’s Introduction 
続いて RASSC 議長の Bly 氏及び EPReSC 議長の Grzechnik 氏より挨拶があった。 

ER1.4 Adoption of the Agenda（For approval）  
議事次第が紹介され、特にコメントがなく採択された。 

 
ER2. Safety Standard for Approval of RASSC and EPReSC  
ER2.1 DPP DSS535 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants (For approval for 
submission to CSS) 
ER2.1 の発表概要 

SSG-25 は 2013 年に策定され公表されているが、その後複数の安全文書が策定されており

進展が見られたため改定する必要があると判断された。定期的な安全レビューに関するレポ

ートを提供する。SSG-25 について、策定されている安全文書と合わせるため、章立て等を改

定する予定である。現在まで 68 件のコメントが各レビュー委員会からあり、60%が editorial
コメントであり、IAEA 安全文書に沿わない提案や、スコープから外れているコメントにつ

いては採用されなかった。 
審議の結果、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 

 
ER2.1 の質疑応答 
アルゼンチンより、目的に発電所の安全の規範について記載すべきとのコメントがあっ

た。ENISS より同じ定期的な安全レビューに関する DPP DS536 とは別に審議している

点についてコメントがあったが、事務局より DS535 は定期安全レビューの実施体制や法

的側面について述べたものであるのに対し、DS536 はレビューの評価・検証方法に関す

るものであるため、個別に審議している旨説明があった。 
 
ER2.2 DPP DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography (For approval for 
submission to CSS) 
 
ER2.2 の発表概要 

German 氏より説明があった。SSG-11 は 2011 年に策定されており、その後 BSS をはじ

めいくつかの安全文書が策定されている。特に職業被ばくに関する安全指針 GSG-7 で取り入

れられた白内障などについて一貫性が欠けているため、改定が必要となっている。23 件のコ

メントがあり、19 件コメントが DPP へのコメントというより、今後の安全指針の内容に対

するものであったため、却下された。 
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審議の結果、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 
 
ER2.2 の質疑応答 
フランス、米国より、提出したコメントがすべて却下された点についてコメントがあった

が、事務局からは指針の作成時に有用なコメントであるとのことだった。 
 
ER2.3 DPP DS539 Licensing Process for Nuclear Installations (For approval for 
submission to CSS) 
 
ER2.3 の発表概要 

Santini 氏より説明があった。SSG-12 が 2010 年に策定されて以降、いくつかの安全文書

が策定されており、また、加盟国の経験や作業部会において認可プロセスに関するフィード

バックがあり、改定が必要とされている。7 つの加盟国から 14 件のコメントが寄せられ、そ

のうち 10 件のコメントは採用され、4 件のコメントは却下された。 
審議の結果、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 

 
ER2.3 の質疑応答 
アルゼンチンより、安全と安全装置を同時に扱う考え方が同国内の体制と異なっていて

対応が難しいとのコメントがあり、事務局はその事情に理解を示した。日本 RASSC よ

り、スライドに示された提出したコメント数が実態と異なる旨指摘があり、事務局より

NUSSC 事務局に確認するとの回答があった。 
 
ER2.4 DPP DS538 Long Term Post-Remediation Management of Areas Affected by Past 
Activities or Events (For approval for submission to CSS) 
ER2.4 の発表概要 

Carvalho 氏より説明があった。前々回、前回の WASSC で策定の要請があった。汚染残渣

のリスクが懸念され、除染が加盟国で進んでおり、除染後の管理について関心が移ってきて

いる。39 件のコメントが 9 つの加盟国から寄せられ、26 件が採用され、13 件が却下された。 
審議の結果、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 

 
ER2.4 の質疑応答 

ILO より、施設や土地への対応に加えて、作業を行う人に対する防護が課題であると

の指摘があり、今後検討されることとなった。 
 
ER2.5 DS470: Radiation Safety of Radiation Sources used in Research and Education (For 
approval for submission to CSS) 
 
ER2.5 の発表概要 
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DS470 は 2013 年に DPP の承認がされたが、BSS の策定を優先したため、その後の作業

が延期されていた。DS470 は、研究と教育での線源の使用における GSR Part 3 の関連要件

をどの様に満たすかに関する勧告を提供することを目的としているが、この題材の既存の安全

指針は無く、新規文書として策定されている。本書のガイダンスは、学術的なプログラムで放

射線源又は放射性物質を用いることを認可されている学校、専門学校、大学及び技術研究所を

含む教育・研究施設の事業組織並びに、その被雇用者、学生、教師及び放射線防護監督者にも

向けられている。 
〇計画被ばく状況（職業被ばくと公衆被ばく）を対象とし、以下の放射線源、放射線発生

装置からの被ばくを扱う。なお、医療被ばくは対象外とし、研究炉あるいは臨界集合体、加

速器は本書の範囲外とする。 
放射線源：密封線源（教育、試料の照射、機器の校正において利用されるものなど）、科学

機器において用いられる線源、非密封線源（生物医学や環境研究、環境汚染物質、自然科学

でのトレーサ調査に利用） 
放射線発生装置：X 線回折装置、ハンドヘルドＸ線装置及び電子顕微鏡を含む。 
 
8 加盟国及び ILO から 136 件のコメントがあり 117 件が採用され、19 件が却下された。

ほとんどのコメントが editorial であり、いくつかのコメントは加盟国における柔軟性を設け

るためのコメントであった。イランからのコメントでタイトルを use of Radiation sources in 
Research and education にすることが提案され、採用されている。 
質疑を受けた微修正を行い、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 

 
ER2.5 の質疑応答 
フランスより、正当化のプロセスや研究・教育目的の施設で健康モニタリングが必要にな

るケースは少ないといったコメントが改めて出され、原稿が微修正された。 
 
ER2.6 DS521 - Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive 
Material (For approval for submission to CSS) 
ER2.6 の発表概要 
以前 RASSC で承認したが、ANNEX III について TRANSSC で差し戻されたため、もう

一度承認がはかられた。TS-G-1.3 に SSR-6 のパラグラフを考慮して改定を目指すものであ

る。21 コメントが 3 加盟国から寄せられ、16 件のコメントが採用され、5 つが却下された。 
審議の結果、次の CSS によるレビューへの移行が承認された。 

 
ER2.6 の質疑応答 
特に質疑はなかった。 

 
ER.3. Interfaces between emergency and existing exposure situations  
ER.3.1 New Overarching Guidance on Existing Exposures situations(For information) 
ER3.1 の発表概要 
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RASSC49 後に設置された WG において、現存被ばく状況について記した安全基準文書は

あるが、より包括的な指針が必要という結論を得た。 
2022 年 5 月に DPP 作成に係るコンサルタント会合が開催され、RASSC、WASSC、WHO

が参加し、DPP の概略が策定された。 
 
ER3.1 の質疑応答 
ER3.5 でまとめて質疑 

 
ER.3.2 Transition from an emergency exposure situation to an existing exposure 
situation (IAEA Safety Standards Series No. GSG11) (For information) 
ER3.2 の発表概要 

BSS や GSR-part7 には、緊急事態から現存被ばくへの遷移や緊急事態の終了についての

要件が記されている。緊急事態対応フェーズの終了が緊急事態の終了もしくは研究事態対応

の終了を意味しているわけではなく、移行時期の始まりである。こうした状況の変化におい

ては、放射線以外の（社会心理学的、経済的な）被害が特定され、緊急事態により発生した

廃棄物の管理対策が検討され、公衆とのコミュニケーションと議論がなされることが要求さ

れることを考慮する必要がある。 
 
ER3.2 の質疑応答 
ER3.5 でまとめて質疑 

 
 
ER.3.3 Food Safety and Management of Nonfood Commodities During Emergency 
Exposure Situations (For information) 
ER3.3 の発表概要 
Protection Food chain and water supply or ingestion. 食品供給への介入の場合は、農家や

飲料水の取水を覆うなどが対策となり、摂取に対する対策としては摂取制限である。食品以

外の消費財についても、汚染しないよう防護すること、緊急事態で汚染されたものを使用す

ることがないよう対策を講じることが求められる。食品と飲料水については摂取経路を、消

費財については外部被ばくと不注意による摂取の双方を考慮する必要がある。以上の制限を

実行する判断基準について、GSG-2 や GSG-11 で定められている OIL が概説された。 
 
ER3.3 の質疑応答 
ER3.5 でまとめて質疑 

 
ER.3.4 Food Safety and Management of NonFood Commodities during non-Emergencies 
(Existing Exposure) Situations (For information) 
ER3.4 の発表概要 
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Guzman氏からRASSCにおける本課題の取り組みについて概要説明があった。続いてKevin
氏から説明があった。2016 年に食品と飲料水の規準について技術文書を出しており、BSS, 
WHO, Codex の 3 つの国際的基準が存在しているが、カバーしている範囲や用語、参照して

いる線量基準などが異なっている。 
導出したガイダンスレベルは WHO の飲料水のガイダンスレベルとほぼ一致している。 
食品以外の消費財については、免除、クリアランスのドラフト安全文書において検討してい

る。 
 
ER3.4 の質疑応答 
ER3.5 でまとめて質疑 

 
ER.3.5 Discussion  
ER3.5 の質疑応答 
エジプトより、過去の事故による汚染が残っている地域で Cs-137 が検出される食品があ

り、線量評価が必要となっているが、説明のあった緊急時以外の指針を適用できるか質問

があった。これに対し事務局は、説明した緊急時以外の指針は天然起源の核種に対するも

のであるが、核種の違いによる問題なので、現存被ばく状況にも適用可能であろうと回答

した。 
参加者（国確認できず）より、避難や一時移転を開始する線量レベルと解除の線量レベル

の差違について質問があった。これに対し事務局は、防護対策の開始と終了は同じ判断基

準である必要はない。緊急時の防護戦略に関する文書があるので参照するよう回答した。 
日本（内閣府（原子力防災））から、防護対策の解除は被ばくのみの考慮で決められず、

対策が長期間継続されると放射線によらない健康被害が発生する可能性がある点につい

てコメントがあった。 
EPReSC 事務局より、放射線以外の被害は緊急事態における放射線による被害よりもか

なり大きい、食品の規制を実施するのは簡単であるが規制を受けた国に大きな被害をも

たらすことになるという指摘があった。これに対し、アルゼンチンから各国の専門家と

IAEA 事務局との間の認識の違いがあることや、用語の使い方や統一について課題がある

旨のコメントがあった。また、エジプトからは、食品の制限について、放射線以外の影響

が大きいことは理解できるが、汚染のある食品を制限しないことは規制当局としては難

しいとのコメントがあった。 
 
ER.4. Closing of the meeting 
ER.4.1 Any other business 
その他の議題は挙げられなかった。 
 
ER.4.2 Dates of future meetings 
 
ER.4.3 閉会 
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本合同セッションにおいて DS が 2 件、DPP が 4 件、CSS への提出が承認された。緊急時と

現存被ばく状況の境界面に関する議論では、現状や課題について理解が深まったが、共通し

た認識を持つ必要があり、今後の協力や議論が必要であると結論づけられた。 
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別添資料 3.4 第 53 回 RASSC 会合参加報告 

R1. 開会  
R1.1 Introduction and Welcome 

IAEA、M. Pinak 課長から挨拶があった。 
 
R1.2 Administrative Arrangements（For information） 

IAEA、O. Guzmán 氏から事務連絡があった。 
 
R1.3 Chairperson’s Introduction 

R. Bly 議長から挨拶があった。 
 
R1.4 Adoption of the Agenda（For approval）  

R. Bly 議長から議事次第が紹介され、承認された。 
 
R1.5 Report of the joint meeting of EPReSC and RASSC（For approval） 

O. Guzmán 氏から、RASSC 52 における EPReSC との合同会合のレポートについて説明

があった。会合前日にレポートの修正版が共有された経緯として、RASSC 53 に先立って開

催された EPReSC 15（11/8～11/10）において一部用語の修正コメントがあり、RASSC と

EPReSC の事務局間で調整が入ったためとの説明があった。レポートの修正案が承認された。 
 
R1.6 Chairperson’s Report of RASSC 52（For approval） 

R. Bly 議長から RASSC 52 の議長レポートについてコメントの有無の確認があった。コメ

ントがなかったため、承認された。 
 
R2. RASSC WORK PLAN 2021-2023 
R2.1  Actions from RASSC 52（For information） 

O. Guzmán 氏から前回の RASSC 会合以降の作業進捗について以下の説明があった。 
安全基準文書作成の長期計画の概要書に対するコメントが 7 月 30 日まで募集された。本件

については R3.3 で報告される予定。 
SPESS B プロセスの改定に対するコメントが 7 月 15 日まで募集された。本件については

R3.5 で報告される予定。 
CSS の安全基準文書作成に係る長期計画業務に対し、RASSC として意見を提示するため

の e-WG が設置された。夏に e-WG の会合を実施し、RASSC 53 で提示するための作業要旨

を取りまとめた。これについては、R4.4 で報告される予定。 
RASSC 52 で Step 11 が承認された DS499（Application of the Concept of Exemption）

と DS500（Application of the Concept of Clearance）に関しては、その後開催された WASSC
及び TRANSSC においても承認され、10 月に開催された CSS 52 において Step 12 が承認

された。RASSC 52 の RASSC-EPReSC 合同会合で Step 11 が承認された DS470（Radiation 
Safety of Radiation Sources Used in Research and Education）及び DS521（Radiation 
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Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material）、並びに Step 3 とし

て承認された DPP DS535（Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants）、DPP DS538
（Long Term Post-Remediation Management of Areas Affected by Past Activities or 
Events）、DPP DS539（Licensing Process for Nuclear Installations）及び DPP DS540
（Radiation Safety for Industrial Radiography）についても CSS 52 においてそれぞれ Step 
12 及び Step 4 が承認がなされた。 

RS-G-1.10 が SSG-8、SSG-11、SSG-55、SSG-57、SSG-58 及び SSG-59 によって置き換

えられたかどうかの判断は RASSC の今期（2023 年まで）中に行う必要があること、非密封

線源の区分及び実験室の分類に関する新しい安全指針の DPP 作成に係るコンサルタント会

合は 2023 年の第 1 四半期に計画していることが報告された。 
 
R2.1 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R2.2  RASSC Road Map for the Eight Term (2021-2023) - Update November 2022（For 
information） 
R2.2 の発表概要 

O. Guzmán 氏より、第 8 期 RASSC（2021 年～2023 年）の作業ロードマップについて説

明があった。 
 
R2.2 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R2.3  "Publication in Preparation" document for all RASSC-led documents （ For 
information） 
R2.3 の発表概要 

O. Guzmán 氏より、RASSC 主管文書の作成進捗文書（PiP document）について説明があ

った。 
DS519（Protection of Workers against Exposure due to Radon）については、技術担当

（TO）が異動となったが後任の着任まで時間を要したため、RASSC 52 以降進展がないこと

が報告された。 
 
R2.3 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R2.4 Status of RASSC-led Guidance（For information） 

O. Guzmán 氏より、RASSC 主管の安全基準文書の整備状況について説明があった。 
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R2.4 の質疑応答 
UK から、RASSC 50 において、コンサルタント会合のメンバーを公表する方針とした

が、現状そのようになっていないとの指摘があった。これに対し、Pinak 氏から、コンサ

ルタント会合のメンバーは予算的に 5 人までという制約の中で専門性を考慮して事務局

が選定しており、その国を代表しているわけではなく、またそのメンバーに直接的な問い

合わせが発生する恐れもあり、DPP 作成の時点でメンバーを公開することは適切ではな

いと考えているとの回答があった。また、Guzman 氏からは、文書の最終版には、謝辞

にメンバーを記載するため、秘密にしているわけではないとの回答があった。Bly 議長か

らは、RASSC 50 での決定について確認するとのコメントがあった。オーストラリアか

らは、RASSC 50 では、メンバーを公開することは適切ではないが、RASSC で共有する

方針としたのではないか、とのコメントがあった。 
 
R2.5 Report(s) on BSS workshops organized and planned（For information） 

O. Guzmán 氏より、現存被ばく状況に関する地域毎のワークショップの開催実績及び計画

について報告があった。RASSC 52 以降では、ブラジルにて南米地域会合（11 か国から 32
名参加）、タイにてアジア・オセアニア地域会合（13 か国から 25 名参加）が開催された。

また、2023 年上半期に、チェコ共和国にて欧州地域会合、ジンバブエにてアフリカ地域会合

が開催予定で、ジンバブエでは国内会合も開催予定との説明があった。 
 
R2.5 の質疑応答 
（質問者不明）開催情報の周知方法について質問があった。これに対し、Guzman 氏か

ら、RASSC 事務局はプレゼンテーションの実施等、技術的な協力はするものの、実施主

体は各主催者となる旨回答があった。 
 
R3. MEDIUM TERM PLAN AND LONG-TERM STRATEGY FOR SAFETY STANDARDS 
R3.1 Results of the 52nd CSS meeting（For information） 
R3.1 の発表概要 

IAEA、K. Asfaw 氏から、10 月に開催された CSS 52 会合について報告があった。 
CSS 51 以降、1 つの一般安全指針（GSG-15（DS468））、12 個の個別安全指針（SSG-66
（DS493）、SSG-26（Rev. 1）（DS496）、SSG-70～SSG-76（DS497 a～g）、SSG-20（Rev. 
1）（DS510 a）、SSG-24（Rev. 1）（DS510 b）、SSG-27（Rev. 1）（DS516））が出版

された。CSS 51 までに承認され、出版待ちのものは、DS509 a～h、DS511、DS515、DS517 
a～c、DS520 の 14 個となり、CSS 52 で新たに 5 つの文書（DS470、DS499、DS500、DS521、
DS523）が出版待ちとなった。 

DPP については、DPP DS535（SSG-25 の改定）、DPP DS537（新規安全指針）、DPP 
DS538（新規安全指針）、DPP DS539（SSG-12 の改定）、DPP DS540（SSG-11 の改定）

が承認された。 
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その他、ウクライナ情勢の安全性への影響、安全基準文書作成にかかる中長期計画、文書

承認プロセスの見直しについて議論された。 
 
R3.1 の質疑応答 
ENISS より、ウクライナ情勢における議論に核戦争が含まれていたか質問があった。こ

れに対し、Asfaw 氏は、原子力発電所の安全に関する議論はあったと回答した。 
 
R3.2 Updated draft Medium-Term Plan (after CSS-52) （For information） 
R3.2 の発表概要 

K. Asfaw 氏から、中期計画の更新について説明があった。「中期」とは、2026/2027 年以

降に刊行される安全文書を対象としており、2013 年以前に刊行された文書のレビューと新し

い指針の必要性の検討が主なものとなる。2023 年 4 月の CSS において中期計画を決定する

予定であり、各 SSC に対し、2022 年 12 月 31 日までにレビューの優先順位リストを提出す

るよう要請された。 
 
R3.2 の質疑応答 
Bly 議長より、現在の第 8 期 RASSC は 2023 年に完了するので、その最後の 2 回の会合

で次期 RASSC の優先順位を決めていくことになる。そのため、中期計画に対して求めら

れているスケジュールでは、リストは提出できるとしても、RASSC としての考えが十分

に反映されたものとなるかどうかわからないという旨のコメントがあった。 
Pinak 課長より、CSS と RASSC は完全に別組織ではなく、CSS は RASSC を含む他の

SSC のとりまとめの役割がある。どのように中期計画を定めていくか、事務局同士で議

論する必要があるとのコメントがあった。 
 
R3.3 Update on the Long-Term strategy for the Safety Standards（For information and 
discussion） 
R3.3 の発表概要 

K. Asfaw 氏から、長期戦略の長期とは、2027 年以降に作業を開始するものを意図してお

り、今、各 SSC に対してアンケートと環境スキャニングのフィードバックを求めている状況

である旨、説明があった。 
 
R3.3 の質疑応答 
Bly 議長より、本件に対する RASSC としての対応は R3.4 で議論するとした。 

 
R3.4 Outcomes of the RASSC e-WG inputs for the Long-Term strategy for the Safety 
Standards（For information and discussion） 
R3.4 の発表概要 
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長期戦略に関する RASSC e-WG 座長の G. Thomas 氏より、3 回の会合を経て作成した

CSS への情報提供文書案について説明があった。e-WG は、12 の加盟国（オーストラリア、

中国、フィンランド、イスラエル、日本、ルーマニア、ロシア連邦、スペイン、スウェーデ

ン、スイス、UK、US）と 1 つの国際機関（WNA）からの 16 人で構成された。 
e-WG は、文書作成にあたって RASSC 加盟国に対するアンケートを実施し、11 の加盟

国及び WNA から得られた回答を分析した結果を基に、長期戦略の準備で考慮すべき点を以

下のとおりとりまとめた。 
・パンデミック：人材確保が困難になる 
・国際的危機：金融危機、エネルギー危機、電力供給、国内外の渡航制限 
・軍事、テロによる施設への潜在的な影響 
・サイバーセキュリティ：規制当局と被規制者への影響 
・線量評価体系やソフトウエアに対する完全性 
・新技術の出現 
・気候変動 
・人工知能 
・オールハザードアプローチ 
・技術や慣習に対する社会的受容性の喪失 
この文書について、文案を確認しながら修正を行った。 
 
R3.4 の質疑応答 
ロシア連邦は、軍事・テロによる潜在的な影響に係る記述に対し、RASSC の所掌外であ

るとして削除を求めた。これに対し、チェコ共和国からは記載を残すようコメントがあっ

た。最終的に、本文書は他の安全基準文書等と異なり RASSC としての総意である必要性

がない文書であることから、軍事等に関する記載を採用するとともに、脚注としてロシア

連邦はこの記述に同意していない旨記載して CSS に提出することとなった。 
 
R3.5 Review of the SPESS B process for the development of Safety Standards（For 
information and discussion） 
R3.5 の発表概要 

K. Asfaw 氏から、SPESS B プロセスに関する CSS での検討結果が説明された。2022 年

6 月の各 SSC で SPESS B プロセスに関する意見募集を求め、得られたコメントを基に以下

のような見直し案を提示した。 
・DPP は十分詳細に作成するべきであり、その議論により時間を割くべきである 
・ステップ 1 へ進める方法について説明を追加する 
・ステップ 7 と 11 の違い、黙認（Silent approval）の説明を加えること 
・認証ステップを早めるため、3 回目の定常的な会合（第 3 の会合）を設けること。ただし、

バーチャルで、DPP の議論のみに限定する。 
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R3.5 の質疑応答 
RASSC 事務局からは、審議の迅速化による作業量の増加に対して人的・資金的リソース

が不足するため実現が難しいとのコメントがあった。 
Bly 議長から、90 人以上もの参加者がある会合で活発に意見交換して意思決定すること

はバーチャルでは難しいとのコメントがあり、多くの加盟国が同意した。 
日本からは、DS519 の議論において、加盟国のうち 10 人以内程度の規模の e-WG を設

置して 6 月と 11 月の会合の合間に議論することで、RASSC としての議論が進んだとい

う経験が共有された。また、US や UK からは、こうした e-WG の設置は、効率的に議論

を進めることに有効であるとのコメントがあった。これに対し、CSS 事務局からは、e-
WG は文書の承認ができないため、CSS が意図している第 3 の会合には該当しないとの

コメントがあった。 
以上を踏まえて、Bly 議長は、第 3 の会合は必要に応じて開催する可能性は残すが、少な

くとも 2023 年 6 月の RASSC 会合より前には開催しないことを確認した。 
 
3.6  Conclusions 
R3.6 の発表概要 
 Bly 議長から、中長期計画・戦略に関する CSS からの要求に RASSC としてしっかり応え

ることができたとのコメントがあった。 
 
R4. REPORTS ON APPLICATION AND USE OF SAFETY STANDARDS 
R4.1 Regional Workshop on Managing Existing Exposure Situations in Latin America
（For information and discussion） 
R4.1 の発表概要 
多くの加盟国から、現存被ばく状況に関する GSR Part 3 の要件を満たすためのより包括

的な指針が求められている状況を受け、加盟国の様々な現存被ばく状況（EES）の管理をサ

ポートするため、地域会合が多数開催され、予定されている。O. Guzman 氏より、2022 年

8 月にブラジルで開催された現存被ばく状況の管理に係る南米地域会合について報告があっ

た。11 の加盟国から 27 人が参加した。主な調査結果は以下のとおり。 
南米地域の加盟国は、すべての国がすべての EES を特定しておらず、かつすべての国で特

定された ESS もなかった。GSR Part 3 が完全に実施されている加盟国はなかった。NORM
に関する規制がある国は存在したが、ESS を考慮するものではなく、以前の行為と介入に基

づくものであった。ESS を管理するための主な課題として、規制の欠如、ESS の特性評価を

行うためのインフラ・リソース（財務、人材、技術）の不足、一般市民とのコミュニケーシ

ョン等が抽出された。現在準備中の DPP DS544 は、抽出された課題に対応していることが

確認できた。 
 
R4.1 の質疑応答 
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フランスより、ICRP C4 に被ばく状況や被ばくの分類に関する TG（TG127）が新たに

設置され、現存被ばく状況を含むあらゆる被ばく状況の概念や区分を見直す作業が開始

されることが報告された。Pinak 氏からは、IAEA としてこの TG にオブザーバー参加す

るとのコメントがあった。 
 
R4.2 Regional Workshop on Managing Existing Exposure Situations in Asia（For 
information） 
R4.2 の発表概要 

IAEA、H. Pappinisseri 氏より、2022 年 8 月にタイで開催された現存被ばく状況の管理に

係るアジア地域会合について報告があった。13 の加盟国から 25 人が参加した。抽出された

主な課題、調査結果は以下のとおり。 
多くの加盟国で EES を対象とした規制はない。法整備を計画している国もあるが、否定的

な国もある。グレーデッドアプローチの必要性は共有されているが、その適用は簡単ではな

いと考えられており、事例が共有される必要がある。家庭内のラドンは、イランとモンゴル

を除き大きな問題と考えられておらず、行動計画の策定も必要と考えられていない。NORM
による労働者の被ばく評価には大きな関心が持たれている。日本を除き、食品中の放射性核

種に対する基準がない。 
 
R4.2 の質疑応答 
ILO より、条約のようなトップレベルの法令には今回でいう EES のような新しい原理を

取り入れやすいが、例えば参考レベル等のもっとローレベルの制度化には、より詳細な指

針がないと難しい、とのコメントがあった。 
日本からは、GSR Part 3 では、ICRP Publ. 103 に基づき、EES に対する参考レベルと

して 1～20 mSv のバンドを勧告したが、ICRP は Publ. 103 の後に様々な個別の状況、

NORM、ラドン、宇宙線等について勧告をだしており、必ずしも 1～20 mSv を推奨して

いない。DS544 に関する検討を進めて行くにあたって、個別の状況について考慮するこ

とが重要と考える、とのコメントがあった。 
 
R4.3  10th International Symposium on Naturally Occurring Radioactive Material 
(NORM), held in Utrecht, the Netherlands, May 9 – 13, 2022（For information） 
R4.3 の発表概要 

IAEA、H.B. Okyar 氏より、2022 年 5 月にオランダで開催された第 10 回 NORM シンポ

ジウム（NORM X）の概要について報告された。38 カ国から 205 名の参加があった。NORM 
X は第 1 回の開催から 25 年の節目の会合となった。NORM 規制の基礎と適用、循環型経済、

残渣の安全な利用等についてセッションが設けられ、議論されたとの報告があっった。 
 
R4.3 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 
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R4.4  International Conference on Occupational Radiation Protection, Geneva, 
Switzerland, September 5-9, 2022（For information） 
R4.4 の発表概要 

IAEA、J. Ma 氏より、2022 年 9 月にスイスで開催された第 3 回職業上の放射線防護に関

する国際会議について概要が報告された。105 カ国、17 の国際機関から 700 名以上の参加が

有り、280 名程度が現地参加した。GSR Part 3 の取入れ、健康リスク管理、モニタリングと

線量評価、医療分野、原子力発電所、教育と研修、安全文化等が設けられ、議論されたとの

報告があった。 
 
R4.4 の質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
R4.5  International Conference on Safety and Security of Radioactive Sources ―

Accomplishments and Future Endeavours- Vienna, Austria 20 – 24 June 2022（For 
information） 
R4.5 の発表概要 

IAEA、R. Pacheco 氏より、2022 年 6 月にオーストリアで開催された放射線源の安全とセ

キュリティに関する国際会議の概要が報告された。116 カ国、9 つの国際機関からから 625
名の参加があった。国際文書の推進に向けた IAEA による支援の要請の増加、安全保障の調

和とインターフェース改善の必要性、不使用が宣言された線源への法的規定に関する支援の

継続的な必要性、再使用とリサイクルについてのより明確な情報の必要性、コンピュータセ

キュリティの重要性が確認された。 
 
R4.5 の質疑応答 
US から、カテゴリ 3 線源のセキュリティについて議論されたか質問があった。これに対

し、全ての線源が議論の対象となっていたと回答があった。 
 
R4.6 Status of implementation of the requirements of GSR Part 3 on radiation protection 
and safety in medical exposure in the TC region Europe（For information） 
R4.6 の発表概要 

IAEA、J. Vassileva 氏より、欧州及び中央アジアの 33 の加盟国における、医療被ばくに

対する放射線防護及び安全に関する GSR Part 3 の取入れ状況について報告があった。EU 諸

国は、EU 指令を導入することの必要性から GSR Part 3 にかなり適合していた一方、非 EU
国は適合状況が悪かった。GSR Part 3 を国内法へ導入するための IAEA メカニズムを改選

する必要があるとのことであった。 
 
R4.6 の質疑応答 
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（発言者不明）医療と文化が異なるかもしれないが、原子力分野との比較が重要ではない

かとのコメントがあった。 
 
R5. OTHER ISSUES OF INTEREST TO RASSC 
R5.1 Global Strategy on Occupational Safety and Health（For information） 
R5.1 の発表概要 

ILO、J. Nunes 氏より、2022 年 6 月に開催された国際労働会議において、1998 年の労働

者の基本的原理及び権利に関する ILO 宣言を改定し、労働安全衛生を新たに原理及び権利に

含めることを決定したことが報告された。 
 
R5.1 の質疑応答 
アルゼンチンより、今回の新しい決定は歓迎するが、その前に ILO 条約第 115 号（電離

放射線からの労働者の保護に関する条約）について対応すべきことがあると考えている。

115 号は 1964 年に作られており、計画被ばく状況については対応できるものの、現存被

ばく状況や緊急被ばく状況には対応できないため、修正が必要とのコメントがあった。 
 
R5.2  UNSCEAR 2020/2021 Report Volume IV, Scientific annex D: Evaluation of 
occupational exposure to ionizing radiation（For information） 
R5.2 の発表概要 

UNSCEAR、F. Shannoun 氏より、電離放射線による職業被ばくの評価に関する

UNSCEAR レポートの概要について説明があった。本発表では、全体的に被ばく線量が低減

されていること、不確かさを初めて取り扱ったこと、一部の職種でデータが不完全であった

ことから作業者数及び推定集団実効線量が過小評価された可能性があること、水晶体や四肢

の等価線量データが限られていること、新技術により高い線量を受けた労働者集団は特定さ

れなかったこと、年間平均実効線量の減少は鉱山の労働条件が改善されたためであること等

が報告された。 
 
R5.2 の質疑応答 
UK から、ラドンによる線量の評価方法について質問があった。これに対し、Shannoun
氏より、数値のみを収集し、評価方法の違いは考慮していないとの回答があった。 

 
R6. Reports from International Organizations 
時間の都合により、R6 の議事は省略された。 

 
R7. 閉会 
R7.1 Any other business- 

Bly 議長より、加盟国にとって有益な情報となる規制当局の経験を共有してほしいこと、

トピカルセッションでの議論を踏まえて IAEA 総会での報告内容をまとめること、前期・前々

期と同様に第 8 期 RASSC の自己評価を 2023 年 6 月会合と 11 月会合の間に実施すること、
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SPESS B プロセスの改善として文書へのアクセスを容易にすること、特に新規参加者が経緯

を把握しやすいような工夫が必要と考えているとの発言があった。 
 
R7.2 Dates of Future Meetings 

RASSC 54 は 2023 年 6 月 12 日の週、RASSC 55 は 2023 年 11 月 13 日の週に開催予定で

あると報告された。 
 
R7.3 Conclusions of the Meeting 

Bly 氏議長、Pinak 課長から閉会の挨拶があった。 
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RASSC‐WASSC 合同セッション（11 月 24 日午前） 
RW1. 開会 
RW1.1 Welcome address 

IAEA、M. Pinak 課長より開会の挨拶があった。 
 
RW1.2 Chairperson’s Introduction 

RASSC 議長 R. Bly 氏、WASSC 議長 P. Dicks 氏より挨拶があった。 
 
RW1.3 Adoption of the Agenda（For approval） 

Bly 共同議長より議事次第が紹介され、承認された。 
 
RW2. Safety Standard for Approval of RASSC and EPReSC  
RW2.1 DPP DS542 Safety Guide: Release of Sites from Regulatory Control (For approval 
for submission to CSS) 
RW2.1 の発表概要 

IAEA、V. Ljubenov 氏より、DPP DS542 の Step 3 承認のための概要説明があった。 
DS542（規制管理からのサイトの解放）は WS-G-5.1（2006 年）を改定するものである。改

定の目的は、サイト内にあった施設が廃止された後、または行われていた活動が停止された

後に、サイトまたはサイトの一部を規制管理から解放するための指針の提供である。また、

解放のための除染活動や残土に係る指針の提供も含まれる。 
DPP DS542 に対し、15 の SSC メンバー国から 61 のコメントがあり、受理：51、却下：

5、不適合：5 となった。主な変更点は以下のとおり。 
・タイトル：Release of Sites from Regulatory Control on Termination of Activities in 
Planned Exposure Situation（下線部の追加） 
・章立て：「利害関係者の関与」を独立した章とするか、「サイト解放のための規制プロセ

ス」のサブセクションとするかでコメントが分かれたが、独立した章のままとなった。 
 
RW2.1 の質疑応答 
UK より、施設の廃止そのものは対象外なのか質問があった。これに対し事務局は、

これまでの SSC 会合における議論の結果として対象としないこととなったと回答し

た。 
他にコメント等無く、Step 3 が承認された。 

 
RW2.2  DPP DS543 Safety Requirements: Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material, 20xx Edition – SSR-6 (Rev. 2) (also for TRANSSC, NUSSC, EPReSC, 
NSGC) (For approval for submission to CSS) 
RW2.2 の発表概要 

IAEA、E.H. Reber 氏より、DPP DS543 の Step 3 承認のための概要説明があった。 

別添-126



DS543（放射性物質安全輸送規則、Rev. 2）は、SSR-6（Rev.1）（放射性物質安全輸送規

則 2018 年版）を改定するものである。輸送規則は 2 年毎に見直され、改正提案が安全上十

分に重要であると TRANSSC が判断した場合に規則の改定プロセスを開始することとなっ

ている。今回の提案された項目は以下のとおり。 
- SSR-6 の適用範囲（例：輸送用原子力発電所の輸送の除外） 
- 核分裂性物質の要件 
- 貨物用コンテナ 
- 排他的使用 
- A1、A2 値を含む放射性核種の基本値 
- 緊急時対応 
- 新しいパッケージ 
- 高線量率 LSA/SCO の輸送用産業用パッケージ 
- 高線量率 LSA/SCO の工業用パッケージでの輸送 
- 輸送計画 
- 通常の輸送条件下での線量率 
- 特殊フォームの耐用年数/認可証の有効期限 
- 試験及び設計要件 
- IAEA 安全基準シリーズとの整合性 
- 国連モデル規則との整合性 
- 要求事項の明確化 
- 過渡的な取決め 
 
RW2.2 の質疑応答 
フランスから、DPP の範囲が、将来的に TRANSSC が決定すると見込まれる規制変更を

必要とする事項となっており、範囲が不明瞭ということで承認の判断ができない。このよ

うな承認ステップは、通常と異なるとのコメントがあった。これに対し、事務局は、文書

作成のスピードアップのためにこのような形の DPP とした。また、承認ステップについ

ても、Step 7、8，11 があるので、加盟国の意見を反映する機会は十分にあり、素早く進

めることができると回答した。Pinak 課長は、文書の決定の裁量は主管 SSC にあるもの

の、今回のような関連 SSC での議論は、SSC の知見、議論を通じてよりよいものにする

ものであるとのコメントがあった。US からは、ディベートを通じて、様々なコメントを

踏まえて前進するために詳細な DPP は必要で、プロセスを急ぐ必要はない、とのコメン

トがあった。 
日本からは、見直す主要な項目として A1 値、A2 値が挙げられているが、この DPP には

詳細が書かれていない。数値そのものを見直すということか？そうであれば、GSR Part 
3 等の他の安全基準文書との整合性に問題が生じるのではないか、と質問した。これに対

し事務局は、ICRP Publ. 103 に即した評価や、他のシナリオによる評価による A1、A2
値の改定は可能で、その機は熟していると考えていて、来週の TRANSSC で議論してい
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くと回答した。これを受けて、日本から、来週の議論によっては A1、A2 値が変わる可能

性があるということかと質問したところ、そのとおりとの回答であった。 
以上の質疑を踏まえて、Bly 議長からは、フランスのコメントのとおりで、DPP は他の

SSC が判断するのに十分詳細に作成するべきではないかとコメントがあった。 
最終的に、フランスが他の安全基準との整合性を確保することを条件に DPP に反対しな

いとコメントした。 
以上により、DPP（Step 3）が承認された。 

 
RW2.3 DPP DS544 Safety Guide: Radiation Protection and Safety in Existing Exposure 
Situations (also for EPReSC) (For approval for submission to CSS) 
RW2.3 の発表概要 

O. Guzman 氏より、DPP DS544 の Step 3 承認のための概要説明があった。 
DS544（現存被ばく状況に対する放射線防護と安全）は、すべての現存被ばく状況に対す

る公衆、職業人及び環境の放射線防護及び安全について GSR Part 3 の要件の要件 47 及び

48 の実施に関する一般的な勧告を提供することを目的とした新規の一般安全指針である。 
DPP DS544 に対し、8 つの SSC メンバー国及び 1 つの国際機関から 44 のコメントがあ

り、多くのコメントが受理されるか、草案作成過程で考慮されることになる内容であった。 
 
RW2.3 の質疑応答 
ノルウェーから、この指針は非常に幅広い分野を対象としており、他の文書と重複しない

ように文書を作成していくには、WASSC の所掌分野に詳しいテクニカルオフィサーを

つけてもよいのではないか、とのコメントがあった。これに対し Pinak 課長は、この指

針は、規制当局や機関が意思決定をするときの助けとなるような指針をまとめるもので、

他の文書との重複は避けられる。また、SSC 間の協力は不可欠であるが、責任の所在を

明確にすることも重要であり、RASSCのテクニカルオフィサーが責任を持ってWASSC、

EPReSC と連携をとりながらコンサルタント会合、技術会合等をセットし、検討を進め

ていく、さらには ICRP の関与も重要と考えていると回答があった。 
日本からは、文書の検討スケジュールの Step 11 以降に誤りがあることの指摘があった。

これを受けて、最終的な出版目標が 2027 年から 2028 年に修正された。 
UK からは、RASSC、WASSC、EPReSC の間で同時に文書が共有され、一緒に検討で

きると充実した議論ができると確信しているとのコメントがあった。 
審議の結果、DPP（Step 3）が承認された。 

 
RW2.4 DPP DS545 Safety Guide: Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam 
Irradiation Facilities (also for TRANSSC, EPReSC, NSGC) (For approval for submission 
to CSS) 
RW2.4 の発表概要 

H. Pappinisseri 氏より、DPP DS545 の Step 3 承認のための概要説明があった。 
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DS545（ガンマ線、X 線及び電子線照射施設の放射線安全）は、SSG-8（2010 年）を改定

するものである。改定の目的は、規制当局、産業・研究用照射施設の運営組織とその従業員

や防護担当者に対し、照射施設の安全設計や運転に関して、GSR Part 3 の要件を満たすため

の指針を提供することである。10 の SSC メンバー国から 36 のコメントがあり、内容の不

足、境界、明瞭さに関するもので 24 が受理された。その他のコメントも草案作成の専門家に

提供される。 
 
RW2.4 の質疑応答 
フランスより、本文書は非常に幅広い読者が想定されるが、IAEA の安全基準文書は連続

性のあるものなので、本文書の読者が他の関連する文書を読まないことを前提にするこ

とはよくないと考える、とのコメントがあった。 
他にコメント等はなく、DPP（Step 3）が承認された。 

 
RW2.5  DPP DS546 Safety Guide: Ageing Management for Transport Packages 
Containing Radioactive Material (also for TRANSSC, NUSSC) (For approval for 
submission to CSS) 
RW2.5 の発表概要 

IAEA、S. Fayyaz 氏より、DPP DS546 の Step 3 承認のための概要説明があった。 
DS546（放射性物質の輸送容器の経年劣化の管理）は、SSR-6 (Rev. 1)において、輸送容器の

保管と経年劣化後の出荷、及び容器の維持に関する新たな要件が定められていることに対し、

指針が不足していることや、これらの要件について調和して実施するための新しい指針を設

定するよう加盟国から要請されたことを受け、新規に作成する指針である。5 つの SSC メン

バー国から 36 のコメントがあり、26 が受理又は修正後受理された。 
 
RW2.5 の質疑応答 
US より、この指針は新規の文書かどうかの確認があった。事務局より、新規文書である

旨、回答があった。 
US より、この指針の対象は容器なのか中身なのか、専門性がかなり異なるので明確にし

たい、とのコメントがあった。これに対し、事務局より、本指針の対象はほとんどが容器

である、との回答があった。 
その他特に質疑はなく、Step 3 が承認された。 

 
RW2.6 DS525 Safety Guide: Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power 
Plants (also for NUSSC) (For approval for submission to CSS) 
RW2.6 の発表概要 

IAEA、K. Maekelae 氏より、DS525 の Step 7 承認のための概要説明があった。 
DS525（水冷却炉の化学分野プログラム）は SSG-13（2011 年）を改定するものである。

SSG-13 から対象範囲に変更はないが、原子力発電所の各ステージにおける構造、システム及
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びコンポーネントの保全に関する新たな附属書の他、SSG-48 との関連性、事故時及び事故後

のサンプリングシステムに関する最新のガイダンス等が追加された。 
SSC メンバー国からのコメントのうち、大半は擁護の明確化と一貫性についてのもので受理

された。これに対し、SSG-13 に対して詳細すぎるもの、文書内の他の部分で対処済のものは

却下した。 
 
RW2.6 の質疑応答 
フランスから、概要説明において CSS への提出の承認が求められたが、加盟国 の誤り

ではないかと指摘があった。Pinak 課長より、本件は加盟国へコメント募集、Step 7 の

審議であると回答があった。 
DS は Step 7 が承認となった。 

 
RW3. Safety Standards for information 
RW3.1 DS518 A Safety Guide: Safety of Nuclear Fuel Reprocessing Facilities, DS518B 
Safety Guide: Safety of Nuclear Fuel Cycle Research and Development Facilities (For 
information and discussion) 
RW3.1 の発表概要 

IAEA、J. Rovny 氏より、DS518 A 及び DS518 B の Step 7 承認のための概要説明があっ

た。DS518 A（核燃料再処理施設の安全）は SSG-42 を、DS518 B（核燃料サイクルに関す

る研究開発施設の安全）は SSG-43 をそれぞれ改定するものである。これらの文書は、SSR-
4 の新たな要件と関連する GSR（Part 3、4，5，6）を満たすための指針を示すものである。

8 つの SSC 加盟国から 195 のコメントがあり、ほとんどが受理された。却下となったコメン

トは、既に他の部分で記載されているもの、他の安全文書の繰り返しのもの、特定のメンバ

ー国に特化した提案等であった。 
 
RW3.1 の質疑応答 
Bly 共同議長より、本件はアジェンダに掲載されたのが RASSC 会合の数日前という状況

であったため、2023 年 1 月 15 日まで SSC メンバー国からのコメントを受け付け、事務

局で調整したものを次回会合で承認審議をあらためて行うこととした。 
 
RW4. Other Issues 
RW4.1 International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management, 
Decommissioning, and Environmental Protection and Remediation: Ensuring Safety and 
Enabling Sustainability (For information) 
RW4.1 の発表概要 

IAEA、A. Clark 氏より、2023 年 11 月にウィーンで開催される放射性廃棄物管理、廃炉、

環境の防護及び修復に関する国際会議について報告があった。会議のテーマは、①安全性の

確保と持続可能性の実現という包括的なコンセプトの導入、②政策、戦略、法律、規制の相

互関係の管理、③意思決定のおける安全と持続可能性の関係の管理、④意思決定への社会的
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観点の組込み、⑤安全と持続可能な開発の統合に係る実践経験、⑥安全性の確保と持続可能

性の能力の構築、⑦安全性の確保と持続可能性のための地域・国際協力、である。加盟国に

は、持続可能性と持続可能な開発に関する専門的な知識を有する当局に対して参加を奨励す

るよう説明があった。 
 

RW4.1 の質疑応答 
WNA からは、この国際会議を歓迎し、防護体系を広めていく機会として会議をサポー

トしたいとのコメントがあった。IRPA、アルゼンチンからも重要な会議であるとのコメ

ントがあった。 
 
RW5. Closing of the meeting 
RW5.1 Any other business 
特になし 

 
RW5.2 Dates of future meetings 

Bly 共同議長、Dicks 共同議長より、RASSC の次回会合は 2023 年 6 月 12 日の週に、

WASSC の次回会合は 2023 年 6 月 5 日の週に開催されると案内があった。 
また、2023 年 11 月に IAEA 本部（ウィーン）において、International Conference on the 

Safety of Radioactive Waste Management, Decommissioning, Environmental Protection 
and Remediation: Ensuring Safety and Enabling Sustainability が開催されることが周知

された。 
 
RW5.3 Closure 

Bly 共同議長、Dicks 共同議長より、閉会の挨拶があった。 
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RASSC-53 食品以外の物品の放射線安全に関するトピカルセッション（11 月 24 日午後） 
1. Opening remarks 
荻野議長（原子力規制庁）より、非常に重要なセッションの議長を任されて光栄に思うと

の挨拶があった。Pinak 課長より、セッション座長を受諾した荻野氏への謝辞を述べるとと

もに、本セッションの背景説明があった。 
 
2. Introduction: Requirement 51 and Paragraphs 74 & 75 in GC Resolutions 
発表概要 

O. Guzman 氏より、トピカルセッションの背景の説明があった。 
GSR Part 3 の要件 51、パラグラフ 5.22 により、規制当局等は物品に含まれる放射性核種

による被ばくを、代表的個人の年間実効線量が 1 mSv を超えないような基準値を設定しなけ

ればならいことや、IAEA 総会決議においても文書の作成が盛り込まれた。こうしたことを

受けて、食品以外の物品の放射線安全に関して議論し、総会決議に対処するための方法につ

いて、加盟国のニーズに最も合うような助言とガイダンスを提供することを目的にセッショ

ンが組まれた。 
 
質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
3. Existing and under development guidance relevant to non-food commodities 
発表概要 

H. Pappinisseri 氏より、食品以外の物品に関する既存の及び作成中の指針文書について説

明があった。 
GSR Part 3 の要件 51、同パラグラフ 5.22 及び 5.23 に対応して整備すべき指針、安全レ

ポート、技術文書のリストが説明された。すでに出版された又は検討が完了した文書として、

DS499（規制免除の概念の適用）、SSG-32（ラドン及び他の自然起源放射線による屋内での

被ばくに対する公衆の防護）、SRS No. 117（建材及び建築資材中の放射性核種による被ばく

の規制管理）、SSG-36（消費財の放射線安全）、SRS No. 114（非緊急時の食品中の放射性

核種による被ばく Part 1）、TECDOC 2011（非緊急時の食品中の放射性核種による被ばく

Part 2）が挙げられ、現在作成中の文書として国際貿易に関する安全レポートが挙げられた。

この安全レポートに関しては 2023 年に技術会合が予定されているとのことであった。 
 
質疑応答 
オランダより、一般消費財のスクリーニングレベルが 1 mSv/y というのは非常に高いと

思われるとのコメントがあった。これに対し、事務局から、NORM に対する規制免除の

レベルが該当しているとの回答があった。 
 
4. IAEA-ARN Discussion document “Radioactivity in Goods Supplied for Public 
Consumption or Use: Towards an Internationally Harmonized Regulatory Framework” 
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 発表概要 
アルゼンチンの CSS 委員である A. Gonzalez 氏より、公衆による消費や使用のために供給

される物品中の放射性核種について、国際的に調和の取れた規制の枠組みを構築するために

IAEA とアルゼンチンの間で行われた議論 6について報告があった。 
結論として、用語とその定義を明確にすること、世界的流通のためには各国の枠組みが国

際的な指針と一貫性を持つこと、食用・非食用の区分は文化的な背景により変化し得るので

管理基準は食用とは無関係であるべきこと（ただし、食べられる消費財には特別な関心があ

る場合があることも考慮する）等が重要であるとのことであった。 
 
質疑応答 
質疑応答はなかった。 

 
5. International Organizations: Work and activities of other organizations on non-food 
commodities 
発表概要 
食品以外の物品に関する国際機関等での取組について、3 つの機関から発言があった。 

(a) EC 
EC の S. Mundigl 氏からコメントがあった。EC として、商品分野に関する活動は何もな

く、ユーロ条約に基づく BSS があるという状況である。BSS では、消費者製品についての定

義と詳細な要件が明示されているが、今回のテーマとは異なっている。 
(b) OECD/NEA 

OECD/NEA の J. Garnier-Laplace 氏からコメントがあった。NEA も EC と同様に現在の

活動はなく、放射性核種で汚染された消費者製品の管理に関する指針という 1985 年の古い

文献しか見つけられなかった。この文献の後の活動は、すべて IAEA と共同で進めてきた。

国際的な基準の導入は、調和が重要であると確信している。 
(c) HERCA 

HERCA の J.M. Popic 氏から HERCA での活動が紹介された。HERCA には自然放射線源

に関する作業部会があり、BSS 指令に対する各国のアプローチを比較している。食品以外の

物品に関しては、2016 年の NORM ワークショップで検討を開始して、現在継続中である。

高レベルの NORM を含む消費者製品について検討している。現状、統一されたアプローチ

はなく、建材における NORM 残留物の状況について共有すべき各国の情報、良好事例や挑

戦をサーベイしている。 
 
質疑応答 
アルゼンチンからは、国際機関が緊密に連携して議論に参加することが重要であるとの

コメントがあった。さらにアルゼンチンから、NORM について議論することは重要であ

6 https://www.iaea.org/sites/default/files/19/02/iaea-
arn_document_on_consumer_goods.pdf 
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るが、自然起源放射線と人工放射線を区別する必要はないと考えるとのコメントがあっ

た。これについて、Popic 氏は同意した。 
 
6. Country experiences 
発表概要 
各国における経験について共有された。 
(a) US 

L. Bruedigan 氏より US における食品以外の物品による事故事例（物流施設における Co-
60 で汚染された金網、ティッシュ箱のカバー、無認可の医療用足貼付用パッド、イオンパワ

ーブレスレット、小売店の出口表示、汚染したライサー）の共有があった。今後は、免除に

関する基準の整合性を整備し、物品について常に監視し、不安全な物品の周知に努める。 
(b) 韓国 

S.E. Han 氏より韓国における NORM に関する情報が共有された。NORM による公衆の

被ばくが生じてしまった事例として、マットレスの原料にモナザイトが使用され、これに由

来するトロンにより最大で 13.7 mSv/y の被ばくが生じてしまったラドンマットレス騒動が

紹介された。また、NORM に対するモニタリング基準として、RPM システムが紹介された。

このシステムにより、港において過去 4 年間で 96 個の荷物で不正な放射線を検出した。ま

た、147 個の金属スクラップで放射線を検出した。 
(c) オランダ 

F. van de Put氏より、オランダでの建材に対する規制について紹介された。オランダでは、

年間の公衆被ばく線量 2.8 mSv のうち 42%が屋内での被ばくであり、建材からのラドンが主

因である。オランダの基準は欧州の BSS を 2018 年に導入したものであり、IAEA GSR Part 
3 に準拠している。屋内ラドン濃度の参考レベルは 100 Bq/m3 であり、γ線による被ばくの

参考レベルは 1 mSv/y である。基準値を超える線量を与える可能性のある建材は特定されて

おり、懸念される状況は抑制されており、産廃の建材への再利用を可能としている。 
(d) ガーナ 

E.T. Glover 氏より、ガーナの状況について共有された。食品以外の物品に対する放射線防

護について、規制当局や環境放射能監視装置等、インフラが確立された。規制と指針が政府

当局によって承認されていないが、ガーナはこの重要な分野で活動しているとのことであっ

た。 
 
質疑応答 
オーストラリアからオランダに対し、もしスクリーニングレベルを超えた場合はどう対

応するのか質問があった。これに対し、今のところそのような事態は発生しておらず、ま

た発生しないように建築基準法が定められている。仮にそのような状況が発生した場合

は、所轄官庁に報告することになると思われる。荻野議長からオランダに対し、仮にスク

リーニング式で１を超える場合があったとしても実際の個々の状況に応じた安全評価を

行うというのがスクリーニングの本来の役割である旨の指摘があった。これに対し、オラ
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ンダは、そのような事例が発生するとは考えにくいが、もしそうなったら次の線量評価を

行うことになり、ある意味グレーデッドアプローチのような対応となると回答した。 
 
7. Discussion 
質疑応答 
議長より、本セッションの目的は、総会決議に対して、加盟国のニーズを踏まえて提言や

指針を提供することにある旨リマインドがあった。各国・機関から意見が述べられた。 
アルゼンチン：用語の定義、つまり我々が今何について議論しているのかを明確にする必

要がある。また、国際的な同意も重要であるが、その国で何が起こっているかが重要であ

る。 
US：このトピック（経験の共有）を今後の RASSC の定常的な議題のひとつとしてはど

うか。各国の経験を共有する方法となり得る。すべての加盟国の同意がとれなくても、他

の国々の輸入要件の一覧表が得られるかもしれない。 
オランダ：基準を超えてしまった建材でも、それが使われるものに人がどれだけいるかを

考えるのが必要ではないか。例えば橋であれば、そこに住むわけではなく通過するだけ

だ。 
Pinak 課長：総会決議 81 に対しては、十分なものが得られた。ただし 82 に対しては少々

複雑で、RASSC では食品と食品以外のものを分けて議論してきた。とはいえ、食品でも

食品以外でも、リスクに対して基準を設けるという基本的な考え方は同じである。 
US：RASSC としての仕事は、安全とコンプライアンスについて最低限の基準を設定す

ること、そしてその基準を満たしつつよりよい実践ができるように奨励することである

ことを忘れてはいけない。 
アルゼンチン：IAEA と共催機関の協調と同意が重要である。 
OECD/NEA：そのとおりで、調和のとれた指針となることが重要であると考える。 
Pinak 課長：文書毎に、どの機関を共催機関とするかを検討し、招待している。例えば、

食品や飲料水に関する 3 つの文書では WHO が共催機関となるし、職業被ばくであれば

安全レポートや技術文書においても ILO が共催機関となる。ひとつひとつの文書で関連

のある機関が参画できるよう、調整する。 
UK：建材ではなく通常の商品について、インターネット上での国際的な通販も考える必

要がある。NORM の入ったパッドなどは世界中で販売されている。基準を設けることは

できても、こうした取引をとめることはできない。どのような規則を作ればよいのか。 
US：そうした製品が国内で管理できる場合は管理する。販売を停止させたり、国際プロ

グラムを通じて相手国に伝えたりする努力をする。問題のある取引を止めることはでき

ないかもしれないが、悪影響を最小限にするために何か協力できるかもしれない。 
フランス：国によって状況や社会的な受容性が全く違う。一般的な共通のガイダンスを作

ることは現実的でないと思われる。 
アルゼンチン：総会決議に対する応答をしないといけない。何かしらのドラフトがあれば

我々はコメントを出せるので、まず回答案を作成することを提案する。 
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Pinak 課長：総会決議への回答を行うのに十分な議論ができた。 
 
8. Conclusions  
荻野議長より、登壇者の発表や議論を通じて理解すべき安全要件や現在検討中の文書を把

握し、各国の経験を共有することができ、議論の端緒として充実したセッションになったと

の閉会の挨拶があった。 
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別添資料 3.5 第 14 回 EPReSC 会合対処方針案 

2022 年 6 月 7～9 日に開催された第 14 回 EPReSC 会合の対処方針案として、開催 2 週
間前までに公開された資料に基づき、対処方針案を作成した。記載されている時間はすべて

ヨーロッパ中央時間。 
 

E1 GENERAL 

E1.1 Logistics for the Meeting and WebEx  Ms S. N. 
Madjunarova, 
EPReSC S. 
Secretary 

E1.2 Opening Remarks  Mr C. Torres, 
Director NS-
IEC 

E1.3 EPReSC Chair remarks  Mr M. Grzechnik, 
EPReSC Chair 

E1.4 Adoption of EPReSC-14 Agenda For approval Mr M. Grzechnik/ 
EPReSC Members 

E1.5 Approval of EPReSC-13 Report For 
information 

Mr M. Grzechnik/ 
EPReSC Members 

E1.6 Approval of Joint EPReSC-WASSC Meeting 
Report 

For approval Mr M. Grzechnik/ 
EPReSC Members 

E1.7 Approval of Joint EPReSC-NSGC Meeting 
Report 

For 
information 

Mr M. Grzechnik/ 
EPReSC Members 

E1.8 Actions from EPReSC-13 For 
information 

Ms S. N. 
Madjunarova 

E2  REVIEW OF IAEA SAFETY STANDARDS UNDER THE LEAD OF OTHER 
SSCs 
E2.1 DPP DS536: Safety Assessment and 

Verification for Nuclear Power Plants 
For approval 
for 
submission 
to CSS 

Mr J. Luis 
Hernandez 

 
E3   REVIEW OF NUCLEAR SECURITY GUIDANCE DOCUMENTS 
E3.1 DPP NST069: Nuclear Security Systems and 

Measures for Major Public Events (NSS No. 
18) (Revision 1) 

For clearance Ms E. Paladi 

E3.2 DPP NST070: Information Security for 
Nuclear Security (Revision of NSS No. 23-G, 
Security of Nuclear Information) 

For clearance Mr M. Hewes 
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E4 SAFETY STANDARDS: LONG TERM STRUCTURE AND PROCESSES - 
Implications from CSS work 
E4.1 Report from CSS-51 For information Mr D. 

Delattre, CSS 
S. Secretary 

E4.2 Updated Medium term plan for safety 
standards 

For information Mr D. Delattre 

E4.3 The concept paper on the long-term plan for 
the IAEA safety standards 

For 
information 
and discussion 

Mr D. Delattre 

E4.4 Review of SPESS B: Needs for improvement For 
information 
and discussion 

Ms K. Asfaw 

【解説】 
 E4.2 EPReSC-13以降の最新の変更点についてDominique氏から説明がある。 
E5 INFORMATION ON EPR Series PUBLICATION AND OTHER 
TECHNICAL GUIDANCE ON EPR 
E5.1 Information on status of IAEA Publications 

related to EPR- Recently published and soon 
to be published 

For information TBC 

E6     STRATEGIC ISSUES AND OTHER TOPICS OF INTEREST 
E6.1 Status of development of Safety Standards in 

Emergency Preparedness and Response 
(EPR) and future priorities (Road Map) 

For 
information 
and discussion 

Ms S. N. 
Madjunarova 

E6.2 Information on activities in support of 
implementation of GSR Part 7 

For 
information 
and discussion 

TBC 

E6.3 EPRIMS: Overview of latest improvements For information Mr G. Gokeri 
E6.4 EPREV: Current status and outcomes from 

PRASC TM 
For information Ms S. N. 

Madjunarova 
E6.5 Review of the applicability of existing safety 

standards to novel advanced reactors: 
Current status and next Steps 

For information Ms P. Calle 
Vives 

E6.6 Extending the pool of EPR experts For 
information 
and discussion 

Ms S. N. 
Madjunarova 

E6.7 Nuclear Safety and Security in Ukraine: 
Status update and coordinating assistance 

For information TBC 

E7 PRESENTATIONS BY MEMBER STATES 
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E7.1 National presentations For information TBC 
E8 REPORTS FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
E8.1 International organizations For information TBC 

E9 CLOSING OF THE MEETING 
E9.1 Review of EPReSC-14 conclusions and actions 

arising from the meeting 
For information Mr M. 

Grzechnik 
E9.2 Any Other Business For information Mr M. 

Grzechnik 
E9.3 Dates for future meetings For approval Ms S. N. 

Madjunarova 
E9.4 Closing Remarks  Mr M. 

Grzechnik 
 
EPReSC & RASSC Joint Meeting  
ER1 

Opening of the Meeting 

ER1.1 Logistics of the meeting  Ms O. Guzmán López-Ocón, 
RASSC Scientific Secretary 
Ms S. Nestoroska 
Madjunarova, EPReSc 
Scientific Secretary 

ER1.2 Welcome address  Mr C. Torres, Director NS-
IEC Mr P. Johnston, Director 
NSRW 

ER1.3 Chairpersons’ introduction  Ms R. Bly, RASSC Chair 
Mr M. Grzechnik, EPReSC 
Chair 

ER1.4 Adoption of the Agenda For 
approval 

Ms R. Bly 
Mr M. Grzechnik 

  
ER2 Safety Standards for Approval of RASSC 

and EPReSC 
ER2.1 DPP DSS535 Periodic Safety 
Review for Nuclear Power Plants 

For approval for 
submission to CSS 

Mr M.Gajdos 

ER2.2  DPP DS540 Radiation Safety 
for Industrial Radiography 

For approval for 
submission to CSS 

Ms. O. German 

ER2.3 DPP DS539 Licensing Process 
for Nuclear Installations 

For approval for 
submission to CSS 

Mr M. Santini 

ER2.4 DPP DS538 Long Term Post-
Remediation Management of Areas Affected 
by Past Activities or Events 

For approval for 
submission to CSS 

Mr E. Carvalho 

別添-139



ER2.5 DS470: Radiation Safety of 
Radiation Sources used in Research and 
Education 

For approval for 
submission to CSS 

Mr H. 
Pappinisseri 

ER2.6 DS521 - Radiation Protection 
Programmes for the Transport of 
Radioactive Material 

For approval for 
submission to CSS 

Mr E. Reber 

【解説】 
EPRESC・RASSC が担当の文書の承認。 

 DS470（RASSC主管）Step11：Step8では日本から4つのコメントが提出され3つが

アクセプト、1つは部分的にアクセプトされた。Step11では日本EPReSCから3つの

コメントが提出され、すべてアクセプトとなった。この会合での承認後CSSの承認と

なる。 
 DS540（RASSC主管）Step3：別紙２ 
 DS539（NUSSC主管）Step3 
 DS538（WASSC主管）Step3：オーストラリア、中国、日本、ドイツ、ノルウェ

ー、米国など、10か国から39のコメントがあった。26のコメントがアクセプトとな

り、主なコメントは以下の通りであった。 
 - 範囲の明確化（廃炉とのインターフェース 廃炉と緊急事態との接点、非放射

性リスク 非放射能リスク） 
- 役割と責任 
- 正当化・最適化 
- 修復後管理のレビュープロセス 
- ケーススタディ（状況の多様性を反映） 
- 編集・参考文献 

 DS535（NUSSC主管）Step3 
 DS521（TRANSC主管）Step11：第51回RASSC会合（2021年10月末）では承認さ

れたが、第13回EPReSC会合（2021年12月）では承認が見送られた。前回TRASSC
会合ではAnnex IIIの問題点が指摘された。Annex IIIの修正後、2022年3月7日に再

度意見募集を行い、フランスから16、ドイツから3、中国から2つの意見があり、再

修正したものを5月26日に意見募集した。 

 
ER3 Interfaces between emergency and existing 

exposure situations 
ER3.1 New Overarching 
Guidance on Existing Exposures 
situations 

For information Ms O. Guzmán López-
Ocón 

ER3.2 Transition from an 
emergency exposure situation to an 
existing exposure situation (IAEA 
Safety Standards Series No. GSG- 
11) 

For information Ms S. Nestoroska 
Madjunarova 
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ER3.3 Food Safety and 
Management of Non- food 
Commodities During Emergency 
Exposure Situations 

For information Ms K. Kouts 

ER3.4 Food Safety and 
Management of Non- Food 
Commodities during non- 
Emergencies Situations 

For information Ms O. Guzmán López-
Ocón Mr K. Kelleher 

ER3.5 Discussion  All members 
【解説】 
ER3.1 前回 RASSC 会合では、RASSC の作業計画に優先順位第 1 番目にあたる現存被ば

く状況の管理に関する一般安全指針の作成について、RASSC と WASSC の合同で DPP ド

ラフト作成を進めるための議論が進められた。第 52 回 RASSC 会合 R4.1 でも同様の発表あ

り。 
ER3.3及び3.4 第52回RASSC会合R6.1でも同様の発表あり。 

R6.1 緊急事態以外の食料・飲料水の放射能に関するTECDOC作成とSafety Report
「Exposure due to Radionuclides in Food Other than During a Nuclear or Radiological 
Emergency. Part 1: Technical Material」*のためのTMの報告が前回会合で行われた。以降

の進行及びドラフト等について紹介がある予定。前回会合では、TECDOCでの作成につい

て、ガイダンスレベルでの文書にすべきかどうか、文書策定の目的・発効に向けての進行に

ついて今後検討するとまとめられた。 
また前回会合では、日本RASSCからCodex委員会が作成したディスカッションペーパーにつ

いてチャットで質問があり、ウェブサイト（https://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcode
x%252FMeetings%252FCX-735-14%252FWDs-2021%252Fcf14_14x.pdf）で入手可能であ

り、以下の事項がCCCF14のフォローアップの検討事項。 
 i) 食品・水に含まれるNORMは安全性と貿易では問題ない、 

ii) IAEA、FAO、WHOに食品・飼料・水に含まれる放射能について最新の情報をまとめ

た刊行物を作成するよう要請する、 
iii) FAO/IAEA/WHOに食品中の放射性核種評価基準を作成する方法を決定する作業につ

いて情報提供を求める。 
と回答があった。 
  
なお、OECD/NEA CRPPHでは事故後の食品安全フレームワークに関する専門家会合が立

ち上がっている。 
 
 *SSR 114（Preprint） 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/004/53004342.pdf?r=1 
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ER4 Closing of the meeting 
ER4.1 Any other business  All members 
ER4.2 Conclusions of the 
meeting 

 Ms R. Bly 

ER4.3 Closure  Mr M. Grzechnik 
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別添資料 3.6 第 15 回 EPReSC 会合対処方針案 

2022 年 11 月 8~10 日に開催された第 15 回 EPReSC 会合の対処方針案として、開催 2 
週間前までに公開された資料に基づき、対処方針案を作成した。記載されている時間はすべ

てヨーロッパ中央時間。 
 

E1 GENERAL 

E1.1 Logistics for the Meeting and WebEx 
 Mr F. Stephani, 

EPReSC Sc. 
Secretary 

E1.2 Opening Remarks 
 Mr C. Torres, 

Director NS-
IEC 

E1.3 EPReSC Chair remarks  Mr M. Grzechnik, 
EPReSC Chair 

E1.4 Adoption of EPReSC-15 Agenda For approval 
Mr M. 
Grzechnik and 
EPReSC 
Members 

E1.5 Approval of EPReSC-14 meeting report For approval 
Mr M. 
Grzechnik and 
EPReSC 
Members 

E1.6 Approval of Joint EPReSC-RASSC 
Meeting Report For approval 

Mr M. 
Grzechnik and 
EPReSC 
Members 

E1.7 Actions from EPReSC-14 and from 
joint meeting with RASSC For information Mr F. Stephani 

【解説】2022年6月に第52回RASSC,第14回EPReSC会合の合同セッションが開催され、E1.6
にて合同セッションの結果が示される。 
 RASSC-EPReSC合同会合では、安全基準文書6件（DPP DS535, DPP DS538, DPP 
DS539, DPP DS540, DS470, DS521）が審議され、承認された。 

E2 REVIEW OF IAEA SAFETY STANDARDS UNDER THE LEAD OF OTHER SSCs 
E2.1 DPP DS544: Radiation Protection and 

Safety in Existing Exposure Situations 
For approval 
for submission 
to CSS 

Ms O. Guzman 
Lopez- Ocon 

E2.2 DPP DS545: Radiation Safety of Gamma  
X Ray and Electron Beam Irradiation 
Facilities 

For approval 
for submission 
to CSS 

Mr H. Pappinisseri 
Puthanveedu 

E2.3 DPP NST052: Developing Nuclear 
Security Procedures for Responding to 
Criminal and Intentional Unauthorized 
Acts Involving Nuclear or Other 
Radioactive Material 

For approval 
for submission 
to CSS 

Mr N. Tottie 
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【解説】 

 
 
 

E4 INFORMATION ON EPR Series PUBLICATION AND OTHER TECHNICAL 
GUIDANCE ON EPR 

E4.1 Information on status of IAEA Publications 
related to EPR 

For 
information 

Mr F. 
Stephani 

E4.2 Status update on DS 504 (revision of GS-G-2.1) For 
information 

Ms K. Kouts 

E4.3 Status update on DS 527 (revision of GSG-2) For 
information 

Mr G. Gokeri 

E4.4 Status update on DS 534 (Protection Strategy 
for a Nuclear or Radiological Emergency) 

For 
information 

Ms K. Kouts 

【解説】DS504（Step9）、DS527（Step5）、DS534（Step5）について情報共有が行わ

れる。・DS504 Arrangements for Preparedness for Nuclear or Radiological Emergencies
（原子力または放射線緊急事態への準備と対応のための取決め）は、GSG-2.1の改定。Step 
7は第12回EPReSC会合で承認済み、Step8は第13回EPReSC会合で承認済み。Step9の加盟

国対応について情報共有が行われる見込み。 
・DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 
Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準）、GSG—2の
改定。2022年10月7日現在でStep 5。 
・DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency（原子力又は放射

線緊急事態に対する防護戦略）は新規一般安全指針（GSG）、2022年10月7日現在で

Step5。「EPRシリーズ EPR-PROTECTION STRATEGY」（2020 ”Considerations in 
the Development of a Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency”）を

GSGへアップグレードで、第13回EPReSC会合でStep 3を承認。 
E5 STRATEGIC ISSUES AND OTHER TOPICS OF INTEREST 

E3  SAFETY STANDARDS: LONG TERM STRUCTURE AND PROCESSES - 
Implications from CSS work 

E3.1 Updated draft Medium-Term Plan (after CSS-52) For information Mr D. Delattre 

E3.2 Update on the Long-term strategy for the Safety 
Standards 

For 
information 
and 
discussion 

Mr D. Delattre; 
and EPReSC 
Members 

E3.3 Conclusions of the Consultancy Meeting on 
improvement of SPESS B 

For 
information 
and 
discussion 

Ms K. Asfaw; 

and EPReSC 
Members 

E3.4 Conclusions from discussions  Mr M. 
Grzechnik 

【解説】 
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E5.1 Roadmap on EPR Safety Standards 
development: Working Group I - Managing 
radioactive waste in an emergency 

For 
information 

and 
discussion 

Ms A. 
Nikolaenko; 
and EPReSC 
Members 

E5.2 Roadmap on EPR Safety Standards 
development: Working Group II - Managing 
non-radiological consequences 

For 
information 

and 
discussion 

Mr K. Choi; 
and EPReSC 
Members 

E5.3 Roadmap on EPR Safety Standards 
development: Working Group III - Feasibility 
for and usefulness of developing a specific 
safety guide in EPR specific to a facility in EPC 
III 

For 
information 

and 
discussion 

Ms V. 
Smith; and 
EPReSC 
Members 

E5.4 Conclusions from discussions on the 3 WG 
topics / Mr M. 

Grzechnik 
E5.5 Discussion on the Roadmap for the 

development of future Safety Standards and 
Technical Guidance in the area of EPR  

For discussion 

 
Mr M. 
Grzechnik 
and 
EPReSC 
Members 

E5.6 Conclusions from the 11th Meeting of the 
Representatives of Competent Authorities 
identified under the Early Notification 
Convention and the Assistance Convention 
(“CAM 2022”) 

For 
information 

IEC 

【解説】 

E6 PRESENTATIONS BY MEMBER STATES 
E6.1 Republic of Korea For 

information 
Mr K. Choi 

E6.2 Brazil 
For 

information 

Mr A. 
Gromann 
de Araujo 
Goes 

【解説】 
E7 REPORTS FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
E7.1 World Health Organization (WHO) For 

information 
Ms Z. Carr 

E7.2 European Commission For 
information 

Mr Y. Pouleur 

【解説】 
E8 CLOSING OF THE MEETING 
E8.1 Any Other Business For 

information 
Mr M. 
Grzechnik 
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E8.2 Review of EPReSC-15 conclusions and actions 
arising from the meeting 

For 
information 

Mr M. 
Grzechnik 

E8.3 Dates for future meetings and joint meeting in 
2023 

For approval Mr F. 
Stephani 

E8.4 Closing Remarks / Mr M. 
Grzechnik 
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EN1 EPReSC/NUSSC JOINT SESSION - GENERAL ITEMS  

EN1.1 Opening remarks  Mr C. Torres, 
Director NS-IEC 

Ms A. Bradford, 
Director NSNI 

EN1.2 Chairs’ Introduction  Mr M. 

Grzechn

ik, 

EPReSC 

Chair; 

Mr P. 

Webster, 

NUSSC Chair 

EN1.3 Update on the after-CRP I31029 (Emergency Planning 
Zones for Small Modular Reactors) 

For 
information 

Mr F. Stephani, 
EPReSC Sc. 
Secretary 

EN1.4 Development and Application of Level 2 Probabilistic 
Safety Assessment for Nuclear Power Plants 

For 
information 

Mr J. Hernandez 

 
EN1.5 IAEA Nuclear Harmonization and Standardization 

Initiative (NHSI) – results of consultations with MS 
For 

information 

 
NSNI 

 
EN1.6 Report from the 52nd Meeting of CSS/CSS Strategic 

Working Group 
For 

information 

 
Mr D. Delattre, 
NSOC 

 
EN1.7 Overview of the IAEA’s Integrated Regulatory Review 

Service (IRRS) 
For 

information 
(TBD) 

EN1.8 Overview of the IAEA’s Emergency Preparedness and 
Response Review (EPREV) mission 

For 
information 

Ms S. Horvitz 

 
EN1.9 DPP for a Technical Reports Series publication on 

Design Safety and Security Considerations for 
Transportable Nuclear Power Plants 

For 
information 

Mr M. Lankin 

 
EN1.10 DPP - Development and Implementation of an Effective 

and Efficient Regulatory Experience Feedback Program 
for Regulatory Bodies 

For 
information 

Mr Z. Shah 

 
EN1.11 Emergency Preparedness and Response Arrangements 

Proportionate to Risk (ENISS presentation) 
For 

information 
Mr J. Skegg 

【解説】 
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EN2 REVIEW OF IAEA SAFETY STANDARDS  

 
 

EN2.1 

DS518 A Safety of Nuclear Fuel Reprocessing Facilities 
(Revision of SSG-42) 

 
DS518 B Safety of Nuclear Fuel Cycle Research and 
Development Facilities (Revision of SSG-43) 

For 
approval for 
submission 
to MS for 
comments 

 
 

Mr J. Rovny 

 【解説】DS518A、Bは核燃料サイクルに関する文書でEPReSC主管文書。Step7のコメントが10
月5日まで募集された。 

EN3 REVIEW OF DOCUMENT PREPARATION PROFILES (DPPs) – Safety Standards 

 
EN3.1 

 
DS543 Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material, 20xx Edition – SSR-6 (Rev. 2) 

For 
approval for 
submission 
to CSS 

 
Mr E. Reber 

【解説】DS543はTRANSSC主管文書。SSR‐6の二回目の改定。Step3のコメントが10月26日まで

募集された。 

EN4 CLOSURE OF THE JOINT SESSION 

 
EN4.1 

 
Actions following the 54th NUSSC / 15th EPReSC joint 
meeting  

For 
discussion 

EPReSC 

Members 

NUSSC 

Members 
 
 

EN4.2 

 
 

Conclusions 
For 

information 

Mr M. 

Grzechnik, 

EPReSC 

Chair; Mr P. 

Webster, 

NUSSC Chair 
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別添資料 3.7 第 14 回 EPReSC 会合参加報告 

E1. 一般的事項 
IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）の新センター長 C.Torres 氏及び EPReSC 議

長の Marcus Grzechnik 氏（オーストラリア）の開催のあいさつの後、今回会合のアジェン

ダ案の承認、前回第 13 回会合、2021 年 9 月 29 日に開催された EPReSC-WASSC 合同セッ

ション及び同年 11 月 4 日に開催された EPReSC-NSGC 合同セッションに関する 3 件の議事

録案の確認が行われ、3 件いずれも質問や意見は無く、承認された。続いて、前回第 13 回会

合及び上述した WASSC 及び NSGC との合同セッションにおける決定事項に関して、その

後の動向報告が行われた。 
 防護戦略に係る一般安全指針文書 DS534 の DPP が 4 月の CSS で審議され、承認と

なった。今後、指針の文案作成作業が始まる。 
 SMR 及び新型炉に関する安全レポートの作成作業はほぼ完了、CSS においてこれに

続く安全基準文書及び技術ガイドの整備について議論が行われている。 
 第 13 回会合を受けて、EPR に係る安全基準文書の策定・改定に関する優先度を決め

る EPReSC ロードマップについて、2025 年以降の長期スケジュール及びニーズに関

して長期的優先事項の分析等を行う次の 3 つの検討 WG を設置、先月各グループは暫

定的に提案を取りまとめした。 
① WG I ；原子力又は放射線緊急事態における放射性廃棄物の管理に係る既存ガ

イダンスの分析、提言をまとめる。 
② WG II ；原子力又は放射線緊急事態における放射線以外の被害に関する分析、

提言をまとめる。 
③ WG III ；EPCⅢ施設固有の EPR に関する個別安全指針文書策定に係る必要性

と利便性に関する分析、提言をまとめる。 
 EPReSC-WASSC 合同セッションに関しては、今後の EPReSC と WASSC の協力す

べき分野の提案を 2021 年 10 月までに提出するとされていたが、EPReSC メンバー

からは 1 件も提案がなかったとのこと。 
 EPReSC-NSGC 合同セッションに関しては、両委員会で共通する関心事について合同

のウェビナー開催を検討することとなった。 
上記の報告については、参加者からの質問や意見等がなく、そのまま次の議題に移った。 
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E2. IAEA 安全基準文書のレビュー 
E2.1 DS536「原子力発電所の安全評価と検証」DPP（担当委員会： NUSSC、EPReSC、

NSGC） 
E2.1 の発表概要 
 DS536 は、原子力安全指針文書 NS-G-1.2（2001 年）の改定で、原子力発電所の安全

評価に関する決定論的解析及び確率論的評価とそれらの技術的側面に関する指針文

書であり、今般の改定は、GSR Part4（Rev.1）及び SSG-2（Rev.1）を受けたもので

ある。 
 今回の報告は、その文書策定概要書（DPP）案の紹介であり、DPP 案に関する EPReSC

としての審議が行われた。 
 ドラフトの第 10 版についてステップ 3 の各委員会レビューが行われており、日本の

規制委員会（NUSSC 検討委員会）から 5 月 13 日付で 6 件のコメントが提出されて

いる。特に、この指針文書において記載されている事項について、1 つの指針文書で

すべてを扱うのではなく、いくつかの補足文書の形に分けることを提案している。 
 DPP ということもあり詳細はまだ不明であるが、緊急事態に関連する記載はオンサ

イトに関わる事項以外はないと考えられる。 
 2026 年の第 3 四半期での出版を目指しているとのこと。 
 ENIS から 1 件の質問があり、審議の結果、EPReSC として、次の CSS によるレビ

ューへの移行を承認することとなった。 
 審議の結果、EPReSC として、次の CSS によるレビューへの移行を承認することと

なった。 
E2.1 の質疑応答 
 ENIS からガイドの適用範囲について、既存炉なのか新設炉なのかという質問があり、

いずれにも適用可能という回答であった。 
 参加者から、EPR、GSR Part7 に係る事項はあるか、（オフサイトの）被害を軽減する

ための準備に係る記載はあるかとの質問があり、報告者から、無い、EPR に直接係る記

載はないとの回答であった。 
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E3. 核セキュリティ文書のレビュー 
E3.1 NST069「核セキュリティシステムと大規模公衆イベントに関する対策」DPP（担当委

員会： NSGC、EPReSC） 
E3.1 の発表概要 
 E. Paladi 氏から DPP NST069 について発表があった。発表概要は以下の通り。 
 NST069 は、核セキュリティ実施ガイドの NSS No.18（2012 年）の改定で、オリン

ピックのような大規模公衆イベント（MPE: Major public event）に関する対策に関

連する核セキュリティシステムの設計と実施に関する指針文書である。 
 当該ガイドのアップデートの必要性に加え、ガイドの目的・構成・関連文書・スケジ

ュール（出版予定は 2026 年）について説明があった。アップデートの必要性は以下

のようなものである： 
 複数機関の連携と統合の必要性 
 多様化する MPE への対応 
 新しい技術及びツールの活用等 
 その他、ガイドの目的、構成 2022 年 4 月に DPP ドラフトが公表され、コメント期

限は同年 5 月 20 日となっていたが、IAEA の本 DPP 案のウェブページを見ると、現

時点ではどの国からもコメントは提出されていないようである。 
 DPP ということもあり詳細は不明だが、セキュリティに関連する緊急事態を対象と

しているため、直接原子力防災に係る記載はないと考えられる。 
 質疑応答は米国の 1 件であった。 
 審議の結果、EPReSC として、次の CSS によるレビューへの移行を承認することと

なった。 
E3.1 の質疑応答 
 米国から、米国内の経験から核セキュリティに係る事象の対応には、省庁間の連携が

欠かすことができないことから、これを十分に強調することが必要とした上で、2 つ

の質問があった。 
1 つ目の質問として、IAEA は、準備（平時）の段階に各国の整備を支援する立場であり、

大規模公衆イベントに直接関与しないと認識している。このガイドにおいて、どのようにし

て事象発生後の情報収集を標準化するのか、発生する事象は多様で、それを横断的な手段で

行うのは、実際には非常に難しいと思うが？という質問、2 つ目の質問は、このガイドのタ

ーゲットの利用者に各国の緊急事態管理者は含まれているかという質問があった。 
事務局から、最初の質問に関しては、本ガイド案を起草するに当たり、過去の米国、ブラジ

ルにおける大規模公衆イベント経験を参考に、メキシコが発行した自身の大規模公衆イベン

ト経験に基づく教訓等の報告書を一つの手本として、核セキュリティ対策について得られた

知見と問題点を取りまとめた報告書を作成している。これには、2020 年のカメルーンで開

催されたアフリカ杯及び 2022 年の第 2 回アフリカ杯の対策に関する知見も盛り込み、カメ

ルーンの仲間と一緒に初稿を作成したとのこと。まずはこの報告書を今年中に発行すること

を目標にしていると回答であった。大規模公衆イベントの核セキュリティ対策は、現時点で
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は、その経験を国際的に共有し、自国及び近隣国と連携した対策を行うことが重要という結

論のようである。後者に関しては、その通りで、各国の当局をターゲットに支援するもので

あり、これは複数省庁間の調整であり、（必要なすべての省庁が）統合された方法でなけれ

ばならないとの回答であった。 
 
E3.2 NST070「核セキュリティの情報セキュリティ」DPP 
E3.2 の発表概要 
 M. Hewes 氏から DPP NST070 について発表があった。発表概要は以下の通り。 
 NST070 は、核セキュリティ実施ガイドの NSS No.23-G「核情報のセキュリティ」

（2015 年）の改定で、悪意を持った個人やグループに対して機微情報が渡ることを

防ぐための措置に関する指針文書である。 
 当該ガイドのアップデートの必要性に加え、ガイドの目的・構成・関連文書・スケジ

ュール（出版予定は 2026 年）について説明があった。アップデートの必要性は以下

のようなものである： 
 デジタル情報に関する指針が欠けていたこと 
 情報の改ざんと混乱に対する指針がないこと等 
 2022 年 4 月に DPP ドラフトが公表、コメント期限は同年 5 月 20 日とされたが、現

時点で独国とウクライナからコメントが提出されているのみである。 
 DPP ということもあり詳細は不明だが、セキュリティに関連する緊急事態を対象と

しているため、直接原子力防災に係る記載はないと考えられる。 
 特に参加者から質問や意見は無く、審議の結果、EPReSC として、次のステップへの

移行を承認することとなった。 
E3.2 の質疑応答 
なし 

 
E4. 安全基準：長期的構造とプロセス（CSS の作業を受けて） 
 第 51 回安全基準委員会（CSS) 会合における議論を受け、定例の安全基準文書の承認・発

行状況に関する報告と共に、今回は安全基準文書の整備に係る中期計画及び新たに策定する

ことになった長期計画について CSS における議論の概要が報告された。 
 
E4.1 第 51 回安全基準委員会（CSS) 会合の報告 
E4.1 の発表概要 

 2022 年 4 月 20－22 日に開催された第 51 回 CSS 会合の会議報告が行われた。 
 昨年 11 月の前回会合以降において、一般安全指針文書 1 件、個別安全指針文書 7 件

を CSS が承認し、発行手続きに移された。EPR に係る指針文書としては、放射性

物質輸送に関する SSG-65 が含まれており、既に発行済みである。 
 原子力緊急事態時における住民の防護戦略に関する新しい安全指針文書 DS534 の

DPP が本会合で承認され、ドラフト作成作業が開始されることとなった。 
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 その他の議題として、ウクライナの状況に関する座談会が開催され、軍事紛争の勃

発に伴う原子力安全に係る課題についてガイダンス文書を策定すべきかどうかにつ

いて議論された。この議論は次回の CSS 会合でも継続される見込みである。 
 安全基準文書の整備に係る中期計画が議論され、改定された。これはさらに各個別

の安全基準委員会において検討されることになる。さらに長期計画の策定のための

準備として概念文書についても審議され、支持を得た。今後、事務局内及び各個別

の安全基準委員会のメンバーに対しアンケートを実施するとのことであった。 
E4.1 の質疑応答 
なし 

 
E4.2 安全基準に関する中期計画の改定 
E4.2 の発表概要 

 福島第一原子力発電所事故を受けた安全基準の見直し作業は、安全要件の改定は

ほとんど終了しているが、その下の安全指針文書については、そのいくつかについ

てはほぼ発行段階にあるものの、現時点で 58件のドラフト文書が準備段階にあり、

これらがすべて発行の段階に至るのは 2026/27 年と見られている。 
 これらの指針文書は、大きく 2 つに分けられ、一つは 2013 年以前に策定され、そ

の後の安全要件の改定を受けて、新しい内容を反映する必要がある指針文書と、も

う一つが、新規の安全指針文書のニーズが生じたもの、あるいは既存文書に新しい

トピックを追加記載する必要がある指針文書である。 
 EPR 関連では、前者については、原子力緊急事態の住民の防護戦略に関する新規

安全指針文書 DS534 がある。 
 後者については、Covid-19 の経験に基づく感染症流行下における対応について既

存安全指針文書に新たに追加記載すべき事項や現存被ばく状況における管理の横

断的指針、食品以外の日用品の貿易に係る指針、SMR に係るいくつかの特別な安

全指針、ウクライナのような軍事紛争を含んだ状況下での安全の実施に係る検討、

福島第一原子力発電所事故における ALPS 計画の汚染水対策から反映すべき検討

がある。 
 議長から、木曜に EPReSC の中期的なロードマップやウクライナの状況について

議論する予定であり、この結果によっては少し影響があるかもしれないとのコメ

ントがあった。 
E4.2 の質疑応答 
 日本から、プレゼンテーションで使用された安全性評価という用語とは対照的に、ハザ

ード評価という用語の方が EPR 関連の懸念をより明確に示すことができると注意を喚

起した。 
事務局から、用語の範囲は異なるが、それらは相互に関連しているという回答であっ

た。また EPReSC の事務局からコメントがあり、施設で実施される安全評価が EPR の

領域で実施されるハザードアセスメントに反映されるとのことであった。 
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 また、中期計画について、日本からレベル 3PRA の safety guide を策定する計画はな

いのかとの質問があり、事務局から、レベル 3PRA の安全基準文書の DPP を作成する

予定があるか確認してみるが、レベル 3PRA については TECDOC があり、既に発行し

ていたか、これから出るのか確認してみるとの回答があった。これに対し、日本から、

現行のレベル 3PRA に関する文書は非常に古い安全レポートだけで、IAEA はレベル

3PRA の安全指針文書を策定しようとしてきた。TECDOC ではなく、安全指針文書の

発行に非常に興味があるとコメントがあった。 
 
E4.3 IAEA 安全基準の長期計画に関する概念文書 
E4.3 の発表概要 
 安全基準の長期計画として最初に挙げられているのは、2008 年に発行された基本安全原

則 SF-1 の改定である。詳細は不明であるが、現在進められている ICRP の新勧告の策

定と歩調を合わせ、同勧告が発行された後に SF-1 の改定版が発行となるタイミングを

計っているとのことであった。 
 長期計画の検討を行う際に重要な要因として以下が述べられた： 

 安全要件については、現在の GSR 及び SSR の構成を変えず、EPR に関わるものと

しては、GSR Part3 と Part7 の間で取り合いを見直すとのことであった。また、

SMR や非水冷式の炉型についても拡張するとのこと。 
 安全指針については、トップダウンの仕組みに従って改定するとともに、実現可能

な範囲で束ねることで最適化を行うとしている（SMR 及び非水冷式の炉型に関する

指針の拡張が特出しされている）。 
 Covid-19 の対応や気候変動対策を踏まえた対応、意思決定者や事業者の AI やディ

ープラーニングの利用などの問題については、安全基準委員会の委員等へのアンケ

ート調査を実施し、その方向性を検討するとしている。 
E4.3 の質疑応答 
 参加者から、長期計画の中に、SMR や従前の水冷却原子炉以外の炉型の安全基準を

整備することが含まれていたが、水冷却原子炉以外の炉型は世界中で進められてお

り、これらのいわゆる新型炉について、安全要件を整備するとともに、これらに関す

る EPR の取決めに関しても情報を提供することは、新型炉開発に非常に有益である

とのコメントがあった。これに対して、現時点では、安全基準の整備に関して初期の

段階であり、新型炉の設置や規制の安全基準に焦点を当てているのが現状であるとの

回答があった。 
 アイルランドから、長期計画に関する概念文書について、その位置付けや長期計画と

の関係について質問があった。事務局から、これは正式な計画書ではなく、CSS や各

個別委員会で審議される IAEA の文書体系の中にも想定されていないもので、まず概

念的な事項をまとめた検討書であるため、概念文書という名称にしたという回答があ

った。 
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 米国から、計画されている安全基準委員会の委員等へのアンケート調査について、今

関心の高い課題として、安全とセキュリティの境界についても盛り込んではどうか、

希望的には 10 年以内に解決できればよいが、ウクライナの紛争によって、民間の原

子力施設が武力紛争に巻き込まれる事態を考慮すると、そう簡単に解決する問題では

ないかもしれないとのコメントがあった。別の米国の参加者から、米国内では原子力

発電所に近い地域社会とその恩恵が提供されている地域社会の間にある環境正義

（Environmental Justice）の問題に集中しているが、考慮するのはそれだけなのかど

うか検討しているとのコメントがあった。事務局から、安全とセキュリティの境界に

ついては、中期計画の中で既に安全指針文書の DPP 作成が進んでおり、既に EPReSC
の承認を受けているが、まだ次週の NSGC において承認を得る必要がある。また、ド

ローンの利用といったことを含む第 2 報告書も準備されるだろう。安全とセキュリテ

ィの境界については、NSGC と共により一層明確に記載していかなければならない。

それはほかの判断基準については何も書いていないということも真であるからだ。こ

れは、中期計画には既に書き加えてあるのだが、それより長くかかるかもしれない。

それや環境正義がどのくらい困難であるかによるのだが、それはまだよく分からな

い。この件は多分、ICRP の勧告の改定を受けて変更されることもあるだろう。ICRP
でも、我々が環境保護に対して持っている概念がずれてきており、自然の保護に関す

る問題で、概念の考え方が変わりつつあると聞いていると回答があった。 
 これに対し、別な参加者（米国 NRC？）から、環境正義の問題は（安全とセキュリテ

ィの境界に係る）これよりも広い話ではないというコメントがあった。彼は、それで

も原子力発電所周辺の利益を得ている地域にとって、現実のことである。いくつかの

州やオフサイトの組織は、新技術を使っている。私は、原子力発電所の近くに住んで

いる人々とコミュニケーションするのを中止している。ある人々は携帯電話を持たな

いか、NRC が発信している必要な情報を得ることができない特定の携帯電話を持っ

ている。NRC は FEMA とともに仕事をしているが、FEMA は地域全体をより広くカ

バーするより良いコミュニケーションを持っている。 
 
E4.4 IAEA 安全基準の策定手順 SPESS B：改善の必要性 
E4.4 の発表概要 
 IAEA 安全基準の策定手順 SPESS（Strategies and Processes for the Establishment of 

IAEA Safety Standards）の規定文書は現在 A から F まで 6 種類あるが、その内 SPESS 
B は、安全基準文書の策定に通常適用されている、関係安全委員会やメンバー国のレビ

ューを何度か受けながら段階的に進めていく策定手順であり、全部で 14 のステップで

構成されている。 
 現行のこの仕組みは 2010 年に確立されたものだが、基本的には 1995 年から変わってい

ない。 
 2020 年 3 月末にこの基となる規定 SPESS A が改定されたとのことであった 
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 また、ここ数年の間、事務局内で、この SPESS B を改善したいという機運が高まってき

たとのことであった。 
 検討されている課題として紹介されたのは、発行のタイミングやリソース（職員？）の

使い方といった効果の側面、SPESS B が国際的なコンセンサスを得たことになっている

のかという有効性の側面、SPESS B により高品質な文書が策定されているのかという効

能的な側面があるということであった。しかし、具体的な話等は示されなかったため、

これらの課題とされた事項において、具体的にどういう問題が発生しているのか、それ

がどのように事務局において認識されているのかといったてんについてはあまり明確に

はされなかった。 
 最後に本報告を行った事務局から、改めてこの SPESS B の見直し及び検討課題とした

3 つの点に関して意見を募集するので、7 月 15 日までに提出してほしい旨の発言があっ

た。 
E4.4 の質疑応答 
 米国から、他の国際機関との共同出版はもっと進めてよいかと思う。国際的なコンセン

サスという文書の有効性では必要なプロセスであるが、文書の品質の向上に関しては必

ずしもこのプロセスである必要はないとのコメントがあった。 
 別の参加者から、文書策定上の透明性の確保という点では、EPR シリーズで改善が図ら

れたように EPReSC 等のメンバーがどのように関与するかということが重要であると

のコメントがあった。 
 
E5. EPR シリーズ文書及びその他の EPR に係る技術ガイドの情報 
E5.1 EPR に関する IAEA の出版状況 
E5.1 の発表概要 
本報告で取り上げられた文書の浸食状況と予定について、以下に整理して示す。なお、斜

字で示したものは、前回の EPReSC-13 から変化のないものを示している。安全指針に関す

る文書が 5 件、EPR シリーズに関する文書が 15 件報告された。 
 
安全基準文書 現在の進捗状況、予定 
DS 504「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と

対応のための取決め」 (GS-G-2.1 の改定) 
Step 8 が 2021 年 11 月完了 

DS527「原子力又は放射線の緊急事態への準備と対

応に用いる判断基準」 (GSG -2 の改定) 
Step 5 執筆中 

DS 505「放射線防護を目的とした環境と線源のモニ

タリング」 (RS-G-1.8 の改定) 
Step 5 執筆中 

DS 534 「原子力又は放射線緊急事態に対する防護

戦略」（新規指針文書） 
DPP の CSS の承認 2022 年 4 月、

ドラフト作成着手 
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SSG-65（DS469）「放射性物質の輸送に関係する原

子力又は放射線の緊急事態に対する準備と対応」

（TS-G-1.2 の改定） 

2022 年 2 月発行済 

EPR First Responders「放射線緊急事態への初動対

応者のマニュアル」 （改定） 
IRCF との協賛 

EPR-Medical Follow Up「原子力又は放射線緊急事

態で被害を受けた人々の個別医療フォローに関する

経験と教訓」（新規文書） 

WHO の協賛 2022 年 3 月確認済

み 

EPR-Medical「原子力又は放射線緊急事態における

医療対応の包括的手法」（改定） 
WHO の協賛 2022 年 3 月確認済

み 
EPR-Exercise「原子力又は放射線緊急事態の事前対

策を試験する演習の準備・実施・評価」（改定） 
文案作成終了、出版委員会手続き

保留中 
EPR-Monitoring「原子力又は放射線緊急事態におけ

る放射線モニタリング」（TECDOC1092 の改定） 
文案作成終了、出版委員会手続き

保留中 
EPR-On-site Plan「原子力発電所におけるオンサイ

ト緊急時計画実施のための検討」（新規文書） 
文案最終確認保留中 

EPR-NPP Assessment「原子力発電所の緊急事態に

おける区分、評価及び予測」（TECDOC955 の改定） 
文案最終確認保留中 

EPR-RAD-OILs「放射線緊急事態のための運用上の

介入レベルとその導出の方法論」（新規文書） 
GSR Part7に係るいくつかのOIL
に関する検討保留中 

EPR-Method「原子力又は放射線緊急事態への対応

のための整備開発手法」（改定） 
2022 年 6 月内部レビュー 
2022 年技術編集完了予定 

EPR-Research Reactor「研究炉における原子力又は

放射線緊急事態への対応に係る包括的手法」（改定） 
文案作成中 
2022 年文案作成完了予定 

EPR-Dose Assessment「原子力又は放射線緊急事態

における線量評価」（新規文書） 
技術編集前の内部レビュー及び文

案の部分的仕上げを保留中 
EPR-Emergency Workers and Helpers「原子力又は

放射線緊急事態における緊急作業者及びヘルパーの

防護」（新規文書） 

文案作成中 
担当技術職員の後任選定保留中 

「SMR を含む次世代原子炉の緊急事態における備

えと対応」（新規文書） 
2022 年着手予定 

EPR-TERMINATION/T「原子力又は放射線緊急事

態の終了に係る取決め」研修教材 
2022 年済 

「承認された EPRIMS ユーザーのための EPRIMS
ガイド」 

2022 年済 

 
E5.1 の質疑応答 
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 参加者から、SMR などの新型炉の EPR ガイドに関連して、昨年の SMR などの新

型炉の EPR に係る第 2 回技術会合で、これらの EPC を見直すという話が出ていた。

しかし、現在の DS504 にはこれらの新型炉は記載がない。どのように対応するのか

という質問があった。事務局から、その通りで、当時はそのように考えられていたが、

EPC に関しては、現在の安全指針文書に大きなギャップはないということが確認さ

れ、必要ないということになったと回答があった。 
 同参加者から、EPZ の大きさの設定など EPR に係る様々な点が変更になると思う

が、EPR- NPP PPA（グリーンブック）などは、それを反映した見直しをしないの

かという質問があり、事務局から SMR などの新型炉については、今回紹介した次世

代原子炉の緊急事態における備えと対応に係る EPR ガイドで対応し、実用軽水炉に

係る EPR- NPP PPA などの見直しは考えてはいない旨の回答があった。 
 別の参加者から、次世代原子炉の緊急事態における備えと対応に係る EPR ガイドの

発行時期について質問が出たが、ドラフトの作成に着手したばかりとして、2、3 年

は必要だろうという見通しを示したものの、具体的な発行時期や目標には言及しな

かった。  
 
E6. 戦略的課題とその他の重要トピックス 
E6.1 EPR に係る安全基準文書の策定状況と将来の優先度（ロードマップ）  
E6.1 の発表概要 
 EPReSC ロードマップは、EPR に係る安全基準文書の策定・改定に関する優先度を

決めるためのもので、前回会合で決定された検討 WG における検討結果を含む、現行

のロードマップの見直しに関する報告が行われた。 
 中期計画については、前回会合でも示された 2022～2025 年の現行のロードマップが

示され、特に変更はないとのことであった。現行ロードマップのスケジュールを以下

に示す。 
 

 
 

別添-158



 2025 年以降の長期スケジュール及びニーズに関して、前回会合で決定された検討 WG
では、長期的優先事項として、次の 3 つ分野において暫定的な提案を取りまとめてい

る。 
① WG I 原子力又は放射線緊急事態における放射性廃棄物の管理に係る既存ガイ

ダンスの分析、提言をまとめる。 
② WG II 原子力又は放射線緊急事態における放射線以外の被害に関する分析、提

言をまとめる。 
③ WG III EPCⅢ施設固有の EPR に関する個別安全指針文書策定に係る必要性と

利便性に関する分析、提言をまとめる。 
 WG の現段階における提案は次の 2 つの対応である。 
 第一に、以下について、確実にレビューを行うこと。 

 新規安全指針及び改定中の指針（DS 504、DS 505、DS527、DS 532 など）

でカバーされる GSR Part7 の要件の適切なガイダンス 
 作成途中にあるいくつかの安全指針文書（DS 504、DS527、DS 534 など）

で予想される特定の横断的要件に関係したガイダンスや推奨事項の適切な

調整 
 新規安全指針文書やその他によって、まだ更なる開発を必要とする横断的要

件及びトピックス 
 第二に、3 つの検討 WG において、長期的ニーズと優先事項の分析を行い、これらの

分析結果に基づいて、各 WG は各指針文書をどのようにしたらその優先事項を達成

できるか提案し、IAEA 事務局は各 WG に対しその支援を行うとしている。 
 WG の構成は、WG I（5 名）、WG II（6 名）、WG III（4 名）とし、各 WG は、リ

ーダーを指名し、作業の仕方に合意した上で、現段階における提案が十分であるかど

うか、さもなければ追加すべきものがあるかをレビュー、合意された指導原理を考慮

して 8 月末までにこの分析と成果をまとめ、9 月 15 日までに次の第 15 回会合への

報告書を提出するとの案が示された。 
E6.1 の質疑応答 

 議長から、既に改定又は作成プロセスに入っている文書（E5.1 のリスト及びロード

マップに記載されたもの等）は良いとして、それら以外に今後作成していく文書につ

いては、安全基準文書あるいは EPR シリーズ文書のいずれとして文書化するのかは

どうやって決めるのかという質問があり、事務局から、文書の形は WG でも議論す

る、プロセスは通常のプロセスとる考えであり、1 年くらいの遅れは生じるかもしれ

ないとの回答だった。 
 参加者から、夏のスケジュールを考えると、9 月 15 日までに報告書を提出する案は

かなり厳しいのではないかという意見があり、アイルランドからもこの夏の時期の

スケジュールは微妙であり、皆ボランティアであり専任でこの作業を実施している

わけではないので 9 月というのは厳しい旨の発言があった。そのため、事務局から
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スケジュールを若干見直す方向が示され、第 15 回会合の 2 週間前（すなわち 10 月

21 日まで）が提案された。 
 日本（NRA）から 1 名 WG I に参加する旨が表明された。それに続いて事務局から

各 WG は最大 4 人くらいを想定していたが、実際に作業を進めてみると、もう少し

増員する必要があるとの認識が示された。その後、日本（内原防）から、NEA の放

射線以外の被害に関する EG にも専門家を出しており、同様なテーマを扱っている

WG II であればリソースを割けるかもしれないとして、WG II に 1 名参加する旨が

表明された。議長及び事務局から感謝の言葉があった。 
 
E6.2 GSR Part7 の支援活動に関する状況報告 
E6.2 の発表概要 
 EPReSC の会合では定例のように行われている IAEA の GSR Part7 履行に関する支

援活動の報告。前回第 13 回会合以降、これまでに行われたウェビナー、通常及び遠

隔の研修及びワークショップなどの紹介が行われた。 
 今期は COVID-19 の流行がかなり収まってきたことを受け、GSR Part7 に係る安全

指針文書（GSG-14、SSG-65 など）や EPR シリーズ文書等（新規開発の防護戦略の

研修キット、EPR-First Responder）のワークショップや e ラーニングが 2021 年に

2 回ほど開催に対し、2022 年には概ね 3 回ずつ計画、実施されている。 
 EPR に係る規制法令の策定に関するスクールが規制当局の職員向けに 2022 年開催

された。ボリビアで 1 月下旬から 2 月にかけて開催（2 週間コース）され、同年 11 月

にもオーストリアで開催予定とのことであった。 
 EPRIMS による EPR の自己評価に関する研修は 2022 年 4 月に開催し、さらにガー

ナにおいて年内に開催の計画がある。 
 放射線緊急事態管理スクールは 3 週間にわたる研修で、欧州地域では 2023 年、アフ

リカ地域では 2022 年 7 月にモロッコで、米国ではテキサス州で、南米地区では 2022
年にブラジルで開催予定であるとのこと。 

E6.2 の質疑応答 
 本報告については質問等がなく、特に議論は行われなかった。  

 
E6.3 EPRIMS の最新の改良に関する情報 
E6.3 の発表概要 
 IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）が整備する緊急時対応と備えに関する

情報管理システムで、ウェブベースの知識管理ツールである EPRIMS の最新版に関

する情報提供であった。 
 はじめに EPRIMS のアクセス手続き、加盟国の登録状況の報告があり、続いてバー

ジョンアップされた EPRIMS 3.0 とそれ以降の軽微な変更について紹介があった。 
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 175 カ国の IAEA 加盟国の内、現在 128 ヵ国が EPRIMS の国のコーディネータ登録

（すなわちアクセス権取得）をしており、 EPReSC にメンバーを出している 60 ヵ

国では 55 ヵ国が国のコーディネータ登録と行っているとのことであった。 
 しかし、GSR Part 7 の 25 の要件別に、各国の EPR の状況を入力する 25 個のモジ

ュールについては、その 1 つでも入力を完成させた国は 88 ヵ国であり、EPReSC メ

ンバーに限った場合には 40 ヵ国とのことで、いずれも 7 割弱に留まっている。 
 EPRIMS は 2021 年 6 月に正式にリリースされた。EPRIMS は、2018 年の第 2 版

へのバージョンアップ以降、EPREV のピアレビューにおける事前自己評価書の作成

ツールとしての性格が強められている。EPRIMS 3.0 ではさらに自己評価ツールとし

ての機能が強化された。また、2022 年 3 月には、登録された EPRIMS ユーザー向け

の操作マニュアルが、EPR -EPRIMS 2021 として発行された。 
 EPRIMS 3.0 で新たに追加された機能は以下の通り。 
 モジュール（GSR Part 7 の要件）5、7、9、11 については、定量的情報入力欄が付

加された。例えば、モジュール 5 の防護戦略では、参考レベル、包括的判断基準（GC）、

運用上の介入レベル（OIL）の 3 つが定量的情報入力欄として設けられた。 
上記の定量的情報入力欄は、Performance Indicator と連携した制限機能を有しており、定

量的情報入力欄がすべて入力されていないと、当該モジュールの自己評価結果として選択入

力する Performance Indicator の選択肢が制限され、partially met よりも高いレベルは選択

できない。（Performance Indicator が partially met のレベルでは、EPREV 受入れのレビ

ュー結果として、次のフォローアップレビューにおいて国としての対応計画（action plan）
を用意することが基本的に求められる。） 
 EPREV をはじめ、IRRS といった IAEA のピアレビュー制度のレビュー結果が掲載

できるようになった。現時点では EPREV だけに対応しているが、将来的には他のピ

アレビュー結果についても拡張される計画である。 
 各国のホームページに、EPRIMS の中心的機能である 25 個のモジュールについて、

当該国のモジュールの整備状況が、25 の要件に対応して分割された円グラフで色別

で表示される機能が設けられた。 
 2022 年 4 月に EPRIMS の利用と自己評価に関するワークショップが開催され、シス

テムの操作方法と自己評価の方法に関する研修が行われた。ワークショップにおいて、

参加者にアンケート調査を実施し、研修の多くの面について非常によい評価が得られ、

今後学んだことを EPRIMS の利用に反映していくかという質問についても全員がそ

のようにするとの回答であったと紹介があった。 
E6.3 の質疑応答 

 日本（内閣府原子力防災担当）から、特にモジュール 5 に設けられた参考レベル、

GC、OIL の 3 つの定量的情報入力欄について、3 つ全てが入力されなければ、PI の
選択肢に制限が発生する機能について、3 つ全てという条件は厳し過ぎるのではない

か、参考レベルや GC については、メンバー国の中でも違った考え方を持っている国

もあり、必ずしも 3 つ全てが揃っていなければならないということではないのでは

別添-161



ないかとの質問があった。事務局から、気持ちの上から言えば、PI のランクはそれ

ほど重要ではなく、各国が作成した自己評価システムで共有するというところが最

も肝心であると述べた。 
 一方で、上記の日本からコメントに対しては、公衆を防護するために 3 つの定量的

基準を設定するのが現在の GSR Part 7 の要件の考え方であり、定量的情報入力欄は

それに準拠したものであること、異なる防護の考え方については、（仮に PI が部分

適合であったとしても、IEC の担当者と当該国だけがそれを見るのであり、それに

付随する措置については）EPREV のレビューミッションチームに対して説明し、納

得を得られればよいという回答であった。あくまでも EPRIMS の PI は（GSR Part 
7 をベースにしているので、）partially met のままとし、国の action plan の要否は

ミッションチームとの協議において決定されるとの考え方であることが分かった。 
 その他、Reactor Technical Information の情報を他国から見る場合の問題について

質問が参加者からあった。あまり質問の趣旨がよく分からなかったが、自己評価結果

と同様に、（EPRIMS からの RTI へのアクセスも、）当該国が RTI の方で他国へ公

表するように設定していなければ、他国から見ることができないようで、質問者は国

別プロファイルのように無条件公開になっているべきと考えたようである。また、事

務局から、EPRIMS は国のコーディネータから許可されたナショナルユーザーしか

アクセスできないシステムであり、いわゆる公開されたシステムではないとコメン

トがあった。 
 参加者から、EPRIMS の自己評価と他国の評価をモジュール毎に比較できるとよい

というコメントがあった。事務局から、各国の自己評価結果を比較するという機能は

考えていなかったという回答であった。その後、本会議の最後のまとめにおいて、議

長は、各国の自己評価結果が全般的にどのような状況、傾向がみられるのか現状にお

ける傾向分析を事務局で実施し、結果を次の第 15 回会合で報告するという方向を示

した。 
 
E6.4 EPREV の現在の状況と最新の改良に関する情報 
E6.4 の発表概要 
 IAEA が加盟国に行っている緊急時への備えに関する評価サービス（EPREV）に関す

る概要紹介とこれまでの実績、今後の予定について報告があった。 
 EPREV の実施計画は、2022 年にモロッコのレビューミッション及びハンガリーと

スロベニアのフォローアップミッションがある。2023 年はトルコのレビューミッシ

ョン及びカナダのフォローアップミッションが計画されている。 
 2020 年までに EPREV の e ラーニングコースが整備され、次の各コースが整備され

た。 
 レビューミッションメンバーの初心者研修 
 レビューミッションメンバーの再研修 
 EPREV ミッション受入国のための研修 
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 レビューミッションチームのチームリーダー向け教育 
 2022 年 5 月に IRRS と EPREV に関するピアレビュー等に関する技術会合が開催さ

れたとのこと。 
 カナダとスロベニアはいずれも IRRS と EPREV のミッション受入を、時期をずらし

て同じ年に行っている。この場合、IRRS のモジュール 10 の緊急事態対応は、EPREV
と重複するため、省略、あるいは、それだけ並行して同時に実施するなどの対応をし

ているとのことであった。 
E6.4 の質疑応答 

 カナダから、EPREV 等のピアレビュー全般に関する提案として、ピアレビューへの

関心は各国で高まっているが、いくつかあるピアレビューは個別に管理されている。

それぞれのピアレビューの実施のタイミングとレビュー間の調整をもう少ししても

らえると、これを受け入れるメンバー国にとっては非常に大きな利益になると思う

という意見があった。 
また、今後 EPREV のピアレビューを受けようとする国々のため、カナダは EPRIMS の自

己評価のすべてのモジュールをすべての登録国が見ることができるようにしている旨を表

明した。議長から代表して感謝の言葉があった。 
 
E6.5 新型炉に係る既存の安全基準文書の適用に関するレビュー現状と今後 
E6.5 の発表概要 
小型モジュール炉（SMR）及びその他の水冷却原子炉以外の新しいタイプの原子炉に関す

る原子力安全指針文書等の適用性に関するレビュー作業に関する続報があった。 
今回は、既存の安全基準文書の適用性に係る安全レポートの策定状況と主な結果、及び、

今後の安全基準文書及びその他の文献に関する作業計画についての提言の 2 つが報告された。 
 安全レポート「水冷却原子炉以外の炉型及び SMR への原子力安全基準文書の適用性」

は、2021 年 10 月～12 月に加盟国の専門家による技術的レビューが行われ、2022 年

初頭までにコメントの集約、2022 年 2 月にはドラフトが概ね完成している。現在、7
月までに IAEA 内の出版に向けたレビューを行っており、ほぼ出版用原稿ができ上っ

ている。 
 安全基準文書の適用性の検討は、プラントの設計、立地評価から EPR、廃炉及び廃棄

物管理、安全評価、放射線防護、法的なインフラ整備、輸送や廃棄物処分、燃料製造

までのすべての分野に亘って実施された。 
 新型炉については、小型原子炉、複数のモジュールが並んで設置されること、燃料の

新しい概念、浮体型原子炉に関する暫定的な検討が行われた。また、安全とセキュリ

ティ、セイフガードの境界領域についての検討も行われている。 
 EPR に関しては、GSR Part7 をはじめ概ね適用の問題はなく、現在改定作業中の GS-

G-2.1 及び輸送に係る SSG-65 に関して少数の課題があるとしている。 
 今後の安全基準文書及びその他の文献に関する作業計画についての提言として、この

安全基準文書の適用性の検討の報告書案では次の 3 つを挙げている。 
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 水冷却原子炉以外の炉型及び SMR への原子力安全基準文書の適用性の向上につい

ては、SSC のレビュー計画の中に織り込んでおくこと、 
 安全基準の適用に係る実践的な例は、把握しドキュメントとして発行すること、 
 技術的な特定の知識の宝庫（知識データベース？）を用意すること 
 また、（EPR にはないが）ギャップがあり、適用できない安全基準の見直しの困難な

点については、SMR 安全グループの評価に基づいて対応計画を立案すること、ある

いは、その見直しに必要な十分な情報がない場合は、長期的なレビュー計画に反映す

るか、当該情報が入手できるまで見直しに着手するのは留保することを提言している。 
 上記の提言によると、EPR に関しては、GS-G-2.1 については中期計画に見直しを盛

り込み（すなわち現在の改定作業の中で実施）、輸送に係る SSG-65 については見直

しに必要な情報が得られたら着手するという対応となる。 
 事務局から安全基準文書の適用性の検討の報告書案のPDFはEPReSCのメンバーサ

イトから入手できる旨の連絡があった。 
E6.5 の質疑応答 

 参加者から、今回のプレゼンの内容が詳細情報を書いているという指摘があり、以前

の EPReSC ではもっと具体的な情報、例えば新規 EPR シリーズの策定やその発行

目標時期などが示されていたとコメントがあった。事務局から、報告書案の PDF に

はもっと詳細な情報が記載されているが、今回のプレゼンが最新の状況を示したも

のである。以前の会合の情報は、作業の進捗状況に応じて様々に変更されている。次

の第 15 回会合ではもっと詳細な情報を提供するようにしたいとの返答があった。 
 
E6.6 IEC の外部 EPR 専門家プールの拡張 
E6.6 の発表概要 
 IAEA の IEC から、IEC の業務に係る外部協力者を模索する際のリストとして、EPR

関連の専門家に関するリストを構築するために行われた調査の結果が報告された。調

査は、前回会合以降に、回答を強いることなく各国に対して行われたものである。 
 各国に要請された質問様式は、全部で 44 問あり、専門家の情報や専門性（経験）の

分野など比較的幅広く質問する内容となっている。 
 調査の結果、29 ヵ国から回答があり、最も回答が多かったのは日本で 7 人の回答が

あり、回収された全体の 24％に相当するとのことであった。日本に次いで、回答が多

かったのはハンガリー、スウェーデンであった。（米国、フランスは回答を提出して

いないもようである。） 
 これまでの回答では、言語の回答欄に関して、英語ができるという回答がいくつかあ

ったものの、空欄も多く、現時点の調査結果では、全体的な数の問題以外に対応でき

る言語の偏りという問題があるようである。もっと多様な言語に対応できるようにメ

ンバーを増やしたいとのことで、言語欄に必ず記入をしてほしいとのことであった。

例えば、ベラルーシの演習の支援で、特にロシア語で話せる専門家が現状では皆無で、

支援が困難な状態が続いているとのことであった。 
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 また、既に各地の CBC において協力している専門家がいるはずなので、その人たち

の登録も進めてほしい旨発言があった。さらに期限を 7 月 15 日まで延長して本調査

を継続するとのことであった。 
E6.6 の質疑応答 

 エジプトの参加者からそのような募集に気付かなかったというコメントもあった

が、アイルランドの参加者からは、IAEA の活動の支援に対し、このような様式に自

分のことを記載して提出することを依頼しても、こういうものに記載することを少

し躊躇するのが普通であり、ましては、詳しい説明もなく、個人的な伝手で専門家に

記入を依頼するのは限界があると指摘し、情報を集めるのが難しい旨、コメントがあ

った。 
 米国から、前回会合で述べたコメントと同じようであるが、国の研究機関のネットワ

ークや民間機関に支援者の参加を要請したが、やはり契約上の問題などがあり、簡単

にはノミネートしてもらえる状況にはないこと、彼ら自身は好意的で、IAEA からの

要請があれば応じてくれると期待してよいが、それにはこの件に係る予算とスケジ

ュールに関して明確な裏付けを示すことが有効である、これが実際、一番の問題で、

話をうまく進められない理由であるとのコメントがあった。また、まず、身近な自分

の部署の連邦政府職員の登録をするとのことであった。議長からオーストラリアも

同じような事情があって、ノミネートしてもらうのが難しいとコメントがあった。 
 事務局からは、各国の事情は理解したこと、IEC が各国の CBC で行う WS のよう

に、まず人選に関する非公式のメールを発し、参加協力できる専門家も目星がついた

ところで正式な公電を発信するというように、従前からの人材の支援協力のプロセ

スを変えるつもりはないとの回答があった。正式に派遣してもらう場合は、従来通り

の手続きとなること、予算についても（従来と同じように）人選の決まったところで

調整ということになるとのことであった。各国には、専門家の育成の機会となるよう

に考えてもらいたいとのことであった。事務局の意図は、この正式な手続き以前の協

力の打診を行う段階での人選プロセスを効果的に進めるため、人材情報を各国の

EPReSC メンバー個人から集めようと考えているもようだが、メンバー個人の伝手

では、偏りも生じ易く、正式な要請文書がないので、様式への記入を依頼する側も、

依頼される方も共に遠慮や躊躇、不信感などが生じやすいものと思われた。 
 事務局から、改めて質問様式の締め切りを 7 月 15 日まで延長するので、積極的に提

出してほしい旨の要請が各国になされた。 
 
E6.7 ウクライナにおける原子力安全と核セキュリティ：現在の状況と支援の調整 
E6.7 の発表概要 
 ロシアから武力による侵略を受けたウクライナの状況と IAEA の IEC の行った支援

の調整について、報告があった。事務局によると、これはいくつかの EPReSC メンバ

ー国からの要望を受けて対応したものだとのことであった。 
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 IAEA の IEC は、3 月 4 日のザポリージャ原子力発電所 ZNPP における戦闘から、

フルスケールの緊急対応モードに入ったとのこと。24 時間対応で、ウクライナの情報

の収集と USIE を中心にした加盟国への情報発信を実施、IAEA 事務局長の毎日の報

道発表などにも対応したとのこと。 
 さらにウクライナの原子力施設の現在の状況に関する概要報告、IEC の行った支援活

動の概要の紹介があった。ウクライナへの支援の具体的な内容としては、原子力施設

及び廃棄物施設の物理的健全性、原子力安全及び核セキュリティに関連する事項とそ

れらの規制上の問題、放射線測定及び環境モニタリングの強化、安全でセキュアな放

射線源の回収、貯蔵、処分があったとのこと。これらの活動の総括報告書が 4 月 28
日に発刊された。 

 5 月 30 日の週には、チョルノービリ原発への機材の提供として、RANET の枠組みを

利用し、メンバー国 11 ヵ国から提供された資機材の搬送を行った。7 カ国は輸送な

どのロジ対応の評価や過程の調整などの支援、4 カ国は評価作業を担ったとのこと。 
 教訓として、武力紛争に基づく案件であったため、安全とセキュリティの両方に係る

対応であったこと、ウクライナの特定の要求や見込みに対して反応的に、柔軟に対応

する必要があったとのこと。 
E6.7 の質疑応答 

 英国から、今回軍事紛争から原子力危機が生じたわけだが、安全基準文書やガイダン

スなどに関して反映するような教訓はあったかという質問があった。事務局から、軍

事紛争における EPR の安全基準文書の適用に関して議論があった。緊急時対応の取

決めは常にハザード評価の結果を基にするべきとし、可能な範囲で複合的な緊急事

態に対応できるように備えることが求められている。オールハザードアプローチや

複合緊急事態の EPR シリーズ文書など、これまでの安全基準文書は概ね適用できる

と考えているが、今般のケースはさらにセキュリティ事象の問題も含まれており、今

後検討が必要との回答であった。 
 米国から、今回の支援対応は膨大で大変だったと思うが、EU など国際機関間の調整

はどのように行ったのか、支援物資など重複するものが多くあったと思われるとの

質問があり、事務局から、国際機関間の調整は基本的な対応活動の一つであったこ

と、ウクライナからの要請が多岐に及び、物資や資機材だけでなく、医療被ばくの可

能性がある負傷者の搬送、原子炉の運転者支援のため、支援要員の操作訓練研修を行

ったうえで運転支援者として活動させるなども含まれ、個別に対応する必要があっ

たとの回答であった。NEA から、補足として、NEA は EPR-JPLAN で定められた

役割を実施していたとコメントがあった。 
 オーストラリア、英国の支援活動について情報提供のコメントがあった。また、ベル

ギーからベルギーにおける SNS の対応などについて情報提供のコメントがあった。 
 アイルランドから、食品の輸出や輸入に関して、汚染が大規模に発生した場合、例え

ば特定の国への輸出や特定の国からの輸入の割合が非常に大きいものについては、

特定地域の経済的な影響、食品供給への影響が懸念され、アイルランド国内で議論に
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なったとのことであった。この問題は、現在 EPR で問題になっているが、今回のよ

うな事案においても同じで、早急に対策を準備しておく必要があると指摘があった。 
 米国から、RANET を通じて行われた IAEA の支援に関して、米国政府内において、

RANET の存在があまりに知られていないことに驚いたというコメントがあった。米

国内では、他の二国間協定等による支援はよく知られており、スムーズに起動したの

に対し、今回 RANET を通した支援については、関係者にその説明からしなければ

ならず、予想外の苦労があったとのことであった。こういった国際的な仕組みは、自

国の仕組みの中に平時から組み込んでおき、訓練しておかないといざというとき機

能しないという主旨のコメントであった。議長から、これについては、来週予定され

ている CA 代表者会議でも議論されるであろうという意見があった。 
 
E7. 加盟国からの報告 
加盟国からの報告は、オーストラリアから、EPR の取決め（仕組み）についての紹介が行

われた。オーストラリアは 2 年前の第 11 回会合でも報告を行っており、この加盟国からの

報告における情報提供に対する加盟国間の温度差の違いが次第に表出してきているように感

じられた。 
 
E7.1 オーストラリアの（EPR に係る）計画 
E7.1 の発表概要 
 オーストラリアより、オーストラリアの緊急事態管理に係る全体的な概要の報告があ

った。 
 オーストラリアでは、国レベルの対応がなされる大規模災害においては、内閣が中心

となって調整を行う仕組みがあり、ここにおいて国の指導当局（災害に応じて担当省

庁が決まっている）と州等の対応拠点の調整を行う。この仕組みは 2021 年 7 月に改

正されたものであるとのこと。 
 今回の報告の中で特に詳細に報告されたのは、米国等の原子力潜水艦に係る緊急事態

対応の計画である。原子力潜水艦入港の知らせ（予告通知）を受けると、州と関係官

庁の間で対応の協議が事前に行われた上で、州の海上保安庁のような水上警察

（Water Police）と州の健康省（Health）が対応に当たる。 
 実際に入港すると、港における放射線モニタリングが開始される。半固定のモニタリ

ング機器が港に設置されているとのことであった。 
E7.1 の質疑応答 

 ブラジルから、原子力潜水艦入港の期日は法的に通知が決められているのかという

質問があり、発表者からその通りであるとの回答があった。ブラジルでは、外国の潜

水艦が試験等のために度々入港、その度毎に州と自治体で対応等を確認、協議を行う

とのことであった。オーストラリアでは、入港期日や対応計画は公開とのことであっ

た。 
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 カナダから、国と地方の間の国の調整の仕組みについてもう少し詳しく知りたい旨

の質問があった。発表者は、国と州のコミュニケーションの仕組みはあるが、自治体

との間はそれほど良くないとし、新型コロナの流行で、これが弱いことが示され、現

在そこの改善を検討しているとの回答であった。 
 
E8. 国際機関からの報告 
国際機関からの報告は、例年 2~3 件ほどが行われている。今回の第 14 回会合では、6 つの

国際機関、すなわち、欧州原子力施設安全基準イニシアチブ（ENISS）、国連食糧農業機関

（FAO）、経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）、世界保健機関（WHO）、国際

核輸送研究所（WNTI）、欧州委員会（EC）から報告の資料が提出された。 
当日、状況報告を行ったのは、NEA、WNTI、EC の 3 者である。資料提出のみであった

ENISS、FAO、WHO については、参加者から概要報告書についての質問等もなく、特に議

論は行われず、そのまま終了となった。 
 
E8.1 OECD／NEA 
 NEA の報告は、CRPPH の一般的な概要報告と活動状況を中心にした以下の概要紹

介であった。 
 職業被ばくにおける目の水晶体の線量限度が ICRP によって見直しされたことを受

け、規制当局のための実施ガイドを専門家グループで検討、2022 年に報告書が発行

された 
 復旧管理に係る専門家グループ（EGRM）の作業が終了し、2022 年 5 月に事故後の

復旧に係る国の計画策定に関する枠組みというガイダンスの報告書が発行された。

また、これに関連し、2022 年 10 月にこの枠組みと事故後の復旧管理をターゲット

とした国際演習 INEX6 の見通しに関するワークショップが計画されている。 
 2022 年に活動を予定している専門家グループは次の 3 つである；低線量短半減期の

放射性廃棄物の崩壊貯蔵のための原子力施設に関する専門家グループ（EGDS）、事

故後の食物安全の枠組みに関する専門家グループ（EGFSF）、第 6 回国際原子力事

故後対応演習に関する専門家グループ（EGINEX6）。この内、EGFSF は、2014 年

に設置された事故後の汚染された食物の管理に係る枠組みに関する作業グループの

後を受けて設置されたグループで、前作業グループの成果を基に食物安全の国の枠

組みのあるべき形を検討する。また、EGINEX6 は NEA がシリーズで実施している

国際原子力事故後対応演習の第 6 回の企画、実施、評価を担うグループで、第 6 回

の演習は事故後の長期復旧フェーズに焦点を当てたもので、2023 年 9 月の演習開始

を目標としている。 
 WPNEM の下で次の 4 つの専門家グループが活動している。 

 放射線緊急事態の計画と対策の放射線以外の公衆の健康面に関する専門家グル

ープ（EGNR） 
 リアルタイム・プラットホームの使用に関する専門家グループ（EGRT） 
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 被ばく線量予測の比較と理解に関する専門家グループ(EGDP) 
 メンバー国防護対策ハンドブック改定作業グループ(TGPMH) 

特に EGNR は、報告書「放射線又は原子力緊急事態におけるメンタルヘルスと社会心理学的

支援」の取りまとめ段階にあり、2023 年初頭に発行予定とのことであった。 
 2022 年のその他の活動として、次の 3 つが紹介された。 

 低線量被ばく研究に関する高レベル（専門家）検討グループの状況が報告された。

同検討グループは 2019 年に設置され、最初の会合を開催して以来、活動の報告

がこれまでなかった。今回、本検討グループの作業部会が 2021 年から 3 年間の

マンデートを策定したこと、検討グループの下に 3 つのトピカルサブグループ

を置いて検討作業が開始されることとなったことが報告された。3 つのサブグル

ープは次の通り。 
 現行及び計画されている低線量被ばくに関する研究プロジェクトのオンラ

イン登録システムを創設するためのデータベース・トピカルグループ 
 放射線研究における“有害発症経路（AOP）”の使用を発展させ、リスクアセ

スメントに広く導入することを促進するための提案を行う、化学分野からの

経験により強化を図った Rad/Chem AOP 合同トピカルグループ 
 効果的なコミュニケーションの計画と実施及び拡散、低線量被ばく研究に関

する高レベル（専門家）検討グループの活動の促進に関する政策志向のコミ

ュニケーション戦略トピカルグループ 
 国際放射線防護スクール（IRPS）は、新型コロナ感染症流行の影響が収まり、

2021 年に再開したが、2022 年は 8 月にストックホルム大学において通常形式

で開催を計画している。 
 以前からシリーズで開催しているステークホルダー関与に関するワークショッ

プの第 3 回として「意思決定の最適化に関するステークホルダー関与のワーク

ショップ」を 2023 年 9 月に開催を計画している。 
 国際勧告に係る専門家グループ（EGIR）は、ICRP が進めている異なる被ばく状況

に関する対応に係る勧告文書 ICRP103 の改定を視野に入れ、検討を行っており、必

要に応じて ICRP にフィードバックさせる活動をしている。 
 参加者から、国際演習 INEX6 の期間について質問があった。NEA の発表者は（始

めは演習の準備期間と勘違いしたようだったが、）、演習の期間は、演習はモジュー

ルに分けられ、その選び方によって違うため、参加国によって異なるが半日から 1 日

だろうと回答した。 
 
E8.2 国際核輸送研究所（WNTI） 
 WNTI は、核燃料の輸送に係る NGO であり、現在原燃輸送の野島氏が EPR に関す

る作業グループ（EPR-WG）の主査になっているとのこと。 
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 この EPR-WG は、原子力事業者の輸送に係る EPR の改善を目的とし、EPReSC が

係る安全基準文書の改定などにおいても、輸送に係る部分に大きな関心を持って対応

しているとのことであった。 
 EPR-WG は設置されたばかりで、グループの目的及び短期計画については 2022 年 7

月の WNTI の準定例会議で正式に審議される予定とのこと。 
 WNTI が毎年開催している核燃料輸送に関する唯一の国際イベントである PATRAM

シンポジウムは、2022 年は延期で、2023 年 6 月にフランスで開催予定であるとのこ

とであった。 
 米国から、WNTI の取組は核燃料の輸送のみに特化したものか、そのほかの施設など

に関しても活動があるのかとの質問があり、核燃料をはじめとする放射性物質の輸送

のみであるとの回答があった。 
 別の参加者から、SMR のような原子炉についてはどうか、また、新燃料と使用済み

燃料についてはどうかという質問があり、現在議論しているところであるが、現時点

では、新燃料と使用済み燃料、廃棄物及び RI を扱っているとの回答であった。 
 
E8.3 欧州委員会（EC） 
 EC からの報告は、例年報告されている EU の BSS（Directive 2013 /59 / Euratom）

の EU 諸国の遵守状況調査に加えて、今回は実践的な新しい EPR 及び EPR に関わ

るオーフス条約（The Aarhus Convention）座談会に関する報告があった。また、冒

頭に EU がウクライナに対して行っている支援について口頭で簡単な状況説明があ

った。 
 EU の BSS の EU 諸国の遵守状況調査結果は、例年通り、EU 所属の 27 ヵ国及び英

国についてレビューが行われ、ほとんどの国において対応が済んでいるものの、まだ

2、3 の国で導入の過程にある国が残っているとのことであった。 
 実践的な新しい EPR については、「EPR 実施に関するプロジェクト」と称され、各

国の国の EPR に関する取決めを実践的な履行という観点からレビューし、評価する

ことを目的としている。7 2022 年末に 2 回目となるワークショップを開催し、ステ

ークホルダーと共にレビュー結果の報告書と勧告文案の議論が行われる予定とのこ

とであった。 
 オーフス条約は、正式名称を「環境問題における情報へのアクセス，意思決定への市

民参加及び司法へのアクセスに関する条約」といい、環境分野における市民参加に関

する条約である。2022 年 1 月に開催されたオーフス条約座談会は、「原子力事故及

び事故後における国境を越えた EPR」というタイトルであった。特別なセッションと

して、COVID から得た教訓を EPR に反映する課題があったとのこと。 結果として、

COVID の危機と原子力の EPR の間で強調された類似点は、特に平常時への復帰で

あったとのこと。 

7 詳細な説明はなかったが、IAEA の EPREV のような仕組みと思われる。 
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 本報告については質問等がなく、特に議論は行われなかった。 
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E9. 閉会 
E9.1 EPReSC-14 のまとめ 
 議長より本会合の結果のとりまとめが示された。その概要は以下のとおりである。 
 前回第 13 回会合、2021 年 9 月 29 日に開催された EPReSC-WASSC 合同セッショ

ン及び同年 11 月 4 日に開催された EPReSC-NSGC 合同セッションに関する 3 件の

議事録案については、いずれも質問や意見は無く、承認としたが、もし何かコメント

があるなら 6 月中に提出すること。これらのコメントの締め切りを 7 月 15 日とし、

議事録の最終報告として手続きに送る。 
 IAEA 安全基準文書案のレビューでは、5 件の DPP 案と、2 件のステップ 11 の DS

について承認し、2 件の NST 案の CSS への上程を通した。 
 安全基準文書整備に係る長期計画に関する概念文書については、メンバーからのコ

メントを反映するために文書案をメンバーサイトに掲載し、7 月末までレビュー期間

を設けることとなった。 
 IAEA 安全基準の策定手順 SPESS B の見直しについては、コメントを 7 月 15 日ま

でに事務局（Katherine Asfaw 氏）に直接メールで提出すること。 
 RASSC との合同会合では以下の方向が確認された。 

 被ばく状況と関連する全般的な環境の下で正当化と最適化をするため

の対策を提供する全般的な対処法を、メンバー国の便を図るためどのよ

うに簡単化できるか模索を継続する。 
 緊急事態後の様々な被ばく状況の管理や食品と食品以外の日用品の管

理に関する様々な側面を提出する。 
 事務局は、EPRIMS の自己評価結果に基づいて全般的な傾向を分析した報告を次の

第 15 回会合の中で報告できるように準備をする。また、将来的には EPRIMS の改

良に、この種の分析評価ができるような機能の付加を検討していく。 
 ロードマップについては以下が決定された。 

 事務局は本会合後にプレゼンを共有する、 
 WG I 及び II に日本から 2 名増員する、 
 3 つの WG はそれぞれ以下を推進する、 

‒ リーダーを任命し、作業の仕方について合意 
‒ 提案した刊行物について十分かどうか、さもなければ追加するかレビュ

ー 
‒ 分析を完遂し、合意された指導原理を考慮して知見を整理 
‒ 実施した作業と次の第 15 回会合への提案を報告書に取りまとめ、次の

第 15 回会合の 2 週間前（すなわち 10 月 21 日まで）に提出 
‒ その結果を次の第 15 回会合で議論 

 IEC の外部 EPR 専門家プールについては、本会合後さらに、登録様式をまだ記入し

ていないメンバーに送付し再度集約する。提出期限を 7 月 15 日とする。 
 今後の国別報告の順番は以下の通り。 
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 第 15 回会合：ブラジル、韓国 
 第 16 回会合：エジプト、英国 
 第 17 回会合：イタリア、ポルトガル 

 
E9.2 その他の事項 
 加盟国からの国別報告について、報告の候補に手を挙げる国が非常に少ないため、議

長及び事務局は苦労していると問題提起があった。事務局から、EPReSC 第 1 回会合

からこれまでの 14 回の会合における国別報告の実績を紹介、報告を行った国（21 ヵ

国、これにはオーストラリアの 3 回、スウェーデンの 2 回を含んでいる。）を示した。

それに続き、これまで報告を行ったことのない国（39 ヵ国）の一覧を示した上で、今

後 3 回の会合（第 15 回～第 17 回会合）において国別報告を行う国、2 ヵ国ずつをそ

の場で決定したいということが表明された。議長及び事務局から、名指しで会場の参

加者に候補の打診があり、指名された英国は、2 回目となるが、内容を絞ったトピッ

クスの報告としたい旨を表明、受入れを受諾の条件とした。その他、指名され報告を

受諾した国がいくつかあり、最終的に今後の国別報告の順番は以下の通りとなった。 
 第 15 回会合：ブラジル、韓国 
 第 16 回会合：エジプト、英国 
 第 17 回会合：イタリア、ポルトガル 

 EPReSC-NSGC 合同セッションにおいて決定された合同のウェビナー開催について

の議題について議論が行われた。事務局から、検討両委員会における共通の関心事に

ついていくつかのテーマ候補が挙げられた。米国から、今月下旬に EPR とセキュリ

ティの境界に関する管理についての会議が予定されているので、その後の方がアイデ

ィアを出し易いのではないかとの意見があった。エジプトから、EPR の計画の改定を

検討しているところだが、その中で核セキュリティとの関係も問題になっているので、

このようなウェビナーは有益であるとのコメントがあった。ブラジルから、輸送に係

る緊急時対応をシミュレーションした演習を計画しており、セキュリティに係る場面

も含んでいると述べ、このウェビナーで何を目指しているのかと質問があった。EPR
とセキュリティの両専門家の情報（認識）を共有することであるとの事務局の回答を

受け、次回会合のブラジルの国別報告において、この EPR とセキュリティ、輸送に

係る演習の紹介を行うので、役に立つだろうとのコメントがあった。 
 EPReSC-WASSC 合同セッションにおいて決定された今後の EPReSC と WASSC の

協力についても、ウェビナーを開催する方向であるとの報告があり、両者で協力すべ

き分野をウェビナーのトピックとして提案したいとの意見が議長からあった。議長に

よると、NEA との非公式の話では、復旧フェーズにおける対策と（除染）廃棄物の問

題が共通しているという意見も出たとのことであった。また、前の議題のセキュリテ

ィに関して、放射線テロの現場の管理において、科学捜査の現場と事象発生後の（EPR
に係る）活動の連携の問題は興味ある問題である、とポルトガルと話をしていたと述

べた。 
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 特に参加者から意見がなかったため、議長から、参加者の機関の中で廃棄物の管理等

も役割に含まれている機関がいるか、あるいは、EPR と廃棄物管理は全く別の当局に

なっているかとの質問があった。ブラジルが応じ、廃棄物の管理等も緊急時における

TSO としての規制当局の役割であったが、廃棄物の最終処分は専門の委員会が法整

備を進め、その機関に移す計画であるとの答えであった。 
 事務局から、EPReSC の参加者は、直接廃棄物に係ることはないかもしれないが、安

全基準文書にも緊急事態の廃棄物管理についての要求や条件が記載され、緊急時にそ

れに従事する前に研修訓練を行うことを定めていると指摘があった。 
 NEA から、復旧フェーズを考えれば、線量率は低いが膨大な量の廃棄物が除染によ

って生まれるので、それに対応する訓練研修は一つの候補かもしれないという意見が

あった。 
 議長から、オーストラリアは、ブラジル同様、復旧を所管とする新機関ができ、廃棄

物管理も担っている。その機関は現在廃棄物の受入れの準備を進めているところであ

るが、訓練研修も整えているところである。我々（EPR 部門）との合同訓練も必要と

考えているとのことであった。 
 
本会議ではこれ以上の議論は行われず、そのまま保留となった。次回会合で再度議論

が行われる可能性がある。 
 

 次のテーマとして EPReSC の会合において、短い訓練セッション若しくはデモンス

トレーションを一緒に行う有益性についての議論が行われた。突然の提案という感じ

で驚いたが、議長や事務局には非公式でこのような要望が提出されていたもようであ

る。8 
 事務局から示された例は、EPRIMS のデモ、IRRS のモジュール 10 あるいは EPREV

のレビューに関する短い訓練、NSS-OUI のデモの 3 例である。 
 米国から、（新型コロナ対策で EPReSC がウェブ会議になったことや様々なウェビ

ナーが開催されたことで、メンバー以外が同時参加でき、国際的な動向や活動に触れ

る機会が得られ、非常に有益であったことから、）EPReSC のメンバー以外にも EPR
の関係者に同じように情報の共有が有益なことが多いので、ウェビナーの同時開催を

考えてはどうかという提案があった。また、次週に予定されている CA 代表者会議 9

においても EPRIMS 等のデモが予定されていると追加のコメントがあった。 
 英国から、1、2 時間ほど IEC やその開発したシステムを実際に見る機会を得るとい

うのは非常に有益だとの意見があった。また、ドイツから、個人的には実際にデモや

研修が加わるのはとても興味深いが、会議では時間も限られており、メンバーが全員

そうではないだろうとの意見があった。カナダからは、米国の会議の一部に国際的な

8 EPReSC が設置されてから数回ばかりの初期の会合においては、長い休憩時間を取って、IEC の見学など

がアジェンダに織り込まれていたことがあった。 
9 14 ページの脚注 6 を参照 
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ウェビナーを組み込むという案はとてもおもしろそうだという意見とともに、2 番目

の IRRS のモジュール 10 あるいは EPREV のレビューに関する短い訓練も非常に面

白いのではないか、IRRS と EPREV はどちらも同じようなものだが、受入れしよう

とする国においては、両者で同じ機関が対応するとは限らないことがある、また EPR
の国際ピアレビューに加えて WHO の国際ピアレビューも範囲に加えることも検討

するとよいと思うというコメントがあった。NEA から、どうかなという思い付きで

あるが、今皆の喫緊の課題である SMR 及び他の新型炉の（EPR に係る）リスクを取

り上げてはどうかというコメントがあった。 
 
E9.3 今後の会合等日程 
 EPReSC の今後の会合等日程が次のように決定された。 

第 15 回会合：2022 年 11 月 7－8 日 10、NUSSC との合同会合 
第 16 回会合：2023 年 6 月 13－15 日 
第 17 回会合：2023 年 12 月 5－7 日 
 
E9.4 Closing Remarks  
M. Grzechnik 議長から閉会の挨拶があった。 
  

10 会議で示された情報は、いずれも次回会合だけ 2 日間となっている。真に、何らかの理由で、1 日短縮さ

れているのか、11 月 7－9 日の単純ミスか、ウェブ会議で参加している限りでは不明。 
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EPReSC‐RASSC 合同セッション（6 月 8 日） 
EPReSC と RASSC との合同会議が 2 日目（6 月 8 日）に開催された。合同会合の各議題に

ついて調査を行った結果を以下に述べる。 
 
ER1. 開会 

IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）の新センター長 C.Torres 氏及び原子力安全・

セキュリティ局放射線・輸送・廃棄物. 安全部（NSRW）の P.Johnston 部長より歓迎のあい

さつがあり、それに引き続いて RASSC 議長の Ritva Bly 氏（フィンランド）及び EPReSC
議長の Marcus Grzechnik 氏（オーストラリア）から自己紹介と合同会合開催にあたっての

あいさつが述べられた。その後、本合同会合のアジェンダ案の採択が行われ、特に質問や意

見は無く、承認された。 
Torres 氏は、あいさつの初めで脱炭素の世界的な流れがあり、その中で原子力の必要性が

より高まっていると述べ、EPReSC と RASSC との新たな連携が重要であり、特に事故後の

長期的な対策、すなわち食品やそれ以外の日用品に関する汚染管理がその典型的な課題だと

指摘した。 
Johnston 部長は、放射線防護において、EPR に係る大きな課題は現存被ばく状況にたい

する対策の在り方であり、計画時あるいは緊急時のおける防護対策とはまた異なる対応が必

要となると指摘、安全基準文書のシステムの中で、その管理に関するガイド等を確立してい

く必要があるといった旨を述べた。 
 
ER2. EPReSC 及び RASSC の審議対象となる安全基準文書案  
ER2.1 DS535「原子力発電所の定期的安全審査」DPP（担当委員会： NUSSC, RASSC, 
WASSC, EPReSC, NSGC） 
ER2.1 の発表概要 
 DS535 は、個別安全指針文書 SSG-25（2013 年）の改定で、個別安全要件 SSR-2/2

（Rev.1）の要件 12 に基づいて策定された原子力発電所の安全審査に関する指針文書

であり、今般の改定は、SSR-2/2（Rev.1）の改定だけではなく、GSR Part4（Rev.1）
及び SSR-2/1（Rev.1）など多くの関係文書の改定に整合させるための改定作業であ

る。 
 今回の報告は、その文書策定概要書（DPP）案の紹介であり、DPP 案に関する RASSC

及び EPReSC としての審議が行われた。 
 2022 年 2 月に公表されたドラフトの第 3 版についてステップ 3 の各委員会レビュー

が行われ、日本の規制委員会（NUSSC 検討委員会）から 4 月 26 日付で、文書改定

の正当化（第 3 章）の記載について 1 件のコメントが提出され、6 月 3 日付で公表さ

れたコメント反映版では、文章が一部修正されている。 
 DPP ということもあり詳細はまだ不明であるが、緊急事態に関連する記載はオンサ

イトに関わる事項以外はないと考えられる。 
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 審議の結果、RASSC 及び EPReSC として、次の CSS によるレビューへの移行を承

認することとなった。 
EE2.1 の質疑応答 

 アルゼンチンから、本指針の DPP において、本文書が NPP の安全に関する規範と

なることへの重要な言及が抜けていると思われるので目的にそれを記載すべきとの

コメントがあった。事務局から文章を確認し、反映するとの回答があった。 
 ENISS から、前日の EPReSC において DS536 の DPP が承認されたが、PSR（定

期安全レビュー）という観点ではどちらのガイドも同類であって、重複する内容もあ

り、関連の深いガイドである。どうして一緒に議論しないのかという指摘があった。

事務局から、DS536 は確かに定期安全レビューを含めた安全レビューについてのガ

イドであるが、スコープとして、その評価の方法やその検証の仕方に着目したもの、

他方 DS535 は NPP に対して実施すべき定期安全レビューそのものについて述べた

もので、その技術的な評価の方法等ではなく、定期安全レビューを実施する上での体

制や法的整備などにも言及したものであるとの回答であった。 
 
ER2.2 DS540「工業用透過検査装置の放射線安全」DPP 
ER2.2 の発表概要 
 DS540 は、工業用の X 線あるいはガンマ線透過検査装置の放射線安全に係る個別安

全指針文書 SSG-11（2011 年）の改定で、一般安全要件 GSR Part 3 に基づく改定作

業である。 
 DPP 作成の議論は 2022 年 3 月に始まったばかりであり、今回の報告は、その DPP

案の紹介であり、DPP 案に関する RASSC 及び EPReSC としての審議が行われた。 
 2022 年 4 月に公表されたドラフトの第 1 版についてステップ 3 の各委員会レビュー

が行われ、5 月に米国、仏国等 5 ヵ国から提出されたコメントを受けた修正版（マイ

ナーな修正のみのため、第 1 版のままバージョンの変更はない。）が 6 月 1 日付で公

表されている。 
 6 月のコメント反映版に関して、上述した 5 ヵ国から全部で 23 件のコメントが提出

されたが、そのうち 19 件が反映を拒否されている。しかし、この報告において最後

にコメントへの感謝と共に、「They will be used for production of safety guide.」と

あったのが印象的であった。そのせいか、米国やフランスの参加者から提出したコメ

ントがすべて取り上げられなかったことに関してコメントがあった。 
 DPP ということもあり詳細はまだ不明であるが、緊急事態準備分類Ⅲに相当する緊

急事態に関連する記載のみであり、直接原子力防災に係る事項はないと考えられる。 
 審議の結果、意見反対は無く、RASSC 及び EPReSC として、次の CSS によるレビ

ューへの移行を承認することとなった。 
ER2.2 の質疑応答 

 6 月のコメント反映版に関して、上述した 5 ヵ国から全部で 23 件のコメントが提出

されたが、そのうち 19 件が反映を拒否されている。しかし、この報告において最後
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にコメントへの感謝と共に、「They will be used for production of safety guide.」
とあったのが印象的であった。そのせいか、米国やフランスの参加者から提出したコ

メントがすべて取り上げられなかったことに関してコメントがあった。 
 
ER2.3 DS539「原子力施設の許認可プロセス」DPP 
ER2.3 の発表概要 
 DS539 は、すべての原子力施設に関する、当該施設のライフタイム全体に亘る規制当

局の許認可プロセスに関する個別安全指針文書 SSG-12（2010 年）の改定で、一般安

全要件 GSR Part 1～4、6 及び 7 に基づく改定作業である。 
 今回の報告は、その文書策定概要書（DPP）案の紹介であり、DPP 案に関する RASSC

及び EPReSC としての審議が行われた。 
 2022 年 4 月に公表されたドラフトの第 2 版についてステップ 3 の各委員会レビュー

が行われ、5 月に日本から文書改定の正当化や目的の記載について 2 件のコメントを

提出したが、5 月 27 日付で公表されたコメントへの回答によると、いずれも拒否さ

れている。 
 DPP ということもあり詳細はまだ不明であるが、緊急事態に関連する記載はオンサ

イトに関わる事項に限られるものと考えられる。 
 審議の結果、反対は無く、RASSC 及び EPReSC として、次の CSS によるレビュー

への移行を承認することとなった。 
ER2.3 の質疑応答 

 アルゼンチンから、このガイドは取扱いの安全と安全装置を同時に、互いに考慮しな

がら並行して扱うという考え方が導入されており、チャレンジという意味では理解

するが、実務上の問題があると指摘があった。安全と安全装置では取扱いが全く別で

あり、それを行うところも別であるので従来のように分けた方が適切という意見で

あった。 
また、SMR に関して、安全機能を確認するための原型炉のレベルのものと経済性を

視野に入れた標準化された実証レベルの原子炉を一つの付属書に記載しているが、

両者は要求されるものが自ずと異なるため、一緒に記載するのは適切でないという

コメントがあった。 
事務局からは、SMR については、原型炉のレベルのものと実用レベルのものが同時

に進んでいる状況であることから、一緒に記載した旨の回答があった。しかし、誤っ

て理解されてしまう可能性が非常に大きいと事務局側も考えるので見直すこととす

る。また、安全と安全装置を一つにする新しい試みは、どちらも規制当局が関わり、

安全設計の中で安全装置も一緒に考慮すべきという考え方を反映しているとの回答

があった。 
アルゼンチンの参加者によると、アルゼンチンでは安全と安全装置がそれぞれ別の

部署（機関？）の役割とされているもようで、ガイドを一つとするのは国の体制上対
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応し難いとのことであった。本件はアルゼンチンの特殊な事情として事務局側に理

解された模様である。 
 日本の参加者から、DS539 に対して提出されたコメント数の報告において、日本の

コメント数が報告の中で示された表に記載の数と食い違っており、ドイツのコメン

ト数と取り違えているのではないかとの指摘があり、修正が求められた。事務局か

ら、NUSSC のサイトに記載の数字を基にしたものなので、NUSSC の事務局に確認

するとの回答があった。 
 ENISS から、この許認可プロセスに係るガイドの最終的な使い方の想定についてコ

メントがあり、最初の一部は SSG-12 と同じように全般的なガイドであり、採用する

その他の炉型に応じた認可プロセスに係る固有の事項は、全般的事項と区別できる

よう別の付属書にするとよいというコメントがあった。 
 
ER2.4 DS538「過去の活動若しくは事象によって影響を受けた地域の回復後の長期的管理」

DPP 
ER2.4 の発表概要 
 DS538 は、GSR Part 3 の要件に基づく、過去の活動若しくは事故やテロなどの事象

によって影響を受けた地域の回復後の長期的管理に関する新規の安全指針文書であ

る。既に GSG-15「過去の活動若しくは事象によって影響を受けた地域の修復戦略と

過程」が 2022 年 5 月に発行されたが、既に昨年の WASSC において、GSG-15 が地

域の修復作業に重点が置かれているため、作業後の長期的な管理の視点から安全指針

文書が必要との意見が出ていたとのことである。（この過去に発生した地域の汚染に

関して、修復は完全な除染を意味せず、人がとりあえずアクセスできる程度の除染レ

ベルを意味するため、作業後も引き続き放射線防護の管理を必要とする。） 
 今回の報告は、その文書策定概要書（DPP）案の第 2 版について 2022 年 5 月に行わ

れた各委員会によるレビューを反映した第 3 版の紹介であり、DPP 案に関する

RASSC 及び EPReSC としての審議が行われた。 
 日本の WASSC 委員から文章の明確化に関する 3 件のコメントを提出している。 
 DPP ということもあり詳細はまだ不明であるが、修復作業後の長期管理に関わる案

件であり、原子力防災後のオフサイトの復旧活動にも関連するが、本指針が地域の除

染の実施と技術的な側面に特化し、オンサイト対応に重点が置かれているのに対し、

原子力防災後の復旧は広く社会的な事項にも及ぶ点が異なる。地域の除染という観点

から、今後着手されるドラフトに注目していく必要があると考えられる。 
ER2.4 の質疑応答 

 ILO の参加者から、施設や土地に関する対応措置に重点があるように思われるが、

周辺地域や当該地域で作業に当たる人の防護が課題である、異なる被ばく状況に応

じた作業者の防護についても必要な事項を示すべきとの意見があった。事務局から、

検討してみると回答があった。 
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 参加者から、本文書が対象にしている地域の被ばく状況について、より明確にすべき

と思われる、そこでは計画被ばくと同時に現存被ばく状況が同時に存在する状態で

あって、作業者はどのようにして防護の計画立案をするべきか、事例を示すなどして

はっきり理解できるようにする必要があるとの指摘があった。事務局から、このよう

な地区の被ばくは非常に複雑で、ケースバイケースなので、工夫はするが包括的な表

現になるだろう、それをきちんと書こうとするのは困難であるとの回答があった。 
 審議の結果、意見反対は無く、RASSC 及び EPReSC として、次の CSS によるレビ

ューへの移行を承認することとなった。 
 
ER2.5 DS470「研究や教育における放射線源の使用に関する放射線安全」 
ER2.5 の発表概要 
 GSR Part 3 の要求に基づき安全基準の長期計画において新規制定にノミネートされ

ていた、研究や教育目的の放射線源の利用に関する安全指針文書。 
 DS470 のステップ 11 は、2022 年 3 月にドラフトが公開され、5 月 2 日まで 2 回目

の委員会レビューが行われた。日本から、EPReSC 委員が表現などに関するコメント

を 3 件、RASSC の委員が GSR Part 3 との整合性を指摘したコメントを含め 3 件の

コメントを提出し、いずれも反映された模様である。 
 研究炉のような緊急事態準備分類Ⅲに相当する緊急事態に関連する記載のみであり、

直接原子力防災に係る事項はない。 
ER2.5 の質疑応答 

 51 件の一際多いコメントを提出したフランスの参加者から、提出した正当化のプロ

セスに関するコメント、研究や教育目的の放射線源が利用される施設で健康モニタ

リングが必要になるのは極稀といった意見など取り上げられなかったコメントにつ

いて改めて意見が出された。事務局から、それを受けていくつかのマイナーチェンジ

をしたい旨が表明された。ランチタイムに修正の対応を行い、ランチ後に 3 か所の

追加修正部分に関する再審議の結果、RASSC 及び EPReSC として、次の CSS によ

るレビューへの移行を承認することとなった。 
 
ER2.6 DS521「放射性物質の輸送のための放射線防護プログラム」 
ER2.6 の発表概要 
 DS521 は、個別安全指針文書 TS-G-1.3「放射性物質の輸送のための放射線防護プロ

グラム」（2007 年）について個別安全要件 SSR-6（Rev.1、2018）等に整合させるた

めの改定案件である。 
 ステップ 11 の 2 回目の委員会レビューが 2021 年末に行われたが、TRANSSC のレ

ビューにおいて、DS521 のいくつかの添付文書（ANNEX）の内、放射線防護計画書

の例を示した ANNEX Ⅲについて課題があることが指摘され、この見直しが別途な

されることとなった。そのため、CSS への上程は保留とされ、2022 年 3 月に改めて

AnnexⅢのみのレビューが行われ（ステップ 11b）、同年 5 月にコメント提出が締め
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切られた。このレビューでコメントを提出したのは、フランスとドイツ、中国のみで

あった。 
 DS521 の緊急時に関する記載は第 8 章にあるが、輸送物の事故現場周辺の応急措置

等に係るものである。また、この第 8 章の記載は、Transport Regulations、GSR Part 
7 及び SSG-65 からの引用で構成されているため、EPR 関連でこの指針文書が独自

に規定している記載はない。 
 ステップ 11b におけるコメントの反映結果を受けて、ステップ 11c として改めて委員

会レビューが行われることとなり、RASSC 及び EPReSC では、この合同会議が 11c
の審議の場となった。特に参加者から質問や意見は無く、審議の結果、RASSC 及び

EPReSC として、次の CSS によるレビューへの上程を承認することとなった。 
EE2.6 の質疑応答 
 なし 

 
ER.3. 緊急時被ばく状況と現存被ばく状況の境界 
ER.3.1 現存被ばく状況に係る新規の横断的ガイダンス 
EE3.1 の発表概要 
 2020 年の RASSC-49 会議において現存被ばく状況に係る新規の指針文書の策定を検

討する WG が設置され、その結果が次の RASSC-50 にて報告された。 
 WG は RASSC のメンバーへアンケートを行い、現存被ばく状況に係る課題の洗い出

しを行った。その結果、様々な課題が挙がったが、主なものとして、グレーデッドア

プローチや防護戦略の確立、参考レベルの設定といったコメントとともに、異なる規

制機関の間やメンバー国の間における現存被ばく状況において存在する事項の特定

や評価の仕方の整合性、国内及び国際レベルにおける食物あるいは建設資材の放射能

に係る規制に関する大きな相違、貿易上の日用品に係る放射能濃度の国際な判断基準

の整合性、様々な国の規制当局の間の調整などが挙がったとのこと。 
 WG は、既に現存被ばく状況に係る事項を記載した安全基準文書は存在するものの、

GSR Part3 の要件に沿った、より横断的な現存被ばく状況に関する指針文書が必要

という結論を出した。 
 RASSC-50 にて、現存被ばく状況に関する一般的な指針文書の DPP を作ることが可

決され、同時に WASSC と本件について情報共有を行い、DPP の策定作業に WASSC
も加わる方向が決まった。これを受けた 2021 年 10 月の RASSC- WASSC 合同会議

にて正式に DPP の策定作業に WASSC の参加が決まった。 
 2022 年 5 月に DPP 策定に関するコンサル会合を開催、これには RASSC や WASSC

のメンバーだけでなく、WHO も参加したとのことであった。この会議で、GSR Part3
の要件 46 に沿った DPP の概略が決定されたという報告であった。 

 今般、DPP ドラフトを最終的に仕上げ、SPESS B のプロセスに載せるに当たり、

RASSC を主担当とする担当委員会について、WASSC に加えて EPReSC も加わるか

という問題提起が最後に示された。 
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EE3.1 の質疑応答 
 本 ER 3.1 については、ER 3.5 でまとめて議論されたが、他の議論が優先され、ここ

で示された一般安全指針文書の DPP 策定に EPReSC が加わるかという問題につい

ては議論されなかった 11。 
 
ER.3.2 緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行（GSG-11） 
EE3.2 の発表概要 
 緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行し、緊急事態を終了する際の全般的安

全指針文書 GSG-11 の内容紹介が行われた。 
 計画、緊急時、現存の 3 つの被ばく状況は、ICRP103 を踏まえ、GSR Part3 で確立

された概念であり、GSR Part3 の要件 46 には、緊急時被ばく状況から、現存被ばく

状況への移行ということが規定されている。他方、GSR Part7 の要件 18 には、緊急

事態を終了し、現存被ばく状況あるいは計画被ばく状況への移行が記載されている。 
 緊急時被ばく状況から、現存被ばく状況への移行の目的は、社会や経済活動のタイム

リーな再開を促すことであり、その手法については GSG-11 の第 3 章にその前提条件

が示されている。以下を 
 GSG-11 は全般的前提条件、すなわち緊急事態を終了する前に達成しておく必要があ

ることとして、以下を挙げている。 
 緊急及び早期に必要なすべての防護対策が実施されていること、 
 被ばくの原因となる線源がコントロール下にあり、もはや顕著な放射性物質の放出

若しくは被ばくは予想されないということが確実であること、 
 状況の将来の進展がよく理解されていること、 
 放射線に係る状況、すなわち、被ばく経路が特定され、被害を受けた人々の線量の評

価がよく把握されていること 
 適用すべき判断基準に対して放射線状況が評価されていること、 
 計画被ばく状況における職業被ばくに対する要求が、復旧活動に携わるすべての作

業者に対して確認されていること、 
 線源が安全な状態にあることが確認されていること、 
 長期の医療的フォローアップが必要な人々が特定され、登録する仕組みが確立され

ていること、 
 以上の前提条件は、当該状況の変化に応じて行われるハザード評価の結果に基づいて

実施の詳細が継続的に見直しされる。 
 また、全般的に次が要求されている。 
 放射線以外の被害（社会心理学的及び経済的な被害）とその要素についても特定され、

対策が検討されていること、 

11 EPReSC が加わることについて会議参加者の間に暗黙の合意のようなものが感じられた。またランチタイ

ムにおいて非公式に確認された可能性もあると考えられる。いずれにしても、関係者の間で優先度が低か

ったということが予想された。いずれ公表される本 14 回会合の議事録案で結果を確認する必要がある。 
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 緊急事態により発生した放射性廃棄物の管理に係る対策が検討されていること、 
 公衆の信頼と決定に関する公衆の受入れのため、利害関係者が関与し、協議すること

（ただし、緊急事態解消の決断のタイムリーなことと効果的なことが過度に妨げら

れることがないこと）、 
 公衆とのコミュニケーションと議論 

EE3.2 の質疑応答 
 本議題については、ER 3.5 でまとめて議論。 

 
ER.3.3 緊急時被ばく状況における食品安全及び食品以外の日用品の管理 
EE3.3 の発表概要 
 緊急時被ばく状況における食品安全について、EPR に係る安全基準文書の記載を基

に取りまとめた結果が紹介され、続けて後半では、同様に食品以外の日用品に関する

管理に関する記載のまとめの紹介があった。 
 食品安全には 2 つの意味があり、一つは緊急事態における汚染から食物連鎖や水の供

給システムを守ること、もう一つは、緊急事態において汚染された食品や牛乳及び飲

料水を潜在的にあるいは実際に摂取してしまうことが無いよう個人を守ることであ

る。 
 食品や牛乳及び飲料水の制限を効果的な実施するには、以下が重要との説明であった。 
 観測と施設の状況を基に予防的に制限をかけること 
 食品のモニタリングを行い、その得られた結果に応じて制限を行うこと 
 詳細な（汚染の）特性が判明したら、どこの何の食品について、制限を継続し、長期

的に管理してくか、あるいは、出している制限を解除するか、特定すること 
 食品や牛乳及び飲料水を制限する判断基準（包括的判断基準 GC を基に、EAL、OIL、

その他の観測可能な指標）と関係する取決めを整備すること 
 食品以外の日用品は範囲が広く、車両、荷物だけではなく、人々が使用しているあら

ゆるものがあり、（特に屋外に出ている）緊急事態に汚染する可能性のあるものであ

る。 
 食品以外の日用品を制限することは防護戦略の一部である。 
 食品以外の日用品の制限についても、2 つの意味があり、一つは緊急事態に食品以外

の日用品が汚染しないように防護すること、もう一つは、緊急事態において潜在的に

あるいは実際に汚染された食品以外の日用品を人々が使用してしまうことが無いよ

う対策を講じることである。 
 食品以外の日用品の制限は、早期の対応はもちろん、緊急の対応と同様の早い時期か

ら実施の決定を必要とする。 
 食品以外の日用品は、（物にもよるが）除染できることもある。 
 食品や牛乳及び飲料水を制限する判断基準は、摂取被ばく経路を考慮し、食品以外の

日用品を制限する判断基準は、外部被ばくと不注意による摂取の両方を考慮する。 
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 ただし、食品や牛乳及び飲料水の制限、また食品以外の日用品の制限は、それが必須

なものでないこと、他に代替できるものがある、または他から調達できるときに限り、

その判断基準に基づき実施するものであるとしている。 
 貿易に係る包括的判断基準は、最初の 1 年間で 1mSv である。食品の国際的な貿易

に係る判断基準は、Codex の全般的基準（CODEX STAN 193-1995）がある。しか

し、健康影響ではなく、貿易の途絶という放射線以外の被害もある。 
 被害を受けた地域における食品や牛乳及び飲料水の制限を開始する OIL は IAEA の

GSG-2 にある（OIL3、OIL5、OIL6）。しかし、貿易に関する制限の OIL はなく、

貿易を目的とした幼児等の食品だけを示している。それは、GSR Part7 に、貿易に関

する食品の制限についての OIL は Codex のガイドの基準が使用できるとしているか

らである。 
 食品以外の日用品の使用に関する制限については、GSG-11（OILc）及び EPR-

Protection Strategy に示されている。 
 食品以外の日用品の制限は、緊急時対応フェーズにおいて、OILc に基づきより総合

的な情報とモニタリング結果から、予防的に実施あるいは終了する。 
 移行フェーズにおいては、食品以外の日用品から実際に受ける線量の推計値及び残留

線量の寄与の情報に基づいて制限の実施あるいは終了を決定する。 
 緊急事態後の食品や牛乳及び飲料水の制限を終了するときは、現存被ばく状況に適用

される放射線防護の枠組み（IAEA-TECDOC-1788、2016 年）によって決定する。 
EE3.3 の質疑応答 
 本議題については、ER 3.5 でまとめて議論。 

 
ER.3.4 現存被ばく状況における 食品安全及び食品以外の日用品の管理 
EE3.4 の発表概要 
 国内の市場に出回っている食品について、緊急時被ばく状況における食品安全はGSR 

Part7 に要件があるが、緊急時以外における食品安全は GSR Part3 に要件が規定さ

れている。 
 異なる被ばく状況における食品や飲料水に含まれる放射性核種に関する国際基準や

ガイダンス文書を取りまとめたドキュメントが、IAEA の TECDOC-1788（2016 年）

である。同書には、調査された指針文書に示されている推奨事項や指針として示され

ている事項について、多くのギャップや不整合があることも示されている。 
 緊急時以外の被ばく状況における食品に含まれる放射性核種の管理は、日常の飲食

物からの被ばく線量を評価する方法と個々の食品に含まれる放射性核種の濃度から

評価方法の 2 つがある。両評価手法を比較しながら上記 TECDOC-1788 は策定され

ている。 
 日常の飲食物からの被ばく線量を評価する方法では、穂の国や地域で消費される食

料のデータを基にした食品サンプルについて線量評価を行う。この結果では、その被

ばく線量の約半分は Po による寄与である。 
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 個々の食品に含まれる放射性核種の濃度からの評価は、放射性核種の計算されたガ

イダンスレベルをベースに、WHO の飲料水品質ガイドラインと整合するように調整

し、天然核種の統計分布を考慮した。 
 食品以外の日用品については、特に建築資材について参考レベルを計算し、管理のた

めの仕組みをフローチャートの形で示し、新規の安全レポートシリーズ（Safety 
Reports Series No. 117）として「ビルディング資材及び建築資材の放射性核種によ

る被ばくの規制コントロール」を策定（現在発行準備中 12）。 
 食品以外の日用品の中で BSS（GSR Part3）が消費者製品（Consumer Products）と

して定義している商品、放射線発生物（煙感知器、陰極線管）、放射能含有製品（宝

石類）等に関しては、2016 年に個別安全指針文書 SSG-36「消費者製品の放射線安全」

が策定されている。 
 さらに現行の RS-G-1.7（2004 年）の改定として、2 つの個別安全指針文書案 DS499

「規制免除（exemption）概念の適用」及び DS500「規制除外（クリアランス）概念

の適用」、1 つの新規の安全レポートシリーズ若しくは TECDOC 文書「放射性核種

を含んだ日用品の貿易」を策定中であるとのことであった。 
EE3.4 の質疑応答 
 本議題については、ER3.5 でまとめて議論。 

 
ER.3.5 議論  
EE3.5 の質疑応答 

 ER 3.1～3.4 については、この ER 3.5 でまとめて質疑、討論が行われた。 
 エジプトから、過去の原子力事故の影響で現在でも人工放射性核種の汚染が残って

いる地区が存在、Cs137 が検出されている食品があり、線量評価等が必要であるが、

緊急時以外における食品安全に係るガイドはこれらにも適用できるかという質問が

あった。3.4 の報告者から、この報告で紹介した指針文書は天然核種に由来するもの

で、原子力事故や事件に由来した核種を仮定したものではない。しかし、核種だけの

問題であり、現存被ばく状況に適用するための種々の検討は既に行っているので、こ

れらをベースに適用していくことは十分可能であるとの回答があった。 
 参加者（アルゼンチン？）から、この議題 3 のセッション全体について、非常に様々

な問題が係って複雑になっていく課題 13であるため、個々の国際機関がそれぞれに

検討していても限界があり、共同して取り組むべきという主旨のコメントがあった。

彼は、2 週間前も NEA で同じ問題について議論していたと述べ、国際機関の職員や

各国の専門家は時が変わって、場所が変わっても議論をしている人々は同じである

と指摘していた。また、日用品という語を例に挙げ、国際的に行われているこの種の

12 すでにドラフトは先行公開されている。 
〔https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/012/53012194.pdf?r=1〕 
13 実際の発言では、エントロピーが大きくなるという表現の仕方をしていた。ここでは、意訳として、複雑

になっていくとした。 
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議論において、言語（用語）の問題が余計に混乱を深めているとも指摘していた。コ

メントの趣旨が非常に把握し難い発言であったが、議長から、複雑な問題ではある

が、過去の流れを振り返ると少しずつでも進歩してきているのが分かるので、このよ

うな議論を通して問題を整理し、アイディアを出していくことが重要だというコメ

ントが返された。 
 別の参加者から、緊急事態の終了について、安全指針文書でその OIL が示されてい

るが、避難や一時移転等を開始する被ばく線量と、解除の OIL のベースとなってい

る参考レベル等の線量と整合性についてどう考えるのかという質問があった。事務

局から、防護対策の開始と終了は同じ判断基準である必要はなく、終了は長期の影響

をも考慮した上で判断されるものであるため、並行して行われているいくつか異な

る対策の内、食物の摂取制限などは、避難が終了しても、一部残ることもあるだろう、

これについては、EPR-Protection Strategy2020 にも記載してあるので、参照してほ

しい旨の回答があった。 
 日本（内原防）から、防護対策は被ばくだけで解除を決められるわけではなく、許容

時間があり、長期に継続すると別な健康被害等を引き起こすこともあるという経験

に基づく指摘があった。例えば屋内退避ではせいぜい 1 週間であり、それ以上にな

ると適切な支援がないと死亡率が上がる。また一時移転もせいぜい 1 年間であり、

それ以上の期間になると元の地区に戻る動機が下がる。したがって防護対策の終了

は、単に被ばくリスクだけで判断できるのではなく、行われている防護対策の性質や

その際の状況によっても、終了や他の防護対策への切り替えのタイミング等を考慮

して解除のタイミングを図る必要があるとコメントがあった。 
 参加者から、同じ防護対策でも異なる判断基準があることについて、例えば食品の摂

取制限は、緊急時は OIL で判断され、それ以外では放射能濃度で制限されるが、緊

急時の制限は放射能濃度で比べればより高い濃度でも受け入れられるとすることに

ついて質問があった。事務局から、その通りで、緊急事態に置いては、害よりも良い

ことが大きければ、緊急事態という限られた期間でもあり、平時や長期フェーズより

も高い判断基準で運用されることも正当化し得ると回答があった。それに対し、質問

者は、緊急事態により高い放射能濃度の（例えば）牛乳が許容されたとして、他の平

常時の地区に輸送、輸出されるとしたら、そこではそのミルクはどのように取り扱わ

れるだろう？と指摘した。事務局から、OIL による制限はその国内における対策に

関するものであって、貿易に係る判断基準は各国の当該食品の施主率に依っても変

わり得るし、（CODEX など）異なる基準が適用されるとの回答があった。 
 これに対し、別の事務局（RASSC）から、当該地域（国）内での特例的措置は、そ

の通りであって、判断基準を緩和しなければ飢えて亡くなるようなことも起こりえ

るなら正当化される、しかし、他への移動については、昨日の RASSC における現存

被ばく状況に関する議論でも同じ問題が議論されたが、CODEX は現存被ばく状況

を想定していないが、どのような事故でも柔軟に行動することが必要といった趣旨

のコメントがあった。RASSC の参加者（IEC の専門家？）から、他からの調達若し
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くは代替品が入手できない状況であれば、緊急事態において緩和された基準が適用

されるのはやむを得ないであろう、しかし問題は現実にそれに直面した時、（基準の

緩和が）できるかということで、福島の事故においては、まずは影響を受けた地域か

らの輸出品はすべて移動（出荷）を止めた。それから影響を受けた地域からの食品や

飼料、牛乳等を輸出していこうということになった、基本的にこれが普通の考え方だ

ろう。しかし問題はその後に出てきた。本当に影響を受けたのは国内のすべての土地

だったのか、政府内で何が起きているのか、そして、検討はしてはいなかったが、実

際には急激に（放射能の）レベルは減少していったのだが、にもかかわらず、それは

特別なケースであるとか批判を受けたりした。これらは誤解であり、ゴンザレス氏が

述べたように、複雑さゆえのことである。放射線の影響というのはそれほどのもので

はないという見方から、人工的なものか、天然由来のものかというだけで実際にこの

ように対処の違いがある。実際にある食品を摂取した人の線量とセシウムの影響と

いったことを、実際は複雑なものであると思いながら、我々の部署でもやっているわ

けだが、これらはすべてについて答えているわけではない。我々は、すべてについて

の答えを出すことが必要である。起きたことに対してそのような状況になるのを避

けるため、本当の潜在的なリスクは何なのか、どうやってこれを分かるように描くこ

とができるかということ、これが、我々が何故この問題に取り組み、放射線防護ユニ

ット 14が 3、4 冊のドキュメントを整備している理由であり、皆さんやメンバー国に

理解できるようにしようと意図したことである。これはすべての状況を踏まえてお

り、意思決定に対する我々の勧告あるいは提供情報と我々の考えも示している。複雑

なものをそのように感じるのは、それが理由である。問われている質問は、いくつか

の選択肢の中から選んだものであれば、それは正しいものであるかということであ

る。少し被ばくする方が、ずっと長くそこにいるよりマシだ、しかしそれは真実では

ない。本当か？直ちに食品の輸出を止めるやり方のパターンはこうでなければなら

ないと述べている多くのドキュメントを持っているということを言う必要がある。

しかし、食品の輸出を止めるのは公平ではなく、聞いてみたい疑問は非常に多い、と

いった趣旨の発言があった。15 
 事務局（EPReSC）から、緊急事態に関する議論の一つの重要な側面を取り上げたい

として、緊急事態においてすべての食品の輸出や使用を直ちに禁止するかどうかを

決定するようなときに非常に重要な一面であるとして次のようなことを指摘した。

「過去の多くの緊急事態のケースや被害を経験してきた、また放射線以外の被害に

係るこの種のドキュメントを取りまとめしたが、放射線以外の被害というのは、緊急

事態における放射線による被害よりもはるかにシビアである。すべての食品を直ち

に禁止にしようというのは簡単で、我々には問題がないようだが、その国にとてつも

14 実際の発言では、Olvido 氏と彼女のグループと表現している。RASSC の事務局である Olvido Guzmán
氏がリーダーを務める放射線・輸送・廃棄物安全部の放射線防護ユニットを指すと解釈した。 
15 （口語表現？が多いためか、あるいは省略された語が多いためか、）この発言内容は、全体に難解である。

ここに記載したのは、考えられる一つの解釈である。 
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ない被害を残し多大な犠牲を払わせることになる。そして、その国は、この種の対策

の後、何年にも亘って復旧の活動を行うことになる。問題は、食料が、消費しても将

来目に見えるようないかなる健康被害もないというレベルの安全であるかどうかで

ある。経済を損なうということや、正当化のプロセスを経ていないということではな

い（それが直接の問題になっているわけではない）。16また、現存被ばく状況におい

ては、放射線の被害と放射線以外の被害の両方がその防護戦略の一部として見えて

いる、全体論的にすべてが見えていることが非常に重要である。そしてこれは、現存

被ばく状況においてどのように状況を管理するか、そして、すべてのこのような困難

はないかもしれないという、こういった見方とは異なるかもしれない。だから、（過

去に）行われたことを知っているが、（過去を）基に決定することが最善であるとは

限らないという、正に過去から学んだ教訓を思う。我々は、なされようとしている決

断による放射線以外の被害を考えることなくそれを実施しかねない。」 
 上の事務局のコメントに対し、参加者（アルゼンチン？）から、IAEA 事務局と廊下

で話をしたことを取り上げ、各国の専門家と IAEA 事務局の公衆の防護に関するポ

リシーに違いがあることを指摘、FAO を含め、防護対策の考え方に国際機関との微

妙な違いがあると述べた。それに対し、議長からは両者の間で使用される用語（の意

味）に少しずれがあることを感じることが自分もあるとし、用語の使い方、統一など

まだ今でも課題が存在していると述べた。 
 事務局（RASSC）から再びコメントがあり、今のガイド作成においても用語の問題

は多くあり、コメントの多くは用語の使い方である。（各国から集まっているスタッ

フにも外国語である英語に精通したものばかりではなく、）加盟国側との整合性を確

保するのが課題であるといった趣旨の発言があった。用語の整合はお互いに議論し

あい、認識を揃えていくしかなく、ガイドのレビューや会議で前向きに議論し続け、

合わせていく必要がある旨の発言があった。 
 エジプトの参加者から、事務局（EPReSC）のすべての食品の輸出や使用を直ちに禁

止することに関する批判的意見について、その意見は理解できるが、大規模な汚染を

伴う状況を経験したことがないので想像がつかないけれども、汚染のある食品を、国

民に対し大丈夫であると説明し、制限せずにおくというのは、規制の立場からは抵抗

があるという主旨の発言があった。 
 
ER.4. まとめ 
 議長から、この議題についてまとめたい旨発言があったが、参加者から、現存被ばく

状況における問題がいかに難しいか、よく分かったというコメントがあった。その他

に意見は無かったことから、会議のまとめに移行した。 

16 非常に分かり難い発言であったが、放射能を恐れるあまり、食品をむやみに規制してしまうから経済的な

問題や様々な問題が発生する。しかし、（被ばくしないことではなく）本当に被ばくの健康被害がないとこ

ろに線が引ければよいのだが、それが現実には、はっきり決められない、そこが問題なのだということを言

いたかったようであった。 

別添-188



 議長の総括として、EPReSC と RASSC との合同会議において、4 件の DPP と 2 件

の DS の CSS への上程を承認したこと、緊急被ばく状況と現存被ばく状況の境界に

係る議論では、事務局からの説明により、理解は深まったが、特にポリシーのレベル

についてもっと議論が必要であり、その価値に関する議論の前に共通した進め方を見

出す必要がある。我々は、さらに緊急時の状況と緊急時以外の状況に関する理解に資

するため、更なる協力の形を持つこと及び議論の継続は必要とのまとめがあった。 
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別添資料 3.8 第 15 回 EPReSC 会合参加報告 

E1. 一般的事項 
IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）の新センター長 C.Torres 氏及び EPReSC

議長の Marcus Grzechnik 氏（オーストラリア）の開催のあいさつの後、EPReSC の新しい

事務局員 Stephani 氏が紹介された。続いて、今回会合のアジェンダ案、第 14 回会合の議事

録案の確認が行われた。 
 
E2. IAEA 安全基準文書のレビュー 
E2.1 DS544「現存被ばく状況に係る放射線防護と安全」DPP（担当委員会： RASSC, 
WASSC（主）, EPReSC） 
E2.1 の発表概要 

O. Guzmán 氏より、DPP DS544 のステップ 3 承認のための説明があった。本 DPP 案は、

現存被ばく状況における公衆、職業人及び環境の放射線防護と安全に関して、GSR Part 3 の

要件の実施に関する一般的な勧告を提供するためのものである。 
2022 年 5 月に DPP 策定に関するコンサルタント会合が開催され、9 月にステップ 3 とし

て本 DPP 案のドラフトが公開され、10 月 17 日までに各委員会のメンバーのレビューが行

われた。日本からも 4 件ほどのコメントを提出し、すべて反映された。 
 
E2.1 の質疑応答 
 なし 

 
E2.2 DS545「ガンマ線、X 線及び電子線照射施設の放射線安全」DPP（担当委員会： RASSC
（主）, WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC） 
E2.2 の発表概要 

IAEA の Haridasan Pappinisseri 氏より、DPP DS545 のステップ 3 承認のための説明が

あった。本 DPP 案の目的は、規制当局施設の運営組織及びその担当者に対して、工業利用さ

れる放射線加工施設や研究開発に使用される照射施設（ガンマ線照射装置（緊急事態準備カ

テゴリ（EPC）I~IV）、電子線照射装置及び X 線照射装置（EPC I 及び II））の安全設計及

び運転に関して、GSR Part 3 の要件を実施する方法を勧告することである。 
 
E2.2 の質疑応答 
 米国から、研修コースに関して、設定を誤って被ばく事故を起こす点や機器の廃棄処

分において事故が発生しやすいことなどを教育において特に強調する必要があると
のコメントがあった。 

 
E3. 核セキュリティ文書のレビュー 
E3.1 NST052「核物質及びその他の放射性物質を巻き込んだ犯罪及び国際的に承認されて

いない活動に対応するための核セキュリティの手順の開発」DPP（担当委員会 NSGC, 
EPReSC）） 

別添-190



E3.1 の発表概要  
IAEA の Nigel Tottie 氏より、DPP NST052 の承認に関する説明があった。本 DPP 案は、

核物質及びその他の放射性物質が関係する違法行為等に対応する核セキュリティの措置に関

するガイドである。 
2022 年 9 月にステップ 3 として本 DPP 案が公開され、10 月 18 日までに各委員会のメン

バーのレビューが行われた。日本からも 4 件のコメントが提出されている。今回の報告で、

これらのコメントが反映されたことが確認された。EPReSC として、次の CSS によるレビ

ューへの上程を承諾することとなった。 
 

E3.1 の質疑応答 

 2025 年に発刊を目標としているが、米国から来年に予定されているドラフト作成開
始時期に関してコメントがあった。 

 
E4. 安全基準：長期的構造とプロセス（CSS の作業を受けて） 
 第 52 回安全基準委員会（CSS） 会合における議論を受け、定例の安全基準文書の承認・

発行状況に関する報告と共に、今回は安全基準文書の整備に係る中期計画及び新たに策定す

ることになった長期計画について CSS における議論の概要が報告された。 
 
E4.1 及び 4.2  安全基準の中期計画及び長期計画 
E4.1 及び 4.2 の発表概要 

IAEA の K. Asfaw 氏（D. Delattre 氏の代理）により、安全基準文書の整備に係る中期計

画及び長期計画に関する状況の説明が行われた。 
中期計画については、2013 年以前の安全基準文書には改定が必要であること、また、新規

の指針が必要となっている事項（パンデミックや新型炉など）はあるものの必ずしも新規の

安全基準文書が必要になるわけではないこと等が確認された。 
長期計画については、2027 年以降を視野に入れて検討している。個別委員会等へのアンケ

ート調査を実施したところ、気候変動、Covid-19 関連の対応、AI 及びディープラーニング、

新技術、オールハザードの見方の下での放射線リスク管理、安全基準文書とそのツールの間

のギャップ、コミュニケーション・ステークホルダ関与・公開性、透明性、説明責任、規制

当局の有効性といったキーワードが注目されているとのことであった。 
 
E4.1 及び 4.2 の質疑応答 
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 米国から、パンデミックに関する基準文書への反映方法について質問があった。事

務局から、中期計画での改定作業において反映するとの回答であった。なお、CSS
の長期計画では、パンデミックに関する基準文書への反映はそれほど優先度が高く

なく、本件のためだけに既存文書の改定作業を行うことはなく、他の改定も含めて

次の機会があれば、そのときに反映することで十分という認識であるとの回答があ

った。 
 ENISS から、気候変動への対策として、現行の第 1 世代、第 2 世代の原発を安全確

保しながら利用維持していくことが重要だと考えるが、近年の計画や議題にはその

点が含まれていないという指摘があった。事務局から、気候変動の観点から第 1 世

代と第二世代の利用維持が重要であることは十分承知しているが、EPReSC は、安

全基準の中でも緊急時対応に特化して基準文書の策定を使命としているので、気候

変動への対策について積極的に取り組むものではないという主旨の回答があった。 

 
E4.3 IAEA 安全基準の策定手順 SPESS B に関するコンサル会合の結果 
E4.3 の発表概要 

IAEA の K. Asfaw 氏より、IAEA 安全基準の策定手順 SPESS（Strategies and Processes 
for the Establishment of IAEA Safety Standards）に関して、前回第 14 回会合以降の進展

の報告があった。 
前回会合以降、日本含む数か国から 7 月にコメントが提出され、8 月にコンサル会合（日

本含む 6 か国が参加）が開催され、次のような意見が出たとのこと。 
 現行の SPESS B の仕組み（プロセス）に品質上の問題は特にない。 
 DPP の役割、バッチ方式のレビューの仕方には改善の余地がある。 
 レビューの審議は、対面の会議が望ましい。 
 ドラフトや DPP 案は早期に用意し、各委員会メンバーが締め切りを厳守する

ようにすべき。また、DPP 案はもっと詳細にすべきであり、もっと的を絞った

議論を行うべき。 
 ステップ 1 のあり方について情報を付加し、より明確にすべき。 
 ステップ 7 と 11 における個別委員会のレビューの違いを明確にすべき。 
 会議後にメール等で行われる「サイレント承認」が行われる場合には、経緯や

理由と詳しく説明し、その結果も確認できるようにすべき 
このほか、ステップ 3 以降について、現行の年 2 回の会合による審議を 3 回とする案も検

討中であり、本年末に最終的な改定案を決定するとのこと。本件は今後さらに他の SSC や

NSGC においても議論される予定。また、SPESS B と SPESS F の見直し案は本年末に公表

する予定とのことであった。 
 
E4.3 の質疑応答 
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 米国から、年 3 回とすることに関してコメントがあり、メンバーの負担がかなり増

えるであろうということ、また特に SSC の審議と CSS に上程するタイミングとの

間で調整が複雑になり、問題が生じる可能性が示された。事務局は、SSC を 3 回

にすることに合わせて CSS（現行では年 2 回）を増やす考えはないと述べた。 
 参加者から、現状の 2 回は既に上限であること、レビューの審議を遠隔会議にする

としても、数日 PC の前に座っていなければならないことは、色々な支障が出てく

るという主旨の意見があった。 
 米国から、遠隔会議は移動がなく、コストの削減にもなるのでメリットはあるが、

他方メンバー国の時差の問題があり、短時間で終わるわけでもないので、未明の会

議や深夜の会議などになるメンバーには厳しいとの指摘があった。実際には細かな

意見の調整なども必要であることから、基本的には遠隔を無くし、対面で実施する

方向に戻す方向だろうといった主旨の意見であった。 
 本件の議論は、議長や事務局が、パンデミックを経て、ハイブリッド会議の利用な

ど会議の在り方も変わってきていることに言及したことから、会議の回数よりも

EPReSC の会議の在り方に議論が及んだ。南アフリカは、対面参加が効果的である

が、オブザーバーや情報交換だけなら遠隔参加もよいだろう、しかし審議の上で合

意に至るようなものは対面の方がよいと意見を述べた。議長も、オーストラリアの

例を挙げ、遠隔参加にも一定のメリットがあると述べた。英国からは、遠隔は渡航

の都合がつかないときでも参加の機会が得られ、また経済的メリットもあるので、

会議のオプションとしてあるとよいという意見を述べた。  
 
E5. EPR シリーズ文書及びその他の EPR に係る技術ガイドの情報 
E5.1 EPR に関する IAEA の出版状況－最近発行された文書及び間もなく発行される文書 
E5.1 の発表概要 
本報告では、取り上げられた文書案の報告内容を以下に表で示す。 

 
安全基準文書 現在の進捗状況、予定 
DS 504「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と

対応のための取決め」 (GS-G-2.1 の改定) 
Step 8 が 2021 年 11 月完了 

DS527「原子力又は放射線の緊急事態への準備と対

応に用いる判断基準」 (GSG -2 の改定) 
Step 5 執筆中 
2023 年 2 月に技術会合予定 

DS 505「放射線防護を目的とした環境と線源のモニ

タリング」 (RS-G-1.8 の改定) 
Step 5 執筆中 

DS 534 「原子力又は放射線緊急事態に対する防護

戦略」（新規指針文書） 
Step 5 執筆中 

SSG-65（DS469）「放射性物質の輸送に関係する原

子力又は放射線の緊急事態に対する準備と対応」

（TS-G-1.2 の改定） 

2022 年 2 月発行済 
2022 年 11 月に WS 開催、研修教材

の作成に資する 
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EPR シリーズ 現在の進捗状況、予定 
EPR-NPP Public Protective Actions 「軽水炉の過

酷な状況に起因する緊急事態において公衆を防護す

るための措置」 

e-ラーニングの教材を開発中 

EPR-First Responders「放射線緊急事態への初動対

応者のマニュアル」 （改定） 
IRCF17との協賛 

EPR-Medical Follow Up「原子力又は放射線緊急事

態で被害を受けた人々の個別医療フォローに関する

経験と教訓」（新規文書） 

WHO の協賛 

EPR-Medical「原子力又は放射線緊急事態における

医療対応の包括的手法」（改定） 
WHO の協賛 

EPR-Method「原子力又は放射線緊急事態への対応

のための整備開発手法」（改定） 
内部レビュー継続中 
2023 年技術編集完了予定 

EPR-Research Reactor「研究炉における原子力又は

放射線緊急事態への対応に係る包括的手法」（改定） 
文案内部レビュー完了 
2023 年文案作成完了予定 

 
E5.1 の質疑応答 

 米国から、医療に関する文書について、実際の出版の見通しについて質問があり、

事務局から、担当者の交代が遅延に影響したこと、来年は何とか出版にこぎつける

のではないかとの回答があった。米国は IEC における事務局員の採用と予算につ

いて、もう少し作業を円滑に継続できるよう改善できるのではないかと意見を述べ

ていた。 
 英国から、EPR シリーズ文書の出版のペースについて、優先度の高いものは WG

を作るなりしてもう少し各国の協力を得られないか、もう少し早められるのではな

いかとの意見があった。議長から、メンバーの EPR シリーズ文書のレビューの話

など以前合意されている（第 9 回会合）が、EPR は基準文書ではないけれども、

事務局は、ロードマップで挙げられた EPR や研修教材について、（レビューだけ

でなく）その文書作成についてもメンバー国の協力を得ることを考えてはどうかと

いう意見があった。 
 ENISS から EPR シリーズ文書は他の委員会にないユニークなドキュメントであ

ると指摘、基準文書との整合、内容のレベルを揃えることが必要との意見があった。 
 事務局から、要員についてはどの委員会も同じ課題を抱えている、基準文書と新技

術とのギャップを重点に対応すること、ドキュメント間で大雑把に整合を取ってい

くことが大事と考えているとのコメントがあった。 
 

17  EPReSC-15 会 合 の 発 表 ス ラ イ ド （ https://www-
ns.iaea.org/committees/files/EPReSC/2247/E5.1EPRSeriesstatusupdate.pdf）に IRCFと記載されている。

なお、CTIF（Comité technique international de prévention et d’extinction du feu）は 2006 年発行の本マ

ニュアルの策定に関与しており、改定にも関与している（https://www.ctif.org/news/three-ctif-experts-
participating-revision-radiological-response-manual-update）。 
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E5.2 DS504「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応のための取決め」（GS-G-2.1
の改定） 

IAEA の Katerina Kouts 氏より、DS504 の進捗について報告があった。DS50 について

は、Step 8 の加盟国レビューにおいて 21 ヵ国、4 国際機関から計 560 件のコメントがあり、

現在 Step 9 として、この対応に当たっているとのこと。コメントの 30%は編集上の修正との

ことなので、提出されたコメントの 70%が記載内容に係るコメントであり、本ドキュメント

が通常の基準文書作成に比べ、非常に困難であることをうかがわせた。 
今後の予定として、2023 年の夏には 2 回目の委員会レビュー（Step 11）に進める見通し

であるとのことであった。時期的には次回の第 16 回会合に当たるものと予想される。 
 
E5.2 の質疑応答 

 韓国より、Step 8 の頃に SMR の EPR に係る技術会合があったが、そこで SMR
に係る EPR を DS504 に盛り込むべきという結果になったと思うが、現状ではそ

れが反映されているかどうか確認できないというコメントがあった。事務局から、

現時点では SMR に関する EPR を DS504 に盛り込むかどうかは最終決定されて

いない。DS504 は既存の分類が適用されるすべての原子力施設をカバーするもの

である一方、EPC III の施設に係る EPR の新規指針文書の方で SMR もカバーす

るというオプションもあり、その議論も踏まえた上で方向性が決定されると認識し

ているとの回答があった。韓国から、技術会合では SMR を単純に EPC III 施設と

分類することはできないという意見もあったと指摘があり、事務局は、SMR は条

件によって EPC I や II と見ることもでき、今の分類を適用することに困難がある

ことは承知しており、それも EPC III 施設の EPR の検討が行われることになった

理由の一つである。SMR を EPC III 施設だけでカバーできるものでもないので、

EPC III 施設に係る新規指針文書に盛り込むのか、新規の EPR シリーズ文書で

SMR の EPR をすべてカバーするのか、今後決まるだろうという回答であった。  
 
E5.3 DS534 「原子力又は放射線緊急事態に対する防護戦略」（新規安全指針文書） 
E5.3 の発表概要 

IAEA の Katerina Kouts 氏より、DS504 の進捗について報告があった。EPR-Protection 
Strategy 2020 を下敷きにして現在ドラフトの執筆中であり、Step 5 の段階にある。本作業

は 2023 年の第 1 四半期までかかるとのこと。NSS-OUI を利用して EPReSC メンバーから

のコメントを集め、ドラフト作成に反映する予定とのこと。また初稿に関する技術会合を

2023 年 2 月に計画中とのことであった。 
 
E5.3 の質疑応答 
DS534 については、特にコメント等は出なかった 

 
E5.4 DS527「原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準」 (GSG -2 の
改定) 
E5.4 の発表概要 
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IAEA の Gurdal Gokeri 氏より、DS527 改定の進捗について報告があった。GSG-2 は旧

GS-R-2 や安全シリーズ No.115 の後に出版されたもので、それらの改定である GSR Part7
や Part3 以前の内容を含んでいるため、改定の必要が出てきたものである。他方、防護戦略

や軽水炉に係る OIL 初期値など、その内容に係る一部は EPR シリーズで出ているが安全基

準文書ではない。 
今回の GSG-2 改定では、現行の主だった内容を変更するものではなく、現行の安全要件

Part7 に示されているガイドや包括的判断基準（GC）や参考レベルといった数値は、次の要

件の改定において無くす方向である。これを視野に入れ、GS や参考レベル、並びに OIL 初

期値などを総合的に網羅する計画である。 
現在、用語の整合等を確認中で、ステップ 5 のドラフトの準備という段階。本年末の 12 月

には初稿が完成する予定とのこと。2023 年 1 月にコンサルタント会議を予定し、2 月末に技

術会合を開催するとのこと。 
 
E5.4 の質疑応答 

 韓国から、現行の Part7 や GSG-2 に示されている今の数値は参考であって、各国

が最終的に自ら制定するものと理解している。他方、韓国では、IAEA がこのよう

な数値を示しているので、IAEA と異なる数字を採用した場合に、公衆や議員、関

係省庁に説明し難いという問題がある。今般の改定では、これまでに示されていた

数値を全体的に整合したものに見直しすることも考えているかとの質問があった。 
事務局はこれに対し、明確に数値を見直すとは述べなかったが、GC や参考レベ

ル、OIL 初期値など各国がまず出発点として利用できるように示したもので、各国

の考え方や実際の緊急事態における諸条件等に応じて設定されるべきであること、

設定の方法論は EPR シリーズなどのドキュメントに示していること、各国が数値

を制定する際にはステークホルダー等としっかりしたコミュニケーションの基に、

平時において同意されているように努めることなど、従前の考え方に沿った説明を

述べた。 
議長からは、例として、甲状腺等価線量に対する GC が 50mSv に見直しになっ

たが、オーストラリアではまだこれを以前のまま変更できないでいる旨のコメント

があった。 
 日本から EPR-RAD-OILs「放射線緊急事態のための運用上の介入レベルとその導

出の方法論」について、前回会合では今年には出ると聞いていた。RAD-OILs の内

容は DS527 に盛り込まれるのかとの質問があった。事務局から、RAD-OILs の初

期値など一部は盛り込まれるが、導出方法などは記載しないとのことであった。ま

た、日用品に係る GC など一部の数値も記載されないものがあるとのことであっ

た。特に放射線緊急事態においては、様々に条件が変わるものであり、適用される

OIL はその時の諸条件に応じて算出し直されるべきであるとの回答であった。  
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E6. 戦略的課題とその他の重要トピックス 
E6.1 EPR に係る安全基準文書の策定状況と将来の優先度（ロードマップ）  
E6.1 の発表概要 

IAEA の M. Grzechnik 氏より、EPR に係る安全基準文書の策定・改定に関する優先度を

決める EPReSC ロードマップについて、前回会合で決定された検討 WG における検討結果

の報告とそれに対する説明が行われた。 
初めに以下の現行 2022～2025 年の現行のロードマップが示され、2027 年くらいまでの中

期計画と 2027 年以降の長期スケジュールに関して、前回までの議論を再確認した。 
次に、前回会合で設置され、検討を進めてきた次の 3 つの検討 WG（WG I「原子力又は放

射線緊急事態における放射性廃棄物の管理」、WG II「原子力又は放射線緊急事態における放

射線以外の影響」、WG III「EPC III 施設の EPR」）に関する分析の結果と提言が報告され

た。 
その後、全体的な議論として、3 つの WG の結果について横断的に議論が行われた。議論

の中心は WG I 及び WG II の提案に対する審議で、各国から様々な意見があったが、最終的

な結果は、WG I 及び WG II で提案された DS534 への反映するため、現行計画の DS534 策

定期間を 1 年程度延長、また中期計画の範囲内（2024 年第 4 四半期～2028 年第 1 四半期）

で GSR Part7 の改定に関する計画立案と実施するという修正案をまとめるに至った。ここで

は、3 つの検討 WG の内容をそれぞれ以下に述べる。 
 

 
 
E6.1 の質疑応答 

 なし。 
 
E6.2 WG I：放射性廃棄物の管理 
E6.2 の発表概要 
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ベラルーシの Alena Nikalayanka 氏より、WGI「放射性廃棄物の管理」に関する報告があ

った。WG I は、ベラルーシの Nikalayenka 主査以下（日本を含む）5 名のメンバーで構成

されている。 
既存ガイダンスの分析は、2022 年 7 月～10 月にかけて行われ、2 つの安全要件（GSR Part5

及び Part7）、8 つの安全指針文書（EPR に係る GSG-11、廃棄物管理に係る TECDOC-1826
等）を対象とした。WG での 2 回の会議を経て 10 月 21 日に報告が取りまとめられた。 
結論として以下が示された。 

 現行の安全基準文書には、緊急事態によって発生する放射性廃棄物は国の方針や

放射性廃棄物管理の戦略（考え方）の一部として盛り込むべきと定義していない。 
 緊急事態によって発生する放射性廃棄物、同様に防護対策のためあるいはその他

の対策によって発生する放射性廃棄物の量や特性をどのように決定する若しく

は推計するかということを示した IAEA のガイド文書はない。 
 初期の廃棄物の特定や廃棄物の取扱いに関する方法論とともに緊急事態におい

て行われる放射性廃棄物の管理、特定、分類に関する例がない。 
 現行の安全指針文書は、廃棄物の特性付けに係る全般的計画を作成することを求

める GSR Part7 の要件を支持していない。 
 緊急事態によって起こる放射性廃棄物の分類における特定のクリアランスレベ

ルあるいはケース固有のクリアランスレベルを適用する勧告及び全般的な指針

がない 
 GSG-11 において、汚染のある人及び動物の遺体の管理に関する勧告が不十分で

あり、これに対する実践的管理に係る詳細な指針が必要である。 
また、WG I の提案として以下が示された。 

 緊急時の放射性廃棄物管理について、備え及び対応、復旧の各フェーズにおける

方法論と計算ツールを開発すること 
 これを現在ドラフト作成中の DS534 で反映 

 スコープに放射性廃棄物管理が含まれている現行の安全指針文書（SSG-40、
SSG-41、SSG-45）に実践的な廃棄物管理の実施経験を含める。ただし、これら

は EPReSC 主導の安全基準文書ではない。 
 次の新たな EPR シリーズ文書を策定すべきである。 

 汚染のある人及び動物の遺体に関する実践的な管理に関する具体的ガイダン

ス 
 防護対策のためあるいはその他の対策によって発生する放射性廃棄物の管理

に関するコスト 
 RASSC 主導の DS499 及び WASSC 主導の DS500 に関する研修教材の整備の完

遂（RASSC 及び WASSC とのコンタクトを通してこれを促進する。） 
 GSR Part7 及び DS534 に以下の勧告を追加 

 国内の規制要求と共に使用する放射性廃棄物の分類における特定のクリアラ

ンスレベルあるいはケース固有のクリアランスレベルの適用 
 汚染のある人及び動物の遺体の管理 

 WASSC 主導の DS526 に関して、 
 GSR Part7、GSG-11、DS534 の（廃棄物管理について）整合性を図る 
 放射性廃棄物に関する国の方針や戦略（考え方）の一部に緊急事態によって

発生する放射性廃棄物の潜在的な存在について考慮することを確実にする 
 
E6.2 の質疑応答 
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 英国等から、放射性廃棄物に関しては、IAEA 共同研究プロジェクト(CRP)に「原子

力または放射線緊急事態に関する備えと対応における線量予測評価ツールの有効活

用」（J15002）が行われ、本年末に成果報告書が取りまとめされること、また、IAEA
が主導する国際プロジェクト MODARIA「放射線影響評価におけるモデリングとデ

ータ」の成果が報告されていることが指摘され、それらを考慮するべきという意見が

あり、可能であれば、次回それらの報告をアジェンダに盛り込むこととなった。  
 
E6.3 WG II：放射線以外の影響 
E6.3 の発表概要 
韓国の K. Choi 氏より、WG II「放射線以外の影響」に関する報告があった。WG II は、

Choi 主査のほか、NEA 及び WHO からの参加者を含め 7 名のメンバーで構成され、日本も

内閣府から参加している。 
本 WG の作業も 2022 年 7 月~10 月にかけて行われ、2 回の会議を経て 10 月 21 日に報告

が取りまとめられている。 
結論として以下が示された。 

 GSR Part7 にある放射線以外の影響について、その定義をより詳細にする必要

がある。他方、安全指針文書レベルのドキュメントに放射線以外の影響に係る

取決めに関して言及しているものがなく、DS504 にその指針は記載がない。他

方、GSG-11 は移行フェーズ及び緊急事態の終了において、放射線以外の影響

に係る記載は十分である。 
 現行の安全基準文書は、防護対策措置による放射線の影響の防止あるいは軽減

に焦点を当てているが、防護対策の実施に潜むリスクや障害について詳細が記

載されていないか過小評価している。 
 （1）原子力又は放射線緊急事態と、（2）防護対策の両面から放射線以外の影

響を分類、範囲を評価するガイダンスがない。 
また、WG II の提案として以下が示された。 

 安全指針文書あるいは EPR シリーズ文書において、放射線以外の影響につい

て具体的な事例を示すと共にその定義を拡張することが望ましい。また、そこ

では、身体的健康、メンタルヘルス（社会心理的）やウェルビーイング、社会、

経済、環境への影響を含む放射線以外の影響の全体が取り上げられるべき 
 放射線以外の影響において使用される新しい用語を導入する必要がある。例え

ば、MHPS 被害や MHPS 支援である。（MHPS は “メンタルヘルス及び社会

心理学的な”の意味である。）また、この放射線以外の影響には、影響の意味が

二重にあり、一つは原子力又は放射線緊急事態によって受ける影響であり、も

う一つは緊急事態対策がもたらす影響がある。 
 GSR Part7 の要件 16 の第 5.89～5.92 項は、より明確に見直しする必要があ

る。 
 DS534 に放射線以外の影響の予防、緩和、最小化について考察が記載される必

要がある。 
 原子力災害だけでなく、自然災害等の他の災害においても放射線以外の影響に

関する過去の知見を得るべきである。 
 WHO の MHPSS（MHPS 支援）の枠組み、NEA の原子力災害後の復旧への備

えに係る枠組みの構築、間もなく発行となる NEA の MHPSS の実践的ガイド

などの現行の国際的ガイド文書は、放射線以外の影響に係る安全指針レベルの

文書の検討に有益な参考文献である。 
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 放射線以外の影響を定性的に、また定量的に評価する方法論を開発するべきであ

る。 
 緊急時計画距離（EPD 及び ICPD）に関する安全指針レベルの文書に放射線以

外の影響を考慮した指針をさらに加えることは、MHPSS を含め放射線以外の

影響の緩和対策の実施に重点を置くという意味で有益である。 
 
E6.3 の質疑応答 

 なし。 
 
E6.4 WG III：EPC III 施設の EPR 
E6.4 の発表概要 
アイルランドの V. Smith 氏より、WG III「EPC III 施設の EPR」に関する報告が行われ

た。WG III は、Smith 主査以下 4 名のメンバーで構成されている。作業は 2022 年 8 月～10
月にかけて 3 回の会議を行い、10 件の EPR に関する安全指針文書及び EPR シリーズ文書

を分析して、10 月 28 日に報告が取りまとめられている。主な結果は以下の通りである。 
 GSR Part7 発行後に作成（改定）されたドキュメントは、EPC III 施設を含む

すべての EPC について適用できるように指針が記載されている。しかし、GSR 
Part7 発行前に作成（改定）されたドキュメントは見直す必要がある。 

 （個別安全指針文書等まで見れば、）EPC III 施設が範囲に含まれている指針

文書は多数ある。しかし、その（特にオフサイトの）EPR について、具体的な

指針を記載し、示している文書を見出すことができない。 
また、WG III の提案として以下が示された。 

 GSR Part7 発行後のドキュメントは EPC III 施設を含めて適用できることか

ら、GSR Part7 発行前のドキュメントも、その要件を反映した記載に改定して

いくべきであり、（RASSC 主導の）個別安全指針 SSG-8 や SSG-59 を改定す

る際に、GSR Part7 の要件をカバーするように見直していくことで、新規の安

全指針文書等を作成するといった拡大の方向にする必要はない。 
 GSR Part7 の要件を履行するための研修あるいは WS が開催されているが、

EPC III 施設に関する EPR に合わせたこの研修あるいは WS を開発すること

を検討すべき 
 
E6.4 の質疑応答 

なし。 
 
E6.5 第 11 回原子力事故関連 2 条約所轄官庁代表者会議（CAM2022）報告 
E6.5 の発表概要 

IAEA の Carlos Torres Vidal 氏より、原子力事故関連 2 条約所轄官庁（CA）代表者会議

に関する報告があった。第 11 回 CAM 会合がウィーンの IAEA 本部にて、前回 EPReSC 会
合の翌週、6 月 13 日～17 日にハイブリッド形式で開催された。79 ヵ国及び 4 つの国際機関

から計 167 名の各国 CA 代表者が参加（対面参加 79 名、ウェブ参加 88 名）。 
会議では 13 件の決定事項と 27 の今後の方針がエンドースされた。これらは従前の方向を

概ね踏襲しているが、注目された主な推奨事項を以下に示す。 
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 加盟国は緊急事態における公衆とのコミュニケーションを強化し、安全性の理

解促進のためソーシャルメディア空間において確かな存在となることを確立す

る。そのため広報関係の要員の研修訓練を増加するとともに、先取りしたコミ

ュニケーションに向けた戦略を検討する。 
 加盟国は、緊急事態における国際的な援助の要求や提供の運用に係る取決めの

実施をテストするため ConvEx-2b の演習に積極的に参加する。 
 RANET 参加国は、自己評価若しくはその他の方法で、NAC のレビューを定期

的（2 年毎を推奨）に行うこと。 
 RANET における国際援助活動に関して IAEA（IEC）と参加各国との間に交わ

される援助行動計画（AAP）の援助内容及び実施手順等の合意手続き及び署名

プロセスにおいて支障をきたす可能性がある事柄を洗い出し、AAP の様式を改

善する。 
 加盟国は、IAEA の ConvEx-2e や演習等で、自国内の場所（地点）を、IAEA

が自ら実施する事故評価及び診断解析評価作業を行うときに用いる仮想的な事

故発生ポイントとして使用することを事前に同意、連絡することについて協力

する。 
 加盟国は、ConvEx-3 演習のホスト国（事故の発災国）となり、様々な演習目標

の開発に協力するよう努める。 
 加盟国は、発生源の不明な線量の上昇を検知したら、迅速に USIE を用いて情

報共有するための取決めを改善する。 
なお、次回の CA 会議は 2024 年 6 月 10～14 日の開催予定とのことであった。 
 

E6.5 の質疑応答 
 米国から、今般の CA 会議参加経験を踏まえ、アジェンダにグループ分けした討議が含

まれていた。そこで参加者から CA 会議の調整等についてよい意見が出ていたので、次

回 CA 会議のアジェンダでもこの経験を生かすべきとの提案があった。事務局から、ア

ジェンダの構成にもよるが、CA の担当者と話してみるとの回答だった。 
 
E6.6 EPRIMS：メンバー国の自己評価に関する全般的な傾向 
E6.6 の発表概要 

IAEA のＧurdal Ｇokeri 氏より、EPRIMS の概略紹介につづいて最新版に関する情報提

供が行われた。EPRIMS は、IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）が整備する緊急

時対応と備えに関する情報管理システムで、ウェブベースの知識管理ツールである。 
現在、175 カ国の IAEA 加盟国の内、129 ヵ国が EPRIMS の国のコーディネータ登録（す

なわちアクセス権取得）をしている。登録国の整備状況として、各国の EPR に関する整備状

況の自己評価を表す「モジュール」の作成にまったく着手できていない国が 53 ヵ国で 4 割

ほどとなっている。また、各国の EPR の概要を表す「プロファイル」の登録は、登録国が 58
ヵ国（全体の約 45%）とのことであった。 
また、モジュール毎にユーザーが評価した Performance Indicator の平均を見ると、要件

5 の防護戦略、要件 15 の放射性廃棄物管理、要件 18 の緊急事態の終了の 3 件が他の要件に

比べて自己評価が少し低い傾向が認められたとのこと。一方、要件 12 の医療対応の

Performance Indicator は少し上昇したとのこと。 
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以前から各国の要望が強く、作成する計画の話が出ていた EPRIMS の入力例を示す模擬入

力版について、概略のニュースが示された。模擬入力版は EPRIMS 国として架空の国の状況

を想定してモジュールが作られ、他の参加国と同様に掲載される。完成時期は 2023 年の 3 月

である。 
 
E6.6 の質疑応答 

参加者から特に質問、コメント等は出なかった。 
 
E7. 加盟国からの報告 
 EPReSC のメンバー国からの報告は、韓国及びブラジルから、EPR の取決め（仕組み）に

ついての紹介が行われた。 
 
E7.1 韓国の（EPR に係る）計画 
E7.1 の発表概要 
韓国の K. Choi 氏より、韓国における原子力発電の状況、国の緊急事態管理に係る全体的

な概要の報告があった。 
 
E7.1 の質疑応答 

 英国からの質問で、EPZ が広範囲にわたるが、事業者は全体をカバーできるのかと

いう質問があり、韓国側は、防護対策については地方自治体が予防的な実施を含め

て実施の意思決定、実施を担うとの回答であった。 
 米国から地方自治体のモニタリングで可搬型の測定器も使用するようだが、それら

を設置するリソース（人員）は確保できるかという質問に対し、可搬型の測定器は

固定型モニタリングポストを補完するためのもので、地域の状況に応じて対応され

るとの回答であった。 
 原子力災害における減災の対策に関する質問が参加者からあったが、今回はオフサ

イトの紹介しか用意していないが、事業者がオンサイトの対応として減災の対応を

行うとの回答であった。 
 また、意思決定支援システムについてはいくつか詳細に関する質問があった（GIS

システム、ソースターム予測とモニタリンク結果の利用、システムの維持・管理、

利用者の教育など）。さらにオーストラリアから、IAEA の協力研究計画(CRP: 
Cooperative Research Programme)に線量予測モデルのプログラムについて韓国

に参加を促す発言もあった。 
 インドから、意思決定支援システムに関し、表示できる情報の範囲やモニタリング

データ、予測評価データなどの GIS 表示方法について詳細な事項の質問があり、

韓国はモニタリングデータは GIS に直接マッピング、表示すると回答していた。 
 
E7.2 ブラジルの EPR に係るインフラ整備 
E7.2 の発表概要 
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ブラジルの Alexandre Gromann de Araujo Goes 氏より、ブラジルにおける原子力発電の状

況、国の原子力に関する体制、原子力緊急事態管理の中心を担っているブラジル原子力委員

会（CNEN）の組織等に関する概要報告があった。 
 
E7.2 の質疑応答 

 スロベニアから、1 年おきに 10 時間にわたって実施される机上訓練について質問

があり、実動訓練（総合防災訓練）と机上訓練ではやり方が異なり、全ての関係

省庁や機関が一同に参加する訳ではないこと、国、地方政府、事業者等それぞれ

のレベルで実施し、訓練シナリオに応じて参加機関が入れ替わるといった回答で

あった。 
 インドから拡散予測評価のモデルについて質問があり、ブラジルの報告者は

ARGOS CBRN のモデルの説明を簡単に行った。また、インドから対応組織の立

ち上げについて質問があり、施設では周辺地区に当番の要員がおり、直ぐに立ち

上がること、地方レベルでも同様であり（実績はサイクロンのような例しかない

が）40 分程度で活動開始となる。国レベルの対応組織は最初の連絡から 4 時間で

立ち上げできるとのことであった。 
 
E8. 国際機関からの報告 
国際機関からの報告は、例年 2~3 件ほどが行われている。今回の第 15 回会合では、3 つの

国際機関、すなわち、世界保健機関（WHO）、欧州委員会（EC）、経済協力開発機構／原子

力機関（OECD／NEA）から報告があった。 
 
E8.1 世界保健機関（WHO） 

WHO の Zanart Carr 氏より、ウクライナ紛争における WHO の支援活動を中心に報告が

あった。WHO の支援活動として、チョルノービリやザポリージャの原子力発電所に関する

リスク評価とその報告書の作成、ウクライナ当局への放射線被害の可能性とその対策、

REMPAN や IACRNE を通した国際協力の調整、関係諸国との情報交換やメディアへの情報

提供、ウクライナ当局への安定ヨウ素剤の支給提供が行われているとのことであった。 
 
E8.1 の質疑応答 

 ロシアから、（ウクライナ紛争に関しては）政治的な側面もあり、IAEA のマン

デートの範囲ではないこともかなりあるとの指摘があった。 
 
E8.2 欧州委員会（EC） 

EC の担当者より、EC からの報告もウクライナ紛争における対応活動を中心に、その他の

EPR に係る研究プロジェクトについて報告があった。EC においては、西欧原子力規制者会

議(WENRA)の欧州原子力安全規制部会（ENSREG）においてウクライナ対応が検討されて

おり、また、欧州放射線防護機関管理者連合（HERCA）も作業グループを設置して検討を行

っているとのこと。HERCA でも、原子力緊急事態における隣国間の放射線防護措置の調整
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に係るガイド HERCA-WENRA アプローチ（2014）の 2022 年ウクライナ紛争版を発行した

とのことであった。 
EPR に係る研究プロジェクトは、詳細は紹介されなかったが、EPR に関する国境を跨い

で生じる防護対策の整合に係る実践上の問題についての研究とのことであり、これまで WS
やケーススタディを実施、本年 12 月に 2 回の WS を実施、来年の春には報告書が取りまと

められる予定とのことであった。 
 
E8.2 の質疑応答 

 なし。 
 
E8.3 原子力機関（OECD／NEA） 

NEA の Jan-Hendrik Kruse 氏より、CRPPH の議事録をもとに主に口頭で行われた。

CRPPH の活動を全般的に紹介する内容であったが、6 月の前回会合における報告と内容が

共通したものが多く、特に新しく注目するような事項はなかった。 
 
E8.3 の質疑応答 

 なし。 
 
E9. 閉会 
E9.1 EPReSC-15 のまとめ 
議長より本会合の結果のとりまとめが示された。その概要は以下のとおりである。 
IAEA 安全基準文書案のレビューでは 2 件の DPP 案（DS544、DS545）、核セキュリティ

文書案のレビューでは 1 件の DPP 案（NST052）の CSS への上程を通した。 
メンバー国からの報告では、韓国及びブラジルから報告があった。国際機関からの報告で

は、3 つの国際機関、すなわち、世界保健機関（WHO）、欧州委員会（EC）、経済協力開発

機構／原子力機関（OECD／NEA）から報告があった。 
EPReSC が主導する IAEA 安全基準文書案については、DS 504「原子力又は放射線緊急事

態に対する準備と対応のための取決め」 (GS-G-2.1 の改定)、DS527「原子力又は放射線の

緊急事態への準備と対応に用いる判断基準」 (GSG -2 の改定) 、DS 534 「原子力又は放射

線緊急事態に対する防護戦略」（新規指針文書）の 3 件について進捗状況報告が行われた。 
EPR に係る安全基準文書の整備に係る中長期計画については、前回会合で設置され、検討を

進めてきた次の 3 つの検討 WG からの報告があり、中期計画についていくつかの提言が示さ

れた。特に WGⅠ及びⅡで提案された DS534 への反映事項を実施するため、現行計画の

DS534 策定期間を 1 年程度延長、また中期計画の範囲内（2028 年第 1 四半期まで）で GSR 
Part7 の改定に関する計画立案と実施を行うということが決定された。長期計画については、

さらに質問票（アンケート）による調査を行うこととし、その内容案が提示された。また、

WGⅠの放射性廃棄物管理については、IAEA の CRP J15002 及び MODARIA プロジェクト

の成果の反映も検討することとなった。 
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前回の EPReSC-RASSC 合同セッションの議事録について、特に今後の協力に係る記載の

見直しが提起され、修正案について RASSC と協議することとなった。 
安全基準の策定手順 SPESS B に関する議論では、安全基準文書策定プロセスについて議

論が行われた。SSC を 3 回とする案については否定的な意見が多かったが、引き続き検討を

継続することとなった。 
EPR シリーズ文書の作成については、第 9 回 EPReSC 会合で合意されたメンバー国のレ

ビューだけでなく、文書作成についてもメンバー国の協力を得る方向も検討することとなっ

た。 
EPReSC-NUSSC 合同セッションでは 2 件の安全基準文書案（DS518A 及び B）のレビュ

ー及び 1 件の安全基準文書 DPP 案（DS543）について審議し、CSS への上程を承認した。 
国際機関からの報告では、欧州原子力施設安全基準イニシアチブ（ENISS）から最新動向の

報告があった。 
EPReSC-NUSSC 共通課題として、SMR 関連、特に今般これまで話題に出たことのない

CRP と NHSI の情報に関心が高まった、原子力発電所のレベル 2PSA の最新動向、IAEA の

ピアレビューミッション IRRS と EPREV に関する紹介が行われた。 
2023 年 6 月に再度 NUSSC との合同会議を開催することを検討する。 

 
E9.2 その他の事項 

イスラエルから、本会合のプレゼン資料について、今回会合では開催前だけでなく終了し

ようとする現時点においてさえウェブ上に公開されていないことについて苦情があり、次回

は開催前にウェブ上に公開するよう要望があった。 
 
E9.3 今後の会合等日程 

EPReSC の今後の会合等日程が次のように決定された。 
第 16 回会合：2023 年 6 月 13－15 日 
第 17 回会合：2023 年 12 月 5－7 日 
 
E9.4 Closing Remarks  
M. Grzechnik 議長から閉会の挨拶があった。 
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EPReSC‐NUSSC 合同セッション（11 月 9 日） 
EPReSC と NUSSC との合同会議が 2 日目（11 月 9 日）に開催された。合同会議の各議

題について調査を行った結果を以下に述べる。 
 
EN1. 開会 

NUSSC（IAEA の原子力施設安全部（NSNI）Alm-Lytz 部長、NUSSC 議長 Webster 氏

（カナダ））及び EPReSC（IAEA の事故・緊急事態対応センター（IEC）センター長 C.Torres
氏、EPReSC 議長の Marcus Grzechnik 氏（オーストラリア））から合同会議に関する挨拶

があった。 
 
EN2. EPReSC 及び NUSSC の審議対象となる安全基準文書案  
EN2.1 DS518A「核燃料再処理施設の安全」及び B「核燃料サイクル研究開発施設の安全」

（担当委員会：NUSSC（主）, RASSC, WASSC, EPReSC, NSGC） 
ER2.1 の発表概要 

DS518A 及び DS518B は、それぞれ個別安全指針文書 SSG-42（2017 年）及び SSG-43
（2017 年）の改定版である。SSG-42 及び 43 は福島の事故の教訓を反映して 2017 年に出版

された文書であり、今回の改定の目的は、（i）個別案件要件 SSR-4「核燃料サイクル施設の

安全」の反映、（ii）その他の一般安全要件の反映、及び（iii）安全と核セキュリティの境界

に係る事項の修正である。 
現在ステップ 7 で、各国の関係委員会委員からのコメントが 10 月で締め切られている。

各国の関係委員会委員からのコメントは、8 ヵ国から 195 件（NUSSC 151 件、EPReSC 25
件）であった。 
日本は、SSG-42 に対して 25 件、SSG-43 に対して 13 件提出している。日本のコメントに

ついては、SSG-42 への 17 件がそのまま反映、7 件が修正の上反映とされており、1 件は修

正案が前の文章に矛盾するとして却下となった。なお、日本からのコメント 25 件の内、

EPReSC 委員のコメントは 4 件で、すべてそのまま反映となった。 
SSG-43 に関する日本からのコメントについては、11 件がそのまま反映、1 件が修正の上

反映とされ、却下となった 1 件は、DS518A の記載に合わせて 4.7A 項を追記すべきという

コメントである。なお、日本からのコメント 13 件の内、EPReSC 委員のコメントは 3 件で、

すべてそのまま反映となっている。 
本会合では、ステップ 7 の審議が行われ、NUSSC 及び EPReSC いずれも承認することと

なった。 
 
EN2.1 の質疑応答 
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参加者から、SSG-42 及び 43 の今回の改定では、FINAS（燃料サイクル施設に係る事故・

トラブル報告集約システム（Fuel Incident Notification and Analysis System））で集約さ

れた運転経験情報を反映するとされていた。FINAS のデータベースを見ていないのだが、

FINAS にはどのような知見があったのかという質問があった。しかし、これに対して答え

た事務局は、明らかに質問の趣旨を誤解し、SSG-42 及び 43 を改定し、反映すべき課題とな

るような FINAS の運転経験データには言及せず、FINAS で集約されている運転経験情報

の全般的な説明を行っていた。 
 
EN2.2 DS543「放射性物質安全輸送規則」DPP（担当委員会： TRANSSC（主）, NUSSC, 
RASSC, WASSC, EPReSC, NSGC） 
EN2.2 の発表概要 

IAEA の「放射性物質安全輸送規則」は、通常とは異なるプロセスで安全基準文書の改定が

行われ、TRANSSC 内にいくつかの技術専門グループ（TTEG）が設置されており、まずこ

の EG において内部レビューと修正勧告が行われ、それに基づいて TRANSSC 内の検討作業

が開始される。今回の作業では、TTEG の内部レビューにおいて各国から 304 件ほどの修正

案が事務局に寄せられ、294 件に絞られて TTEG に諮られたとのこと。現時点では、TTEG
において改定における修正事項に関する勧告案の取りまとめ作業が行われており、2022 年

11 月末に開催予定の TRANSSC45 に上程される予定とのことであった。 
本 DPP 案の CSS 上程は 2023 年 4 月の予定であり、これが承認されれば、初稿ドラフト

は2023年9月にステップ6の個別安全基準委員会による最初のレビューとなる計画である。 
NUSSC 及び EPReSC として、次の CSS によるレビューへの移行を承認することとなった。 
 
ER2.2 の質疑応答 
なし。 

 
EN.3. その他の事項 
EN.3.1 CRP I31029（SMR の EPZ）終了後の現状 
EN3.1 の発表概要 

SMR に関する IAEA 共同研究プロジェクト（CRP）「EPZ の技術的基礎決定するための

考え方、方法論及び判断基準の開発」（I31029）のその後の対応状況に関する報告が行われ

た。 
SMR については、EPR の分野において、特に SMR の EPZ の大きさの決定方法が喫緊の

課題であり、米国等の海外諸国における研究だけでなく、IAEA も上記の CRP において SMR
の EPZ の大きさの決定方法について研究を行ってきたとのこと。 
この CRP の成果は、EPZ を含めた、SMR の EPR の取決めに関する技術的基盤を決定付け

る適切な考え方、方法論及び判断基準について理解を深めるものとして、TECDOC シリーズ

の文書として公表される予定である。 
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また、技術的な部分及び（現行安全基準文書と）整合性のある情報については、EPZ を含

めた、SMR の EPR の取決めに関するガイダンスとして新しい EPR シリーズ文書の策定に

資するとされている。結果的に、この EPR シリーズのガイダンスは、上述の TECDOC と

2021 年に開催された IAEA の次世代原子炉と EPR に関する技術会合の結論をベースにした

ものとなる見込みであるとのことであった。 
 
EE3.1 の質疑応答 

韓国から、EPR シリーズのガイダンスについて、ガイダンスはいくつかの SMR のタイプ

について、EPZ 設定の方法論とその例示を示すものかという質問があった。事務局からは、

概ねその通りであるとの答えであった。 
また、韓国より SMR の EPC について、SMR は条件によって EPC I~III に分類され、IV

や V ではないという分類の考え方について、従前の GS-G-2.1 の分類の考え方に従えば（熱

出力から）III であり、I や II と分類することに異論がある旨が示された。それに対し、EPC 
IV や V は元々の定義に施設の概念は含まれていないこと、技術会合やフォーラムでも意見

があったように、SMR に従前の熱出力で単純に分類する考え方は適用できず、モジュール

を並べて設置、遠隔運転あるいはメンテナンスフリーといった概念もあること、（小型で様々

なところに設置されるため）核セキュリティ事象の考慮がより重要であること、周辺が人口

の少ないケース（地点）ばかりではないことから、パフォーマンスに応じて I~III に分類す

るという考え方であるという主旨の回答であった。 
仏国から、SMR の特徴あるいは売りになっている“事故ゼロ”のような言葉の定義するこ

とが必要であり、これが皆に共有されることなしに流布していると指摘し、安全基準文書等

の作成において現在使われている用語についても検討してはどうかという提案があった。事

務局から、用語の定義について共有すること、会議において最初にそれを共有することは非

常に有効だと思う。しかし、用語の定義は、既に IAEA から統一したガイドとして用語集

（Glossary）というドキュメントがあり、それは先に行われた用語集に関する会合でも見直

しについて議論されているところである。（SMR に関わる用語についても）今後の改定の

議論の中で出てくるであろうといった趣旨の返答があった。米国から、先月発行となった

IAEA の原子力安全・核セキュリティ用語集の編纂に携わったが、（先の事務局の返答を指

して）彼の指摘はその通りであると述べ、IAEA の用語集は様々な IAEA 文書で使われてい

る用語を統一的に網羅したものであるが、それぞれの用語自体の定義の正しさや正確さまで

は審議されたものではないと指摘した。別の米国参加者から、設計する側は EPR の世界を

知らず、その言葉の意味を全く理解せずに使っていることもある。用語の定義（その意味す

るところ）をはっきりする、共有することは、挑戦というべきことではあるが、非常に重要

であるという主旨の発言があった。 
オランダから、報告にあったガイダンスや TECDOC について、その発刊の時期に関する

見通しについて質問があり、事務局から TECDOC シリーズの文書についてはドラフト原稿

がほぼできたという状況だが、（スケジュールの見通せないところもある、担当の個人的な

見通しは 2023 年 8 月頃になるのではないかとの回答であった。 
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カナダから、SMR の EPZ などに関しては、GSR Part7 の附録にしてはどうかという意見

があった。事務局から、GSR Part7 は適切ではないが、EPZ を含む SMR の EPR について

は、EPR シリーズ文書に関して 2 つの選択肢を考えており、ひとつは報告で触れたように

新しい SMR に関する EPR シリーズ文書を策定するという案、もう一つは、EPR-NPP PPA 
2013 の改定として SMR の EPR について記載を加える案があると述べた。 

 
EN.3.2 DS528「原子力発電所のレベル 2 確率論的安全評価の開発と応用」の紹介 
EN3.2 の発表概要 

DS528 は、2010 年に発刊され、翌年の福島第一原子力発電所事故を受けた技術会合等を

経て改定された個別安全指針文書 SSG-4「原子力発電所のレベル 2 確率論的安全評価の開発

と応用」の改定である。一般安全要件 GSR Part4（Rev.1）「施設及び活動に対する安全評

価」や原子力発電所の安全に関する個別安全要件 SSR-2/1（Rev.1）及び 2/2（Rev.2）及び個

別安全指針 SSG-3「原子力発電所のレベル 1 確率論的安全評価の開発と応用」（現在 DS523
としてレビュー中）におけるレベル 2PSA に係る記載と整合させる必要があったため。全面

改定することになったとのこと。また、原子炉格納容器の内部及び外部に設けられた使用済

み燃料プールも本指針文書のスコープに入っているが強調されていた。 
なお、DS528 の DPP 案は 2020 年の 6 月に NUSSC で承認されている。2021 年 9 月の 3

回目のコンサル会合以降、2022 年 10 月の第 5 回会合までに最終ドラフトの議論が行われ、

2022 年末には関係委員会の第 1 回レビュー（ステップ 7）が完了予定とのことであった。

2023 年の半ばに加盟国のレビューとなる計画であり、発刊目標は 2025 年第 3 四半期とされ

ている。 
 
EN3.2 の質疑応答 
なし。 

 
EN.3.3 IAEA の原子力の調和と標準化イニシアチブ(NHSI) 
EN3.3 の発表概要 

IAEA の Alm-Lytz 原子力施設安全部長から、IAEA が特に安全かつセキュアな新型原子炉

を目標にその規制や標準化の在り方について検討する活動について報告があった。本検討で

は、規制の整合性と、産業界での標準化に関する 2 つの部門に分かれて活動し、それぞれに

おいて 3~4 つの作業グループを設置して作業が進められているとのこと。 
2022 年 6 月にキックオフ会議が開催され、2024 年に報告書のドラフトを取りまとめする計

画である。 
 
EN3.3 の質疑応答 
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会場の参加者（NUSSC メンバー）から、この NHSI の検討は規制当局だけでなく、事業

者にとっても非常に興味深いとのコメントがあった。 
米国（NUSSC メンバー）から、現在の検討は施設の設計に大きく影響することから、設

計のユーザー側のニーズ（優先度）を勘案し、NHSI の検討・議論の優先事項を決めて実施

するべきとの指摘があった。 
これに対し、Alm-Lytz 部長は規制や事業者、設計の関係者だけでなく、運用に関連する

こととして設備の運用者の意見も取り入れていく考えを示した。また、広く関係者が協力し

ていくことが重要という観点から、1 月に関係する会議を開催予定なので、産業界にも参加

案内を行う考えであると述べた。 
会場の参加者（NUSSC メンバー）から、現状、世界では様々な SMR の設計例があり、

色々な概念が検討されているが、これらをどうやって調和させ標準化していくのか、またこ

の NHSI の検討を IAEA が設置している安全基準委員会、特にどうやって反映させていく

つもりかという質問があった。 
これに対し Alm-Lytz 部長は、NHSI の検討は、まず最初の段階として水冷却 SMR を優

先に検討していること、それでも SMR に対する設計要求は多様で判断基準の整合を取るだ

けでも非常に困難であると述べた。また、NHSI の検討報告は安全基準やガイドというより

も、設計の考え方の整合性に着目しているもので、安全基準委員会、NUSSC の承認を必要

とするものではないとしながらも、NUSSC の会合では情報提供の報告を毎回実施し、そこ

で得たコメント等は検討に取り入れるようにしている方針であることを述べた。 
これには、IAEA の担当者から補足意見があり、前回の（NUSSC）会議でも紹介した通り、

SMR や新型炉に関する基準の検討も別に実施されており、最近では 9 月に関連するドキュ

メントも発行している、また、高温ガス炉についてはまだ含まれていないが、そのほかの炉

型について閉じ込め機能に関する検討など活動の範囲を拡げていくことを検討中である旨

述べた。 
英国から、安全基準文書の出るタイミングについて質問があり、演習やライセンスプロセ

スの様々な要素について TECDOC 等が準備されているがどのような状況かという質問があ

った。Alm-Lytz 部長は、例えば SSG-12 など既存の安全基準文書の改定時にそれを盛り込

む方向などで対応する考えを示した。 
 
EN.3.4 第 52 回安全基準委員会 CSS 会議の報告 
EN3.4 の発表概要 

IAEA の Dominique Delattre 氏より 2022 年 10 月 18－20 日に開催された第 52 回 CSS
会議の会議報告が行われた。CSS として承認、発行手続きに移された安全指針文書が 2021
年は 7 件であったが、2022 年（2021 年 11 月から 2022 年 11 月）は 21 件に上った。第 52
回 CSS 会議では、さらに 5 件の安全指針文書がエンドースされ、5 件の DPP が承認となっ

たとのことである。その他の議題として、ウクライナの状況、SPESS B と SPESS F の見直

し及び改定について議論されたとのこと。 
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EE3.4 の質疑応答 

 米国から、（本報告において、文書等の作成の進捗状況を評価し、出版物の優先度

や保留となっている案件を減らすためのチェックの仕組みについて言及があった

ことから、）承認済みの安全基準文書の発刊について長く保留状態になっている文

書について意見があった。 
 オーストリアから、安全基準文書の利用において問題が生じたとし、著作権に関す

る質問があったが、事務局から IAEA の文書の著作権上の取扱いは既に規定があ

り、質問の事項はむしろオーストリアの法律上の問題という側面が指摘された。そ

れに対し、米国から、IAEA で業務をしていた時、しばしばこの問題で苦労したと

述べ、著作権上の取扱いは安全基準文書の最初に書かれているが、あまり整合して

いないところがあり、その解釈が非常に大変であった。今は CSS の報告において

この問題が提起されたが、オーストリアのコメントを含め、この問題は、本来 SSC
レベルで検討し、解決していくべき問題と思われるというコメントがあった。議長

から、3 日前の CSS の話なのでまだこの議事録は確定していないため、この意見

を記載に反映することも可能だと思うが、それよりも、まずこの件を事務局から

IAEA の関係部署に伝え、措置していく方が適切との回答であった。 
 米国から、ウクライナに関する座談会に関連して、武力紛争状態において安全・セ

キュリティガイドや核セキュリティガイダンスの適用上発生する恐れがある課題

に関する CSS 内の検討について、より詳細な説明（情報）を求めるコメントがあ

った。事務局から、この検討の報告予定については以前既に述べている、本検討は

事務局次長から CSS に直接検討の指示が来たもの。このような状況は、現行の安

全基準文書等で全くカバーされていないという訳ではないが、元々はこのような

状況を想定して安全基準文書等を作成していたわけでもないので、そのような複

雑な状況に関する記載はなく、それらを改定することは必要であるとの回答であ

った。 
 
EN.3.5 IAEA による総合規制評価サービス(IRRS)の概要 
EN3.5 の発表概要 

IAEA の Jean-Rene Jubin 氏より、IAEA が加盟国に行っている総合規制評価サービス

(IRRS)に関する概要紹介とこれまでの実績、今後の予定について報告があった。IRRS のモ

ジュール 10 に EPR が含まれている。しかし、このモジュールでは、オンサイトの EPR の

みで、オフサイトに係る EPR については EPREV でレビューすることになっているとの説

明があった。この点について、IRRS と EPREV のレビューミッションのスケジュールに関

し、IRRS のモジュール 10 のピアレビューだけ、EPREV のレビューミッションと同時に実

施することもできるようにしたとのことであった。ただし、本報告では、IRRS と EPREV で

は、レビューの視点や方法も異なるため、IRRS を受ける価値を最大限に生かすためにも両者

を別々に受ける方がよいとも最後に強調されていた。 
 
EN3.5 の質疑応答 
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米国から、モジュール 12「原子力プログラムを導入する国」は、SSG-16 （Rev. 1)をベー

スにしているという説明だったが、SSG-16 はモジュール 12 に限らず、例えばモジュール 1
にも適用されるものだし、導入すると言ってもその（計画決定から運転開始に至るまでの）

タイミング（SSG-16 が適用される時期）をどう考えるのかという指摘があった。それに対

し、事務局は（新任者であったのか）、まだ十分に理解していないと言いつつ、モジュール

12 とモジュール 1 の違いとモジュール 12 において適用される SSG-16 の指針について説明

を行った。 
カナダから、2019 年の IRRS と EPREV のレビューミッション受入れでは、説明が重複

するところが少なくないことから国内での準備対応において混乱したことから、IAEA 側と

2 つのピアレビューに関するスケジュールの交渉を行ったと経緯を述べ、IRRS モジュール

10 と EPREV は関連性が強く、（加盟国側としては）説明が“重複”するところが少なくない

ことを指摘、IAEA のピアレビューにおけるこのような“重複”をなくす検討はしないのか問

うコメントがあった。事務局は、今回報告したように、両者のスケジュールが近い場合は、

IRRS のピアレビューからモジュール 10 のレビューだけ分離し、EPREV のピアレビューの

際、一緒に実施するということで対応すると回答し、“重複”については言及しなかった。事

務局としては、本報告の中で示したように、IRRS のモジュール 10 と EPREV は、オンサ

イトとオフサイトに係る EPR として切り分けされており、オフサイトに係る EPR レビュ

ーの視点や方法も異なるという見解であり、“重複”はしていないという理解であることを示

したものと考えられる。 
参加者から、こうして出てきた各国の意見等をどう集約、分析し、安全基準文書に反映す

るのかという質問があり、事務局は IRRS で出た意見はレビューミッションの実施方法等に

反映するとしたが、IRRS で議論する頻度は非常に少ないので、このような場でいろいろな

意見をもらうことが重要と考えているとの回答であった。また、事務局から、加盟国との

IRSS に関する定期会議が 2023 年 10 月に計画されているとのアナウンスがあった。そのた

め、今回議論となった IRRS のモジュール 10 と EPREV のレビューの問題は、この会議で

もまた議論となる可能性がある。 
 
EN.3.6 IAEA による緊急事態の備えと対応の評価サービス(EPREV)ミッションの概要 
EN3.6 の発表概要 

IAEA の Stacey Horvitz 氏より、緊急時への備えに関する評価サービス（EPREV）に関す

る概要紹介とこれまでの実績、今後の予定について報告があった。なお、今回の報告で期待

された EPREV の e ラーニングコースの整備状況については言及されなかった。 
 
EN3.6 の質疑応答 
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米国から、前の議題において、カナダが IRRS モジュール 10 と EPREV の“重複”を指摘

したことに言及して、IRRS 及び EPREV のレビューミッションの受入れは、いずれも受入

国にとってかなりのロードであり、そのようなケースでは、ホスト国との協議の上、IRRS
モジュール 10 との実施のタイミングを調節できるようにしたことは非常に有益であるとい

うコメントがあった。事務局から、そのようなケースが度々あるものなのか分からないが、

これらのレビューミッションを必要とする国は少なからずあり、今後、小さな国に対するミ

ッションが増えてくれば、こういうケースも避けられないであろうと述べた。 
南アフリカから、ここ 2、3 年はパンデミックの影響でレビューミッションやフォローア

ップミッションのスケジュールが延期となるケースが増えているという指摘があった。それ

に対し、事務局から、確かに一時は非常に危機的な状況であったが、現在はミッションが再

開され、ここ 2 年の遅れを取り返しつつあると述べ、加盟国の協力を得て円滑に進めていき

たいと述べた。 
参加者から、EPREV のレビュー報告書と各国がレビューミッションの受入れ後に対応す

る対応計画（Action plan）の公衆への公表について質問があった。事務局から、ホスト国へ

のレビューミッション報告書提示後、90 日の期間内にその公開について、ホスト国がその意

思表示を行う必要がある。（公開を希望しなければ非公開となる。）各国の対応計画につい

ても同様で、ホスト国から（EPRIMS の）ウェブサイトへの掲載あるいはその公開を希望し

ないとの回答があれば、非公開とすると回答があった。 
 
EN.3.7 移動可能原子力発電所（TRNPP）の安全設計とセキュリティに関する検討について

の技術報告シリーズ発行についての DPP 
EN3.7 の発表概要 

IAEA の Mikhail Lankin 氏より「移動可能原子力発電所（TRNPP）の安全設計とセキュ

リティ」の技術報告シリーズ作成状況に関する報告が行われた。 
現状では、IAEA の安全基準文書、核セキュリティ文書若しくは国際海洋法のいずれにも

TRNPP に関する記載はない。現行の IAEA の安全基準文書の観点では、特に原子力発電所

の安全に関する個別安全要件 SSR-2/1（Rev.1）と放射性物質安全輸送規則である個別安全要

件 SSR-6(Rev.1)の適用性が課題であり、核セキュリティ文書では No.13 の核物質及び原子力

施設(INFCIRC/225/Revision 5) の適用性も課題とのことであった。 
この技術報告シリーズは、TRNPP の輸送（移動）に係る安全設計の面と核セキュリティ上

の考察に焦点を当てているとのこと。現在この DPP 案について内部のレビューが行われて

いる段階で、7 月に調整委員会の承認が得られたとのこと。今後は、ドラフトの起草に着手す

ることになる。ドラフト作成の完了及び調整委員会の承認は 2024 年 11 月を目指し、発行は

2026 年 6 月の計画である。 
 
EN3.7 の質疑応答 

参加者から、TRNPP は SSR -2/1 をはじめとした原子力発電所の安全設計の観点から検

討されているようだが、我々は核燃料の輸送という側面から TRANSSC とも議論してきた。 
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TRNPP は使用が終われば、廃炉処理のための施設にそのまま輸送（移動）されることから

放射性廃棄物の輸送関係の見方もこの検討の中に必要なのではないかという意見があった。

事務局は、あくまでも原子力発電所の切り口からの取組や考え方を述べたが、この参加者は、

シャットダウン後の TRNPP の輸送を指摘し、どういう条件で輸送を認めるのかといった、

使用済み燃料輸送の安全技術文書との関係があること等について指摘した。事務局は次のコ

ンサル会議でこの件について参加者に意見を聴いてみたいと述べた。 
フィンランドから、TRNPP の廃炉のための輸送（移動）は放射性廃棄物のそれと同じと

いう見方も可能である。廃棄物の輸出あるいは輸入に関する専門家は世界中に多く、TRNPP
をそのような観点から検討することも必要である。この技術報告には放射性廃棄物の観点か

らの検討は含まれるかとの質問があった。事務局から、含まれない、現在は原子力発電所そ

のものについて、そのライフタイム全体に焦点を当てているとの回答であった。 
フランスから、原子力発電所の安全設計とともに、核セキュリティの面からも検討されて

いるということだが、TRNPP の安全と核セキュリティの境界に係る問題についてはどうか、

この技術報告はどういうところを目指しているのかという質問があった。事務局から、現在

は設計という側面からセキュリティについても検討している段階であると回答し、あくまで

も NUSSC の範囲で検討した技術報告であることを示唆した。 
米国から当該検討の期間はどのくらいを想定しているかという質問があり、ドラフトの作

成に 2 年ほどを要し、2024 年には加盟国レビューを完了させ、関係委員会及び調整委員会

のレビューとその対応にさらに 2 年くらいを要すると見積っているとの回答であった。 
 
EN.3.8 欧州原子力施設安全基準イニシアチブ（ENISS）報告「リスクに比例した EPR の取

決め」 
EN3.8 の発表概要 

ENIS の John Skegg 氏より、ENISS とその活動についての紹介があった。ENISS は、原

子力施設に関する EPR のガイダンスを検討する作業チームを設置しており、福島の事故を

受けた対応策を検討する一方、最近の流れを受け SMR にも検討範囲を拡げている。 
ENISS の EPR ガイダンスの特徴は、事故時に予想される被ばくの線量と当該事故の発生

確率の 2 つの座標で張られた領域に、広く受け入れられる範囲、耐えられる範囲、受け入れ

がたい範囲の 3 つを定義し、緊急時の対応規模、IAEA の緊急事態準備分類（EPC）、事業

者側の対応レベルを割り付け、考察している点である。このユニークな検討は 2016 年から

行われており、現在は、この図と IAEA の GSR Part7 や EU 諸国のオフサイトの緊急時対応

との対応関係を検討しているとのことであった。 
 
EN3.8 の質疑応答 

議長の Webster 氏から、自分はこの分野に詳しくないが、コンサルの業務をしていて

しばしばこの被ばくとそのリスクについて聞かれることがある。被ばくのリスクを分か

り易く示すことは非常に重要な課題である。放射線防護は害よりも便益を多く与えると

いうことが原則だが、福島の経験から、特に低被ばく線量の場合が重要で、被ばくリス
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クの小さいところで避難をすれば、別な健康リスクによって、かえって害の方が大きく

なるということを学んだ。このようなツールの開発はより重要になっているとのコメン

トがあった。 
日本から、以前リスクの起因に関するコンサル会合に参加したが、避難などの防護対

策は通常極めて低い被ばくのリスクのところを基準にしていると指摘、本来放射線防護

は確定的影響を避け、確率的影響を下げることを基本として考えられていたが、実際に

は低い被ばく線量リスクにおいては、確定的影響のリスクと確率的影響のリスクのバラ

ンスであり、その防護対策の放射線以外の健康リスクとのバランスが重要になるとの指

摘があり、ENISS はその通りであると述べ、低い被ばく線量リスクは、確率論的なリス

クであり、それ以外の災害のリスクはみな決定論的手法を用いるので、理解し難い。今

の（日本の）コメントは非常に参考になったので、今後の研究の中でも検討してみたい

と述べた。 
米国から、被ばくのリスクを示す方法論として非常に分かり易く、記者が受け入れら

れるであろう問題や我々が（被ばくの）資料をどう評価するかということについてより

順序だてて取り組むことを心強くしてくれる報告であったと述べた。同じく米国から、

福島事故の 10 年後と題した IAEA の会議を通して、防護対策のため避難等が長期に及

び、放射線以外の健康リスクが生じると共に被害者のライフスタイルまで変わってしま

うということが明らかになったと指摘があり、リスクに応じて適切に防護対策を行うこ

とが重要で、ここで示された方法論はそれに非常に有益なものだというコメントを述べ

た。 
 
ER.4. まとめ 
アジェンダには、最後に本合同会議の総括を行う議題があったが、予定時間を大きく過ぎ

ていたため、議長は口頭でごく簡単にまとめのことばを述べた。 
Webster NUSSC 議長から、2023 年 6 月に NUSSC と EPReSC 共に次の会合が計画されて

いる。他にスケジュールが近い委員会は無いことから、今回合同会議を開催したばかりだが、

両者で議論、調整すべきことが多々あることが認識されたこともあり、可能であれば日程を

調節して、2023 年 6 月にまた NUSSC と EPReSC の合同会議を開催しないかと提案があっ

た。Grzechnik EPReSC 議長は、EPReSC の次回の日程はまだ確定していないが、いずれに

しても日程の調整・変更が必要なので、合同会議を開催する件については次回会合までに両

者で検討、協議するとした。 
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別添資料 3.9  IOMP-ICRP Webinar: Are radiation risks below 100 mGy for example through 
recurrent CT procedures of real concern for radiological protection?参加報告 

Ⅰ. 開催概要 

2022 年 4⽉20⽇ 21:00–22:00（⽇本時間）に、国際医学物理機構（IOMP）と国際放射線

防護委員会（ICRP）が企画したウェビナー「例えば CT の繰り返し撮影により被ばくするよ

うな 100mGy 未満での放射線リスクは、放射線防護で本当に懸念されるか」が開催された。 
 

Ⅱ. 背景と目的 
 本ウェビナーは、度重なる医療画像撮影により、100 mGy オーダーの低 LET 放射線を被

ばくする患者が、世界に毎年 100 万⼈ほどいる状況に鑑み、この線量レベルでの低 LET 放

射線被ばくによるがんリスクに関する疫学的知見を俯瞰する機会とするため、Madan 

Rehani 氏（ICRP 第 3 専⾨委員会名誉委員）が企画した 

 
Ⅲ. 会議概要 

Christopher H.Clement 氏（ICRP 科学秘書官補佐）の進行のもとで、Werner Rühm⽒

（ICRP 委員長）が原爆被ばく者（特に 2017 年以降の知見における性差などについて）、

Dominique Laurier 氏（ICRP 主委員会委員、第 1 専門委員会委員長）が成人の低線量率被

ばく（特に国際原子力作業者研究の知見や線量率効果係数について）、Richard Wakeford 氏

（ICRP 第 1 専門委員会委員）が胎内被ばく・小児被ばく（特にオックスフォード小児がん

研究や最近のメタ解析研究について）の疫学的知見に関して 50 分間、講演した。講演終了

後、約 15 分間の質疑では、個々の質問に対して講演者から回答があった。＞100mGy の急性

被ばくと遷延被ばくによる有意ながんリスク増加を示す疫学的知見が蓄積していること、＜

100mGy でも有意ながんリスク増加を示す疫学的知見が増えつつあることから、例えば CT
の繰り返し撮影により被ばくするような 100mGy オーダーでの放射線がんリスクは放射線

防護で懸念される、という結論が、次の 3 編の論文を主たる根拠として、ウェビナーの案内

ページには記載されたが、このような結論に関する総合討論は、特にないまま散会となった。 
  Rühm W, Laurier D, Wakeford R. Cancer risk following low doses of ionising 

radiation - Current epidemiological evidence and implications for radiological 
protection. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2022;873:503436. PMID: 
35094811. 

  Little MP, Wakeford R, Bouffler SD, Abalo K, Hauptmann M, Hamada N, Kendall 
GM. Review of the risk of cancer following low and moderate doses of sparsely 
ionising radiation received in early life in groups with individually estimated doses. 
Environ Int. 2022;159:106983. PMID: 34959181. 

  Wakeford R, Bithell JF. A review of the types of childhood cancer associated with 
a medical X-ray examination of the pregnant mother. Int J Radiat Biol. 
2021;97(5):571-592. PMID: 33787450. 
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Ⅳ. 会議詳細 
Werner Rühm 氏は、ドイツヘルムホルツミュンヘン環境健康研究センター（HMGU）の

所属で、ドイツ放射線防護委員会（SSK）の委員長でもある。 
同氏は、原爆被ばく者の疫学的知見、特に Grant et al.（2017）18、Cologne et al. 2019

（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31355713/ バックグラウンド罹患の不均⼀性が固形が

ん の 線 量 応 答 曲 線 に 与 え る 影 響 ） 、 Cahoon et al. 2017
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28323575/←肺がん罹患の例）、Brenner et al. 2022
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35213725/←全がんの罹患と死亡；罹患の上向き曲率は

男性で有意、女性で非有意、性差は有意；死亡リスクの上向き曲率は男性で有意傾向、女性

で有意、性差は非有意）の 4 編の概要を紹介した。 

• Dominique Laurier 氏は、フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）の所属。同

氏は、成人の低線量率被ばくの疫学的知見、特に、国際原子力作業者研究（INWORKS←英

仏 米 の 原 子 力 作 業 者 を 対 象 ） に 関 す る Richardson et al. 2015
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26487649/ 直線応答、＜100mSv でもリスク有意）、

NCRP Commentary No.27 
（ https://ncrponline.org/shop/commentaries/commentary-no-27-implications-of-

recent-epidemiologic-studies-for-the-linear-nonthreshold-model-and-radiation-
protection-2018/ 最近の疫学的知見も DREF（線量率効果係数）>1 で LNT モデルを支持；

日 本 語 解 説 記 事 は https://doi.org/10.5453/jhps.53.47 を 参 照 ） 、 Shore et 

al.2017(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28421857/←ICRP タスクグループ 91 がまとめた

DREF に関する論文；遷延被ばくの DREF は 1–2)、2020 年 7⽉の JNCI Monographs 放射

線疫学特集号（Hauptmann et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32657347/；Berrington 
de Gonzalez et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32657348/ など）の概要に触れ、低線

量・低線量率のがんリスクは LNT モデルから乖離していない、と紹介した。 

• Richard Wakeford ⽒は、イギリスマンチェスター⼤学名誉教授。同⽒は、診断検査に

伴う胎内被ばくと⼩児期被ばくの疫学的知⾒について講演した。胎内被ばくについては、

Stewart et al.1956 
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13358242/←最初の症例対照研究）、Wakeford & 

Little 2003（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12943238/←オックスフォード⼩児がん研究

OSCC）、Wakeford & Bithell 2021 

（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33787450/←OCSS とその他の研究との⽐較）、小児

期 被 ば く に つ い て は 、 Little et al. 2022 Environ Int 

18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28319463/ 全固形がん罹患報告書第 3 報；罹患の上向

き曲率は男性で有意、女性で非有意） 
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（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34959181/）、Little et al. 2022 Sci Total Environ
（ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35351505/ ） 、 Rühm et al. 2022
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094811/）、CT 被ばく疫学メタ解析については

Berrington de Gonzalez et al.2021（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34545766/）、小児期

被 ば く の 白 血 病 プ ー ル 解 析 に つ い て は Little et al. 2018
（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30026010/）の概要を紹介した。 
 

• 講演終了後にあった個々の質問と回答の概要は、以下の通り。 
► 原爆被ばく者疫学で線量評価はどうなっており、内部コントロールグループはどう決め

されているのか?：被ばく者はいずれも線量計を着けていなかったので、計算と環境測定等に

よる確認により再構成している。内部コントロールは、線量や距離により選んでいる。 
► <1Gy での線量応答関係は、ほぼ直線か、曲率があるか?：＞1Gy を除いても、＞0.1Gy

を除いても直線になる。 

►高線量の応答が線量応答曲線の形状を決めているのでは?：線量範囲を低線量側に下げて

いき、<0.1Gy に下げても線量応答関係がある。 
► 昔と今の疫学的知見は比較可能か?：線量評価は昔と今で異なり、CT 線量なども時代に

よる異なるので、考慮が必要である。しかし、1950 年代の OSCC データなども現在の統計

手法で再解析等すれば、比較が可能になる。 

► 放射線治療などによる分割・遷延被ばくと原爆被ばくによる短時間被ばくの影響をどう

⽐較するか?：遷延被ばくでも影響が認められている。 

► 今後の放射線疫学研究と研究費は?：原爆被ばく者疫学を継続することが重要（それによ

り特に若齢被ばくの影響が明らかになる）。他のコホートについては、長期追跡が必要で、

可能であれば継続されるべき。医療被ばくについては欧州の EPI-CT 研究もある。 

• 本ウェビナーの録画は、2022 年 4⽉21⽇（日本時間）に IOMP のウェブサイト

（https://www.iomp.org/iomp-school-webinars-recordings/）で公開された。 
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別添資料 3.10 BfS 7th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia 参加報

告 

 
Ⅰ. 開催概要 
近年、医学の急速な進歩により、小児白血病の治療と生存率は大幅に向上した一方で、予

防に役立つ可能性のある病気の原因に関する知識は不足している。本ワークショップ

(International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia)は、小児白血病の原因に関

する研究を進めるために、小児科医、疫学者、生物学者、放射線科学者などさまざまな分野

の直接的な交流のプラットフォームとして、ドイツ連邦放射線防護局(BfS)が隔年で主催して

いる[1]。7 回目を迎えた今回は、小児白血病の要因に関するこれまでの知見を整理し、低線

量電離放射線または超低周波磁界への曝露に起因する白血病の機序をよりよく理解するため

の今後の長期的な研究課題を定義することを全体的な目的として、2022 年 11 月 28-30 日に

ミュンヘンでハイブリッド開催された[2]。 
 

Ⅱ. 会議概要 
セッション 1  小児白血病の国際的展望 
小児がん発症に関する情報の正確性は国際間で大きな差があり、発生率や生存率も国や人

種でさまざまである。本セッションでは、小児白血病の発生率の特徴や治療の方向性を理解

するための国際的な視点からの知見や課題について講演が行われた。 
 
1-1．オープニングと過去のワークショップの概要 

BfS の Gunde Ziegelberger 氏による開会の挨拶、ならびに、過去のワークショップの概

要、そして、今回のワークショップの目的や意義についての説明が行われた。特に、背景と

して、昨今のドイツを含むヨーロッパのエネルギー危機に関連して、送電線網から発生され

る電磁波や原子力発電所からの環境被ばくに対する関心が以前よりも高まっていることが強

調された。 
 
1-2．小児白血病発症の社会格差：国際的な視点  

Friederike Erdmann 氏(University of Minz, Germany)により、小児がん発生率における

社会的不平等に関する研究結果が報告された。小児がん発症率は国(居住地)や人種、社会経済

的要因(SES)等による格差がみられ、高所得国においては、疾病関連死の主要原因となってい

る。一方、多くの低・中所得国では、高所得国に比べて小児がん生存率が大幅に低くなって

いる。これらの差には、環境要因への曝露や遺伝的リスク要因に加え、がん登録システムの

正確性の差なども関連しているとみられる。SES は白血病のリスク要因としてこれまで頻繁

に研究されてきたものの、結果の一貫性は乏しく、SES に関連した環境や(親の)行動的、生

物学的、遺伝的要因が直接的なリスクとなるとみられ、さらに SES による医療サービスの質

の差が過少診断につながっている可能性もある。国間及び国内での健康的不平等を改善する
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ためには、人口ベースのがん登録の下、国際的に合意された分類システムの使用により、デ

ータの量と質の改善のための行動や政策が求められる。 
 
1-3．インドにおける急性リンパ芽球性白血病に関する学習と進歩の 40 年 

Sameer Bakhshi 氏 (All India Institute of Medical Sciences)は、インドにおける急性リ

ンパ芽球性白血病(ALL)の診断と治療の状況の時代的変化についての講演を行った。かつて

インドでは、ALL の生存率は非常に低く、正確なデータの把握も困難であったが、約 40 年

前に、米国立がん研究所との共同で、ALL の診断と治療のための標準化されたプロトコルが

開始された。以後、プロトコルはリスクに適応したアプローチや標準化を導入しつつ改善が

行われ、インドでは過去 10 年間で ALL の生存率が大幅に改善されたことが報告された。 
 
1-4．PEDIAC：小児がんの起源と原因に関するフランス国家プログラム  

Thomas Mercher 氏(Institut Gustave Roussy, France)は、小児がんの要因調査を目的と

したフランスの PEDIAC プロジェクトの概要について講演を行った。PEDIAC は、疫学、

免疫学、生理学的モデリング、遺伝子解析、小児腫瘍細胞の分子生物学など、幅広い研究分

野にまたがる専門知識を持つ研究者によるフランス政府の資金支援を受けたプロジェクトで

ある。特に、小児腫瘍細胞に固有の分子メカニズムを特定するために、患者に見られる状況

をより忠実にモデル化するだけでなく、潜在的に予防可能なリスク因子とがん素因の新規マ

ーカーを特定することを目的としている。 
 
セッション 2  感染と免疫 
感染と免疫系は急性リンパ芽球性白血病発症に中心的な役割を果たしていると考えられて

いる。本セッションでは、免疫系の小児白血病発症への関与の機構解明につながると期待さ

れる研究結果の報告が行われた。 
 
2-1．訓練された免疫：宿主の自然防御の記憶 

Mihai Netea 氏(Radboud University Nijmegen Medical Center, Netherlands)は、「訓練

された免疫」と呼ばれる自然免疫の長期的な再プログラミングに関する研究報告を行った。

自然免疫が免疫学的記憶を構築できないことは、自然免疫を適応免疫と区別する特徴の 1 つ

と考えられていたが、近年疑問視されている。一方、訓練された免疫は、適応形質を誘導し、

ナチュラルキラー細胞や単球などの原型的な自然免疫細胞を特徴付け、リンパ球に依存しな

い方法で再感染に対する保護を誘導できることが示された。訓練された免疫の概念は、免疫

のパラダイム変化を象徴し、感染と炎症におけるその役割の解明は、将来のワクチンと免疫

療法アプローチの設計に向けた次のステップとなる可能性がある。 
 
2-2．ALL を予防するための免疫力のトレーニング – 課題と展望  

Julia Hauer 氏(Technical University of Munich, Germany)は、白血病前状態から白血病

状態への転換の主な要因が免疫チャレンジへの曝露であることを示唆する実験的証拠に関す
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る報告を行った。そこで提示された Pax5+/-マウスモデルは、PAX5 G183S 生殖細胞素因を

持つ子供を模倣し、小児急性リンパ芽球性白血病(ALL)における遺伝的素因と免疫課題の相

互作用を研究するための理想的なモデルとして機能する。さらに、免疫宿主応答と (1)遺伝的

または後天的な遺伝的素因、(2)感染への曝露、及び (3)宿主免疫応答との間の複雑な相互作

用をどのように形成するかについての新しい知見が紹介された。 
 
３ 小児急性リンパ芽球性白血病の病因における早期感染と免疫発達 
急性リンパ芽球性白血病(ALL)のリスク因子として、幼少期における感染曝露は長年調査

されてきた。その背景には、乳児期における一般的な感染症への曝露の遅延が、小児期後半

において異常に活発化し損傷を与える免疫応答につながり、ALL リスクを高めるという仮説

(遅延感染仮説)がある。Joseph Wiemels 氏(University of Southern California, USA)は、近

年注目されるサイトメガロウイルス(CMV)感染と小児 ALL の関連についての臨床研究結果

を報告した。その中で米国における新生児調査では、後に ALL に罹患した子供では、健常児

と比較して、出生時に CMV が 3-5 倍高い頻度で発生していた。しかし、その後の調査で、

初期の CMV 曝露が造血状態を変化させたことをきっかけに、他の感染性刺激がより直接的

な原因となる役割を果たし、他のリスク要因とともに ALL の特定のサブタイプを促進する可

能性が示された。つまり、新生児の CMV 感染は、ALL 発症の直接の原因というよりも、遅

延感染仮説の補助となる可能性が示唆された。 
 
４ 急性リンパ芽球性白血病における感染と訓練された免疫のモデル化 

Alexandra Pandyra 氏 (Heinrich-Heine-University, Germany) は、臨床環境で観察され

る生殖細胞系または体細胞 Pax5 調節不全を模倣した Pax5 ヘテロ接合性(Pax5+/-)マウスモ

デルを用いた、非特異的感染性曝露と B 細胞前駆体急性リンパ芽球性白血病 (BCP-ALL)と
の関連性に関する実験結果について報告した。これまでに、白血病前の Pax5-/+マウスが、

WT マウスと比較して、慢性感染及び免疫訓練によって異なる影響を受けることを示してお

り、免疫調節不全が白血病クローンの出現に寄与するという観察を裏付ける結果が得られた。 
 
５ COVID-19 パンデミック中の白血病の子供の発生率、診断時期、及び医療提供: ドイツ

小児がん登録からのエビデンス  
COVID-19 のパンデミック発生から 2 年以上が経過した中、社会的制限を伴うパンデミッ

クががんの治療と診断に与える有害性に対する懸念が高まると同時に、小児リンパ芽球性白

血病(ALL)の病因における免疫系の役割について理解を深める絶好の機会ともいえる。

Friederike Erdmann 氏(University of Mainz, Germany)は、ドイツがん登録データに基づ

き、小児白血病患者の発生率、診断時間、医療提供に対するパンデミックの影響を調べたこ

れまでの結果を報告した。2020年に新たに診断された小児がん全体とALL患者数はともに、

その前の数年間から(予め予期されたような)減少は見られず、むしろ 10%程度増えていた。

この増加に対する理由は不明だが、ロックダウンによる子の病気の早期症状への親の関心の

高まりがより適時的なヘルスケアと早期診断に関係していた可能性がある。 
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セッション 3  環境リスク要因 
本セッションでは、医療画像、自然放射線、大気汚染、屋内ラドン、電磁場などの環境要

因の小児白血病リスクへの影響に関する疫学研究についての講演が行われた。 
 
3-1．医療画像撮影からの低線量電離放射線 

Michael Hauptmann氏(Brandenburg Medical School Theodor Fontane, Germany)は、

医療診断のためのコンピュータ断層(CT)画像撮影と関連した小児白血病リスクの疫学コホー

ト研究についての最新研究結果を報告した。まず、放射線関連の小児白血病リスクに関する

包括的なレビューが行われ、最近のプールされた分析及びメタ解析から、CT診断と小児白血

病との関連に関する証拠が示された。そして、EPI-CTコホート研究の最新の結果についての

報告が行われた。EPI-CTコホートは、イギリスやドイツを含むヨーロッパ9か国の0-20歳で

CT画像診断を受けた約90万人(平均骨髄線量は15mGy)が対象で、1980-2014年の期間に790
例の血液性悪性腫瘍が診断された。全症例に対する解析、リンパ性白血病、骨髄性白血病の

サブタイプに対する解析のいずれも放射線量に伴う有意なリスク上昇がみられ、線量反応に

はしきい値がない線形モデルが最もよくフィットした。診断時年齢にともなうリスクの増加

傾向がみられたが明確な理由は不明であった。逆因果関係の可能性に関しても詳細な検討が

行われ、白血病リスクに関しては、適応による交絡(confounding by indication)によるバイア

スの可能性は少ないと判断された。この結果に基づくと、小児100万人が10mGyのCT診断を

受けた場合、10年間で1-4例の過剰症例発症となるとみられた。 
 
3-2．自然バックグラウンド放射線と大気汚染 

Ben Spycher氏(University of Bern, Switzerland)は、自然放射線からの被ばくによるリス

ク評価の改善及び検証に向けた最近の取り組みと、自然放射線と小児白血病に関する現在進

行中の研究についての講演を行った。自然放射線に関する最近の大規模なレジスターベース

の研究の多くは、原爆被爆者などの疫学研究などから予想されるリスクとある程度互換性が

ある結果を示す一方で、フランスの大規模研究では狭い信頼区間とともに関連性を示す証拠

は報告されていない(RR/mSv= 1.00, 95%CI: 0.99-1.01)。これらの相反する結果の考えられ

る理由として、曝露の誤分類が示唆されているとした。講演の後半では、屋外の大気汚染と

小児白血病に関する研究の概要が説明された。2017年までに発表された 26 例の対照研究と

3つのコホート研究の最近のレビューとメタアナリシスでは、白血病とベンゼン曝露との正の

関連性がみられ、急性骨髄性白血病(AML)で最も強かった一方で、NO2との関連性を示す証

拠はなかった。 
 
3-3．小児白血病のリスク因子としての屋内ラドン --- エビデンスは何か？  

Anssi Auvinen 氏(Tampere University, Finland)は、屋内ラドンと小児白血病の関連に関

するこれまでの研究結果についての講演を行った。屋内ラドンは世界的に主要な放射線被ば

く源であり、自然放射線の中でもヒトの健康影響にとって最も重要なものである。吸入され
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たラドンは主に気管支上皮における放射線被ばくをもたらすことによる肺がんの原因として

確立されている一方、一部は血流に吸収され、肺以外の組織にも線量をもたらす。屋内ラド

ンの影響評価においても曝露量の正確な評価が最重要課題となる。多くの研究にも関わらず、

屋内ラドンによる小児白血病リスクに関する疫学的な証拠は弱いものとなっている。よりバ

イアスが少ないとされる直接的な曝露量推定に基づく研究からはリスクの増加は見られてい

ないが、これには、対象者数が十分でなく、ラドンレベルが低いことと、住居歴情報の不確

実性などの影響があるとみられる。また、ラドンレベル予測モデルに基づく研究やエコロジ

カル研究は、対象者数を確保することは簡単であるものの、予測モデルの信頼性が疑問視さ

れる場合も多く、結果にも一貫性が欠けている。ラドンレベルの高い地域で個人レベルの線

量測定に基づく大規模な研究は実現可能性は困難であるものの、証拠の確実性を高めるには

理想的であると結論された。 
 
3-４．超低周波磁場と小児白血病：概要 

J. Schüz氏(International Agency for Research on Cancer, France)は、超低周波磁場と小

児白血病の関連についてのこれまでの研究結果の概要についての講演を行った。1979年に米

国の症例対照研究で、バックグラウンドよりも高い超低周波(ELF)電界及び磁界を生成する

送電線の近くに居住する子供は白血病のリスクが高くなることことが示された。その後約20
年間、主に欧州と北米で多くの同様の症例対照研究が実施され、同時に曝露評価を改善する

ための大規模な測定調査が行われた。これらの研究はメタアナリシスと系統的レビューでま

とめられ、2001年にIARC/WHOモノグラフプログラムによってELF磁界がヒトに対して発

がん性の可能性があると分類された。最近のレビューでは、20年前のIARC分類とよく一致す

る結論に達しており、因果関係または見せかけの関連の両方の可能性を示唆している。メカ

ニズム研究からの説得力のあるサポートは乏しく、疫学研究における選択バイアスの影響が

懸念されており、観察された関連性を完全に説明できるかどうかは未解決の問題である。関

連性に因果関係がある場合、西欧諸国の小児白血病症例の約1-2%がELF-MF曝露に起因する

と推定された。 
 
3-5．小児急性リンパ性白血病の病因における早期感染と免疫発達 (The Geocap study) 

Jacqueline Clavel氏 (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, France)
は、小児がんの環境リスク要因に関するフランス国立がん登録と連携した地理情報システム

(GIS)ベースの症例対照研究であるGeocap研究の概要について講演した。19基の原子力発電

所周辺(NPP)の小児急性白血病(AL)リスクを調べた研究では、NPPのガス状放出に関連した

骨髄への推定線量に基づいて、NPPまでの距離と線量ベースの地理的ゾーニングを使用し、

NPPから20 km以上離れた子供に比べて5 km以内に住む子供(14症例)でALオッズが有意に

上昇した。その他では、交通関連大気汚染のベンゼン曝露と小児AMLの関連が示唆された。 
 
3-6．小児白血病の環境要因の調査プロジェクト (CLERF Project) 
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Dan Baaken 氏(University of Mainz, Germany)は、小児急性リンパ芽球性白血病(ALL)の
発症に対する環境及び遺伝的リスク因子の同時的な役割を調査する CLERF プロジェクトの

概要についての講演を行った。一般に ALL の 80%以上が分類されるといわれる B 系統 ALL
の発症に関しては、最初の遺伝子変異が子宮内で発生(最初のヒット)したのに続き、生後の遺

伝子変化(2 番目のヒット)が環境暴露によって引き起こされる可能性があると考えられる。

本プロジェクトにおいては、確立された環境リスク要因である電離放射線に加えて、感染症、

殺虫剤、大気汚染、超低周波磁場などの潜在的要因についてのドイツでの実現可能性調査が

行われ、今後ヨーロッパ地域に研究を拡大することが計画されている。 
 
セッション 4  炎症と骨髄微小環境 
小児急性リンパ芽球性白血病(ALL)の分子生物学的研究における近年の進歩は分子病態に

基づいた層別化治療のよる患者の予後改善や治療成績の向上に大きな貢献を果たしている。

本セッションでは、炎症反応ならびに骨髄性疾患の進行に重要な役割を持つ骨髄微小環境の

予後バイオマーカーの小児白血病発症への役割に関する研究報告が行われた。 
 
4-1．急性リンパ芽球性白血病の開始と伝播における TSLP/IL7R を介したシグナル伝達の役

割  
Shai Izraeli(Tel Aviv University, Israel)は、CRLF2 及び IL7RA から構成される TSLP 受

容体の異常な発現と、受容体自体または JAK-STAT の下流の変異の活性化を特徴とする B
細胞前駆体急性リンパ芽球性白血病(BCP-ALL)のサブタイプについての研究結果について講

演した。そのサブタイプはダウン症の子供に見られることが知られていたが、小児 ALL の 5-
10%にも見られ、予後不良と関連している。またシグナル伝達経路の活性化が ALL を引き起

こすという機構的実証の最初の例として、IL7R の活性化が前白血病を引き起こし、CDKN2A
喪失と協調して BCP-ALL に進行することが示された。得られた結果は、CDKN2A によって

調節されるタンパク質の標的化と組み合わせた受容体の標的化が、予後不良の BCP-ALL の

有効な治療アプローチとなる可能性を示唆している。 
 
4-2．小児急性巨核芽球性白血病の造血初期段階 

Salvatore Nicola Bertuccio 氏 (University of Bologna, Italy)は、非ダウン症候群急性巨核

芽球性白血病 (Non-DS-AMKL)に見られるいくつかの融合遺伝子の造血初期段階における

役割と疾患の分子細胞的特徴を再現する前臨床モデルに関する研究報告を行った。Non-DS-
AMKL 患者は、小児急性骨髄性白血病(AML)患者の 4-15%を占め、他の AML に比べ若い年

齢で発症する。Non-DS-AMKL の 1/3 は、特定の融合遺伝子(ETO2-GLIS2，NUP98-KDM5A，

KMT2A-MLLT3)を保有し、予後が非常に悪く、再発のリスクが高いことが知られている。さ

まざまな経路を経て発達した造血前駆体は、AMKL 転換に対して異なる感受性を示し、特に

胚外造血は AMKL 形質転換に大きく寄与し得るという仮説の下、前臨床ヒト ETO2-GLIS2 
iPSC モデルが提案された。このモデルはヒト AMKL で観察された分化変化、自己複製及び
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転写シグネチャの増加を再現し、Non-DS-AMKL の新たな標的療法開発のための細胞的及び

分子的特徴を再現する前臨床モデルとなり得る。 
 
4-3．ETV6::RUNX1 前白血病ニッチ: 白血病発症における感染症と骨髄微小環境の役割  

Mayla Bertagna 氏(University of Milano-Bicocca, Italy)は、小児急性リンパ芽球性白血病

(ALL)で最も頻繁にみられる遺伝子変異である ETV6::RUNX1 融合遺伝子の悪性転換におけ

る感染症の役割について講演を行った。ETV6::RUNX1 は骨髄に持続し、臨床的にサイレン

トな前白血病クローンを生成するため、病気を顕在化するには不十分であるが、感染症に対

する炎症反応と免疫反応の調節不全が起因となって、ETV6::RUNX1 の悪性転換が起こると

考えられる。本研究では、Sca1-ETV6-RUNX1 遺伝形質転換マウスモデルを利用して、白血

病発症前のイベントを分析し、感染状態における前白血病細胞の挙動を評価し、一般的な病

原体が Sca1-ETV6-RUNX1 の末梢血で造血幹・前駆細胞(HSPC)の蓄積を誘発し、感染刺激

に対する異常な反応を示唆していることが明らかとなった。 
 
セッション 5  遺伝学とエピジェネティクス 
本セッションでは、急性リンパ芽球性白血病の発症機構に関する遺伝学とエピジェネティッ

ク研究の最近の進歩について７人の演者が講演を行った。 
  
5-1．小児急性巨核芽球性白血病の造血初期段階  
急性リンパ芽球性白血病の小児の約 5-10%が、白血病素因遺伝子に生殖細胞系列バリアン

トを持っているとされるが、その特徴はまだほとんど解明されていない。Giovanni 
Cazzaniga 氏(University of Milano-Bicocca, Italy)は、小児白血病の素因に関与する可能性

がある遺伝的バリアントの中で、コヒーシン遺伝子、TP53、PAX５の３つの生殖細胞変異に

注目した最近の研究結果についての発表を行った。 
 
5-2．低発生率集団からの教訓: ADMIRAL Study 

B 細胞性急性リンパ芽球性白血病 (B-ALL) のリスクは、アフリカ系の祖先を持つ子供で

は、他のほとんどの集団よりも低く、この理由が、環境、遺伝学、または確認不足によるも

のかどうかについては、長年の議論となっている。Logan Spector 氏  (University of 
Minnesota, USA)は、アフリカ系アメリカ人の症例対象調査(ADMIRAL Study)からの結果を

報告した。その中で、アフリカ祖先率（African ancestry%）が対照群よりも症例群で低くな

るなど、B-ALL の発生率がアフリカ系で低いことの主要原因は遺伝的要因である可能性を支

持した。 
  
5-3．小児急性巨核芽球性白血病における個体発生と転写変化の役割 

Thomas Mercher 氏(Université Paris-Saclay, France)は、小児骨髄性白血病の代表的なサ

ブタイプである De novo 小児急性巨核芽球性白血病 (AMKL)についての研究結果を報告し

た。AMKL はさまざまな融合がん遺伝子を持ち、その遺伝的不均一性が、形質転換のメカニ
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ズムとその小児特異性の問題と関連している。そのうちの ETO2-GLIS2 誘導性発現マウスモ

デルによる実験において、白血病の侵攻性と表現型が、融合がん遺伝子による形質転換に対

する増殖に関連した感受性の違いに起因することが示唆された。これらの感受性の違いは、

主要な転写因子の活性における内因性及び ETO2-GLIS2 誘発性の違いの両方と関係してい

るとみられる。  
 
5-4．RASopathies の文脈における小児期 ALL – 白血病発生について何を教えてくれるか?  

Hélène Cavé (Université Paris Cité, France)は、RAS 経路の構成要素の変異を活性化す

ることによって引き起こされる遺伝性の発達障害である RAS 病(RASopathy)患者における

観察から得られた知見に基づく、小児白血病の発症メカニズムに関する研究報告を行った。

RAS 病患者はがんや ALL を含む白血病を発症しやすいとの報告がある。フランスの小児が

ん登録の RAS 患者の前向きコホートとの相互参照から、予想を超える頻度の ALL が特定さ

れ、体細胞及び生殖細胞系列の PTPN11mut ALL は同様の機能を有し、高頻度で高二倍体を

有するなどの特徴を示した。白血病の発症に対する生殖細胞変異体の因果関係を評価するこ

とは複雑であり、全体像を把握するには、体細胞イベントと生殖細胞イベントの両方を調査

することが不可欠である。 
 
5-5．ETV6 は造血幹細胞機能を調節し、ストレス造血中に TNF を抑制する 

Kim E. Nichols 氏(St. Jude Children’s Research Hospital, USA)は、成体造血に不可欠な

造血幹細胞及び前駆細胞(HSPC)で高度に発現する転写リプレッサーをエンコードするTSバ

リアント 6(ETV6)の機能的特徴に関して、マウス実験データから得られた知見を紹介した。

ヘテロ接合性生殖細胞系 ETV6 バリアントは、血小板減少症及び血液悪性腫瘍の素因となる

遺伝的状態である血小板減少症 5(T5)と関連し、特に老化及び/又は造血ストレスの条件下で、

ETV6 が Tnf サイトカインの発現を阻害するとみられた。 
 
5-6．小児 B-ALL における異数性の病因に関する生物学的洞察 

Pablo Menéndez 氏(University of Barcelona, Spain)は、B 細胞性急性リンパ芽球性白血

病 (B-ALL)の再発に関連する染色体異常に関する最新の研究結果を報告した。この研究では、

小児期 B-ALL のサブタイプとして頻繁に見られる高二倍体 B-ALL が、白血病細胞のさまざ

まな染色体数を伴う高度な遺伝的異質性と関連していることが確認された。特に、クローン

の不均一性の低下が、高二倍体 B-ALL 患者の再発リスクの予測マーカーとなることを示し

た。これらの新しい知見は、診断時に再発のリスクが高い患者を特定して、より適切な治療

を施すことでがんの再発を予防するのに役立つ可能性がある。 
 
5-7． 高二倍性：小児急性リンパ芽球性白血病において最も長く知られ、最も症例が多いも

のの、依然として最も謎めいた形態  
Arndt Borkhardt 氏(Heinrich-Heine-University, Germany)は、小児急性リンパ芽球性白

血病で最も観察される遺伝的変異の形態である高二倍性(hyperdiploidy; HD)の特徴について
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の最新の知見について解説した。HD は構成するヘテロ接合体の種類によって古典的形態と

非古典的形態に分けられるが、それらの配列、遺伝子発現、及び変異パターンは、これまで

認識されていたよりも生物学的に類似しており、同じ染色体の偏在メカニズムによって生成

される可能性があることが示された。このような HD 白血病の詳細な遺伝的特徴を明らかに

することは、治療層別化、患者管理、及びデータの臨床的解明にとって重要になる可能性が

あり、今後の治療研究の不可欠な部分になる。 
 
総合討論 
総合討論では、今回のワークショップで発表された知見を踏まえて、今後取り組むべき研

究課題について意見が交わされた。特に、調節不全の免疫反応及び炎症反応が小児白血病の

リスクを高めるという実験的及び疫学的根拠を受けて、ALL 発症の主要な役割を果たしてい

ると思われる免疫系のどの部分/どの因子を調査する必要があるか? その有力候補と有害転

帰経路、さらにそれらをメカニズム的に考えるためのアプローチについて討論が行われた（意

見の一部を以下に示す）。 
• 異なる前白血病クローンは異なる感受性を呈するため、 前白血病状態のより詳細な分類

が必要である。 
• 多くの結果は１つのリスク因子のみに注目しているが、リスクの全体像(the totality of 

the risk)を理解する必要がある。 
- 計画中のいくつかの小児がんに関するパイロット研究は、国際的な取り組みとして持続

可能性を持つように計画されるべきである。 
• 小児白血病で一般的な 2 ヒットモデルを正確な機序としてモデル化して考えるためには、

クローン増殖の大きさなど定量化された情報が必要である。 
- 疫学とモデリングの間のギャップを実際に埋めるには、非常に異なる方法論を使用して

いる場合でも、お互いに頻繁に話し合い調整する必要がある。 
- 免疫応答、感染、ワクチン接種などで関連する生物データと疫学データにおける共通点を

見出し、断片的な結果を統合して全体的に考え、生物学的に駆動される仮説を実際に共同

で開発することで革新的な研究の進歩(game changer)につながる可能性がある 
 
Ⅲ. 結語 
本ワークショップでは、小児白血病発症の潜在的な原因とメカニズムに焦点を当て、現在

の研究結果と将来の研究の方向性についての講演と討論が行われた。遺伝的及びエピジェネ

ティックな要因、免疫系の役割、放射線を含む環境リスク要因に関するエビデンスをまとめ、

総合的に白血病発症のメカニズムを理解し、その予防に役立つ知識を得るためのアプローチ

を考える上で、本ワークショップのようなさまざまな分野からの研究者の学際的ネットワー

クが果たす役割は非常に大きい。 
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別添資料 3.11 OECD/NEA, Third NEA Stakeholder Involvement Workshop on Optimisation 
in Decision Making 参加報告 

 

Ⅰ. 開催概要 
原子力・放射線分野では意思決定における「最適化」が重視されているが、何をもって「最

適化」されたと言えるのかについて、未だ共通認識は確立されていない。本ワークショップ

は、2023 年 9 月開催予定の NEA ステークホルダー・インボルブメント・ワークショップ「意

思決定の最適化」に向けた準備作業という位置づけで、下記のように、3 回の準備ウェビナー

から構成されている。各回ともオンラインで開催され、前半がウェビナー形式による招待講

演者からのインプット、後半が ZOOM のブレイクアウト・ルームを利用した少人数に分かれ

てのワークショップ、という形式で行われた。 

1. 第 1 回準備ウェビナー（2022 年 12 月 14 日）：「包括的、包摂的かつ持続可能な意思

決定に向けた、問題のより良い定式化とは？」 
2. 第 2 回準備ウェビナー（2023 年 1 月 18 日）：「包括的、包摂的かつ持続可能な意思

決定に至るために、競合する側面や利害の間でどのようにバランスをとるか？」 
3. 第 3 回準備ウェビナー（2023 年 2 月 8 日）：「包括性、包摂性及び持続可能性を重視

した、透明性の高い意思決定やその事後評価とは？」 
 

Ⅱ. 会議概要 
第 1 回準備ウェビナー（2022 年 12 月 14 日）  
1-1. 基調講演①：David A. WRIGHT 氏（米国原子力規制委員会） 

WRIGHT 氏は、原子力規制委員としては異色の経歴であるが、州の公益事業委員を長く

務めた経験を持っている。その経験から同氏は、ステークホルダー関与の重要性を繰り返し

強調した。原子力安全規制も電気料金規制も公共的な事業（public business）である以上、

アカウンタビリティや公開性は必須の原則である。特に、意思決定によって影響を受けるか

もしれない全ての
．．．

ステークホルダーが関わることが重要である。意思決定者とステークホル

ダーの全員が納得するような意思決定は、残念ながらあまりない。なかには異なる意見や反

対意見を持つ人もいるが、そうした人たちの話に耳を傾け、対話を続けなければならない。

そうした取組とともに、「我々は十分に透明と言えるだろうか？」（how transparent are we?）
と常に自分たちで問いかけることが重要である。講演後、Magwood 事務局長（NEA）から、

自身も原子力規制委員を務めていた経験から、原子力安全に対して人々の懸念からくるプレ

ッシャーと、規制委員会が依拠する科学技術的な観点との間でしばしば緊張関係があること、

規制委員と一般の人々の理解の間には差があり、そのなかで独立の規制者として何をすべき

かを考えなければいけない、とのコメントがあった。 

1-2. 基調講演②：Alexander ATARODI 氏（OECD フォーサイト専門家） 
ATARODI 氏は、スウェーデン政府での勤務経験があり、現在では OECD でフォーサイ

トの専門家として働いている。フォーサイトは、組織に影響を与えうる様々な変化を意識的

に観察するプロセスや能力を意味し、これを育むことで、未来型思考（future thinking）の

できる組織へと変わってゆくことができる。不確かさの無視は間違いのもとであり、不確か

さがあることへの確信（certainty of uncertainty）が、未来に向けた戦略策定に不可欠であ

る。本講演では、フォーサイトの具体例として 2030 年の世界シナリオが紹介され、グローバ
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ル化と持続可能性の 2 軸で、成長する世界、持続可能な世界、分断された世界、戦争状態の

4 つの世界像が示された。講演後の質疑では、フォーサイトの結果を政策担当者に提示する

方法や、シナリオ作成におけるステークホルダーからのインプットのあり方などが議論とな

った。例えば、気候変動というグローバルな視点でのシナリオを、それによって影響を受け

るアフリカの人々の視点を取り入れながら、地域ベース・コミュニティベースのシナリオに

落とし込んでいく過程が重要である。 

1-3.具体例の講演：Véronique LEROYER 氏（フランス放射線防護・原子力安全研究所） 
LEROYER 氏は、フランス IRSN で市民社会との関係構築に向けた取組を行っている。

福島第一原子力発電所事故後のフランスでは、同国の原子力施設の事故リスクに対する市民

社会からの懸念が高まり、原子力安全問題について専門家と市民社会を含む全てのステーク

ホルダーの相互作用を深める必要性が認識された。そこで IRSN は、原子力立地地域のステ

ークホルダーが集まる地域情報委員会（CLI）や、その全国協議会（ANCCLI）と協働し、両

者の相互作用を促す様々な取組を行っている。本講演では、90 万 kW 級原子炉の第 4 回定期

安全レビューをめぐる、立地地域関係者との技術面での対話について具体的な紹介が行われ

た。こうした取組の経験を踏まえて、専門知や視点の複数性（pluralism）や、市民社会と専

門家が一方向ではなく相互にスキルを高めることの重要性が強調された。講演後の質疑では、

原子力施設が国境沿いに立地している場合の越境的な参加や、ステークホルダーが会合に参

加する際の財政的支援の有無、若者世代の巻き込み方などについて、具体的な議論が交わさ

れた。 

1-4. ディスカッション 
後半のワークショップでは、下記の 3 テーマが与えられ、少人数で議論を行った。 

① 関係する全てのステークホルダーをどのように特定し、参加する機会を与えるか？ 
ステークホルダーの属性（専門家、コミュニティ、NGO、将来世代など）を数多く列

挙したグループや、参加の方法論（対面会合、オンライン、ソーシャルメディア、多言語

など）に着目したグループ、法制度や EU 指令などの公的な制度により参加機会を保証

することを重要視したグループなど、多様な角度から議論がなされた。誰がステークホル

ダーと認定するのかという視点や、ステークホルダーの完全なリストを作成することは

不可能であり常に更新し続けるしかない、といった問題提起もなされた。 
② 意思決定プロセスの初期段階からどのようにして相互の信頼を育むか？ 

 議論におけるモデレーターの第三者性・中立性、参加のルールやプロセス自体をステー

クホルダーとともに決めること、出された意見がどのように意思決定に反映された（or さ

れなかった）のかを明らかにすることなど、ガバナンスの観点からの意見が多く出され

た。専門家がステークホルダーに対して教師のような姿勢をとらないこと、適切なレベル

の平易な言葉を用いること、といったコミュニケーションの作法に着目した指摘もあっ

た。 
③ 関与する全てのステークホルダーがセンシティブな質問もできるように促しつつ、倫理

的かつ包摂的な視点を構築するにはどのような考慮が必要か？ 
 参加プロセスに係る基本的なルールを明確にすること、ファシリテーターやモデレー

ターの資質、問題認識を予め固定するのではなくステークホルダーとともに定めること、

などが挙げられた。チャタムハウス・ルールの採用や多様な媒体の活用といった、より具

体的な場面を念頭に置いた意見もあった。 

第 2 回準備ウェビナー（2023 年 1 月 18 日）  
2-1. 基調講演①：伴信彦氏（日本・原子力規制委員会） 
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放射線影響・防護の専門家である伴氏からは、福島事故によって包括的なアプローチの重

要性に気づかされた、という自身の経験を踏まえた認識が語られた。ステークホルダー関与

の重要性は 2006 年の ICRP Publication 101 で既に指摘されていたが、伴氏は当時この点か

ら少し距離を置いていた。しかし、専門家として福島に関わるなかで、原子力災害は放射線

が原因にあるのは明らかだが、問題は被ばく量のみならず生活環境全体に及んでおり、現実

の生をめぐる問題に向き合うには多くの分野の知見が必要であることを痛感させられた。な

かでも社会的影響については、全てが予測可能ではないし、全てを定量化できるわけでもな

い。避難行動に伴う困難も大きく、何が善で何が悪なのかも自明ではない。今その人にとっ

て何が優先課題なのかは、対話を通じて個々の価値観を尊重することが重要であり、私たち

専門家は謙虚にならんければならない。しかし、それは事故時に限らず、原子力の様々な意

思決定についても当てはまるはずである。適切に選ばれたステークホルダーがコミュニケー

ションをとり、技術のみならず倫理や社会的な面まで考慮に含めることで初めて、最適解を

導くことができる。 

2-2. 基調講演②：Christian GOLLIER 氏（トゥールーズ大学経済学部） 
GOLLIER 氏は気候変動をめぐる経済学を専門としており、環境・エネルギー分野で費用

便益分析に取り組んできた経験から、原子力分野への示唆を語った。スペイン産のトマト（安

いが輸送時の CO2が多い）かフランス産のトマト（高いが CO2排出が少ない）を買うか、高

速道路の速度制限を厳格化する（CO2 を減らす）か時間を重視するかなど、現実の社会問題

では異なる価値がしばしば衝突する。ある制度に同意しないということは、その人が重視し

ている価値が違うことを意味する。そのような場合、あなたが重視している価値は何か、と

いう形で地に足の着いた議論を行う上で、費用便益分析は有益である。フランスの地層処分

プロジェクト（Cigéo）の社会経済評価では、0.4%の割引率が地層処分と永久保管との境目に

なりうるとの考察を導いた。原子力の社会的費用の評価は、原子力事故の“真の”確率をめぐる

曖昧さによって議論が複雑になる。このように大きな不確かさ（deep uncertainties）が存在

するとき、人々は「曖昧さ回避」（ambiguity aversion）という傾向を持つとされているが、

意思決定理論においても具体的な対処方法に関する提言は少ない。 

2-3. 具体例の講演：Tristan BARR 氏（カナダ保健省） 
BARR 氏からは、カナダ保健省が現在開発中である、原子力緊急時における意思決定支援

ツールについて紹介があった。緊急時の防護措置は放射線被ばくを低減させるが、避難や移

住による社会心理的影響を増大させる。両者の影響を比較できるような指標やツールがあれ

ば、防護措置の意思決定の正当化と最適化に役立つことが期待される。しかし、多くの先行

研究をレビューしたものの、防護措置に伴う社会心理的影響をシーベルトに換算するための

知見は確立されておらず、様々な社会心理的影響は個々には評価しえても加算することはで

きないと考えられている。そこで、避難をした場合と避難をしない場合とで、それぞれの社

会心理的影響と金銭価値に換算した放射線被ばく影響とを加算し、その差分をとれば避難に

よる影響を包括的に見ることができると考え、現在予備的な評価を実施中である。未だ課題

は多いが、こうしたツールの開発は、証拠に基づいた（evidence-based）防護措置のガイダ

ンスや、リスクコミュニケーションの改善に役立つものと考えている。 

2-4. ディスカッション 
後半のワークショップでは、下記の 3 テーマが与えられ、少人数で議論を行った。 

① 意思決定において競合する側面とは何か？それらを最善の形でバランスさせるにはどう

すればよいか？ 
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費用便益分析や多基準分析などのツールやモデルを効果的に活用した対話や議論の可

能性に期待する見方があった一方、モデルではなく多様な観点を取り込むための対話こ

そ重視すべきとの意見や、技術官僚主義的な意思決定を導くとの批判も出された。ステー

クホルダーの様々な意見を参照することの重要性については参加者の間で広く共通理解

が形成されていたように思われるが、それらをどう「バランス」させ「統合」すればよい

かという点では、そのような一般的な公式は存在せず個別の文脈を見て考えるしかない、

という見方が多かったように思われる。 
② 競合する側面をバランスさせる過程で、透明な形でステークホルダーを巻き込むには、ど

のような仕組みが最善か？ 
 地域やコミュニティにおけるステークホルダー参加の取組や、独立のファシリテータ

ーを置いた公平で透明なワークショップ、フランスやカナダで行われているような公聴

会や公共的議論の仕組みなど、具体的な仕組みを念頭に置いた意見が多く出された。一方

で、あらゆるシナリオに共通して機能するような仕組みはなく状況や文脈が重要である

との見方や、環境アセスメントなど既存の取組は実際には思ったほど機能していないと

いった批判もあった。 
③ 全ての視点を聞いた後で一つの意思決定を行う際、いつ、どのようにして、意見の不一致

に同意すればよいか（when and how to agree to disagree）？ 
 会合の主催者やファシリテーターへの信頼や、意思決定プロセス自体への同意を重要

視する意見があった。ディスカッション時間が限られており、3 点目を十分に議論できた

グループは少なかったと思われる。 
 

第 3 回準備ウェビナー（2023 年 2 月 8 日）  
3-1. 基調講演①：Christine NOIVILLE 氏（フランス原子力安全情報と透明性に関する高等

委員会） 
NOIVILLE 氏は、フランス HCTISN の委員長として、これまでの経験や政治との関係性

などを語った。HCTISN は 15 年前に法律に基づいて設置された独立性の高い組織で、安全

とセキュリティの透明性を向上させることを目的としている。産業界、規制当局、IRSN、環

境団体、労働組合、政府関係者、CLI、資格のある個人など、多様な委員で構成されており、

委員の間では真にオープンで論争的な議論が行われる。これまで、地層処分や超低レベル廃

棄物の扱いなどについて議論を行ってきたが、いずれも複数性・多元性（pluralist）を重視

し、透明性と参加を高めるために何ができるかという観点から行動してきた。本講演では、

特に原子力発電所の運転延長をめぐる議論についての紹介が行われた。フランスでは多くの

プラントが運転開始から 40 年を迎えつつあり、規制当局が認めれば運転延長が可能となっ

ている。法制度上は、40 年目の定期安全レビューの際に運転延長に関するパブリック・コメ

ントを実施することと規定されているが、HCTISN としてはこの問題に公衆がより早い段階

から参加することが望ましいと考え、2019 年に自主的に議論を行った。最近、マクロン大統

領が原子力発電所の新設を政治的に決定し、HCTISN としては公式に意見を表明していない

が、NOIVILLE 氏としては、この決定は公共的な議論をスキップしたものだという批判的な

思いを持っている。 

3-2. 基調講演②：Emma CANTERA 氏（OECD Open Government and Civil Space Unit） 
CANTERA 氏からは、OECD におけるオープン・ガバメントや市民参加の取組について

紹介があった。OECD では、情報提供（information）、協議（consultation）、参加（engagement）
という形で、階梯を上るように市民参加の拡大に取り組んでいる。市民は複雑な問題やプロ

ジェクトを理解できないという見方や、市民はどうせ参加プロセスに関わろうとしないだろ
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うという考えは「神話」であり、打破する必要がある。市民参加プロセスの計画と実行につ

いて、以下の 10 のステップが考えられている：①解決すべき問題の特定、②市民に何を期待

するのかの明確化、③巻き込む集団や人々の特定と参加者の募集、④参加型手法の選定、⑤

適切なデジタル・ツールの選定、⑥プロセスについてのコミュニケーション、⑦参加プロセ

スの実施、⑧市民からのインプットの活用とフィードバックの提供、⑨参加プロセスの評価、

⑩参加型文化（a culture of participation）の醸成。講演後には、「物言わぬ多数派」（silent 
majority）の問題や、ステークホルダーとコミュニケーションをとる際の戦略などについて

質疑が交わされた。 

3-3. 具体例の講演：Emma BARNES 氏（オーストラリア放射線防護・原子力安全庁） 
BARNES 氏からは、オーストラリアにある英国のマラリンガ核実験場跡地の復興をめぐ

るステークホルダー参加について紹介があった。同地では、1950 年代から 60 年代にかけて

複数回の核実験が行われ、英国はその後サイトの除染を試みたものの、不十分なままオース

トラリア政府が受け継いだ。1980 年代の McClelland 報告を受け、専門的見地から状況を理

解するための技術評価グループ（TAG）と、地元におけるステークホルダー参加を促進する

ためのマラリンガ協議グループ（MCG）が設立された。同地の近辺ではアボリジニの人々が

伝統的な暮らしを営んでおり、MCG は彼らとのオープンなコミュニケーションを行うとと

もに、伝統的な生活様式や文化を尊重した形で除染・復興を進めていくために、重要な役割

を担っている。地元の人たちの多くは、除染のためとは言っても土や植生を完全に取り去っ

てしまうことへの忌避感が強いため、最も汚染レベルが高い一部の地区以外では汚染土の除

去は行わず、土地利用の一部制限やモニタリングなどを組み合わせた取組を実施している。 

3-4. ディスカッション 
後半のワークショップでは、下記の 3 テーマが与えられ、少人数で議論を行った。 

① 関係する全てのステークホルダーに対し、決定をどのようにコミュニケーションすれば

よいか？ 
誰に対して、何を、どのような方法・媒体を通じてコミュニケーションするか、という

観点から多くの意見が出された。特に「何を」という点については、意思決定の結果のみ

ならずそれに至った理由や考慮したトレード・オフ、反映された意見とそうでない意見と

その理由、未解決の課題とその解決方向性などが論点に挙がった。また、コミュニケーシ

ョンとは対話であるから、意思決定プロセスへの参加者「に」（to）コミュニケーション

するのではなく、参加者「と」（with）コミュニケートすることが重要だという、議論の

テーマ自体への批判的な声も聞かれた。 
② 意思決定プロセスが包括的、包摂的かつ持続可能であったかどうかを評価するためのク

ライテリアは何か？ 
 包括性の観点では、意見や参加したステークホルダーの多様性や、単なる部分の総和で

はなくシナジーが見られたかどうかが挙げられた。包摂性の観点では、全ての意見を聞い

たか、不同意の仕組み、プロセスの独立性、平等性などが挙がった。持続可能性について

は、決定後のフォローアップの継続可能性、修正される可能性、決定内容の実施・モニタ

リングやガバナンスのシステム、金銭面の持続性などが指摘された。また、意思決定の内

容とそこに至る過程とを混同せず両者を評価することの重要性や、ステークホルダーに

フィードバックを求めること、評価クライテリアもまた参加者自身が議論して決めるこ

と、などの意見があった。ステークホルダーが「参加疲れ」しないことが、持続可能性の

観点で重要との指摘もあった。 
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③ 意思決定の最中及び実施後に得られた教訓を、将来の意思決定プロセスの改善のために

どのように活用しうるか？ 
 意思決定の事後評価や教訓を導出すること自体が、参加型で熟慮に基づくプロセスで

進められるべきだとの意見が目立った。教訓を得るには具体的な経験とケーススタディ

に基づくべきであり、それを活用する上では文化や文脈の違いを考慮することが重要と

の指摘もあった。 
 
Ⅲ. 結語 

3 回のウェビナーともに、原子力以外の分野も含め、多岐にわたる観点からのインプット

が行われた。OECD 内のフォーサイトやオープン・ガバメントの専門家からの話題提供は、

OECD/NEA という組織が、原子力に限らず経済・社会の全般にわたる国際協力を目指す

OECD の内部に位置づけられていることを改めて感じさせると同時に、分野を超えて視点や

リソースを有効に活用しようとする組織的姿勢の表れとも見える。 

後半のワークショップは、各回とも抽象度の高いテーマが論点として設定され、国籍やバ

ックグラウンドの大きく異なる参加者が自由に議論を展開する仕掛けとしては良く機能して

いたと考えられる一方で、議論の焦点が絞りにくかったという印象も持った。例えば、原子

力利用や廃棄物処分政策を国レベルで議論する状況を考えていた人と、小規模なコミュニテ

ィにおける地元に特化した問題を議論する場面を想像していた人との間では、議論の規模感

を調整することが難しく感じられた。また、具体的なコミュニケーション作法や参加型手法

の中身を議論したい人と、より一般的・理論的な原則や指針について議論したい人との間で、

意見が交錯する場面も見られた。毎回 3 つ目の論点を議論する頃には時間がなくなり、与え

られたテーマの広さや深さ、グループの人数に照らして、議論時間が十分に確保されていた

とも言い難い。 

もっとも、今回の一連のウェビナー及びワークショップは予備的な位置づけであり、本年

9 月に本番のワークショップの開催が予告されている。これに向けて様々な視点や情報を収

集するという意味では、これらのワークショップは十分に意義があったと思われる。今回得

られた意見には、意思決定の「最適化」という大きなテーマに向けて、意思決定において何

を考慮すべきか、何をもって意思決定を「最適化」したと言えるのかは、個々の文脈によっ

て異なり、それ自体をステークホルダーの参加と熟議のもとに決めるべきものだ、という趣

旨のものが多かったように思われる。このようなインプットを、NEA がどのようにしてワー

クショップ本番に結びつけ、公式レポートにまとめあげるのか、筆者としても大変興味深い

ところである。 
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別添資料４ IAEA 安全基準文書等のこれまでの対応に係る管理表の作成及び更新（2.5 節）

の添付資料 
 
管理表：2023 年 2 月 24 日更新 （凡例：□RASSC 主管文書、□EPReSC 主管文書） 

DSXXX タイトル（和名併記は RASSC・EPReSC 主管文書） 
（主管委員会、文書の種類） 

Step 

DS547 
 

Development and Implementation of an Effective and Efficient 
Regulatory Experience Feedback Program for Regulatory 
Bodies for Safety（NUSCC） 

2 

DS546 Ageing Management and Maintenance of Radioactive Material 
Transport Packages（TRANSSC、新規文書） 

3 

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam 
Irradiation Facilities（ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射

線安全）（RASSC 他, SSG-8 改定） 

3 

DS544 
 

Radiation Protection and Safety in Existing Exposures 
Situations（現存被ばく状況における放射線防護と安全）

（RASSC 他、新規 GSG） 

3 

DS543 
 

Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materia
（TRANSSC 他、SSR-6 改定） 

3 

DS542 
 

Release of Sites from Regulatory Control（WASSC 他、WS-G-
5.1 改定） 

3 

DS541 
 

Assessment of Meteorological and Hydrological Hazards in Site 
Evaluation for Nuclear Installations（NUSSC 他、SSG-18 改

定） 

3 

DS540 
 

Radiation Safety for Industrial Radiography 工業用ラジオグラ

フィーにおける放射線安全（RASSC 他、SSG-11 改定） 
5 

DS539 
 

Licensing Process for Nuclear Installations（NUSSC 他、SSG-
12 改定） 

5 

DS538 
 

Long Term Post-Remediation Management of Areas Affected 
by Past Activities or Events（WASSC 他） 

5 

DS537 
 

Safety Demonstration of Innovative Technology in Reactor 
Designs（NUSSC 他） 

5 

DS536 Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants
（NUSSC 他） 

3 
(4 から 3
へ変更？) 

DS535 
 

Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants（NUSSC
他、SSG-25 改定） 

5 

DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency 
（原子力又は放射線の緊急事態における防護戦略）（EPReSC
他、新規 GSG） 

5 

DS533 Management of the interfaces between safety and nuclear 
security（NSGC 他、新規 SSR） 

5 

DS532 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation
（NUSSC 他、SSR-2/2 Rev.1 改定→SSG） 

5 

DS531 Geotechnical Aspects in Site Evaluation and Design of Nuclear 
Installations 

5 
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DS530 The Management System for the Safe Transport of Radioactive 
Material（NUSSC 他、NS-G-3.6 改定→SSG） 

5 

DS529 Investigation of Site Characteristics and Evaluation of 
Radiation Risks to the Public and the Environment in Site 
Evaluation for Nuclear Installations（NUSSC 他、NS-G-
3.2→SSG） 

5 
 

DS528 Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety 
Assessment for Nuclear Power Plants（NUSSC 他、SSG-4 改

定→SSG） 

5 

DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or 
Radiological Emergency 
（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基

準）（EPReSC 他、GSG-2 改定→GSG) 

5 

DS526 National Policies and Strategies for the Safety of Radioactive 
Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and 
Remediation（WASSC 他、新規 SSG） 

5 

DS525 
 

Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants
（NUSSC 他、SSG-13 改定→SSG） 

8 

DS524 
 

Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power 
Plants（NUSSC 他、NS-G-1.13 改定→SSG） 

10 

DS523 Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety 
Assessment for Nuclear Power Plants（NUSSC、SSG-3 改定

→SSG） 

12 

DS522 
 

Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations
（NUSSC 他、NS-G-2.13 改定→SSG） 

11 

DS521 Radiation Protection Programmes for the Transport of 
Radioactive Material（TRANSSC 他、TS-G-1.3 改定→SSG） 

12 

DS520 Human induced External Hazards in Site Evaluation for 
Nuclear Installations（NUSSC 他、NS-G-3.1 改定→SSG）→タ

イトル変更：Hazards Associated with Human Induced 
External Events in Site Evaluation for Nuclear Installations 

SSG-79 

DS519 Protection of Workers against Exposure due to Radon 
（ラドンによる被ばくに対する作業者の防護）（RASSC、新規

SG） 

9 

DS518 Revision by amendment of 2 Specific Safety Guides on Nuclear 
Fuel Cycle（NUSSC 他、SSG42,43 改定→SSG） 

7 

DS517 Revision by amendment of 3 Specific Safety Guides on Nuclear 
Fuel Cycle Facilities（NUSCC 他、SSG5，6，7 改定→SSG） 

12  

DS516 Criticality Safety in the Handling of Fissile Material（NUSSC
他、SSG-27 改定→SSG） 

SSG-
27(Rev.1) 

2022 
DS515 Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive 

Material（TRANSSC 他、TSG-1.5 改定→SSG） 
12 

DS514 Equipment Qualification of Items Important to Safety in 
Nuclear Installations（NUSSC、新規 SG） 

SSG-69 
（2021） 

DS513 Leadership, Management and Culture for Safety（NUSSC
他、GSG-3.1,3.5 改定統合→GSG） 

5 

  Borehole Disposal Facilities for Radioactive Waste（WASSC
他、SSG-1→SSG） 

11 
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DS511 
 

Use of a Graded Approach in the Application of the Safety 
Requirements for Research Reactors（NUSSC 他、SSG 改定

→SSG） 

14 

DS510 
 

Revision of 2 SSGs on Research Reactors (SSG-20 and SSG-24)
（NUSSC 他、SSG-20、SSG-24 改定→SSG）⇒タイトル変更

「Safety in the Utilization and Modification of Research 
Reactors SSG-24(Rev.1)」 

SSG-
24(Rev.1) 

(2022) 

DS509 Revision by amendment of 8 SSGs on Research Reactors
（NUSSC 他、NS-G-4.1,4.6,SSG-10,37 改定修正→SSG） 

12 

DS508 Assessment of the Safety Approach for Design Extension 
Conditions and Application of the Practical Elimination 
Concept in the Design of Nuclear Power Plants（NUSSC 他、

新規 SSG） 

11 

DS507 Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations
（NUSSC 他、SSG-9 改定→SSG） 

SSG-9
（Rev.1）
（2022） 

DS506 Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material (20xx Edition)
（TRANSSC、SSG-33 改定→SSG）→タイトル変更後公開

「Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material (2018 Edition)」 

SSG-
33(Rev.1) 

(2021) 

DS505 Source Monitoring, Environmental Monitoring and Individual 
Monitoring for Protection of the Public and the Environment
（WASSC 他、RS-G-1.8 改定→GSG） 

5 

DS504 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological 
Emergency 
（原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応の取決め）

(EPReSC 他、GS-G-2.1 改定→GSG) 

9 

DS503 Protection against Internal and External Hazards in the 
Operation of Nuclear Power Plants（NUSSC 他 RASSC、NS-
G-2.1 改定→SSG） 

SSG-77 
（2021） 

DS502 Continuous Improvement of Operational Safety Performance 
in Nuclear Power Plants（NUSSC 他、新規文書

（Withdrawn）） 

2 
→なし 

DS500 
 

Application of the Concept of Clearance（WASSC 他、RS-G1.7
改定→SSG） 

12（Pre-
print 公
開） 

DS499 
 

Application of the Concept of Exemption（規制免除の概念の適

用）（RASSC 他、RS-G1.7 改定→GSG） 
12（Pre-
print 公
開） 

DS498 External Events Excluding Earthquakes in the Design of 
Nuclear Installations（NUSSC 他、SSR-2/1,3,NSR-5 改定統合

→SSG）⇒タイトル変更後公開「Design of Nuclear 
Installations Against External Events Excluding 
Earthquakes」 

SSG-68
（2021） 

DS497 Revision of 7 closely interrelated SGs to Nuclear Power Plants 
Operation（NUSSC 他、NS-G2.2,2.8,2.14 改定→SSG）⇒タイ

SSG-72
（2022） 
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トル変更後公開「The Operating Organization for Nuclear 
Power Plants」 

DS496 Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material (20xx Edition)（TRANSSC
他、SSG-26 改定→SSG） 

SSG-26 
(Rev. 1) 
(2022) 

DS494 Protection against Internal Hazards in the Design of Nuclear 
Power Plants（NUSSC 他、NS-G-1.7、NS-G-1.11 改定→

SSG） 

SSG-64
（2021） 

DS493 The Structure and Information to be Included in a Package 
Design Safety Report (PDSR) for the Transport of Radioactive 
Material（TRANSSC、新規 SG） 

SSG-66 
(2022) 

DS490 Seismic Design of Nuclear Installations SSG-67
（2021） 

DS477 The Management System for the Predisposal and Disposal of 
Radioactive Waste（WASSC 他、GS-G-3.3,3.4 改定→GSG）→

タイトル変更後公開「Leadership, Management and Culture for 
Safety in Radioactive Waste Management」 

GSG-16
（2022） 

DS470 
 

Radiation Safety of Radiation Sources Used in Research and 
Education 
（研究と教育における線源の使用の放射線安全）（RASSC 他、

新規 SG） 

12（Pre-
print 公
開） 

DS469 Preparedness and Response for an Emergency during the 
Transport of Radioactive Material 
放射性物質輸送が関与する原子力又は放射線緊急事態に対する緊

急事態への準備及び対応（TRANSSC 他、TS-G1.2 改定→SSG） 
→タイトル変更後公開「Preparedness and Response for a 
Nuclear or Radiological Emergency Involving the Transport of 
Radioactive Material」 

SSG-65 
(2022) 

DS468 Remediation Process for Areas with Residual Radioactive 
Material（WASSC 他、WS-G-3.1 改定→GSG） 
→タイトル変更「Remediation Strategy and Process for Areas 
Affected by Past Activities or Events」 

GSG-15
（2022） 
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別添資料５ 委員会及び作業部会の設置（2.6 節）の添付資料 
別添資料 5.1 専門委員会第 1 回～第 5 回議事録  

Ⅰ. 専門委員会 第 1 回会議 議事録 
 

【概要】 
日時： 令和 4 年 5 月 18 日（水）14:30～16:30 
場所： JANUS 新宿本社及び WEB 会議 
参加者：  
 委員： 飯本 武志委員長、川口 勇生委員、栗原 治委員、 

高田 千恵委員、高原 省五委員、浜田 信行委員、 
藤淵 俊王委員、保田 浩志委員、横山 須美委員、 
渡部 浩司委員 

 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、

荻野晴之 技術計画専門職、伊豆本幸恵 技術研究調査官、本間

俊充 技術参与、喜多充 技術参与、山田憲和 首席技術研究調

査官、木村仁美 管理官補佐、元光邦彦 専門職 
 事務局： 當麻秀樹、深谷友紀子、賞雅朝子、中村緑、森茉莉、平杉亜希、

庄沁優 
 
【配布資料】 
資料１：令和４年度国際放射線防護調査 専門委員会運営要領及び委員名簿 
資料２：国際放射線防護調査 専門委員会及び作業部会の基本方針（案） 

資料２—１：今年度のスケジュール 
資料３：RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安全基準文書等 

資料３-１：RASSC 第 52 回会合資料 
資料３-２：EPReSC 第 14 回会合資料 
資料３-３：DS470（Step11）意見案 
資料３-４：DPP DS540（Step3）背景・概要 
資料３-５：DPP DS538（Step3）背景・概要 
資料３-６：管理表・個別管理表 

資料４：理解促進活動実施案 
（参考資料１）DS470 翻訳版（対訳表 Step11） 
（参考資料２）DS499 翻訳版（対訳表 Step11） 
（参考資料３）DPP DS538 翻訳版 
（参考資料４）DPP DS540 翻訳版 
（参考資料５）DPP DS540 に係る参考御意見 
（参考資料６）令和 2 年度専門委員会資料：5-6③_IAEA 安全指針概要資料 
（参考資料７）安全基準文書の長期戦略に関するブレストセッション資料 
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開会 
開会として、高橋統括技術研究調査官から以下のように挨拶があった。 

 今年度から技術基盤グループ放射線防護班が新規に立ち上がり、国際放射線防護調

査を担当することとなった。この事業は、IAEA、ICRP 等の最新知見や動向に関する

情報を収集・整理し、原子力規制庁の業務を支援することを目的としている。本委員会

及び作業部会は、この支援業務に対して専門的・客観的な立場から意見をいただくこと

を目的としており、活発にご議論いただきたい。今年度は公開の報告会も実施する予定

である。 
 
１．委員長任命 
事務局より資料１に基づき、専門委員会運営要領等について説明し、原子力規制庁が本専

門委員会の委員長として飯本委員を指名したことを報告した。 
 
２．委員会・作業部会の基本方針 
 事務局より資料２のシリーズに基づき、委員会基本方針について説明した。飯本委員長か

ら専門委員会の基本方針について特に意見がないことが確認され、承認された。また事務局

から今年度のスケジュール案について説明をした。これに関する質疑応答は以下の通り。 
 
（飯本委員長）スケジュールについても、考え方は大きく変わっていない。昨年度はラドン

について、外部の専門家からヒアリングを行った。今年度も同様の方法で進め

ていく。 
（保田委員）国際会合への派遣は、RASSC、EPReSC への派遣は原子力規制庁の方を除いた

お名前か。 
（事務局）その通りである。 
（保田委員）実際には規制庁から荻野さんかどなたかが責任者として行かれるのか。 
（荻野技術計画専門職）第 52 回 RASSC 会合には、規制庁より荻野と木村が参加し、有識者

として本事業より川口委員と JAEA 真辺先生が派遣参加される。また、第 14
回 EPReSC 会合には、規制庁より本間が参加し、有識者として本事業より高原

委員が派遣参加される。 
（飯本委員長）国際会合でリストに掲載すべき海外情報をお持ちであれば、事務局にお知ら

せいただきたい。 
 
３．RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安全基準文書 
事務局から資料３のシリーズに基づき、RASSC 会合、EPReSC 会合の関連資料並びに、

承認対象の安全基準文書の内容等について説明した。なお、EPReSC 会合資料は会議前日ま

でに公開となっておらず、資料はない旨を説明した。これに関する質疑応答は以下の通り。 
 

（横山委員）CRPPH で事故後の食品に関するフレームワークでは日本から誰が参加するの

か。 
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（本間技術参与） 
 事故後の食品安全フレームワークに関する専門家グループ（Expert Group on 
a Post-Accident Food Safety Framework (EGFSF)）については、福島第一事故

の経験で NEA が独自に食品中の放射能の安全に関するレポートを出していた。

しかし、活動はペンディングになっていたので、新事務局で検討しなおすことと

なった。前回年会で概ね承認された。 
 事故後の食品安全については放射能レベルなどのクライテリアではなく、発災

国の対応などについて、国際的なレビューミッションを NEA が主導していくの

が良いのではということで進められている本件の所掌は主に農水・厚労省である

ため、そちらから専門家が参加するが、これまでの経緯から私も一緒に参加する。 
（横山委員）事故後の食品については関心が高いので、ぜひまたご紹介いただきたい。 
 
事務局より、第 51 回 CSS 会合で開催された議論を受けて、IAEA の基準文書作成の長期

戦略にあたって、今後どのように進めるかのアンケートが行われることを説明し、追加すべ

きアンケート項目があるかどうか、委員から意見を求めた。これに関する質疑応答等は以下

の通り。 
 

（荻野技術計画専門職）CSS 会合での議論を受けて RASSC にも話が来ている。IAEA の安

全基準文書については、これまでに、安全原則（SF-1）と安全要件（GSR, SSR）

の整備が完了し、現在は、58 本の安全指針の策定が進められ、2027 年頃に出揃

う予定である。その後、SF-1 の改定も含めて、時代の変化の中で、IAEA がどの

ような基準を作っていくべきか議論を始めたいということである。RASSC 内で

も電子ワーキンググループが設置される予定である。RASSC での議論の内容も

共有しながら、専門委員会委員からの意見を収集していただきたい。 
（飯本委員長）委員の中で、個別に考える以外にも、学会などのチャネルを使いながら検討

して、フィードバックしていっても良い。第一段階として 5/25 までに何かご意

見があればいただきたい。 
 
 事務局より DS470（Radiation Safety of Radiation Sources Used in Research and 
Education）について、委員からの意見募集の結果と事務局から原子力規制庁へ提出した参考

意見のまとめについて説明した。特に質疑応答はなかった。また DS499（Application of the 
Concept of Exemption）について、Step11 における変更箇所等を説明した。これに関して、

原子力規制庁から補足があったが委員からの意見はなかった。原子力規制庁からの補足説明

は以下の通り。 
 
（荻野技術計画専門職）DS499 の変更点について、Step 10（IAEA 内部での 2 回目レビュ

ー）において、Step 8（加盟国コメント照会）の決議に加えて修正が入った。

背景として、DS499 と DS500（Application of the Concept of Clearance）を

統合すべきという意見がある中で、使用する用語の統一等の整合性の観点から
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修正が入ったものと思われる。現存被ばく状況に関する記載を除くべきとのコ

メントがある中で、Step11 の段階でも残されている。 
GSR Part 3 では、自然起源核種を有する大量の物質に関する個別免除の判断

に用いる線量規準として“of the order of 1 mSv in a year”とされているが、

DS499 の para. 5.15 では、“The phrase of the order of 1 mSv in a year should 
be interpreted in a pragmatic way as including doses in the range 1-3 mSv”
という記載が Step 11 より追加された。“of the order of…”という表現は、

GSR Part 3 における、規制免除を与える物量に関する記載や、人工起源核種を

有する物質に対する免除の一般的な判断規準に関する記載でも登場しており、

DS499 では、それぞれの文脈に応じた定量的な数値をコンセンスが得られる形

で示されようとしている。 
 
事務局より DPP DS540（Radiation Safety for Industrial Radiography）について概要及

び背景情報等を説明した。これについての質疑応答は以下の通り。 
 

（渡部委員）この指針のカバーする範囲で Medical Human Imaging はカバーしていないと

いうことか。日本から発信する情報で言うと、昨今、SiPM（シリコン光電子増

倍管）、PCD（エネルギー感受性光子計数検出器）など X 線イメージングのデ

ジタル化が進んでいる。かなり効率が良くなり、以前よりも線量を低く抑えな

がら同程度の評価ができる。工業分野でどの程度進んでいるか情報がないが、

医療分野では進んでいる。中性子ラジオグラフィーは稀なので記載がないとい

うことだが、日本では取り組んでいる研究者がいるので、この情報に関して日

本からの発信は可能である。X 線の事故は他の加速器等に比べて重篤になるケ

ースが多い。法律も異なり、X 線の危険性を知らないこともある。事故事例を

掲載すると手厚くなるのではないか。 
（事務局）カバーする範囲については、事務局で確認する。中性子ラジオグラフィーについ

ては日本からインプットできるかも知れないので検討する。 
（浜田委員）先月お送りした意見について。事故事例のほか、頭部や腕に紅斑が出たという

ことは、数 Gy 被ばくした可能性があるのではないか。エネルギーが低い X 線

では RBE が高いので、単純に Sv で考えるよりも影響が大きいと考える。事故

が起こらないに越したことはないが、起こっているので、記載した方が良い。 
（事務局）12 章の中でどのような記載があるかわからないので、Step7 で具体的な内容を確

認していきたい。 
（保田委員）2021 年 5 月の姫路での事故は、メッキの厚みを測定するための X 線蛍光分析

装置によるもので、ラジオグラフィーとは関係しない事例なので、DS540 の対

象にはならないと考える。 
（高田委員）中性子関係のラジオグラフィーはインダストリーでは使用されていないが、研

究目的で使われている。蛍光 X 線装置もラジオグラフィーではないがインダス
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トリーでは使われている。他の文書でカバーできていなければ、適用範囲に入

れるべきではないか。 
 同じラジオグラフィーでも、発生装置と線源起源を一緒にしてしまうと発生

装置のセキュリティをどう考えているかも気になる。 
（事務局）中性子の件は、DPP ではまだ記載がない。ドラフトでは書かれるのかもしれない

ため、頂いたご意見をまとめておき、具体的な内容が出る Step7 の段階で意見

検討してはどうか。 
（飯本委員長）文章が出てきてからの対応でも問題ないか。 
（高田委員）問題ない。 
（保田委員）用語に関して、”industrial”の邦訳が「工業」と「産業」で混ざっているので、

統一する必要がある。特に、核セキュリティでの X 線の使用が「工業」の範囲

なのか、確認が必要である。また、加速器が入っているが、X 線発生措置と加

速器では放射線安全管理の面で大きな違いがあり、同列に扱うのが適切か疑問

を感じる。それから、3 章と 6 章で産業用ラジオグラフィーに係る資格に関し

て詳しい記述があるが、我が国のどの資格に対応するかが不明瞭である。特に、

6 章で説明されている産業放射線技師という資格は日本には存在せず、状況に

応じて非破壊検査技術者だったり X 線取扱主任者だったりすると思うので、そ

うした日本と他国との制度の違いを考慮した記述にしてもらうよう求めてはど

うか。 
（事務局）工業と産業の訳語については修正する。事務局で日本国内の該当する資格につい

て情報整理する。 
 
 事務局から DPP DS538 について、概要及び背景情報を説明した。 
（川口委員）この文章の範囲は修復後の長期的な管理であるため、GSG-15 で修復が定めら

れた後、修復し終わった後の長期的な管理であり、修復しなければいけない、

と決定された場所なのではないか。 
（事務局）(a)がご指摘の内容に含まれると理解していた。 
（川口委員）この文章は「修復後」であるので、修復することは決定されているのではない

か。範囲が曖昧である。GSG-15 の DS468 の時に、修復後の管理について入っ

ていたが、それでは不十分ということでこの文章が出てきたと考えている。も

し、原子力規制庁がご存じであれば背景情報をいただきたい。 
（飯本委員長）川口委員のご指摘の部分は事務局が確認をして報告すること。 
 
【会議後追記】 
（山田首席技術研究調査官よりご回答） 

 川口委員のご理解の通り、なんらかの修復活動が行われて、かつ、それによって

全ての放射性物質が除去された状態にはならず、残留した放射性物質からのリスク

を限定するために、なんらかの管理が長期間継続する場合を対象としていると理解

別添-243



しています。GSG-15 は主に修復活動そのものについて記載していることから、そ

の中には、古いウラン鉱山跡地のように、操業当時の規制に違反していたわけでは

ないが現在の規制に適合しない点があるもの（a.の例。”legacy site”の定義の一つに

相当）、通常の操業に関連して汚染が生じたもの(b.の例)、事故により汚染が生じた

もの（c の例）などがあるとしていると理解しています。ただ、a～c は、長期管理

という観点は共通するものの、対象とする期間や管理の内容が相当異なるものが含

まれるであろうことから、具体的にどの範囲を対象とする文書であるかは重要であ

り、そのことを明確にするよう、WASSC 側からもコメントしております。 
 
事務局より、管理表等について説明した。これに関する質疑応答は以下の通り。 
 

（川口委員）RASSC について、今のところ意見はない。 
（高原委員）EPReSC について、まだ資料が出ていないため今後検討する。 
（保田委員）管理表リストの DS468 は先週刊行されたと聞いている。 
（横山委員）GSG-15 で出ている。 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/PUB1969_web.pdf 
 
４．理解促進活動実施案 
 事務局より、資料４に基づき、今年度の理解促進活動実施案について説明した。公開の報

告会開催に向けて、事務局からプログラム案などを提示した。これに関する質疑応答は以下

の通り。 
 
（飯本委員長）現在、午前午後を合わせた全日の報告会を予定している。プログラム案など

についてご意見いただきたい。 
（川口委員）プログラム案に「UNSCEAR の役割など」があるが、どのような内容を想定し

ているか。 
（事務局）昨年度、保田主査が国際機関の役割について書かれていた記事があり、UNSCEAR

に限らず、そのような内容を提案している。 
（保田委員）昨年度の臨時作業部会で樋口先生が話されたような、各国際機関の設立に関わ

る歴史的経緯などについて紹介すると、それぞれの役割の違いが明瞭になると

思うし、興味を持って聞きに来てくれる人が増えるのではないか。 
（飯本委員長）今年度は初回ということで、まずはベースラインを整えるための教育的な情

報共有を中心にする方針もあろう。 
（高橋統括技術研究調査官）この報告会は昨年度までアンブレラ事業で行っていた。昨年度

は、ICRP 新勧告に関する議論を中心に実施した。いろいろな提案を委員から

出していただいて、次回委員会・作業部会で絞った内容を提案させていただき

たい。 
（荻野技術計画専門職）これまで、本事業の理解促進という位置付けで、学会誌への記事投

稿や学会でのポスター発表を実施し、良い反響があった。今年度は、本事業を
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通じて国際会合に派遣された有識者から直接報告をいただく機会として報告会

を実施することを考えている。報告会で取り扱う内容については、趣旨に沿っ

た形で、有識者からも意見をいただきたい。 
（飯本委員長）今年の開催のみならず、来年・再来年も続くと思われるので、将来も見据え

て方法論も含めて事務局に提案を送っていただきたい。 
 
５．その他 
（高橋統括技術研究調査官）本日はいろいろな意見をいただきありがとうございました。報

告会についてもアイディアをいただき、検討させていただきたい。 

以上 
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Ⅱ. 専門委員会 第 2 回会議 議事録 
 
【概要】 

日時： 令和 4 年 7 月 21 日（木）10:00～12:00 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 飯本 武志委員長、栗原 治委員、高田 千恵委員、 

高原 省五委員、浜田 信行委員、保田 浩志委員、 
横山 須美委員、渡部 浩司委員 

 招聘専門家 真辺 健太郎先生 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、

荻野晴之 技術計画専門職、伊豆本幸恵 技術研究調査官、本間

俊充 技術参与、喜多充 技術参与、山田憲和 首席技術研究調

査官、木村仁美 管理官補佐、元光邦彦 専門職 
 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、今関悠子、中村緑、森茉莉、庄

沁優 
 
【配布資料】 
資料１：令和４年度国際放射線防護調査 第１回専門委員会議事録案 
資料２：国際会合参加報告  
  資料２—１：第 52 回 RASSC 会合参加報告（真辺先生） 
  資料２—２：第 14 回 EPReSC 会合参加報告（高原委員） 

資料２—３：DS470 補足資料 
資料２—４：DS499 補足資料 
資料２—５：DS540 補足資料 
資料２—６：現存被ばくに関する包括的な指針に関する補足資料 
資料２—７：国際貿易時の基準に関する安全レポートの補足資料 
資料２—８：DS519 補足資料 

資料３：IAEA 審議文書の管理表 
資料４：報告会開催案 
 

（参考資料）参考資料：R04 年度第 1 回専門委員会資料３：RASSC 会合・EPReSC 会合の

承認対象の安全基準文書等 
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議事 
１．前回議事録承認 
事務局より、資料１に基づき、令和４年度国際放射線防護調査 第１回専門委員会議事録

案について意見や質疑応答はなく、最終版として承認された。 
 
２．RASSC・EPReSC 会合参加報告 
事務局より、資料２のシリーズに基づき、RASSC・EPReSC 会合資料の概要を説明した。

真辺先生より、第 52 回 RASSC 会合の参加報告書について説明があった。続けて高原委員よ

り、第 14 回 EPReSC 会合の参加報告について説明があった。また原子力規制庁の元光専門

職より、EPReSC ロードマップについて、2025 年以降の長期スケジュール及びニーズに関し

て長期的優先事項の分析等を行う 3 つの検討 WG のうち、WG１（緊急事態における放射性

廃棄物の管理）について補足があった。これについて以下の通り質疑応答があった。 
 
（保田委員）DS538 には福島第一原発事故のケースが入るのか。 
（真辺先生）DS538 に関する対応は説明されていない。 
（横山委員）RASSC 会合で、DS499 の天然起源核種の脚注が削除された経緯を知りたい。

また、RASSC・EPReSC 会合で議論された、緊急時被ばく状況から現存被ばく

状況への移行（GSG-11）に関して、「放射線以外」とは何を指しているのか。 
（荻野技術計画専門職）DS499（免除）で削除された脚注では、天然起源核種であっても放

射性や核分裂性といった特徴を利用する場合の免除については人工核種と同様

に扱うべき旨の記載があったが、DS500（クリアランス）の議論に基づいて、

整合性の観点から、DS499 でも該当箇所の記載が削除された。DS500 のドラフ

ト文書では、当初、天然起源核種であっても放射性や核分裂性といった特徴を

利用する場合には人工核種と同様に扱うべき旨の記載があったが、GSR Part 3
の Schedule I.3 に示された天然起源核種のクリアランスレベルの考え方と不整

合があるのではないかという意見があり、DS500 から該当箇所の記載が削除さ

れた。天然起源核種に対するクリアランスレベルの扱いについて、EU の BSS
では今回削除された考え方が明確に示されているところであるが、EU 以外の

国も含めたコンセンサスという形で今回の削除が行われたものと理解している。 
（高原委員）緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行（GSG-11）における「放射線以

外」について、まだ具体的に議論されていない。EPReSC ロードマップについ

て、2025 年以降の長期スケジュール及びニーズに関して長期的優先事項の分析

等を行う 3 つの検討 WG が立ち上がっており、放射線以外についての検討が

行われる WG2 には内閣府から日本人を 1 人追加する予定である。福島の放射

線以外の影響の専門家となる。 
（本間技術参与）放射線以外の影響について、今の文書の中でどう扱っているかが EPReSC

の WG2（放射線以外の影響）の対象となっている。特定されていないがギャッ

プを探ることが WG の趣旨である。GSR Part 7 の要件では、放射線以外の健
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康影響、心理的影響が主で、物や食品の汚染の項目もあるので経済的影響にま

で及ぶ話である。EPReSC のロードマップ検討では、安全指針レベルでの文書

が必要か検討することが次のステップになる。 
（保田委員）レガシーサイトという言葉は IAEA では使わないのか。 
（荻野技術計画専門職）DS538 についての IAEA の説明資料を確認したところ、レガシーサ

イトという表現が見受けられるため、全く使わないというわけではないようで

ある。 
 
３．安全基準文書の審議状況 
事務局より資料３の資料に基づき、IAEA 審議文書の審議状況について説明を行い、これ

について以下の通り、質疑応答があった。 
 
（保田委員）DS526 のタイトルは National Policies となっているが、加盟国から情報を集

めてまとめるような内容なのか。 
（事務局）RASSC/EPRESC の主管の文書ではないため事務局は把握していない。 
（真辺先生）RASSC 会合では取り扱いはなかったため把握していない。 
（飯本委員長）意見は特になかったためこのまま作業を進めていく。 
 
４．理解促進活動実施案 
事務局より、資料４の資料に基づき、令和４年度国際放射線防護調査事業報告会開催につ

いての事務局案について説明を行った。これについて以下の通り、質疑応答があった。 
 
【開催の目的と対象者について】 
（飯本委員長）原子力規制庁主催での本事業としては初めてとなるシンポジウムである。来

年度以降も続くことが想定されるが、まずは事業で得られた国際動向・国内動

向を当委員会として紹介する場にしたい、という趣旨だと理解している。どの

ような対象者に参加を呼びかけるか、がひとつの論点で、学会中心に呼びかけ

ると一般市民からの参加は限定的になろう。事務局案で紹介された省庁関係者

は、原子力規制庁の他部署や他省庁の放射線防護に関連する人も対象としたい

という意図であろう。まず開催目的を明確にする必要がある。 
（高橋統括技術研究調査官）学会で行われるような一つのテーマについて深く議論というよ

り、広く国際動向について知っていただきたい。一般市民のなかで学会活動等

を通じて関連の内容に興味がある方々を含め、関係する省庁の方々も対象にし

たいと考えている。 
（森泉主任技術研究調査官）放射線防護に馴染みがない人など、省庁の人々にも、自分事と

して考え、将来的に関係することがあるかもしれないということを認識してい

ただければ良いと考えている。 
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（保田委員）国際動向に興味があればいいが、興味がない人も多いと思うので、仕事や現場

で国際刊行物がどのように影響するのかということに重点を置いて説明するの

が良いと思われる。 
（飯本委員長）開催案内の中の開催趣旨の部分は、今後事務局・原子力規制庁に案を作成い

ただき、後日に委員にもご確認いただきたい。 
 
【プログラム案について】 
（保田委員）プログラム案について、この事業の活動を知ってもらうという意味では、

OECD/NEA や IRPA には事業の一環で誰かを派遣するようなことはしておら

ず、これまで特に議論もしていないが、事業の性質をアピールするという意図

か。 
（事務局）作業部会で動向をまとめている対象であり、原子力規制庁と調整の上、含めた。 
（保田委員）バンクーバーの ICRP シンポジウムに派遣した委員の参加報告の方が適切では

ないか。 
（事務局）ICRP には甲斐先生、吉田先生、島田先生等を委員として派遣予定である。バンク

ーバーのシンポジウムの概要についても、甲斐先生からまとめてご説明いただ

ける予定である。 
（飯本委員長）プログラム案では、午前中のセッションでこの目的について十分に説明し、

午後のセッションで個別テーマに入っていくという整理が必要である。本事業

のメッセージを発信できるような登壇者を検討していくべきである。 
セッション 3 については、テーマを 2 つに絞ってしっかり議論したほうがいい

と考えるがいかがか。 
（保田委員）トピックが一つ一つ大きな内容で議論が長引きそうであり、報告会の趣旨から

外れた議論にならないか心配だ。事業の次の展開に役立つという観点からテー

マを検討するべきである。 
（飯本委員長）この報告会は学会のような深い議論をする場ではなく、情報提供が中心とな

ると考える。 
（横山委員）2 つのテーマが良いということに賛成する。国際動向からどういう影響がある

のかという観点では、実用量と内部被ばく線量係数が規制にそろそろ取り入れ

られそうであり、事業者も気にしているトピックである。それ以外は規制への

反映がまだ具体化されていないが、今後議論がされていく内容である。両方か

らトピックを選ぶことが良さそうである。 
（栗原委員）今後の国際動向として、各国際機関の歴史と役割、環境の防護、福島関連の低

線量影響から選ぶのが良いと考える。 
（高田委員）身近なところと将来という点で、身近な内容がないと若手の興味が惹きづらい。

新たな層を取り込むために、実用量と内部被ばく線量係数、環境の防護の 3 点

から 1 つは選んだ方が良いと考えている。 
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（高原委員）社会実装に近いところに興味を持たれるため、実用量、内部被ばく線量係数、

低線量被ばくの影響が良いと思われる。 
（浜田委員）内部被ばく線量係数が一番導入の時期が近い内容である。実用量はもう少し先

であり、組織加重係数はこれから 4～5 年かけて見直していく内容である。個人

感受性についてTGの見解をまとめるのにはあと2年ぐらいかかる予定であり、

防護体系に入ってくるものとしては DDREF が最も近いが、規制に反映される

には大体 10～20 年かかるものである。 
若手の方が登壇する機会があれば、その関連する人々も参加できるようになる。 
開催形式について、講演者以外はオンラインで参加するのであれば 100 人に絞

る必要はないのではないか。またチャットではなく、直接の質疑応答の方がコ

ミュニケーションをとれるであろう。樋口先生に登壇いただく場合は登壇の時

間を再度調整したほうが良い。 
（渡部委員）医療関係として内部被ばく線量係数、防護の三原則（正当化・最適化）が良い

と考える。 
（真辺先生）内部被ばく線量係数について、内容案が学術的すぎるため、1990 年勧告の濃度

限度がどのように決まったのか、あるいは 2007 年勧告を取り入れる際に何が

検討対象となるかを議論するのが良さそうである。 
（保田委員）この報告会は本事業の活動の一環であり、事業に直結した内容、IAEA と IAEA

以外に関して報告し意見をいただくのが良いと考える。今回挙がっているトピ

ックスは ICRP 寄りとなっている。 
（飯本委員長）総括として、トピックを 2 つに絞るとすると、規制に直結するものから 1 つ、

今後の長い目での論点から 1 つを選ぶこと、またこれらが国内の放射線防護に

どう影響するかということに目を向ける、といった意見が多かった。事務局と

規制庁の印象はいかがか。 
（事務局）実用量または内部被ばく線量係数から 1 つ、将来に影響しそうなテーマから 1 つ

が良いという印象である。 
（高橋統括技術研究調査官）規制に直結するものとしては内部被ばく線量係数であるという

ご意見が多く、また長期的な部分については今回の議論ではまだ絞られていな

いという印象である。 
（事務局）8 月 2 日の第 2 回作業部会での意見も集約し、その後原子力規制庁殿とも相談し、

委員にご連絡する。9 月中にはプログラムと登壇者を確定したい予定である。 
 
５．その他 
 次回会合のスケジュールの共有を行い、閉会した。 

 

以上 

 

別添-250



Ⅲ. 専門委員会 第 3 回会議 議事録 
 

【概要】 
日時： 令和 4 年 10 月 26 日（水）13:30～15:30 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 飯本 武志委員長、川口 勇生委員、栗原 治委員、 

高田 千恵委員、高原 省五委員、浜田 信行委員、 
藤淵 俊王委員、保田 浩志委員、横山 須美委員、 
渡部 浩司委員 

 招聘専門家 真辺 健太郎先生（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、

荻野晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職、伊豆本

幸恵 技術研究調査官、喜多充 技術参与、山田憲和 首席技術

研究調査官、木村仁美 管理官補佐、元光邦彦 専門職 
 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、森茉莉 

 
【配布資料】 
資料１：第２回専門委員会議事録案 
資料２： RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安全基準文書等 
 資料２—１：第 53 回 RASSC 会合資料 

  資料２—２：第 15 回 EPReSC 会合資料 
資料２—３：DS544 DPP 修正版 
資料２—４：DS545 概要資料 
資料２—５：IAEA 審議文書の管理表 
資料２—６：食品以外の物品の放射線安全に関するトピカルセッション 

資料３：理解促進活動実施状況 
  資料３－１：保物学会発表資料 
  資料３－２：報告会開催案 
  資料３－３：報告会宣伝先リスト 

 資料４：国際学会等スケジュール 
 
参考資料１：DS544 原文、翻訳 
参考資料２：DS545 原文、翻訳 
参考資料３：安全基準文書等意見募集展開先候補  
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１．前回議事録承認 
事務局より、資料 1 の資料に基づき、令和４年度国際放射線防護調査 第２回専門委員会

議事録案（資料１）について意見や質疑応答はなく、最終版として承認された。 
 
２．RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安全基準文書 
事務局より、資料２、２－１～２－５に基づいて、第 53 回 RASSC 会合・第 15 回 EPReSC

会合資料と承認対象の安全基準文書について、概要と IAEA の審議文書の審議状況について

説明を行い、委員に内容を確認いただいた。これについて以下の通り質疑応答があった。 
 
（保田委員）資料２－３について、DS544 の現存被ばくに係る安全指針の DPP について、

宇宙飛行士の被ばくは IAEA の所掌外という理解でよいか。 
（飯本委員長）今回の DPP については、意見として記録しておき、趣旨を聞く機会があれば、

会合出席時にキーパーソンに確認しつつ、本文案が出たら確認する方向性とし

たい。 
（保田委員）DS544 の DPP に書かれている Co-sponsor はどのような意味か確認したい。日

本語でスポンサーというと資金提供をしているイメージだが、国連の機関が

IAEA に資金を出すとは考えにくいので、共同スポンサーという翻訳は適当で

はないと感じる。 
（荻野専門職）IAEA の基準では、GSR Part 3 で”Jointly Sponsored by”として、EC、ILO、

NEA 等が並んでおり「共同策定機関」が翻訳として相応しい。GSG-7 は ILO
が、SSG-32 は WHO など、主要な国際機関が Joint Sponsor として入ってい

る。 
（渡部委員）資料２の DS544 の現存被ばくに係る安全指針の DPP に対する意見について、

「屋内ラドンに関して日本での対応が独自のものになっている」という記載が

あるが、具体的にはどのような違いがあるのか。 
（飯本委員長）意見はメールで伺っており、おそらくラドンに関するルールが日本では公衆

被ばくに関してはないということを指しているのだと思う。今回の DPP に関

しては直接関係するものではないが、この後、気をつけなくてはいけないとい

うご意見として扱わせていただきたい。 
 
 国内の専門家に対する意見募集の方法について、以下の通り意見があった。 
（飯本委員長）安全基準文書等の意見について、専門委員会だけでなく広くご意見いただく

ことが望ましいことは過年度に確認した通りである。各委員においては周囲の

チャネルに展開するような対応をし、意見のフィードバックをいただきたいと

考えている。委員同士で調整もしたい。 
（事務局）参考資料３に記載のない団体についても、相応しい団体をご紹介いただきたい。 
（飯本委員長）12 月の報告会でもこのような認識を共有したい。 
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事務局より、資料２－６に基づいて第 53 回 RASSC 会合の食品以外の物品の放射線安全に

関するトピカルセッションについて説明を行い、原子力規制庁から補足説明が行われた。こ

れについて以下の通り質疑応答があった。 
 

（高原委員）トピカルセッションで参照されているアルゼンチンの文書に記載されている「子

ども・女性を対象とした線量基準」というのは代表的個人という考え方か。 
（荻野専門職）ICRP が Pub. 101 で勧告している代表的個人の考え方では、年齢については、

1 歳、10 歳、成人の三つのカテゴリで評価することになるが、今回のアルゼン

チンと IAEA の文書で提案されているのは、一般に感受性の高い女性と子供を

対象に基準を定めるという考え方である。日本の食品安全基準の設定方法を見

ても分かるように、子どもは摂取量が少ないため、確かに内部被ばく係数は子

供の方が高いが、線量は成人の方が大きくなる。今回提案されているアプロー

チは社会的受容性の観点からはあり得るかもしれないが、ICRP の防護の考え

方とは異なるように思えるため、トピカルセッションでも議論してみたい。 
（横山委員）本セッションで対象とする汚染源は事故によるものを対象としているのか。ク

リアランスであれば、基準以下になっていると考えられる。 
（荻野専門職）IAEA の安全基準では、現存被ばく状況には事故後の復旧段階や自然に存在

する核種からの被ばくなどが含まれており、必ずしも事故後に限定されていな

い。アルゼンチンと IAEA の文書では、消費財中の放射性核種の存在について

は、起源に関わらず同じ基準を用いて一貫して規制されるべきという考え方が

提案されている。 
 
３．理解促進活動実施案 
事務局より、資料３のシリーズに基づいて、理解促進活動実施状況及び実施案について説

明を行った。これについて以下の通り、意見があった。 
 
（保田委員）報告会ではセッション１より２の方が多くの質問が出てくる可能性が高く、時

間配分に少し懸念がある。 
（飯本委員長）セッション１の質疑が少なければ早めに終了しても良いと考える。セッショ

ン１では本事業のフレームワークについて、伝えたいメッセージを伝え、技術

的な中身は午後を中心にするといいのではないか。 
（荻野専門職）一般参加者から事前に寄せられた質問や当日登壇する先生方からの発言に基

づいたディスカッションを期待している。IAEA 安全基準文書案の関連学会等

への展開といった議論もここでできるかもしれない。質問が少なければ早めに

休憩に入るということで問題ない。 
（飯本委員長）情報収集の方法について、専門家としてどのようにアクションするか、原子

力規制庁として何を期待しているか、専門委員会と原子力規制庁のやり取りを

見ていただくことで、理解していただけるかもしれない。 
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（渡部委員）セッション３は最新のトピックであるため、いろいろな方の質問を受ける時間

を設けたい。 
（飯本委員長）テクニカルな内容の質問も多く出るかもしれないが、発散しないよう、指定

発言の先生と事前に調整し、それぞれのテーマで扱った方がよさそうな論点を

外さないように進めてはどうか。 
（渡部委員）指定発言の先生とも事前に打ち合わせし、論点がずれないように進めたい。 
 
４．国際会合等スケジュール 
事務局より、資料 4 に基づいて、国際学会等スケジュールについて説明をした。これにつ

いて、追加の会合の提案はなく、本会議後に提案があれば事務局まで連絡をお願いした。 
 
５．その他 

• 保田委員より、本業務の作業部会の検討状況について説明があった。 
• 原子力規制庁より、令和 3 年度国際放射線防護調査事業の成果報告書が原子力規制委

員会のウェブページ（https://www.nra.go.jp/data/000404684.pdf）より公開されたた

め、ご覧いただくとともに周囲にも展開いただきたいと周知があった。 
 

 
以上 
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Ⅳ. 専門委員会 第 4 回会議 議事録 
 

【概要】 
日時： 令和 5 年 1 月 10 日（火）13:30～15:10 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 飯本 武志委員長、川口 勇生委員、栗原 治委員、 

高田 千恵委員、高原 省五委員、浜田 信行委員、 
藤淵 俊王委員、保田 浩志委員、横山 須美委員、 
渡部 浩司委員 

 招聘専門家 真辺 健太郎先生（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術調査官、荻野

晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職、本間俊充 

技術参与、喜多充 技術参与、辰巳秀爾 企画官、元光邦彦 専

門職、山崎裕太 係員 
 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、森茉莉、庄沁優 

 
【配布資料】 
資料１：第３回専門委員会議事録案 
資料２： RASSC 会合・EPReSC 会合参加報告 
 資料２—１：第 53 回 RASSC 会合参加報告資料 

  資料２—２：第 15 回 EPReSC 会合参加報告資料 
資料２—３：DS544DPP 修正版 
資料２—４：DS544DPP Resolution and Comments 
資料２—５：DS545DPP Resolution and Comments 
資料２—６：IAEA 審議文書の管理表 

資料３：理解促進活動実施状況 
    資料３—１：ポスター発表資料 
  資料３—２：報告会要旨集 
  資料３—３：報告会スライド一覧 
  資料３—４：報告会アンケート結果 
  資料３—５：報告会に関する記事投稿 

 資料４：国際学会等スケジュール等 
 
参考資料１：RASSC-53 決定事項案 
参考資料２：RASSC-53 DS544 発表資料 
参考資料３：RASSC-53 DS545 発表資料 
参考資料４：RASSC-53 トピカルセッション発表資料 
参考資料５：報告会質問リスト 
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１．前回議事録承認 
令和４年度国際放射線防護調査 第 3 回専門委員会議事録案（資料１）について意見や質

疑応答はなく、最終版として承認された。 
 
２．RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安全基準文書 
資料 2-1 に基づき、真辺先生より第 53 回 RASSC 会合の参加報告を、資料 2-2 に基づき、

高原委員より第15回EPReSC会合の参加報告をいただいた。これについて以下の通り補足、

質疑応答があった。 
（荻野専門職）DS519（職場ラドンに関する個別安全指針）については、本会合の翌週にコ

ンサルタント会合が開催され、加盟国コメント（Step 8）への対応が行われた。

2023 年 6 月の RASSC 会合で 2 回目のレビュー（Step 11）が行われる予定。

DS544（現存被ばく状況に関する一般安全指針）については、2023 年 4 月の

CSS 会合で DPP 案が承認されれば執筆が開始される（Step 5）。各地域で開

催されたワークショップを通じて収集された知見も反映される予定。DS543
（SSR-6（輸送規則）改定）については、輸送安全に係る基礎的数値である A1、
A2 値の見直しについて本会合中に質問した際に、TRANSSC 会合での議論の

結果次第では今後見直しが行われる可能性がある旨の回答があった。ICRP の

外部・内部被ばくの換算係数を Publication 103 ベースに更新するだけでなく、

基準値の導出に用いられるシナリオまで見直される可能性があり、規制免除値

など、輸送安全分野以外にも影響があるため、注視していく必要がある。RASSC
のトピカルセッションでは、食品以外の日用品（Commodity）の放射線安全に

ついて議論が行われたところであり、2023 年 8 月には技術会合が開催される

予定。 
（本間参与）EPReSC は主管文書の承認が今回はなかった。 

DS504(GS-G-2.1 改定)の加盟国コメント（Step 8）が 2 年ほど前に終わってい

るが、担当の IEC の職員が多忙で進んでいなかった。しかしながら、次回 6 月

の EPReSC で修正案が示される予定である。2023 年 1 月下旬に DS527（GSG-
2 改定）のコンサルタント会合があり本文の執筆が開始予定。コンサルタント

会合には本間参与と元光専門職が参加する。 
DS534（防護戦略）は本文作成中だが、技術会合を 2023 年 2/20 の週に予定し

ており、元光専門職が参加予定である。 
（横山委員）ロシアが参加しているが、OECD/NEA は早い段階でロシアについて参加拒否

している。RASSC 会合ではどのような立場で参加しているのか。 
（荻野専門職）IAEA の中では特にそのような動向はないと思われる。RASSC 会合にはロシ

アの参加者がリモート参加しており、他国の委員と同様の扱いであった。 
（飯本委員長）資料 2-1、2-2 は報告書にも掲載されるので、何か気づいた点があれば事務局

に一報いただきたい。 
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資料 2-6 に基づいて、事務局より最新情報の説明を行った。 
（飯本委員長）資料に気づいた点があれば事務局に一報いただきたい。 
 
３．理解促進活動実施案 
事務局より、資料 3、3-1～3-5、参考資料 5 に基づいて、理解促進活動実施状況及び実施案

について説明を行った。これについて以下の通り、意見があった。 
（横山委員）進行はうまくいっていたと思われる。このように広く皆さんに聞いていただく

機会があることは良い。オンラインでその場に行かなくても聞けるのは良いこと

だった。 
（保田委員）勉強になった良い報告会だった。準備が報われたと思う。アンケート結果も好

評で喜ばしいことである。講演で話者が画面に映らないのは、若干ストレスに感

じた。演者が画面に映っていると良いと思われる。 
（渡部委員）勉強になった良い報告会だった。オンラインはそれなりにうまく回ったと感じ

た。質問は同じ方がたくさん質問されていたが、会場だと質問者について座長が

指名できるが、オンラインではそれは難しいと思う。放射線安全管理学会の ML
にも事前に周知をした方が良かった。 

（川口委員）オンライン参加させて頂いた。当日チャットでの質問があり、質問者がだれか

わかるということは良かった。Webex の Q&A 機能が使えないという書き込みが

あったので、些細なことだがそこが改善されると良い。 
（高田委員）有意義な内容だった。 
（高原委員）対面参加して、会議自体も有意義だった。 
（栗原委員）有意義な内容だった。 
（浜田委員）参加できなかったが、参考資料 5 のトピック 2 の質問は一部が重複しているよ

うなので、確認してほしい。 
（藤淵委員）参加できなかったが、オンラインだけでなくオンデマンドでも配信出来ればよ

り有意義ではないか。 
（真辺先生）質問が事前に見えていて、回答を考える時間があってよかった。 
（高橋調査官）非常に有意義な報告会を開催することができた。改めて御協力いただいた皆

様に感謝する。事業運営に生かしていきたい。 
（荻野専門職）参加者から多くの質問があり、時間内にほぼ全ての質問に回答することがで

きたのは良かったが、登壇者のプレゼン内容や本事業で扱う国際動向とは必ずし

も一致しないものも含まれていたため、委員の先生方からの発言がより多くあっ

た方が良かった。今年度の委託事業成果報告書には当日の様子を文章で記録する

が、今後、類似のイベントがあった場合に、オンデマンドなど、いつでも中身を

確認できるコンテンツを作ることは大切だと考えている。 
（飯本委員長）参加者 169 名に登壇者と議長を加えても良いのではないか。規制庁と相談し

てほしい。 
資料は報告書に掲載されるので、修正点があれば事務局に一報いただきたい。 
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４．国際会合等スケジュール 
事務局より、資料 4 に基づいて、国際学会等スケジュールについて説明をした。 

これについて、追加の会合の提案はなく、以下の修正情報があった。 
（高原委員）EPReSC17 回会合は、2023 年 12 月 5 日‐7 日という案内があった。 
（飯本委員長）9 月、11 月の ICRP の日程について、追記をお願いしたい。 
（事務局）拝承。 
 
５．その他 
 次回会合のスケジュールの共有を行い、閉会した。 
 

以上 
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Ⅴ. 専門委員会 第 5 回会議 議事録 
 
【概要】 

日時： 令和 5 年 2 月 15 日（火）13:30～14:50 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 飯本 武志委員長、川口 勇生委員、栗原 治委員、 

高田 千恵委員、高原 省五委員、浜田 信行委員、 
藤淵 俊王委員、保田 浩志委員、横山 須美委員、 
渡部 浩司委員 

 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術調査官、荻野

晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職、伊豆本幸恵 

技術研究調査官、喜多充 技術参与、山田憲和 首席技術研究調

査官、辰巳秀爾 企画官、加藤隆行 企画調査官、山崎裕太 係

員 
 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、森茉莉、庄沁優 

 
【配布資料】 
資料１：第４回専門委員会議事録案 
資料２：IAEA 安全基準文書管理表 
資料３：作業部会資料 
 資料４：事業年間実績と次年度国際機関の会合スケジュール等 
  資料４－１：理解促進活動（保健物理への投稿記事） 
 
 参考資料：安全基準文書等意見募集展開先候補 
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１．前回議事録承認 
令和４年度国際放射線防護調査 第 4 回専門委員会議事録案（資料１）について意見や質

疑応答はなく、修正等があれば事務局に連絡することとなった。 
 
２．IAEA 安全基準文書管理表について 
資料 2 に基づき、事務局より IAEA 安全基準文書管理表について説明した。これについて

以下の通り補足、質疑応答があった。 
（飯本委員長）管理表の情報を展開し、学会や専門家に情報を届け、今後の規制・基準にど

う関係していくのか幅広く意見を収集したい。公開される資料について、委員か

ら展開してほしい。展開先のリストに掲載されている場所以外にも適宜足してい

ただき、できるだけ多くの方に見ていただきたい。また、どこに展開したかとい

う情報を事務局にご連絡いただきたい。 
（高橋統括技術研究調査官）どのような資料で情報を展開していただくか等、原子力規制庁

内で再度検討させて頂きたい。 
（飯本委員長）報告会でもこのような仕組みで進めるという話をしているので、是非検討し

ていただきたい。 
（保田委員）緊急時対応を扱う DS534 など、地方自治体の関与が大きいので、現場で対応さ

れる自治体職員への意見照会が必要ではないか。 
（喜多技術参与）原子力規制庁・内閣府原子力防災で（緊急時対応に関し）地方自治体との

会合を行っているので、そのような場で提示することは可能。 
（飯本委員長）委員も各自治体の委員会等に参加しており、原子力規制庁・内閣府とは異な

る層でのチャネルを持っていることもある。 
（高橋統括技術研究調査官）各委員のチャネルで意見を集めるのは重要と思う。 
（保田委員）国際的な指針を刊行する前に現場の意見を聞く機会があれば良いと思う。 
（飯本委員長）誰がどのようなチャネルで展開したのかは事務局に連絡し、収集する必要が

あるだろう。 
 
３．作業部会の審議状況 
作業部会保田主査より、資料 3 に基づいて作業部会の審議状況について説明があった。事

務局より UNSCEAR の報告書に関するまとめについて補足した。これについて、現時点での

意見はなく、修正等があれば事務局にご連絡頂くこととなった。 
 
４．事業年間実績と次年度国際合等スケジュールについて 
事務局より、資料 4 に基づいて、事業年間実績と国際学会等スケジュールについて説明を

した。 
 これについて、現時点での意見や追加の会合の提案はなく、修正点があれば事務局に連絡

することになった。 
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（荻野専門職）DS519（ラドンによる被ばくに対する作業者の防護）については、2022 年に

加盟国コメント照会が実施され、現在は Step 9 として、加盟国から提出されたコ

メントのドラフト文書への反映が行われている。2023 年 4 月頃には Step 11 とし

て RASSC ページでドラフト文書が公開され、RASSC 委員による 2 回目のレビ

ューを経た後に、6 月の第 54 回 RASSC 会合で承認についての審議が行われる予

定である。DS544（現存被ばく状況における放射線防護と安全）については、2023
年 5 月の第 53 回安全基準委員会（CSS）会合で DPP 案が承認されればドラフト

文書の執筆（Step 5）が開始されることになり、2023 年内の技術会合の開催も計

画されている。このように、来年度の RASSC は、DS519、DS544 など、現存被

ばく状況における放射線防護に関する安全基準文書策定の動きが活発になる。

EPReSC では、DS534（原子力又は放射線の緊急事態における防護戦略）と DS527
（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準）（GSG-2 改定）

に関する技術会合が 2023 年 2 月 20 日の週に開催される。また、DS504（原子力

又は放射線緊急事態に対する準備と対応の取決め）（GS-G-2.1 改定）については、

2023 年 6 月の第 16 回 EPReSC 会合で EPReSC 委員による 2 回目のレビュー

（Step 11）が実施される予定である。このように、緊急事態への準備と対応に関

する安全基準文書策定の動きも今後活発になる。 
 
５．その他 
（飯本委員長）第 4 回までの議事録は 2 月 16 日までに確認頂き、修正があれば事務局に連

絡頂きたい。それ以外の点でもお気づきの点があればその都度事務局にご連絡頂

きたい。今年度も 5 回にわたり皆さまのご協力を頂きながら、良い活動ができた。

作業部会では保田先生に多くの情報を提供頂いた。また、多くの方に海外の会合

参加を通じて、バーチャル形式含め多くの情報を集めて頂いた。事務局には多く

の情報を上手にまとめて頂き、非常に充実とした活動となった。このような形で

規制庁と専門家が将来の規制や基準について話し合える機会を作って頂くことは、

非常に重要である。このような委員会の仕組みが引き続き行われることを期待し

ている。 
（高橋統括技術研究調査官）委員の皆様の多大なご協力に感謝する。特に 12 月の報告会の際

のご協力に感謝する。本事業は次年度も継続する予定であり、委員の皆様には今

後も本事業へのご協力をお願いしたい。 
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別添資料 5.2 作業部会第 1 回～第 5 回議事概要 

Ⅰ. 作業部会 第 1 回会議 議事概要 
 

【概要】 
日時： 令和 4 年 5 月 31 日（火）13:30～15:30 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 保田 浩志主査、今岡 達彦委員、川口 勇生委員、 

浜田 信行委員、古川 恭治委員 
 原子力規制庁： 高橋 知之 統括技術研究調査官、森泉 純 主任技術研究調査官、

荻野 晴之 技術計画専門職、伊豆本 幸恵 技術研究調査官、 
本間 俊充 技術参与、喜多 充 技術参与 

 事務局： 當麻 秀樹、深谷 友紀子、賞雅 朝子、中村 緑、森 茉莉、平杉 亜
希、庄 沁優 

 
【配布資料】 
資料１：令和４年度国際放射線防護調査 作業部会運営要領及び委員名簿 
資料２：国際放射線防護調査 専門委員会及び作業部会の基本方針（案） 
  資料２—１：今年度のスケジュール案 
資料３：国際会合参加報告（浜田信行委員） 
  資料３—１：スライド抜粋 
資料４：国際機関等の動向 

資料４—１：UNSCEAR 報告書のまとめ案（2000 年以降） 
資料４—２：UNSCEAR 報告書リスト 

資料５：理解促進活動実施案 
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開会 
開会に際し、原子力規制庁 高橋統括技術研究調査官から以下のように挨拶があった。 

 国際放射線防護調査は、今年度から技術基盤グループ放射線防護班が新規に立ち上がり、

本事業を担当することとなった。本作業部会では、原子力規制庁の業務に関わる ICRP 等の

最新知見と動向の調査等によって原子力規制庁の活動を支援するに当たり、専門的・客観的

な立場から意見をいただくことを目的としており、活発にご議論いただきたい。今年度は公

開の報告会も実施する予定である。 
 
１．主査任命 
事務局より資料 1 に基づき、専門委員会運営要領等について説明し、原子力規制庁が本作

業部会の主査として保田委員を指名したことを報告した。また、川口勇生委員が新たに委員

に就任した。 
 
２．委員会・作業部会の基本方針（案） 
 事務局より資料２のシリーズに基づき、委員会・作業部会の基本方針案について説明し、

今年度の作業部会では、 UNSCEAR 報告書の内容を含む放射線防護に関連する国際機関等

の動向に関する整理をすることを提案した。また事務局から今年度のスケジュール案につい

て説明をした。委員から基本方針案・スケジュール案に質疑応答はなく、基本方針案につい

て承認された。 
 
３．国際会合参加報告 
浜田委員より、資料３のシリーズに基づき、2022 年 4 月 20 日に開催された IOMP-ICRP

ウェビナーについて参加報告が行われた。古川委員から LSS の最近の知見について、がん罹

患のデータからは線形の線量反応ではなく、下に凸の曲率が見られることや性差について補

足があった。LSS の線量反応について低線量域で報告された曲率や、性差についての放射線

防護への解釈について質問があった。浜田委員から、ICRP は放射線防護のベースとなるデ

ータの原爆被爆者の線量反応関係を直線しきい値なしと考えているわけではなく、線量・線

量率効果係数（DDREF）2 を考慮しており、低線量効果係数（LDEF）の値は検討されるか

もしれないが、コンセプト自体が大きく変わることはないだろうという回答があった。また

ウェビナーの開催背景等について質疑応答があった。 
 
４．国際機関等の動向 
 事務局より、資料４のシリーズに基づき、国際機関等の動向について説明し、昨年度に引

き続き調査した内容を紹介した。これに対し、米国科学アカデミーから低線量放射線研究報

告書案が今後公開されるという情報が委員から寄せられ、事務局が追記することとなった。

また、昨年度の事業では ICRP の次期主勧告に関する論文に着目し、論点を整理するための

情報を整理したが、今年度は UNSCEAR に着目し、最近の報告書についてまとめる案を事務

局から説明した。概要の作成方法や整理方法について委員から意見が出され、報告書はアッ

プデートされるものであるため古い報告書の内容を並列に示さない、または記載しない方が
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良いのではないか、最新の報告書について附属書は概要を作成したほうが良いのではないか

といった意見があった。また UNSCEAR 報告書の整理方法では ICRP 主勧告との関連性に

ついても追加してはどうかという意見があった。 
 
５．理解促進活動実施案 
 事務局より、資料５に基づき、今年度の理解促進活動実施案について説明し、公開の報告

会開催に向けて、事務局からプログラム案のたたき台などを提示した。想定される参加者や

演者についての質問があり、参加者は専門家・官公庁で放射線防護に関連する方や一般の方

などを想定していること、演者については専門委員会委員長・作業部会主査にはご発表いた

だきたいこと、原子力規制庁の担当者が専門家の立場で発表する可能性もあることを、事務

局及び原子力規制庁から回答した。プログラムについては各組織の役割や歴史等について解

説してはどうかなどの意見が出され、出された意見をもとに次回以降、テーマ案及び詳細な

プログラム案を作業部会に提案することとなった。 
  
６．その他 
 特に質疑応答はなく、閉会となった。 
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Ⅱ. 作業部会 第 2 回会議 議事概要 
 

【概要】 
日時： 令和 4 年 8 月 2 日（火）14:00-16:00 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 保田 浩志主査、今岡 達彦委員、川口 勇生委員、 

浜田 信行委員、古川 恭治委員 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、 

荻野晴之 技術計画専門職、伊豆本幸恵 技術研究調査官、 
本間俊充 技術参与、喜多充 技術参与 

 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、庄沁優 
 
【配布資料】 
資料１：前回議事概要案 
資料２：第 52 回 RASSC 会合参加報告資料（川口委員） 
資料３：国際機関等の動向まとめ 
資料４：UNSCEAR 報告書のまとめ作成進行案 

資料４－１：UNSCEAR 分類・選択 
資料４－２：UNSCEAR 概要まとめ案 
資料４－３：UNSCEAR 報告書リスト 

資料５：報告会開催案 
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１．前回議事概要承認 
事務局より、資料１に基づき、第 1 回作業部会の議事概要案について提示し、特に修正・

コメントはなく承認された。 
 
２．国際会合参加報告 
 川口委員より、資料２に基づき、第 52 回放射線安全基準委員会（RASSC）会合で開催さ

れた国際放射線防護委員会（ICRP）トピカルセッションに関して報告があった。RASSC の

会合目的について質問があり、原子力規制庁から IAEA の分野別安全基準委員会のそれぞれ

の検討分野に関する説明があった。また、原子力規制庁より、本セッションにおいて IAEA
が現在 ICRP の 2007 年勧告を現場にどのように導入するか検討している段階であり、規制

の安定性が重要であると説明したことが補足された。 
 
３．国際動向のまとめ案 
 事務局より資料３に基づき、国際動向のまとめ案について、第 1 回からのアップデート個

所などを説明した。浜田委員より国際医学物理機構のウェビナーに関する補足情報として、

開催後に公開となった論文（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35892428/）の紹介があった。

また川口委員より UNSCEAR の 7 月の来日に関する補足情報として、7 月 19 日には記者会

見が開かれたことや、7 月 21 日に開催されたいわきのパブリックミーティングでの QA は今

後まとめて発表される予定であることが紹介された。用語解説に関する論点の明確化に関す

る要望に対し、事務局が次回までに対応することとなった。 
 
４．UNSCEAR 報告書まとめ案 
 事務局より資料４のシリーズに基づき、今年度作業部会でまとめることとなった

UNSCEAR 報告書から、概要を作成する報告書の選択方法について説明した。事務局から説

明のあった UNSCEAR の HP に記載されている報告書のトピック（項目）の最新のものが記

載されている報告書を機械的に選択する方法に対し、以下のようなコメントがあった。 
 あるトピックは 40 回以上出ているのに対し、1 回又は 2 回程度しか登場しないトピ

ックもあり、トピックが出てくる頻度も考慮し、またトピックの「胎内」と「子ど

も」のような同義語を考慮に入れると整理されると思う。 
 白書は包括的なレビューではないため、最新の白書に加えて最新のフルレビューの

報告書を選択するべきではないか。 
 
５．理解促進活動実施案について 
 事務局より、資料５に基づき、理解促進活動の一環である報告会の開催案及び本会議に先

立って開催された専門委員会第 2 回の会議の報告会開催案に関する議論の概要について説明

した。プログラム案セッション３のトピックについては、「防護」と「影響」から一つずつ

が良いのではないか、個人感受性と低線量は統合しても良いのではないかといったコメント

があった。 

別添-266



作業部会・専門委員会での議論を基に最終的に原子力規制庁と事務局で決定するにあたり、

報告会のプログラムについては様々なアイディアを頂きたいので、ご提案などがあれば、8 月

19 日までに事務局にご連絡頂くこととなった。 
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Ⅲ. 作業部会 第 3 回会議 議事概要 
 

【概要】 
日時： 令和 4 年 11 月 1 日（火）13:30-15:30 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 保田 浩志主査、今岡 達彦委員、川口 勇生委員、 

浜田 信行委員、古川 恭治委員 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、 

荻野晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職 
伊豆本幸恵 技術研究調査官、本間俊充 技術参与 
喜多充 技術参与 

 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、庄沁優 
 
【配布資料】 
資料１：前回議事概要案 
資料２：国際会合参加報告（UNSCEAR 会合参加報告；川口委員） 
資料３：国際機関等の動向まとめ 
資料４： UNSCEAR 報告書のまとめ作成進行案 

資料４－１：UNSCEAR 分類・選択 
資料４－２：UNSCEAR 概要まとめ案 
資料４－３：UNSCEAR 報告書リスト 

資料５：理解促進活動実施案 
  資料５－１：保物学会発表資料 
  資料５－２：報告会開催案内案 
  資料５－３：報告会宣伝先リスト 
資料６：国際会合等スケジュール 
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１．前回議事概要承認 
事務局より、資料１に基づき、第 2 回作業部会の議事概要案を提示し、同案について、特

に修正・意見はなく承認された。 
 
２．国際会合参加報告 
 川口委員より、資料２に基づき、2022 年 6 月に開催された第 69 回 UNSCEAR 会合につ

いて、以下の報告があった。 
 アルジェリア、イラン、UAE、ノルウェーが正式に加盟国となり、31 か国体制となった。 
 承認された課題はなく、技術的検討課題が 3 件（放射線治療後の 2 次原発性がん、・放射

線とがんの疫学研究・自然及び人工放射線源からの公衆被ばく）、進捗報告課題は 2 件（循

環器系疾患・委員会の情報公開とアウトリーチ戦略の推進）であった。 
 臨時作業部会の活動報告、2025～2029 年の課題提案について議論が行われた。2025～2029
年については以下の課題が候補として合意された。 

・動植物の被ばくのレベルと影響 
・放射線誘発健康影響の線量反応関係、生物学と疫学の統合と放射線リスク評価 
・寿命に対する放射線の影響 
・放射線シグネチャと、被ばくと影響のバイオマーカー 
・放射線治療に伴う不確実性と患者治療への影響 
・胎児被ばくや遺伝性影響など非がん影響 

 次回の UNSCEAR 会合は 2023 年 6 月 19～23 日に予定されている。 
 
 この報告に対し、「寿命に対する放射線の影響」に関する新しい視点の有無について質問

があり、UNSCEAR 会合に参加した古川委員から、「一般的な話としてはこれまでのエビデ

ンスについての新しい評価方法の適用やがん罹患後の生活の質などへの影響などについての

新しい知見などがある」という補足があった。また浜田委員より、「1950 年代の ICRP 勧告

には非特異的な（特定疾患によらない、老衰の促進によるような）寿命短縮について記載が

あったが、1960 年代以降はなくなっている」という情報提供があった。 
 
３．国際動向のまとめ案 
 事務局より、資料３に基づき、国際動向のまとめ案について、第２回からのアップデート

箇所などを説明した。 
 今岡委員より、今回追加分の日本の PLANET に関するワークショップのスライドについ

て補足があり、今回開催されたワークショップでは特に線量率効果について着目し、線量率

効果における検討事項について報告を行ったことや、若手研究者の育成という位置づけで若

手からも発表があったことについて説明があった。 
 このほか、スライド中の日本語訳などについて指摘があり、次回作業部会までに事務局が

修正することとなった。 
 
４．UNSCEAR 報告書まとめ案 
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 事務局より、資料４のシリーズに基づき、前回に引き続き、UNSCEAR 報告書のまとめ案

の作成について説明を行った。今年度 UNSCEAR に焦点を置くことについて再度説明し、

UNSCEAR 報告書をどのように選択したか、及び概要案について説明を行った。これについ

て、以下の意見があった。 
 2008 年 Annex B と 2016 年 Annex B に関して、職業被ばくについては

2020/2021 年 Annex D が最新であるが、公衆被ばくについてはまだ情報が更新

されていないところもある（発電に関する公衆被ばくは 2016 年 Annex B に記

載）ため、記載の仕方に工夫が必要である。 
 2006 年 Annex C については、一部（発がんに関する非標的効果・遅延性効果）

が 2020/2021 年 Annex C で更新されている部分があるので、記載に工夫が必

要である。 
 2012 年 Annex A が漏れているが、IAEA の Safety Report No.122（Preprint）

でも言及されているため、追加したほうが良い。 
 報告書の選択方法について、UNSCEAR の HP 上にあるトピックは必ずしも内

容を反映していない。 
 概要案について、その報告書を象徴しているような図表があれば使った方が良

い。 
 2019 年 Annex A については、主な結論に書くべき箇所の修正が必要である。 
 重要な表などがあれば表紙の画像よりも優先して記載し、有用な数値情報を含

めるようにする。また、タイトルが重複して記載している箇所を削除し、日本

語訳があるようであれば概要のスライドに適宜記載すると良い。 
 次回以降に上記の意見に対応して、事務局が概要案を修正することとなった。 
 
５．理解促進活動実施案 
 事務局より、資料５のシリーズに基づき、第 4 回日本保健物理学会・日本放射線安全管理

学会合同大会のポスター発表の内容、報告会の開催案内案、プログラム案、周知先の団体リ

ストなどについて説明を行った。 
 報告会の進行について質問があり、事務局から報告会開催前に登壇者に対し、進行の説明

を行うことを回答した。 
 
６．国際会合等スケジュール 
 事務局から、資料６のシリーズに基づき、これまでの国際会合参加状況と今後の会合の予

定を説明した。 
 本年 11 月 17～20 日にハイブリッドで開催される、5th-ACRR（Asian Congress of 
Radiation Research）会合について情報提供があった。国際会合のスケジュールに関して、

3 月末の会合の削除の経緯について質問があり、原子力規制庁より、事務局とも相談した結

果、派遣先でコロナに感染した場合の日本への帰国が年度をまたぐ恐れがあり、単年度事業

という性格上、事務的な処理が困難となることから派遣が難しいという判断に至った旨の説

明があった。 
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Ⅳ. 作業部会 第 4 回会議 議事概要 
 

【概要】 
日時： 令和 5 年 1 月 23 日（月）13:30-15:30 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 保田 浩志主査、今岡 達彦委員、川口 勇生委員、 

浜田 信行委員、古川 恭治委員 
 原子力規制庁： 高橋知之 統括技術研究調査官、森泉純 主任技術研究調査官、 

荻野晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職 
伊豆本幸恵 技術研究調査官、喜多充 技術参与 

 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、庄沁優 
 
【配布資料】 
資料１：前回議事概要案 
資料２：国際会合参加報告（BfS シンポジウム会合参加報告；古川委員） 
資料３：国際機関等の動向まとめ 
資料４：UNSCEAR 報告書のまとめ作成進行案 

資料４－１：UNSCEAR 分類・選択 
資料４－２：UNSCEAR 概要まとめ案 
資料４－３：UNSCEAR 翻訳の確認 

資料５：理解促進活動実施案 
  資料５－１：ポスター発表資料 
  資料５－２：報告会要旨集 
  資料５－３：報告会スライド 
  資料５－４：報告会アンケート結果 
  資料５－５：報告会に関する記事投稿 
資料６：国際会合等スケジュール 
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１．前回議事概要承認 
第 3 回作業部会の議事概要案を提示し、特に修正・意見はなく承認された。 

 
２．国際会合参加報告 
 資料 2 に基づいて、古川委員より、2022 年 11 月 28 日-30 日に開催されたドイツ BfS 主

催「第 7 回小児白血病の要因」国際ワークショップについて、主に放射線と直接的な関連が

ある以下の 3 つの発表がある「セッション 3 環境リスク要因」について報告があった。 
1. Low dose ionizing radiation from medical imaging procedures 

医療画像撮影からの低線量電離放射線(M. Hauptmann, Germany) 
2. Natural background radiation & air pollution 

自然バックグラウンド放射線と大気汚染(B. Spycher, Switzerland) 
3. Residential radon as a risk factor for childhood leukemia 

小児白血病のリスク因子としての屋内ラドン(A. Auvinen, Finland) 
 
 資料 2 について、追加・修正等の意見はなかったが、以下のような質疑応答があった。 
 「診断時年齢にともなうリスクの増加傾向」と他コホート（原爆被爆者など）の被ばく時

年齢依存性の整合性に関する質問があり、他コホートの分析とは逆の結果になっていると古

川委員が回答した。M. Hauptmann 氏の講演によると、他の疫学研究において、甲状腺がん

などでは年齢の増加に伴い ERR が下がるという現象が見られるが、Mark Little 氏の 2018
年プール解析においても、被ばく時年齢（未成年）のリスクの比較が行われ、明確な被ばく

時年齢との関係は見られてない。EPI-CT については、コホートの約半数を占める英国で比

較的強い影響が示されている一方、影響がみられない国もある。人種やがん登録の違いなど、

様々な要因が混ざり合っていると補足説明された。 
 また B.Spycher 氏の講演で言及された「ばく露の誤分類」に関して従来と異なる点はある

かという質問があり、古川委員から、従来の通り住民の居住歴などが正確に把握されてない

ことなどであるという回答があった。 
低周波磁場、原子力発電所周辺の白血病が増えているという報告は以前からあったが、ア

ップデート情報はあるのかという質問があり、低周波磁場に関しては、疫学研究の結果は 30
～40 年ほど前に示され、その後も調査が続いているものの、新規の発見はなく、今回出席し

たワークショップでは全体的に疫学的なエビデンスに変化はなく、メカニズムを探っていく

ことが目的であったことが説明された。 
 
３．国際動向のまとめ案 
 資料３に基づき事務局より、国際動向のまとめ案について、第 3 回からのアップデート箇

所などを説明した。これについて追加・修正の意見はなかった。 
 古川委員から原爆被爆者寿命調査コホート（LSS）の第 15 報が近いうちに発表されるとい

う補足があった。 
 
４．UNSCEAR 報告書まとめ案 
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資料４のシリーズに基づき事務局より、前回に引き続きアップデートした UNSCEAR 報

告書のまとめ案について説明した。各資料について、以下の修正等の意見があった。 
 
●資料 4 
 「3.今後の UNSCEAR 報告書作成動向」についての「承認」について、UNSCEAR 報

告書の公開までの流れを記載すること。 
 IAEA は勧告ではなく「基準」とすること。 
 
●資料 4-2  
 P4 発足の経緯の 2 つの段落が似ている内容であるため、整理して記載すること。 
 P7 「数字は同一テーマでの報告書の登場回数を表す」は「その年までの累積の登場

回数」であることを補足すること。 
 P9 ANNEX タイトルの和訳の再確認が必要である。 
 P17 「意識性」「発生割合（⇒寄与割合？）」など、意味合いが不明な単語がある。 

「よう素」を「ヨウ素」に修正すること。 
 P22 「主な結論」の HTO、OBT は用語説明を加えたほうが良い。 
 P22  「遺伝的影響」を「遺伝性影響」に修正すること。 
 P22 「信じがたいものである」の指す範囲が不明確であり、誤解を招く可能性がある

ため表現を見直すこと。 
 P24 「医学的状態」「偶発的」などの訳の見直すこと。 
 P29 「しかしながら…」の一文が分かりづらいので見直すこと。その他誤字の見直し

が必要である。 
 P30 「細胞毒性剤」「免疫抑制剤」「免疫調整剤」などの剤は agent の訳と思われる

が、違和感があるため「因子」に修正することを推奨する。「一時的関係」→「時間的

関係」、「個々の遺伝的構成」→「個人の遺伝的構成」にそれぞれ修正すること。 
 P31 「個々の感受性」→「個人の感受性」に修正すること。 
 P32 誤字の見直し。「2 次原発性がん」→「二次原発性がん」に修正すること。 

  
その他「被ばく単位・平衡等価濃度（EEC）当たりの実効線量」に関する議論があり、結

果、「平衡等価濃度（EEC）の単位ばく露当たりの実効線量」に修正することで合意した。 
 「submultiplicative joint effect」の訳について委員からの意見がまとめられ、「亜乗法的

な同時効果」19となった。また「亜乗法的」に専門家以外にもわかるように「乗法的より小さ

な」という訳もあるという意見があった。 
 
５．理解促進活動実施案 

19 会議後に原子力規制庁より submultiplicative について「相乗的相互作用より小さな相互作用」という趣

旨であるとして、以下２件の情報提供（参照１，２）があった。 
参照１：US EPA Assessment of Risks from Radon in Homes https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-
05/documents/402-r-03-003.pdf 
参照２：米国環境保護庁 住居内ラドンによるリスクの評価（翻訳責任 国立保健医療科学院、生活環境部 鈴
木 元、緒方裕光、笠置文善）https://www.niph.go.jp/soshiki/seikatsu/radon/model1.pdf  
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 資料５のシリーズに基づき事務局から、理解促進活動の実施状況及び令和 4 年度国際放射

線防護調査事業報告会の要旨集、質疑応答、アンケート結果、日本保健物理学会誌への印象

記の投稿予定などを説明した。保田主査をはじめ、当日の参加者より感想が述べられた。 
 
６．国際会合等スケジュール 
 事務局から、資料 6 に基づき、これまでの国際会合への派遣実績・予定と次年度の会合の

予定を説明した。委員から追加の会合情報などはなかった。 
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Ⅴ. 作業部会 第 5 回会議 議事概要 
 
【概要】 

日時： 令和 5 年 2 月 24 日（金）10:00-12:00 
場所： WEB 会議 
参加者：  
 委員： 
 
外部有識者： 

保田 浩志主査、今岡 達彦委員、川口 勇生委員、 
浜田 信行委員、古川 恭治委員 
菅原 慎悦先生（関西大学） 

 原子力規制庁： 荻野晴之 技術計画専門職、中嶌純也 技術計画専門職、 

山田憲和 首席技術研究調査官、木村仁美 管理官補佐、 

鈴木亜紀子 課長補佐、山崎裕太 係員 
 事務局： 當麻秀樹、賞雅朝子、平杉亜希、森茉莉、庄沁優 

 
【配布資料】 
資料１：前回議事概要案 
資料２：国際会合参加報告（OECD/NEA ウェビナー参加報告；菅原慎悦先生） 
資料３：国際機関等の動向まとめ 
資料４： UNSCEAR 概要作成に関する報告書への掲載文案 

資料４－１：UNSCEAR 分類・選択 
資料４－２：UNSCEAR 概要まとめ案 

資料５：事業年間実績と次年度国際関係機関の会合スケジュール 
資料５－１：理解促進活動（保健物理への投稿記事） 
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１．前回議事概要承認 
第 4 回作業部会の議事概要案を提示し、特に修正・意見はなく承認された。 

 
２．国際会合参加報告 
 資料 2 に基づき、菅原慎悦先生（関西大学）より、2022 年 12 月～2023 年 2 月に開催され

た OECD/NEA のステークホルダーに関するワークショップに関する第 1 回～第 3 回準備ウ

ェビナーについて参加報告があった。 
1. 第 1 回準備ウェビナー（2022 年 12 月 14 日）：「包括的，包摂的かつ持続可能な意

思決定に向けた，問題のより良い定式化とは？」 
2. 第 2 回準備ウェビナー（2023 年 1 月 18 日）：「包括的，包摂的かつ持続可能な意思

決定に至るために，競合する側面や利害の間でどのようにバランスをとるか？」 
3. 第 3 回準備ウェビナー（2023 年 2 月 8 日）：「包括性，包摂性および持続可能性を重

視した，透明性の高い意思決定やその事後評価とは？」 

 

 資料 2 について、追加・修正等の意見はなかった。ウェビナーの内容について、以下のよ

うな質疑応答があった。 
 「参加疲れ」の対策は立てるべきかと保田主査から質問があり、菅原先生より次のような

回答があった。研究倫理委員会で、研究者が人を対象に研究するとき、何らかの負担をかけ

ざるを得ないため、得られる結果と釣り合いがあるかということを始める前に考えなければ

いけない。欧米では、自由に意見を出せる機会が定期的に何か月も設けられるにもかかわら

ず、最終的な意思決定に自分の意見が反映されないようだと参加の意義を感じられなくなっ

てしまい、次第にそうした機会を敬遠するようになるとの回答があった。 
 日本の意思決定とステークホルダー関与、透明性、包摂（inclusive）などに関する菅原先

生の考え方についての質問があり、菅原先生から次のような回答があった。日本では、欧米

のように（放射線防護に係る）意思決定にステークホルダーが関与するという法制度がない

が、安全協定や地元の同意を得るため、地元での説明会や全戸訪問などの取り組みがある。

法制度として担保されているか、最終的に意思決定にどのように結びついているかは明確に

することは重要である。一方で法制度に取り入れると、形式主義に陥ってしまうこともある。

制度としての拡充とともに、形式に陥らずに柔軟に意見を取り入れるのが良いと考えられる。

福島第一原子力発電所事故の事例では、原子力規制庁など国と地元住民とのコミュニケーシ

ョンが増えてきており、そうした方向が望ましいと言う意見がウェビナーで聞かれた。また、

制度化することで、透明性は高まり、財源の担保もしやすくなる。 
 
３．国際動向のまとめ案 
 資料３に基づき事務局より、国際動向のまとめ案について、第 4 回からのアップデート箇

所などを説明した。これについて追加・修正の意見はなかった。 
 
４．UNSCEAR 報告書まとめ案 
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資料４のシリーズに基づき事務局より、前回に引き続きアップデートした UNSCEAR 報

告書のまとめ案について説明した。 
浜田委員から資料 4-2 について、チャットより誤字脱字の指摘と以下の修正等の意見があ

った。 
 P2:1 ポツ目の「国連」と 2 ポツ目の「国際連合」が不統一（P3 以降も混在） 
 P2: 2 ポツ目の「付属」、これ以降は「附属」 
 P4:「最新データの知見」→「最新の科学的知見」 
 P4:「使用する」→「参考にする」 
 P4:「主要な線源全て」→「全ての主要な線源」 
 P4:参照にある URL が 2 つとも無効 
 P8: 「線量反応 (Dose-response relationship) 」→「線量反応関係 (Dose-response 

relationship)」 
 P13:「放射線が関連した福島県の住民の将来の健康影響が更に識別できそうにない」←

要確認 
 P14:「機構」と「メカニズム」が混在（他のページも） 
 P15:「レベルの収集」←要確認（レベルのデータ収集?） 
 P16:「意義のある不確実性」←要確認 
 P16:3 ポツ目の「LSS」→「原爆被ばく者寿命研究（LSS）」 
 P16:「INWORKS」→「国際原子力作業者研究（INWORKS）」 
 p17:「喫煙有病率」？（専門委員会の資料３では「喫煙率」に修正済み） 
 P20:「交絡因子の制御」←要確認 
 P23:「閾」←他のページでは「しきい」 
 P24:「放射線学的影響」→「放射線影響」 
 P25:「直接的影響」←要確認 
 P28:「後遺症」←要確認 
 P29:「動植物群集」、「陸生生物群集」←要確認 

 
第 4 回作業部会でも議論のあった submultiprecative の訳し方について、再度議論が行わ

れた。古川委員より、「亜乗法的」という言葉には馴染みがないが、できるだけ意訳ではな

く原文に忠実に訳すべきと指摘があり、括弧の中に英語の原文を入れる方法が提案され、訳

し方が難しい単語は括弧で原文を補足するという方向性で委員の合意を得た。また、日本語

の説明も入れるとより分かりやすいと荻野技術計画専門職から意見があり、最終的に

submultiprecative の該当箇所は「亜乗法的な（乗法的より小さな；submultiprecative）」

に修正すると委員の合意を得た。 
P30 の「（非標的効果や遅発性効果を含まない）従来的な見方～と、本報告書は考える」

の一文について、UNSCEAR が主語のようになっているため、「本報告書では考える」に修

正するべきと意見があり、委員の合意を得た。 
P9⑤について、川口委員から、以下の代替案が提案され、修正について合意を得た。 

 「ヒト以外の生物相」のトピックについては、2020 年/2021 年のうち福島報告書が最新

のトピックとなるが事故の影響評価に関する記述であるため、ヒト以外の生物に関する

包括的な報告書である、2008 年 Annex E(ヒト以外の生物相への影響について)を例外的

に選択した。 
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「Chernobyl」はロシア語由来の表記であるため、外務省の方針に合わせてウクライナ語表

記にする場合は「チョルノービル」が妥当であると意見があったが、本件については原子力

規制庁に委ねると保田主査より回答があった 20。 
 インターベンショナルラジオロジーについて、ICRP の邦訳版では IVR と略しており IVR
と略したほうが良いのではないかという意見があった。保田主査から国際的には IR と略す

ため、IVR の略し方は国際的には一般的ではないという補足があり、一方で ICRP の邦訳版

では IVR としており、国内でも IVR の方が通りが良いことから IVR の略し方を推奨すると

意見があった。最終的に、「IVR（インターベンショナルラジオロジー）」と表記することと

なった。 
 
５．事業年間実績と次年度国際関係機関の会合スケジュール 
 資料５に基づき事務局から、国際会合への参加実績および次年度国際関係機関の会合スケ

ジュールを説明した。また、資料 5-1 に基づき理解促進活動に関する保健物理への投稿記事

の確認がされた。以下のようなコメントがあった。 
保田主査より、2023 年 11 月 6～10 日に IAEA（ウィーン）で放射性廃棄物関係の会議があ

り、ICRP2023 と日程が被っているが、参加される方がいれば情報を共有頂きたいとコメン

トがあった。 
 
６．閉会挨拶 
 原子力規制庁荻野技術計画専門職より,  今年度の作業部会の総括がされ、閉会のご挨拶が

あった。 
 
 
 

  

20 第 5 回作業部会開催後に原子力規制庁から連絡があり、ICRP Pub. 146 の邦訳版の記載に倣うこととなっ

た。 
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別添資料６ 本事業の理解促進活動（2.7 節）の添付資料 
別添資料 6.1 理解促進活動発表資料（ポスター） 

（次頁より） 
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1

我が国の放射線防護及び原子力災害対策へ反映すべき
国際動向の調査について

(令和4年度原子力規制庁 国際放射線防護調査事業)
Research on international trends of radiological protection and nuclear emergency 

preparedness and response to be reflected in Japan- FY 2022 International 
Radiological Protection Research by Nuclear Regulation Authority of Japan

国際放射線防護調査専門委員会
Expert Committee on International Radiological Protection Research

本発表は、原子力規制庁令和4年度放射線対策委託費
（国際放射線防護調査）事業の理解促進活動の一環とし
て実施しています。

参考⽂献：原⼦⼒規制庁 令和3年度放射線対策委託費（国際放射線防護調査）事業報告書（https://www.nra.go.jp/data/000404684.pdf）

調査の概要
目的

原子力規制庁では、放射線防護に関する国際機関等の動向等の情報を収集・整理するとともに、放射線防護や原子力災
害対策に係る国内制度に影響を及ぼし得る課題等を抽出することを目的として、放射線対策委託費（国際放射線防護調
査）事業を実施している。

実施内容と方法
専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるため、国内の有識者で構成される専門委員会（表１）及び作業部会（表

２）を受託先（令和3年度から日本エヌ・ユー・エス株式会社）に設置し、国際原子力機関（IAEA）安全基準文書の策定
に係る対処方針案等の検討などを通じて課題等の抽出を行っている。
また上記の活動を支援するため、IAEAをはじめとする放射線防護に係る国際機関等が主催する会合に有識者を派遣し、

様々な活動を行っている国際機関の最新動向についてより的確な情報収集を行っている。

表１：令和４年度国際放射線防護調査専門委員会委員（五十音順 敬称略）

⽒ 名 所 属
委員⻑ 飯本 武志 国⽴⼤学法⼈東京⼤学

委 員 川⼝ 勇⽣ 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構

委 員 栗原 治 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構

委 員 ⾼⽥ 千恵 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構

委 員 ⾼原 省五 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構

委 員 浜⽥ 信⾏ ⼀般財団法⼈電⼒中央研究所

委 員 藤淵 俊王 国⽴⼤学法⼈九州⼤学

委 員 保⽥ 浩志 国⽴⼤学法⼈広島⼤学

委 員 横⼭ 須美 学校法⼈藤⽥学園 藤⽥医科⼤学

委 員 渡部 浩司 国⽴⼤学法⼈東北⼤学

⽒ 名 所 属

主 査 保⽥ 浩志 国⽴⼤学法⼈広島⼤学
委 員 今岡 達彦 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構

委 員 川⼝ 勇⽣ 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構

委 員 浜⽥ 信⾏ ⼀般財団法⼈電⼒中央研究所

委 員 古川 恭治 学校法⼈久留⽶⼤学

表２：令和４年度国際放射線防護調査作業部会委員（五十音順 敬称略）

1

2
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2

専門委員会と作業部会が扱う範囲

専門委員会では、IAEAの分野別安全基準委員会の
うち、RASSC（放射線安全基準委員会）とEPReSC
（緊急事態への準備と対応基準委員会）が主管とな
る安全基準文書について調査を進めている。

→詳細は4ページに記載

作業部会では、原子放射線の影響に関する国連科学
委員会（UNSCEAR）や国際放射線防護委員会
（ICRP）などの国際組織等における文書策定の動
向等について幅広く調査を進めている。

→詳細は5ページに記載

外部の有識者を関連する国際会合へ派遣し、放射線
防護に関する国際的な動向についての専門委員会・
作業部会への報告を介した調査も行っている。

図１各国際機関の関係の模式図
専門委員会はIAEAを、作業部会はIAEA以外を幅広く調査し、

全体的な国際動向をカバーしている。

専門委員会の活動
 専門委員会ではIAEAの安全基準文書の策定に係る図2のステップのうち、４つのステップ（図中ハ

イライト）において、専門家の立場から客観的なコメントを検討している。なお、安全基準文書案
の内容が専門的である場合は、専門委員会以外からの専門家の意見を集約するため、個別ヒアリン
グを行ったり、学会等を通じて広く意見を収集している。

令和３年度～令和４年度に対応したRASSC、EPReSC主管の主な安全基準文書（カッコ内は2022年9
月21日現在のStep）

• DS499：規制免除の概念の適用（Step 12）

• DS519：ラドンによる被ばくに対する作業者の防護（Step 9）

• DS504：原子力または放射線緊急事態への準備と対応のための取り決め（Step 9）

• DS534：原子力または放射線緊急事態に対する防護戦略（Step 5）

• DS540：工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全（Step 4）

• DS544：現存被ばく状況における放射線防護と安全（Step 3）

• DS545：ガンマ線、X線、電子線照射施設の放射線安全（Step 3）

 意見の集約例（DS519：ラドンによる被ばくに対する作業者の防護）

DS519はラドン測定に関する記述が多かったため、専門委員会の検討に加え、国内のラドンに関する
専門家から意見をメールで募集し、更に個別にヒアリングを行った。以下、事務局で整理した意見のう
ち専門委員会の承認を経て、原子力規制庁に提出した意見例を示す。

例：「一般的に水中ラドン濃度は脱気した後のラドンガスをアクティブ法で測定する」という文言
を修正。
また読者にわかりやすいようにラドンが放射平衡に達する具体的な時間（3時間程度）を追記す

ることを提案。
Step 14 IAEA安全基準⽂書として出版

Step 13 IAEA安全基準として規定

Step 12 CSSレビュー・承認
CSSレビュー・承認、編集

★Step 11 DSの関連委員会によるレビュー2
DSについて内容をレビュー（関連委員会2回⽬のレビュー）

Step 10 DSのIAEA内部レビュー②
DSについて内容をレビュー（IAEA内部2回⽬のレビュー）

Step 9 加盟国のコメント対応
担当者、担当委員会による加盟国のコメント対応

★Step 8 加盟国コメント照会
DSに関する加盟国からのコメント集約（120⽇間）

★Step 7 DSの関連委員会によるレビュー①
DSについて内容をレビュー（関連委員会1回⽬のレビュー）

Step 6 DSのIAEA内部レビュー①
DSについて内容をレビュー（IAEA内部1回⽬のレビュー）

Step 5 DS（Draft standard、安全基準⽂書草案）の準備
担当者、担当RCによる安全基準⽂書の本⽂案作成

Step 4 DPPのCSS（安全基準委員会）によるレビュー
DPPについて内容をレビュー

★Step 3 DPPの関連委員会によるレビューと承認
DPPについて内容をレビュー

Step 2 DPPのIAEA内部レビューと承認
DPPについて内容をレビュー

Step 1 DPP（Document preparation Profile、基準作成計画書）の準備
担当者による⽬的、範囲、改訂/作成の正当性、⾻⼦案、スケジュール作成

図２ IAEA安全基準⽂書の作成ステップ
ハイライトは本事業でのコメント集約箇所。

3

4

別添-281



3

作業部会の活動

 令和３年度から作業部会では、IAEA以外の放射線防護に関する様々な国際機関を対象とし

て、各機関の動向の把握と放射線防護や原子力災害対策に関して我が国の規制行政に影響を
及ぼし得る課題などについて調査検討している。

 国際機関および各国の放射線防護に係る機関について右のようなスライドを事務局が作成し、
作業部会の委員からのコメントなどに対応して追記などを行っている（図3）。まとめたス
ライドから昨年度はICRPの次期主勧告に関する論文（Clement ら、2021）のテーマごとに
下のように内容を整理した（図4）。

 令和４年度はUNSCEARの報告書に関する動向を調査し、UNSCEARの最新の報告書並びに
トピックごとの最新報告書の概要作成などを行っている。

 こうした調査内容を踏まえ、将来の国内の放
射線防護規制に影響を与える課題の抽出につ
いて検討を行っている。

図３ 令和３年度作業部会の成果の⼀部
上図：UNSCEARの動向の⼀部、下図：WHO動向の⼀部

図４ 令和３年度作業部会でまとめたICRP次期主勧告に
関する論⽂のテーマごとのスライドの⼀部

参考⽂献：原⼦⼒規制庁令和3年度放射線対策
委託費（国際放射線防護調査）事業報告書
（https://www.nra.go.jp/data/000404684.pdf）

報告会の開催について（2022年12月20日オンライン）

セッション1 国際放射線防護調査事業について 座⻑：横⼭ 須美
開会

原⼦⼒規制庁としての放射線防護に係る国際的な取組みについて 原⼦⼒規制庁
専⾨委員会からの報告 飯本武志
作業部会からの報告 保⽥浩志

質疑応答
休憩

セッション2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 座⻑：保⽥ 浩志
国際放射線防護委員会（ICRP） 甲斐倫明
国際原⼦⼒機関 放射線安全基準委員会（IAEA RASSC） 真辺健太郎
国際原⼦⼒機関 緊急事態への準備と対応基準委員会（IAEA EPReSC） ⾼原省五
原⼦放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR） 川⼝勇⽣
経済協⼒開発機構／原⼦⼒機関 放射線防護・公衆衛⽣委員会（OECD/NEA CRPPH） 神⽥玲⼦
国際放射線防護学会（IRPA） 吉⽥浩⼦

質疑応答
休憩

セッション3 放射線防護に係る最新トピック 座⻑：渡部 浩司
職業被ばくに係る内部被ばく線量係数 真辺健太郎
指定発⾔＆質疑応答 【指定発⾔】

⾕幸太郎
杉浦紳之

低線量放射線被ばくに関する動向 ICRPデジタルワークショップより 今岡達彦
指定発⾔＆質疑応答 【指定発⾔】

古川恭治
甲斐倫明

全体総括 飯本武志
閉会

 令和４年度は事業の理解促進活動の一環と
して、12月20日に令和4年度国際放射線防

護調査事業報告会をオンラインで開催する
予定。

 プログラムは右の通り。事業紹介や国際動
向の紹介の後、放射線防護に係る最新ト
ピックとして、職業被ばくに係る内部被ば
く線量係数と低線量放射線被ばくに係る動
向について、それぞれ講演と指定発言、質
疑応答を行う予定である。

 参加ご希望の方は12月13日（火）までに以
下のURLまたはQRコードから参加登録を
お願いいたします。

https://forms.office.com/r/D5criT9H78

報告会プログラム （敬称略）

5

6
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別添資料 6.2 理解促進活動（報告会詳細） 

 以下に、報告会質問リスト及び当日の回答、報告会要旨集、報告会の発表スライドを記載

する。 
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Ⅰ.報告会質問リスト 
 以下の質問は、事前質問とチャット等に投稿された質問をそのまま記載している（順不同）。 

 

【セッション１】 

 専門委員会や作業部会から IAEA や ICRP に情報提供、研究提案等はあるのか。 

 被ばくの隠れた因子としての Po-210 の研究動向はどうか。 

 これらの国際機関の刊行物情報を集約したプラットフォーム等は検討されているか。 

 理解促進活動において、伝えるより伝わるが大事で NPO の原子力専門家等の意見聴取

が必要ではないかと思います。 

 がんの放射線治療では被ばく限度が設定されていないが、管理する必要があるのではな

いか。放射線治療時の副作用等を抑える研究はあるか。 

 原子力学会誌に時々NPO の人らしい人が投稿していると思う。彼らが参考になる。 

 荻野さんが RASSC で報告されたという現存被ばく状況の日本における位置づけの内容

を簡潔にお願いします。 

 IAEA の Preprint に、日本政府の公開情報を使用されているものがありますが、記述に

誤りがあり訂正をお願いしたことがあります。こちらの委員を介して各省庁からの意見

を伝えていただくことはできますか。（今後、このような例がまた発生した時という意

味です） 

 鉛による放射線遮へいより、高密度プラズマを用いたガンマ線遮へい等の研究は行えな

いか。 

 研究関連ということで、放射線被ばくに伴うがんリスクの計算コードに当たっての現状

の課題というのは具体的に何ですか。データが少ないとか生活習慣との切り分けが困難

といったことでしょうか。 

 ICRP の取り入れは放射線審議会でやっていますけれど、IAEA の取り入れは規制委員会

の個別事案でしょうか？IAEA がどこでどう取り入れられているのか見えにくいので、

どこを見ればよいとかありますか？放射線審議会の中でも IAEA と ICRP の内容の関連

性についての議論があるとよいと思いました。 

 

【セッション２】 

 放射線治療において患者の被ばく管理はあまり考慮されていない。放射線業務従事者と

同じような管理体制、及び治療部位別の放射線被ばく等の総合管理が必要ではないか。 

 IAEA での放射線殺菌についてどのような世界情勢にあるか、今後の展開等の説明はあ
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るか。 

 「がんの放射線治療において副作用として、食欲不振、倦怠感、かゆみ等が起きること

がわかっている。これらの軽減策は UNSCEAR では研究しているか。2016 年 11 月号

の原子力学会誌において、女子栄養大学の香川氏は米露の宇宙飛行士の栄養(葉酸、ビタ

ミン C、ビタミン E)を地上の 2 倍摂取することにより宇宙放射線による被ばくダメージ

を軽減している、と述べている。このような栄養学的な副作用軽減策は考えられている

か。」 

 ステークホルダーの関与の重要性が考えられていますが、どの範囲までをステークホル

ダーとして考えられるのでしょうか。また、項目毎にステークホルダーが異なると考え

ますが、そのステークホルダーの選定に関しても検討されるのでしょうか。 

 公衆の追加実効線量限度についても、検討される予定でしょうか。 

 TG95 の近々とは年度内くらいでしょうか？ 

 広島・長崎の原爆被爆者の発がん等の場合に被爆後に摂取した放射性食物による内臓に

蓄積した内部被ばくは考慮されているのか。 

 ICRP において SDGs を考慮した考え方はあるのか。 

 職業被ばくの対象が医療被ばくを受けた場合はどのような管理になるのか。 

 ICRP は LNT 仮説を廃棄するつもりはあるか。 

 日本から今後、UNSCEAR に課題を提案される予定はあるのでしょうか。 

 UNSCEAR 福島報告書についての日本でのアウトリーチでは付属文書におけるグラフ

の明らかな誤りや日本人のヨウ素摂取で係数を 2 分の 1 にするのは不適切とする意見が

出されていました。今後、どのような対応がされるのでしょうか？ 

 IRPA では非電離放射線に関しても取り扱っているとのことですが、紫外線に関する防

護についての議論はありますでしょうか? 感染症対策でUV-C 領域の紫外線を取り扱っ

ていますが、規制どころか測定標準すらありません。 

 放射線治療時の副作用等を抑える研究はあるか。（セッション１での質問） 

 遺伝子のどの部位が放射線に強いか、弱いか等の研究は行われているか。 

 水晶体の被ばく低減のための栄養やサプリ等の栄養学的な研究はあるか。 

 ショウジョウバエの放射線実験においてジェンダー的な偏りはなかったのか。 

 どこかの国際機関で、原発事故時の避難計画等を作成しているようなことはあるか。 

 各機関に身体障がい者はどの程度働いているか。 

 各機関で中国の加盟はあるのか。透明性において中国はかなり困難が多い気がする。 

 OECD/NEA や ICRP の特に原発事故において人権を考慮した考え方はあるのでしょう
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か？福島における日本政府の対応について国連人権理事会関係からたびたび勧告されて

いるのでお聞きしました。 

 IRPA では非電離放射線に関しても取り扱っているとのことですが、紫外線に関する防

護についての議論はありますでしょうか? 感染症対策でUV-C 領域の紫外線を取り扱っ

ていますが、規制どころか測定標準すらありません。 

 OECD/NEA や ICRP の特に原発事故において人権を考慮した考え方はあるのでしょう

か？福島における日本政府の対応について国連人権理事会関係からたびたび勧告されて

いるのでお聞きしました。 

 

【セッション３】 

トピック１ 内部被ばくの線量係数 

 原発内作業の被ばく低減のためのロボット導入や遠隔操作、原発の運転における AI の

導入等の考えはあるのか。 

 真辺氏の被ばく評価コードを用いて広島・長崎の原爆被爆者の内部被ばく評価は可能か。 

 微細構造の考慮では甲状腺の濾胞細胞は考慮されるでしょうか？短半減期のヨウ素 132、

テルル 132 の評価がかなり大きくなると思いますが。 

 谷さん、杉浦さんは「実効線量での線量評価しかできない」とおっしゃいましたけれど、

ヨウ素の被ばくでは UNSCEAR もやっているように甲状腺線量の評価をするんですよ

ね。核種によっては臓器による線量評価をする必要があるのでは？ 

 職業被ばくについての ICRP の刊行物が発表されたが、公衆の被ばくについては何か検

討されているのか、ICRP からはいつ頃発刊されるか。（事務局案） 

 谷さん、真辺さん、先ほどの件、実効線量の多寡ではなく、適切な内部被ばくモニタリ

ング等の実施が困難な場合に、将来の疫学調査に役立てるよう、甲状腺などの特定臓器

の等価線量評価が実施されるのでは？ 

 

トピック２ 低線量被ばく 

 広島や長崎の被爆者の内部放射能蓄積に関してあまりデータがないのではないか。外部

被ばくでは多くの疫学的なデータを取っているのに、内部臓器の中のウラン、プル、ス

トロンチウム、セシウム等の蓄積による内部被ばくのことも評価すべきではないか。 

 福島で県外避難した人は遺伝的影響を不安に思って帰還しない人も多いようである。こ

れらの人の影響ないことをどう知らせられるか。 

 低線量評価において動物実験から人体影響への展開を検討することは科学的妥当性はど
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のように考えられていますでしょうか？ICRP の動向では動物実験からの適用は再検討

の方向にあるとのお話が甲斐先生からあったと思います。特に遺伝的影響のしきい値が

示されない中で東電福島事故では大変な不安を与えたと思います。 

 低線量率コホート研究のがん死亡（罹患）で 3 から DREF がマヤックを除くと 2 や 1 に

なるのはマヤックにどのような問題があるからでしょうか？ 

 

Ⅱ.報告会での質問と回答 
 
【セッション１の質疑応答】 

①専門委員会や作業部会から IAEA や国際放射線防護委員会（ICRP）等に情報提供、研究提

案等はあるか（チャットからの質問） 
（回答） 
飯本委員長から、次のような回答があった。専門委員会で扱っている文書等や作業部会か

ら出てきた情報等について、内容に応じて参照してほしい情報をフィードバックすることは

あり得る。しかし、専門委員会・作業部会から直接国際機関等へ提供するわけではなく、専

門委員会・作業部会から原子力規制庁あるいは本事業で派遣される有識者から情報等を提供

する形となる。 
また原子力規制庁・荻野氏から具体的な事例として、DS544「現存被ばく状況における放

射線防護と安全」の新規作成について放射線安全基準委員会（RASSC）で議論された際に

RASSC 委員にアンケートが配布され、その回答案を準備する際に専門委員会でも議論した

ことが紹介された。 
作業部会の保田主査からは、次のような回答があった。作業部会は IAEA 以外の国際機関

を対象としているが、特に原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）では中

立性や公平性、独立性に留意している。本事業から直接的な情報提供や影響はないが、作業

部会委員には ICRP のタスクグループや UNSCEAR の日本代表団メンバーが含まれており、

作業部会における専門家としての議論や情報共有が活用される等の間接的な関連はあり得る

旨の回答があった。 
 
②これらの国際機関の刊行物の情報を集約したプラットフォーム等は検討されているか

（チャットからの質問） 
（回答） 
原子力規制庁・荻野氏より、次のような回答があった。本事業では収集した情報等を公開

の報告会や、わかりやすい概要を本事業の成果報告書に掲載しており、また学会誌への投

稿、学会での発表等を通じて周知しているところである。質問者がイメージされているのは

専用の Web サイトのようなものかもしれないが、そのような選択肢も今後事業を進めてい

く中で検討することはあり得る。 
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③理解促進活動において、伝えるより伝わるが大事で NPO の原子力専門家等の意見聴取が

必要ではないかと思います。（チャットからの質問） 
（回答） 
 飯本委員長から次のような回答があった。どのような文書をどのような NPO に届けたほ

うが良いかという課題になるが、NPO についてはなかなかチャネルがない。この NPO があ

るというご紹介や、この NPO のメンバーに届けるとより建設的な議論ができるという意見

があると委員会でも良い議論になるのではないかと思う。委員のチャネルを使って是非その

情報を頂ければと思う。 
 
④安全基準文書等について、専門家側から意見を言いたいという場合があるかもしれない

が、その場合はどのようにチャンネルを作ればよいか（座長質問） 

（回答） 

 飯本委員長より次のような回答があった。ICRP 等は学会等の枠組みに加えて個人からも

意見が出せる状態だが、IAEA についてはそのような枠組みがないため、専門家等が個人ベ

ースで動いても意見が反映されない状態である。まずは文書等の情報を委員から広く水平展

開し、その流れで意見を集め、必要に応じて個別のヒアリング等を実施する形を想定してい

る。例えば DS519（RASSC 主管）「ラドンによる被ばくに対する作業者の防護」は専門委

員会で収集した意見の内容が非常に専門的であったため、意見の詳細や背景等を個別にヒア

リングするという形をとって、意見を整理した。今の段階ではこのような想定で動いている

が、是非皆さんから、チャネルをどのように作ったら良いのかも含めてアイディアを頂きた

い。 
また本質問については、杉浦氏から次のような意見があった。昨年度までの放射線防護ア

ンブレラ事業等のような組織も活用すると良いのではないかという意見があった。 
また横山座長からは、本報告会等で情報を共有しつつ、学会や専門研究会等でも課題や問

題を検討して深い議論をできるようなシステムがあるとより良いと思われるとコメントがあ

った。 
 
⑤放射線被ばくに伴うがんリスクの計算コードに当たっての現状の課題というのは具体的に

何ですか。データが少ないとか生活習慣との切り分けが困難といったことでしょうか（チャ

ットからの質問） 
（回答） 
 原子力規制庁・荻野氏から次のような回答があった。スライド中で紹介した通り令和 4 年

度から開始された新しい取り組みである。既存のコードにはどのようなものが海外にあるの

か、広島・長崎の疫学的研究以外の職業被ばくや医療被ばく、自然放射線による被ばくなど

の疫学から、まずは情報を整理している段階である。今後検討すべき課題を抽出していると

ころで、具体的な課題については活用先などがある。また放射線の健康リスクを表現するた

めに最もふさわしい指標は何かということも今後検討すべき課題として抽出している。 
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⑥荻野さんが RASSC で報告されたという現存被ばく状況の日本における位置づけの内容を

簡潔にお願いします。（チャットからの質問） 
（回答） 
 原子力規制庁・荻野氏から次のような回答があった。IAEA GSR Part 3 の第 5 章に、現

存被ばく状況の安全要件に関する記載がある。具体的には、ラドンなどの自然起源の放射性

物質からの被ばく、航空機乗務員の宇宙線被ばく、大規模原子力事故後の復旧段階における

状況等が現存被ばく状況となる。そのような状況について日本が関連する規制、ガイドライ

ンとしては、例えば、航空機乗務員については放射線審議会がガイドラインを作成してお

り、関係省庁を通じて事業者へ展開されているものがある。ラドンについて、日本は参考レ

ベルなどを設定していないが、過去に全国的な調査が行われており、国際的な参考レベル

（300Bq/m3）と比較すると低い傾向であるという状況は分かっている。 
 
⑦IAEA の Preprint に、日本政府の公開情報を使用されているものがありますが、記述に

誤りがあり訂正をお願いしたことがあります。こちらの委員を介して各省庁からの意見を伝

えていただくことはできますか。（今後、このような例がまた発生した時という意味です）

（チャットからの質問） 
（回答） 
原子力規制庁・荻野氏から次のような回答があった。IAEA のどの文書に誤りがあるかを

連絡していただければ、担当している部署に誤植等の訂正依頼を出すことが可能である。

IAEA のプレプリントは安全基準文書等の作成のステップのうち最後のステップ（Step 
14）にあたり、CSS が最終承認したというステップになるが、出版されるまでに数か月～

数年かかるケースがある。IAEA は、承認した文書をなるべく早く公開するため、プレプリ

ントの発行を始めた。しかしプレプリントは最終の出版物ではないため、誤植等があれば関

係者を通じて IAEA に訂正の連絡をすると最終的な出版物には反映される。 
 
⑧鉛による放射線遮へいより、高密度プラズマを用いたガンマ線遮へい等の研究は行えない

か。（チャットからの質問） 
（回答） 
 保田主査から「宇宙の分野ではそのような研究・検討が行われている」と回答があった。 
 
⑨ICRP の取り入れは放射線審議会でやっていますけれど、IAEA の取り入れは規制委員会

の個別事案でしょうか？IAEA がどこでどう取り入れられているのか見えにくいので、どこ

を見ればよいとかありますか？放射線審議会の中でも IAEA と ICRP の内容の関連性につ

いての議論があるとよいと思いました。（チャットからの質問） 
（回答） 
 原子力規制庁・荻野氏から次のような回答があった。直近の放射線審議会では NORM や

ラドンといった個別の防護対策について IAEA の関連する安全指針や GSR Part 3 などでど

の要件があり、国際的なコンセンサスなどについて議論が行われており、ICRP の勧告だけ

ではなく、IAEA の安全指針等も横目で見ながら、日本としての制度に関する議論が行われ
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ている。IAEA がどこに取り入れられているのか見えにくいということに対して、例えば

IAEA の IRRS（Integrated Regulatory Review Service）という、各国の規制が IAEA の

安全基準文書に対してどこまで整合性を取っているかという客観的な評価を行うサービスが

あり、日本は IRRS を受けたことがある。その際にどの点について改善が必要かなど結果は

すべて規制委員会の HP で公開 21され、指摘された箇所については改善を行っている。 
 
【セッション２の質疑応答】 

①放射線治療において患者の被ばく管理はあまり考慮されていない。放射線業務従事者と同

じような管理体制、及び治療部位別の放射線被ばく等の総合管理が必要ではないか。（事前

質問） 
（回答） 
甲斐氏より、次のような回答があった。ICRP が勧告する放射線防護体系では「医療被ば

く」「職業被ばく」「公衆被ばく」のカテゴリが設けられ、それぞれの管理について考慮が

なされており、患者の被ばく管理は「医療被ばく」に含まれている。放射線治療について

は、各国での医療の優位性、つまり患者の命を守るという有意性が非常に高く、放射線防護

はどちらかというと二次的になっているということはあるかと思う。最近では ICRP 
Publication 127 などのイオンビームの治療に関する勧告を出しており、防護において治療

や診断が防護対象ではない、ということではないことをご理解いただきたい。ただし各国の

法体系等も異なっているため、扱いは様々である。 
 
②IAEA での放射線殺菌についてどのような世界情勢にあるか、今後の展開等の説明はある

か。（事前質問） 
（回答） 
渡部委員から、次のような回答があった。放射線殺菌は日本でも 1960 年代ぐらいから既

に開始されているが、最近では放射線耐性のある材料の開発や、放射線を当てる側の技術開

発（加速器を使った照射）などが行われている。技術が変わればそれにおけるスタンダード

も変わるということで、IAEA も新たな技術の開発に合わせた安全基準を作っていくのだろ

う。本報告会で紹介された DS545 にもそういうことが、わずかではあるが、言及されてい

る。 
 
③がんの放射線治療の副作用（食欲不振や倦怠感等）について UNSCEAR では研究・調査

しているのか。（事前質問） 
（回答） 
 川口委員から、UNSCEAR では科学的知見を取りまとめる機関で、研究は行わない。軽減

策に関連するか不明だが、がんの放射線治療の副作用との関連であれば、放射線・化学物質

21  原 子 力 規 制 委 員 会 、 IRRS ミ ッ シ ョ ン 報 告 書 の 公 開

https://www.nra.go.jp/activity/kokusai/renkei_20160425_01.html 
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等の複合的影響についての報告書（UNSCEAR 2000 年報告書附属書 H）があるとの回答が

あった。 
 
④ICRP において SDGs を考慮した考え方はあるのか。（チャットからの質問） 
（回答） 
甲斐氏から次のような回答があった。SDGs に含まれる「Well-being（ウェルビーイン

グ）」について放射線では課題の一つとして議論されている。SDGs を考慮しているという

よりは、SDGs は基本的な幸福や健康に対する考え方が含まれているため、放射線防護の考

慮にも当然含まれると考えて良いと思われる。 
また吉田氏からは次のような回答があった。IRPA でも特に SDGs を意識した議論はない

が、ICRP の中では環境の放射線防護における Ecosystem services（生態系サービス）に関

する検討がされており、その中で SDGs の「sustainable development」が議論の中によく

出ている。そのような意識はすでに織り込まれており、議論が進んでいる状況と認識してい

る。 
 
⑤UNSCEAR 福島報告書についての日本でのアウトリーチでは付属文書におけるグラフの

明らかな誤りや日本人のヨウ素摂取で係数を 2 分の 1 にするのは不適切とする意見が出され

ていました。今後、どのような対応がされるのでしょうか？（チャットからの質問） 
（回答） 
 川口委員から次のような回答があった。UNSCEAR のアウトリーチ活動での回答を確認

してほしい。UNSCEAR のアウトリーチで出された質問に対して、不足しているような答

えに関しては Web 上で回答するということだったと思う。今後 UNSCEAR の HP に掲載

されるのではないかと思う。 
 
⑥日本から今後、UNSCEAR に課題を提案される予定はあるのでしょうか。 
（回答） 
川口委員から、「必要な課題があれば提案していく予定としている」と回答があった。 

 
⑦OECD/NEA や ICRP の特に原発事故において人権を考慮した考え方はあるのでしょう

か？（チャットからの質問） 
（回答） 

神田氏より次のような回答があった。人権については、前出の質問における「Well-
being（ウェルビーイング）」の中に含まれていると考えられる。放射線防護においては

方策最適化などで倫理の考え方か受けられており、人権あるいは個人の尊重を含めて放

射線防護策が検討されているという国際的な流れがある。その中で OECD/NEA も ICRP
も議論を進めていると理解している。 
また吉田氏より、放射線防護体系において、いかにその人がその人らしく生きていくと

いうことは重要で、人権や「Well-being（ウェルビーイング）」はそれを第一義に議論を

するという形になっているという補足があった。 
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⑧各機関で中国の加盟はあるのか。透明性において中国はかなり困難が多い気がする。（チ

ャットからの質問） 
（回答） 
 真辺氏から、個人的な意見と前置きをしたうえで、特に特徴があるという印象はなかった

と回答があった。高原氏からは中国の方々はよく質問をされて、活発に議論しているという

印象であるという回答があった。 
 

⑨ステークホルダーの関与の重要性が考えられていますが、どの範囲までをステークホルダ

ーとして考えられるのでしょうか。また、項目毎にステークホルダーが異なると考えます

が、そのステークホルダーの選定に関しても検討されるのでしょうか。（チャットからの質

問） 
（回答） 
甲斐氏より次のような回答があった。ICRP では Publication 146 でステークホルダーに

ついて記載をしている。ステークホルダーとは「すべての関係者」という考え方で、その地

域はもちろん、被災した住民や行政関係者、その地域に所属しないそういった問題に関連す

る方々などを含む。ICRP の勧告ではあまり具体化して記載しておらず、抽象的な表現にと

どめている。例えば日本なら、我が国にそれを適用する場合どのように理解し、日本の中で

はステークホルダーをどのように考えるのかという次のステップが問題である。 
 

⑩広島・長崎の原爆被爆者の発がん等の場合に被爆後に摂取した放射性食物による内臓に蓄

積した内部被ばくは考慮されているのか。（チャットからの質問） 
（回答） 
甲斐氏から「ICRP に関係しないが、私の理解の中での回答」という前置きをしたうえで

次のような回答があった。DS02 を含めた原爆被爆者の線量評価の中には、内部被ばくの評

価はほとんど入っていない。「ほとんど」といったのは、これまでも内部被ばくの評価はデ

ータを基に推定はされたことはあるが、不確かさが大きく、また外部被ばくに比べて十分小

さいということもあり、数値としては考慮されていないというのが現実だと思う。たとえは

食品についても当時、実際に食べ物の放射性物質の濃度を測定したというデータはおそらく

なかっただろうと理解している。原爆の投下直後の核種についてはある程度計算が可能だが

限定される。またフォールアウトも地域が限定されており、回答としては考慮されていない

ということと思う。 
 

【セッション３・トピック１の質疑応答】 
①原発内作業の被ばく低減のためのロボット導入や遠隔操作、原発の運転における AI の導

入等の考えはあるのか。 
（回答） 
渡部座長から、「動きとしてはあると思われる」と回答があった。 
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②真辺氏の被ばく評価コードを用いて広島・長崎の原爆被爆者の内部被ばく評価は可能か。

（チャットからの質問） 
（回答） 
真辺氏から次のような回答があった。私が作っているコードで評価できるのは、1Bq 取り

込んだときにどれだけの線量になるかということである。つまり、どれだけ入ったかという

情報があれば評価できる。ただし、どういった状況で何がどれだけ入ったかというのを正し

く評価するのは非常に難しいのではないか。 
 
③微細構造の考慮では甲状腺の濾胞細胞は考慮されるでしょうか？短半減期のヨウ素 132、
テルル 132 の評価がかなり大きくなると思いますが。（チャットからの質問） 
（回答） 
 真辺氏から次のような回答があった。現状は考慮されていない。甲状腺に関しては 1 つの

塊の臓器であって、平均線量しか出していない。具体的に今後そういう知見について実際に

エビデンスが蓄積され、その上で必要であるとなれば、新しくモデルが開発される可能性は

あるかと思う。 
 
④谷さん、杉浦さんは「実効線量での線量評価しかできない」とおっしゃいましたけれど、

ヨウ素の被ばくでは UNSCEAR もやっているように甲状腺線量の評価をするんですよね。

核種によっては臓器による線量評価をする必要があるのでは？（チャットからの質問） 
（回答） 
 谷氏から次のような回答があった。ICRP Publication 147 では実効線量を防護目的で使

っていくということを勧告しており、等価線量は実効線量を計算する際の中間的な量となっ

ている。勧告に従うとすれば、最初の評価は実効線量ベースで評価することになるかと思

う。日本でどのように評価していくのかというのはこれから考えることになるかと思うが、

ヨウ素の被ばくを当然考えたうえで、まずは実効線量で、さらに詳細な評価が必要となった

場合は（個人の代謝や体格を考慮した）甲状腺の臓器線量を評価することになると思う。線

量を見ながらレベルに応じて適切な評価の仕方を考えていかねばならない。被ばくによる放

射線の影響が有意に高くないところをすべて（個人のパラメータに基づいた臓器線量で）見

るというのは、実効性の観点からも難しいので、そういう健康影響が出る可能性がある人を

特定して適切に評価する。線量のレベルに応じて適切な方法を考えて、ケースバイケースで

の対応をしていくことになるかと思う。（注：下線は事務局補足） 
 
⑤職業被ばくについての ICRP の刊行物が発表されたが、公衆の被ばくについては何か検討

されているのか、ICRP からはいつ頃発刊されるか。（チャットからの質問） 
（回答） 
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甲斐氏から次のような回答があった。2023 年の 1 月か 2 月には草案が公開 22され、パブ

リック・コメントの受付が開始される予定である。すべての核種ではなく、代表的な核種に

ついて記載され、トリチウムやヨウ素、セシウムなどは含まれる。 
 
⑥モデルが数学的ファントムから人体ファントムになっているが、子どもの場合はどの程度

そのモデルが正確にできているのか。線量係数は大体下がる傾向であるということだった

が、原因は何か。（座長質問） 
（回答） 
 真辺氏から次のような回答があった。小児のファントムについて、ボクセルファントムは

勧告がすでにあり、小児メッシュファントムはパブリック・コメントの募集が（2022 年 11
月に）完了している。線量係数が下がる原因の一つは、組織加重定数をその他の組織に適用

させる時、残りの組織というひとくくりにして、その中で特に大きい線量を与える大き目な

WTを適用するというルールが以前はあった。これがなくなったため、線量係数が大きく減

った原因と考えられる。また低エネルギーの電子に対する線量は、組織に電子線が届かない

ものは届かないと評価されることになり、これも、線量係数の低減の一つの要因と考えられ

る。（下線は事務局補足） 
 
⑦谷さん、真辺さん、先ほどの件、実効線量の多寡ではなく、適切な内部被ばくモニタリン

グ等の実施が困難な場合に、将来の疫学調査に役立てるよう、甲状腺などの特定臓器の等価

線量評価が実施されるのでは？（チャットからの質問） 
（回答） 
 真辺氏から次のような回答があった。すでに谷氏からも回答があった通りだが、まずは実

効線量を評価し、そこからさらに詳細に評価する必要があるのかないのかという判断をす

る。実効線量の算出プロセスで等価線量を使うことになっているが、もし、もっと特定の臓

器線量をしっかり評価したい場合は吸収線量で評価を行うことになる。必要な状況の場合は

適切な評価ができると理解していただいて良い。 
また谷氏から次のような回答があった。等価線量・実効線量はあくまで防護量で、確率的

影響のリスクの有意な上昇が見られない範囲で使用できる。防護量として実効線量を使うの

か、等価線量を使うのかという選択は可能であるが、ICRP Publication 147 に従うのであ

れば実効線量を使うということになる。一方で、確率的影響のリスクが有意に上昇する可能

性がある場合、あるいは疫学調査の中で新たに有意な上昇が認められる可能性が生じた場合

は、（防護量である等価線量ではなく）個人のパラメータに基づいて評価した臓器の吸収線

量を横軸として線量と影響との関係性を調査していく必要があると考えている。 

22「Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Members of the Public: Part 1」は 2023 年 2 月 22
日 に 草 案 が 公 開 さ れ 、 2023 年 5 月 23 日 ま で 意 見 募 集 を 行 っ て い る 。

https://www.icrp.org/consultation.asp?id=621683F6-F36D-4BD7-B700-E377B7FA4243 
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【セッション３・トピック２の質疑応答】 
①広島や長崎の被爆者の内部放射能蓄積に関してあまりデータがないのではないか。外部被

ばくでは多くの疫学的なデータを取っているのに、内部臓器の中のウラン、プル、ストロン

チウム、セシウム等の蓄積による内部被ばくのことも評価すべきではないか。（事前質問） 
（回答） 
 古川委員から次のような回答があった。すでに同じような質疑応答があったかと思うが、

基本的に内部被ばくの影響評価には、被ばく線量の評価が必要で、その線量評価に必要な情

報がないということは内部被ばくの評価ができていないということになる。ただしこれまで

の被爆者研究、特に放射線影響研究所などで行われてきた残留放射線の被ばく線量の研究な

どもあり、その影響に関してできる限りの範囲で研究が行われている。それらの結果から

は、残留放射線や内部被ばくの影響が全くなかったということはできないが、少なくとも残

留放射線の影響は直接の被ばくの影響を考慮した場合、それほど大きくない、むしろほとん

ど無視できる程度に少なかったことを示す証拠となっていると思う。詳細は放影研の HP23

にも紹介されているのでご参考にしていただければと思う。（下線部は事務局補足） 
 
②福島で県外避難した人は遺伝的影響を不安に思って帰還しない人も多いようである。これ

らの人の影響ないことをどう知らせられるか。（チャットからの質問） 
（回答） 
今岡委員から個人的意見としたうえで、次のような回答があった。行政のくくりであれ

ば、環境省の環境保健行政ではリスクコミュニケーションを含めた福島の事故の影響を受け

た方々を対象にした事業が実施されており、非常に充実した資料が Web サイト等で閲覧で

きるようになっており、またそれに関するイベントも開催されている。これらの動きは福島

の地域を中心に行われていると理解しているが、県外に避難した方に関してもこういったこ

との対象に含めていくことが重要になるかもしれない。いずれにしろ、科学的な知見の不確

実性を低下させることもさりながら、リスクコミュニケーションが非常に重要な分野と思

う。 
 
③低線量評価において動物実験から人体影響への展開を検討することは科学的妥当性はどの

ように考えられていますでしょうか？ICRP の動向では動物実験からの適用は再検討の方向

にあるとのお話が甲斐先生からあったと思います。特に遺伝的影響のしきい値が示されない

中で東電福島事故では大変な不安を与えたと思います。（チャットからの質問） 
（回答） 
今岡委員から次のような回答があった。動物実験で得られた知見をヒトへ展開することに

ついて妥当性があるかないかという質問かと思う。一つ強調させて頂きたいのは、動物実験

23 公益財団法人 放射線影響研究所 2012 年 12 月 8 日「残留放射線」関する放影研の見解

https://www.rerf.or.jp/uploads/2017/08/residualrad_ps.pdf 
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を含め、生物学的な放射線影響に関する知見は、放射線防護体系の根本的な部分に含まれて

いると思われる。動物にもヒトにも共通するであろうと考えられる生物学的なメカニズムを

明らかにして、ヒトを対象とした研究で得られた数値と統合した知見を生み出すことが大切

であると考えている。 
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Ⅲ.要旨集 
（次頁より） 
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■プログラム                                        （敬称略） 

セッション 1 国際放射線防護調査事業について 座長：横山 須美（藤田医科大） 
9:30 オンライン接続開始  
9:40 開会挨拶 高橋 知之（原子力規制庁） 
9:45 原子力規制庁としての放射線防護に係る国際的な取組み

について 
荻野 晴之（原子力規制庁） 

10:10 専門委員会からの報告 飯本 武志（東京大） 
10:40 作業部会からの報告 保田 浩志（広島大） 
11:10 質疑応答  
11:40 昼休憩（1時間） 
セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 座長：保田 浩志（広島大） 
12:40 国際放射線防護委員会（ICRP） 甲斐 倫明（日本文理大） 
13:20 国際原子力機関 放射線安全基準委員会（IAEA 

RASSC） 
真辺 健太郎（JAEA） 

13:35 国際原子力機関 緊急事態への準備と対応基準委員会
（IAEA EPReSC） 

高原 省五（JAEA） 

13:50 原子放射線 の影響 に 関す る国連科学委員会
（UNSCEAR） 

川口 勇生（QST） 

14:05 経済協力開発機構／原子力機関 放射線防護・公衆衛
生委員会（OECD/NEA CRPPH） 

神田 玲子（QST） 

14:20 国際放射線防護学会（IRPA） 吉田 浩子（東北大） 
14:35 質疑応答  
15:00 休憩（15分） 
セッション 3 放射線防護に係る最新トピック 座長：渡部 浩司（東北大） 
15:15 職業被ばくに係る内部被ばく線量係数 真辺 健太郎（JAEA） 
15:35 指定発言、質疑応答 【指定発言】 

谷 幸太郎（QST） 
杉浦 紳之（千代田テクノル） 

16:00 低線量放射線被ばくに関する動向 ICRP デジタルワークシ
ョップより 

今岡 達彦（QST） 

16:15 指定発言、質疑応答 【指定発言】 
古川 恭治（久留米大） 
甲斐 倫明（日本文理大） 

16:45 全体総括 飯本 武志（東京大） 

17:00 閉会 
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セッション 1 国際放射線防護調査事業について

原子力規制庁としての放射線防護に係る国際的な取組みについて

荻野 晴之

（原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 放射線・廃棄物研究部門）

原子力規制委員会は、線量限度等を定める告示等の放射線障害の防止に関する技術的

基準や原子力災害対策の円滑な実施を確保するための指針等を定めており、放射線防護

に関して国際機関等が新たに示す方針、基準やこれらの検討の国際的な動向を踏まえつ

つ、必要に応じて同基準や指針等を見直し、国内制度に反映することとしている。また、

原子力規制庁が事務局を務める放射線審議会においても、自ら国際的な知見の取り入れ

について調査し、関係行政機関に提言を行うことで最新知見の取り入れを推進すること

としている。

このような背景の下、原子力規制庁では、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）、経済協力開

発機構／原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）、原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（ＵＮＳＣＥＡＲ）等の国際機関や放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織である

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）等における最新の知見、これらを取り巻く国際的な

動向等に係る情報を収集・整理するとともに、放射線防護や原子力災害対策に係る国内

制度に影響を及ぼし得る課題の抽出等を通じて、原子力規制庁の活動を支援することを

目的に、放射線対策委託費（国際放射線防護調査）事業を実施している。

本事業は、「放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び課題の抽出」「ＩＡ

ＥＡ安全基準文書等の策定過程に関する概要資料及び対処方針案の作成」「国際会合に

係る業務」「ＩＡＥＡ安全基準文書等の翻訳」「ＩＡＥＡ安全基準文書等のこれまでの

対応に係る管理表の作成及び更新」「委員会及び作業部会の設置及び開催」及び「本事

業の理解促進活動」から成っている。本事業の成果は事業報告書として納入され、原子

力規制委員会のウェブサイトにて公表している 1)。本日は原子力規制庁としての放射線

防護に係る国際的な取組みについて報告する。

1) 原子力規制庁 令和 3 年度放射線対策委託費（国際放射線防護調査）事業報告書

（https://www.nra.go.jp/data/000404684.pdf）
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セッション 1 国際放射線防護調査事業について

専門委員会からの報告

飯本 武志

（東京大学 令和 4 年度国際放射線防護調査 専門委員会委員長） 

国際放射線防護調査 専門委員会では、IAEA の安全基準文書の策定に対して客観的

な立場から議論、検討を行うとともに、放射線防護に係る IAEA 等の動向の把握と放射

線防護規制への影響について検討している。具体的には、放射線安全基準委員会

（Radiation Safety Standards Committee；RASSC）と緊急事態への準備と対応基準

委員会（Emergency Preparedness and Response Standards Committee：EPReSC）

に関連する安全基準文書を対象とし、文書作成のステップや国際的な合意形成の動向に

応じ、国内の状況を踏まえた議論を行っている。

専門委員会は現在、線量評価や医療等多岐にわたる分野を専門とする 10 名の委員で

構成されている。令和4年度は、DS519：ラドン被ばくに対する作業者の防護（Protection 

of Workers Against Exposure due to Radon)（RASSC 主管文書）、DS534：原子力又

は放射線緊急事態に対する防護戦略（Protection Strategy for a Nuclear or Radiological 

Emergency）（EPReSC 主管文書）、DS544：現存被ばく状況における放射線防護と

安全（Radiation Protection and Safety in Existing Exposure Situations）（RASSC

主管文書）等を検討している。DS519 では、ラドンの測定等に関する専門的な記述が多

いため、専門委員会以外の外部有識者のヒアリングを行い、意見を集約した。また検討

対象となる文書については関連する学会や団体等にも情報を展開する等、専門委員以外

からも幅広く意見を収集するように活動している。

国際放射線防護調査事業では、IAEA の RASSC 会合、EPReSC 会合や、その他の放

射線防護や緊急時の対応に関連する技術会合やシンポジウムに専門家を派遣している。

専門委員会では、派遣された専門家が作成した参加報告書について、科学的、客観的な

観点で確認するとともに、IAEA 等から発信される様々な情報を収集し、専門委員会に

おける議論、検討に活用している。
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セッション 1 国際放射線防護調査事業について

作業部会からの報告

保田 浩志

（広島大学 令和 4 年度国際放射線防護調査 作業部会主査） 

国際放射線防護調査に係る作業部会では、IAEA 以外の放射線防護に関するさまざま

な国際機関等を対象とし，動向の把握と放射線防護や原子力災害対策に関して我が国の

規制行政に影響を及ぼし得る課題の抽出等について調査・検討している。具体的には、

OECD/NEA 放射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH）、UNSCEAR、ICRP 等における

放射線防護に係る最新の知見や、これらを取り巻く国際的な動向等について調査してい

る。令和 3 年度は、ICRP 次期主勧告に関する論文（Clement, C., Rühm, W., et al. 

Keeping the ICRP recommendations fit for purpose. J. Radiol. Prot. 2021.）に取り上

げられているテーマ別に、論点整理に向けた情報をまとめた。令和 4 年度は、UNSCEAR

の動向について、今までに発表されている報告書について概要を作成しながら調査を進

めている。

作業部会は現在 5 名の委員で構成され、生物学や疫学なども含めた様々な専門的見地

からの意見を集約している。また、作業部会が議論するテーマに応じて、外部の有識者

を招聘し、議論がより深まるように取り組んでいる。作業部会では、国際放射線防護調

査事業で国際会合へ派遣された有識者からの参加報告書について、科学的、客観的な観

点で確認するとともに、作業部会における幅広い組織等の調査に活用している。令和 3

年度の実績として米国放射線防護審議会（NCRP）の春の会合、ICRP デジタルワーク

ショップ、令和 4 年度の実績として国際医学物理機構（IOMP）の低線量に関するウェ

ビナー等が挙げられる。

作業部会は放射線防護に係る現在の動向の把握および将来的な放射線防護規制への

影響を検討するための幅広い調査を行っている。特に、ICRP 次期主勧告は我が国の放

射線防護の法令に影響を与える可能性が大きいため、これに関する ICRP の動向をはじ

めとした、各組織の動向、各国の放射線防護関連機関の動向等に注目しつつ、今後の

ICRP 勧告に関する議論の方向性を整理し、我が国における規制行政の合理的な発展に

継続して貢献できるように取り組んでいる。
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向

国際放射線防護委員会（ICRP）

甲斐 倫明

（日本文理大学）

ICRPは次期主勧告の改定に向けた取り組みを進めている。現在の主勧告は2007年に

刊行されたICRP Pub.103「ICRP2007年勧告」である。科学的知見の進歩を受けた勧告

への反映、さらには社会的価値の進化や経験を通した放射線防護の進展などを考慮した

改定が行われることになる。Pub.103の完成までには、その前の主勧告であった

Pub.60(1991)から10年以上を要した。2007年からすでに15年が経っているが、次期主

勧告改定版の刊行までには10年近い年数を要すると予想される。ICRP主委員会は、

ICRP次期主勧告の改定に向けての課題や論点を整理するために、放射線防護システム

のレビューを行い、「ICRP勧告を目的に適ったものに保つために」という論文を公表

した(Clement, et al. JRP,2021)。この中では、1)防護システム（体系）の目的と原則、

2)包括的事項、3)線量、4)影響とリスクについて課題が整理されている。国際機関や学

会などでも提起された課題の検討が開始されている。ICRPでは、ここに示された課題

に関する検討を行うためのタスクグループ（TG）が設置され、次期主勧告の構成要素

を作成する作業につながる。今年は次のTGが立ち上がった。TG122:がんの損害（デト

リメント）計算の更新、TG123:放射線防護の目的のための放射線による人体への有害

な影響の分類、TG124:正当化原則の適用、TG125:環境放射線防護における生態系サー

ビス、TG126:人の生物医学研究における放射線防護、以上は活動を開始した。また、

TG127:被ばく状況と被ばくカテゴリーは、メンバーを選考中である。すでに活動して

いるTGの中で関心の高いテーマとしては、TG91の低線量・低線量率のリスク推定のた

めのDDREFに関する検討、TG111の個人応答を支配する要因に関する検討、TG114の
放射線防護における合理性と耐用性に関する検討、TG118のRBE、線質係数、放射線加

重係数に関する検討など、関心の高いテーマの議論が行われている。ICRPのTGの活動

は、2年に1度開催されるICRPシンポジウムや、デジタルワークショップなどのオンラ

イン会議を通して、関係者との意見交換を行いながら進められていく。2023年は東京で

ICRP2023シンポジウムが開催される。我が国では、この機会を通して、次期主勧告改

定に関する学術的、実践的な課題について活発な議論が行われることを期待している。 
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 

国際原子力機関 放射線安全基準委員会           

（IAEA RASSC） における最新動向 
真辺 健太郎 

（日本原子力研究開発機構） 

 

国際原子力機関（IAEA: International Atomic Energy Agency）は、原子力・放射線

利用に関する安全基準文書等を策定するため、5 つの分野に係る個別安全基準委員会

（SSC: Safety Standards Committee）と、これらを統括する安全基準委員会（CSS: 

Commission on Safety Standards）を設置している。このうち、放射線安全・放射線防

護に係る SSC が放射線安全基準委員会（RASSC: Radiation Safety Standard 

Committee）である。RASSC には 61 カ国、16 の国際機関等（2022 年 6 月現在）が

参加しており、会合が年 2 回開催される。 

現在、RASSC が主管となって検討を進めている安全基準文書草案（DS: Draft 

Standards）は、以下の 6 つである。 

· DS470：研究と教育における線源の使用の放射線安全（安全指針の新規策定） 

· DS499：規制免除の概念の適用（個別安全指針の改訂） 

· DS519：ラドンによる被ばくに対する作業者の防護（個別安全指針の新規策定） 

· DS540：工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全（個別安全指針の改訂） 

· DS544：現存被ばく状況における放射線防護と安全（一般安全指針の新規策定） 

· DS545：ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全（個別安全指針の改訂） 

会合では、これらの DS に対する審議に加え、RASSC 以外の SSC が主管の DS につい

ても関連があれば審議の対象となる。また、参加する国際機関等からの話題提供や、特

定のトピックについて議論するセッションが設けられることもある。 

本講演では、今年開催された会合で審議対象となった DS を中心に、RASSC の最新

動向を紹介する。 
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 

国際原子力機関 緊急事態への準備と対応基準委員会    

(IAEA EPReSC)における最新動向 

高原 省五 
（日本原子力研究開発機構） 

 

緊急事態への準備と対応基準委員会（EPReSC: Emergency Preparedness and 
Response Standard Committee）は、国際原子力機関に設置された 5 つの個別安全基

準委員会（SSC: Specific Standard Committee）の一つである。EPReSC の歴史は他の

SSC に比べて浅く、2015 年 11 月に第 1 回会合が開催されて以降、年 2 回それぞれ数

日で開催されきた。2022 年は 6 月と 11 月にそれぞれ第 14 回と第 15 回会合が開催さ

れた。報告者は、2018 年 11 月の第 7 回会合から委員を補佐する専門家として EPReSC
会合に出席してきた。本稿では、2022 年に開催された第 14 回及び第 15 回の EPReSC
会合での議論や検討結果等の最新動向について報告する。 

EPReSC 会合では、基本的に、緊急事態への準備と対応（EPR）に関して、（i）安

全基準文書のドラフト文書の審議、（ii）安全基準以外の EPR に関する文書の紹介、

（iii）国際機関の動向の報告、及び（iv）加盟国の活動状況に関する報告等が行われる。

2022 年度に開催された第 14 回及び第 15 回会合は、EPReSC 主担当の安全基準文書 4
件が審議され、その他複数の EPR 関連文書が作成されているところである。特に、安

全基準文書のうち、DS504（GS-G-2.1 の改訂）、DS527（GSG-2 の改訂）及び DS534
（防護戦略に関する新規 GSG）の 3 件は重要な案件であり、加盟国コメント等の段階

で慎重に対応する必要がある。 
また、文書の審議と紹介のほかにも、安全基準の中長期的な方針について議論があっ

た。中期的な方針は、東京電力福島第一原子力発電所（1F）事故の経験の反映と、新し

い社会的ニーズへの対応（例、感染症対策を考慮した EPR の考え方の整理、SMR に対

する EPR 体制の必要性、ウクライナ軍事紛争時の EPR 等）が考慮される。また、長期

的な方針については、3 つの WG が設置され、放射性廃棄物管理に係る既存ガイダンス

の分析、放射線以外の被害に関する分析、緊急事態準備カテゴリーIII（産業用放射線施

設等）固有の EPR に関する個別安全指針文書の必要性と利便性に関する分析という 3
つの側面から優先事項を検討しているところである。 
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 

原子放射線の影響に関する国連科学委員会      

（UNSCEAR）の動向 

川口 勇生 

（量子科学技術研究開発機構） 

 

原子放射線の影響に関する国連科学委員会 (United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation、以後 UNSCEAR)は、1950 年代において大気内核

実験の影響を世界的に調査する必要性が認識されたことから、国際連合 (United 

Nations、以降国連)の委員会として 1955 年 12 月の国連総会決議に基づき、日本を含

む 15 カ国からの科学者により組織され、1956 年の第一回会合以降、年一回年次総会が

開催されている。事務局は 1973 年以降ウィーンに置かれており、現在 31 加盟国に加

えて複数委の国際的機関がオブザーバとして参加している。UNSCEAR の主な活動と

しては、電離放射線に関して被ばく状況について世界的な調査・評価を行うとともに、

人および環境に関して放射線影響の情報を収集・評価を行い、国連に報告することであ

る。 

UNSCEAR では、現在「放射線治療後の 2 次原発性がん」、「放射線とがんの疫学

研究」、「自然及び人工放射線源からの電離放射線による公衆被ばく」、「放射線被ば

くによる循環器系疾患の評価」の課題やアウトリーチ活動、将来計画について検討を行

っており、本講演では、UNSCEAR の最近の活動について概説する。 
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向 

経済協力開発機構／原子力機関 放射線防護・公衆衛生委員

会（OECD/NEA CRPPH）の動向 

神田 玲子 

（量子科学技術研究開発機構） 

 

NEA 放射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH）は、加盟国の状況下で放射線防護の課

題に対処することを支援することを目的としており、規制当局と CRPPH の専門家の

総意として、ステークホルダーの意見を取り入れながら国際社会に提供され、新しい近

代的な放射線防護システムの開発における検討と活用に役立てられている。 

CRPPH の活動の歴史は長く、2022 年 3 月には、26 の加盟国、11 の国際機関・団

体、および招待者、約 100 名の代表者が集まり、第 80 回目の年次会合を開催した。こ

の歴史の中で、職業被ばく情報システム計画（ISOE）や原子力緊急時訓練（INEX）、

国際放射線防護スクール（IRPS）が CRPPH の業務に含まれることになった。 

CRPPH は様々な検討課題について、専門家グループを置いて検討している。現在は、

低線量研究に関するハイレベルグループ（HLG-LDR）や国際勧告に関する専門家グル

ープ（EGIR）、緊急時関連のワーキンググループ(WPNEM)など、様々なグループが組

織されている。第 80 回会合では、多くの NEA 加盟国で進行中の小型モジュール炉

（SMR）の展開に関連する放射線防護関連の課題が初めて取り上げられ、CRPPH 主導

で付加価値のある分野を探るタスクフォースを設置することを決定した。 

 本報告会では、最近のトピックスとして 

・ICRP が発表する次期主勧告について議論している EGIR 活動 

・低線量研究のグローバル登録を発表した HLG-LDR の活動 

・復旧管理に関する専門家グループ（EGRM）や復興支援に特化した INEX の検討 

状況 

・眼の水晶体についての専門家グループ（EGDLE）が 2022 年に公表した報告書 

・意思決定における最適化に関する第 3 回ステークホルダー参画ワークショップ 

についても紹介する。 
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セッション 2 放射線防護に係る国際組織等における最新動向

国際放射線防護学会(IRPA)の最新動向 

吉田 浩子

（東北大学）

国際放射線防護学会（International Radiation Protection Association, IRPA）は放

射線防護活動に携わる世界の研究者や技術者の情報交換と技術向上を援助し、人類の福

祉のため放射線の医療、科学、工業技術への安全利用を図ることを目的として活動して

いる。IRPA の活動の第一の目的は、電離および非電離放射線から人々と環境を防護す

るための協働を促進する媒体を提供することである。今期（2021-2024 年）IRPA が優

先して進めている項目は以下である。

1. 放射線防護体系のレビューと改訂に実務者の視点を提供する。

2. 放射線防護専門家の持続可能性と卓越性(excellence)を促進する。

3．IRPA が包括的かつ協働的な組織であることを確実にする。

4. リスクコミュニケーションを含む放射線防護の課題に関して一般公衆とのより深

い関わり合いを促進する。

IRPA では理事会を中心に委員会、タスクグループ(TG)やワーキンググループ(WG)

が置かれ、これらは加盟学会から推薦されたメンバーを中心に国際機関からのメンバー

も加わって構成されている。今期は上記の優先項目に沿って、８つの TG（より高度な

教育・研究、NIR、NORM 、放射線リスクに関する公衆の理解促進、医療における放

射線の安全性、放射線防護体系のレビュー、組織反応、放射線に携わる女性たち）が設

けられ、それぞれに活動している。IRPA は、特に若い世代への放射線防護の経験、知

識等の継承と活動促進に重点を置いており、各加盟学会からの若いメンバーが IRPA ヤ

ング・ジェネレーション・ネットワーク,YGN として活動している。また、IRPA は ICRP

の特別連携組織(Special Liaison Organization)として、加盟学会等からの意見を集約し、

これらを ICRP にインプットする役割を担っており、次期主勧告の改訂に向けて今期あ

らたに放射線防護体系のレビューTG が設置された。IRPA の活動は HPS（米国保健物

理学会）と共催した First IRPA International Webinar (2022 年 7 月 7 日)などで発表

している。来年の 2 月にはインド・ムンバイにて IRPA リージョナル学会、AOCRP-6

が対面開催される予定である。
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セッション 3 放射線防護に係る最新トピック 

職業被ばくに係る内部被ばく線量係数 
真辺 健太郎 

（日本原子力研究開発機構） 

内部被ばく線量係数（以下、線量係数）とは、放射性核種 1 Bq を摂取した場合に受

ける預託実効線量である。内部被ばくに対する線量は、体外計測やバイオアッセイ等に

より放射性核種の摂取量を推定し、これに適切な線量係数を乗じることによって評価す

ることができる。現在、我が国における法令等に基づく内部被ばく線量評価では、国際

放射線防護委員会（ICRP）の 1990 年勧告を踏まえた線量係数を使用する。一方で、

ICRP は、2007 年勧告に関連して線量係数導出の基礎となるモデルやデータの全面的

な見直しを行い、従来の線量係数を置き換える新しい線量係数の整備を進めている。職

業被ばくに関しては、「放射性核種の職業上の摂取（OIR：Occupational Intakes of 

Radionuclides）」と題する 5 部作の刊行物シリーズ[1–5]が 2022 年 4 月に完成し、

2007 年勧告を踏まえた新しい線量係数が全て出揃ったところである。公衆被ばくに関

しても今後数年で新しい線量係数が整備され、将来的には職業被ばくに係る線量係数と

ともに我が国の防護基準値に取り入れられるものと考えられる。 

本講演では、線量係数の導出手順や、使用されるモデルやデータの変更点を整理する

とともに、新旧の線量係数の違いについて紹介する。 

謝辞 

本講演は、原子力規制庁放射線安全規制研究戦略的推進事業費（内部被ばく線量評価

コードの開発に関する研究）事業（平成 29 年度～令和 2 年度）、令和 4 年度原子力規

制庁放射線対策委託費（被ばく線量評価コードの開発）事業による成果を含む。 

参考文献 

[1] ICRP Publication 130, Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1 (2015). 

[2] ICRP Publication 134, Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2 (2016). 

[3] ICRP Publication 137, Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3 (2017). 

[4] ICRP Publication 147, Occupational Intakes of Radionuclides: Part 4 (2019). 

[5] ICRP Publication 151, Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5 (2022). 
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セッション 3 放射線防護に係る最新トピック 

低線量放射線影響評価に関する動向  

今岡 達彦 

（量子科学技術研究開発機構） 

 

国際放射線防護委員会（ICRP）は、放射線防護体系を全体的に記述する主勧告をた

びたび公表している。前回の主勧告から 10 年以上を経て放射線防護体系の見直しが始

まっており、2021 年には 2 つのポジションペーパーの公表とデジタルワークショップ

の開催が行われた。講演者は、昨年度事業の一環としてワークショップに参加したので、

低線量放射線影響評価に関する動向について報告する。 

低線量・低線量率のがんリスクの定量化は、様々な仮定や判断に基づいている。現在、

主に高線量・高線量率の情報である原爆被爆者研究から得られる固形がんリスク推定値

に、線量・線量率効果係数（DDREF）として 2 という値を適用しているが、近年は

DDREF の構成要素である線量効果係数と線量率効果係数は機序が異なるとの考えが

表明されている。また、最近の一部の疫学研究は 0.1 Gy 未満での線量反応の存在を支

持しており、しきい値の存在を支持する証拠はほとんどない。生物学的メカニズムから

も、放射線防護の目的のためのリスク推定において、しきい値なしモデルを用いること

に十分な正当性があるとされている。一方、線量が低いほどリスク推定値の不確実性が

高いことも認識されている。低線量・低線量率での影響に関する生物学的メカニズムに

関する証拠と疫学的結果を統合することが、リスクの不確実性の少ない推定を可能にす

る有望なアプローチだと考えられている。このアプローチはがんにも非がん疾患にも適

用できる。化学物質の毒性評価と規制で用いられている戦略を援用し、有害性発現経路

（AOP）を開発することを通じて、必要とされる知見を特定し、疫学研究と生物学的研

究の解釈を統合する試みが進められている。また、国際的なネットワークによって戦略

的・効率的な研究推進を図る試みが進められている。 

参考文献 

今岡達彦「ICRP デジタルワークショップ「放射線防護の未来」参加報告」保健物理 2022; 

57(1): 70–75. DOI: 10.5453/jhps.57.70 
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Radiation Safety Standards Committee RASSC

Emergency Preparedness and Response 
Standards Committee EPReSC

2
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11 RASSC/EPReSC
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• RASSC EPReSC 6
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•

•

5

• RASSC/EPReSC

RASSC JAEA
EPReSC

• IAEA RASSC EPReSC

Step 3
Step 7 1
Step 8   
Step 11 2

SStepp 14 IAEA

Stepp 13 IAEA

Stepp 12 CSS
CSS

SStepp 11 DS 2
DS 2

Stepp 10 DS IAEA
DS IAEA 2

Stepp 9

Stepp 8
DS 120

Stepp 7 DS
DS 1

Stepp 6 DS IAEA
DS IAEA 1

Stepp 5 DS Draft standard
RC

Stepp 4 DPP CSS
DPP

Stepp 3 DPP
DPP

Stepp 2 DPP IAEA
DPP

Step 11 DPP Document preparation Profile
/

IAEA
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Step*
DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

X RASSC
3

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations
RASSC

3

DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography
RASSC

4

DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency
EPReSC

5

DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 
Emergency
EPReSC

5

DS519 Protection of Workers against Exposure due to Radon
RASSC

9

DS504 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency
EPReSC

9

DS499 Application of the Concept of Exemption 12b1
DS470 Radiation Safety of Radiation Sources Used in Research and Education

RASSC
12b1

*Step 11 29

• DS519

Step 7 1 Step 8

Step 8

3
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• DS519

Step8

I-53 De-emanation counting can be used for radon in water
measurements. The water sample is bubbled with a
radon free gas, such as nitrogen, resulting in the de-
emanation of water. For example, a scintillation cell is
filled with gas including the extracted radon. The
scintillation cell is counted after a delay of about 3
hours (Ref [WHO handbook on indoor radon_2009]) a
few hours to allow for radioactive equilibrium between
the radon and decay products to be reached. Other
active radon monitors are also available (see I-42).

3
[WHO handbook on indoor

radon_2009].

• DS519

Step8

II-19 Average workplace 222Rnradon concentration of 200
Bq/m3

The calculated dose is 0.58 3.5 mSv/exposure period
• The UNSCEAR conversion factor (CF) Dose
conversion factor reported by UNSCEAR 2019

DCF is 9 nSv/Bq.h.m-3

Radon 222Rn
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DS540 Step 4
DS544 Step 3
DS545 X Step 3
DS527
Step 5)

DS534: (Step 5)
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IAEA RASSC QST JAEA)
IAEA EPReSC JAEA
UNSCEAR QST QST)

QST) QST

ICRP
ICRP 1

ICRP 2 JAEA
ICRP 3
ICRP 4

•

Environment Webinar - Holistic
Approach to NORM Management
IAEA

QST
3

Technical Meeting on Radionuclides in
Food and Drinking Water in non-
emergency Situations IAEA

QST 3

The Future of Radiological Protection
Digital Workshop, ICRP

QST 3

IOMP-ICRP Webiner Are radiation risks 
below 100 mGy for example through 
recurrent CT procedures of real concern 
for radiological protection?

4
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3
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• , Vol. 57, No.1 2022 3 31
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4
•

•

• 4 2022
11 24 26
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4 2022 12 20 15

DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities X

SSG Rev.1 SSG-8
RASSC
WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC

SSG-8 2010 GSR Part 3
2026

SSG-8 Radiation Safety of Gamma, Electron and X Ray Irradiation Facilities 1996 BSS
2010 2014 GSR Part 3 GSR Part 1, 2, 4, 7 IAEA

I IV X
I II GSR Part 3

X

IAEA
I eBeam X

4 2022 12 20 16

DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations

GSG
RASSC WASSC, EPReSC

2027
GSR Part3 47 48 GSR Part3 5.1-5.9

GSR Part 3
DPP Ver.1 20220901

A
B
C
D
E

WHO ILO UNEP
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DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography

SSG Rev. SSG-11
RASSC
WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC

STATUS STEP 4 2022 8 22
SSG-11 2011 GSR Part 2,3,4

SSG-11 2011 Radiation Safety in Industrial Radiography 2014 GSR Part 3
2016 GSR Part 2 Part 4

2011

X
X

CT
IAEA-

TECDOC-628/Rev.3 2013

13

SSG-55

4 2022 12 20 18

DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency

GSG
EPReSC NUSSC RASSC TRANSCC WASSC NSGC

Protection Strategy EPR

IAEA No. GSR Part 3 44 IAEA
No. GSR Part 7 5

IAEA
No.115 1996 IAEA No. GS-R-2 2002

ICRP ICRP Publication 60 1991 ICRP
Publication 63 1992

IAEA

IAEA
EPR GS-G-2.1 2007 GSG-2 2011 GSG-11 2018 GSG-14 2020

GSR Part 7
GSR Part 7 5
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DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological
Emergency

GSG-2 2011
EPReSC
RASSC WASSC NSGC

2024
GSG-2 2011 IAEA No. GSR Part 3

IV.1 IV.2 IAEA No. GSR Part 7

EPR-NPP PPA 2013 EPR-NPP OILs 2017 EPR-
Protection Strategy EPR-RAD OILs

EPReSC

GSR Part 7 GSG-2

4 2022 12 20 20

DS519 Protection of Workers Against Exposure due to Radon.

SSG
RASSC

DS519 GSR Part3 SSG-32

/ /

NORM

GSG-7

NORM

GSG-7
SSG-32

SSG-32 2015
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DS504 Arrangements for Preparedness for Nuclear or Radiological Emergencies

GS-G
EPReSC
NUSSC RASSC TRANSSC WASSC NSGC

2007 GS-G 2.1 Arrangements for Preparedness and Response for a Nuclear or
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